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  はしがき 

 

 「鎮魂
ちんこん

」という語に意識的な興味を持ったのは一〇年ほど前にさかのぼるが、いま静か

に唱えてみれば、思いのほか端正に静まりかえった語感ではある。「思いのほか」などと言

いたくなるのは、とても静かとは言えないような種々の鎮魂行法を知ったからであろう。

雅びな舞を舞う鎮魂行法があるかと思えば（第五章）、激しい運動と大音発声をともなう鎮

魂行法があり（第四章）、あるいは賑やかな憑霊現象の頻発する猥雑な行法もある（第三章）。 

 これらに比べると、われわれの一部が考えるような、たとえば静かな呼吸法をともなう

静的な瞑想法や、死者のための供養法などは、むしろ少数派なのである（第三章の第五節、

第八節、第六章の第二節）。「鎮魂」という魅力的な語を、その語感のままに端正な静まり

かえった実践と思っている方に、本書の報告する種々の鎮魂行法がどのように映るか、著

者として興味深いものがある。  

 鎮魂を「魅力的な語」と言ったのは、単なる言葉の綾ではない。この語をそのようなも

のとして理解している研究者、文化人は少なくない。またしばしば実践家たち自身が、こ

の語を自らの中核的行法の名称として採用しているのは、霊的実践、霊的修行を表現する

に適当な、かつ効果的な魅力ある語がほかにないからである。  

 宗教家と言ってしまっては問題があるが、折口信夫は「鎮魂といふことがわからなけれ

ば神道がわからない」といっているし、その折口によって国学者の第一人者と評される鈴

木重胤は「鎮魂第一義なる神典を学びながらその通を得ざる輩」とまで言いきっている。

そこで言われている「鎮魂」と本書で扱う「鎮魂行法」の異同という問題、またその説の

当否はともかく、少なくとも彼らにこのようにまで言わせる「鎮魂」という語の魅力を痛

感しないわけにはいかないのである。本書で扱う鎮魂行法家たちの多くも、ひとつにはそ

うした語の魅力に誘われて、彼らなりの鎮魂行法を説いたのであろう。  

 霊魂の活動、霊魂の操作、神霊との交渉、神霊からの働きかけ、心身活動と霊的活動の

相関、神道行法におけるシャーマニズム的要素、日本的霊性――こうした問題に対して、

近代以降の神道系の実践家たちはどのような解答を試み、あるいは実践したのか？ 本書

がこの大きな問題を考える一助ともなれば幸いである。  
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序 章 本書の目的と構成 
 

＜研究史の空白＞ 

 「近時、我が神道界に行学一致の修業を望む声が昂りつつある」（１）と時の神社本庁統理・

佐々木行忠氏によって述べられてから、もう二〇年ほど経過しているが、神道学界におい

て、行法の研究は学問的にはまだその緒にもついていないように思われる。種々の事情が

あるのであろうが、理由の一つは、おそらく、「神社神道」内部に材料を求めるかぎりそれ

が得られない、というところにあろう。神道神学の樹立を目指す上田賢治氏が「明治以降

の神道は、神との直接的な出会い、神秘思想や神秘経験の問題を在野の神道家にゆだね、

その故に戦後の神職にも、信仰の成熟深化の上でかげりを残している点がないとは言えな

い」（２）と述べるゆえんである。神社神道が現在採用している禊の行は、明治末から昭和初

期にかけて活躍した川面凡児の鎮魂行法説に淵源があるが（第一章の第一三節、および第

四章を参照）、一度見学の機会を得て実見した際の印象では、簡略化――特に時間的に――

されていたようである。禊の行の成立・導入の時期は大政翼賛会前後ときわめて新しいた

め、れっきとした正統的神道研究者には、満足な学的興味を引くに足りないもの、着実な

研究に値しないものに思われたとしても不思議はない。また国民的行として採用されたほ

どであるから、とうぜん一部に川面凡児の熱烈な支持者がいたのであるが、支持者による

文章は、ほとんどが川面説の部分的祖述にとどまっている。それほど大きい体系と豊富な

内容、そして実践の裏付けをもつ説なのであり、それでいて学界に一定の市民権を得てい

ないのである。こういう対象は敬遠されてしまったのであろう。  

 たとえば、神道の学が軽視されていることを難じた小林健三氏の論文は、大学・学科・

講座などの機構的方面の不備をまず述べ、次に河野省三著『神道学序説』の中の神道研究

の区分を紹介する。  
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そしてこれらの分野を「組織的に研究排列すれば、そこに神道学が成立つ」という河野

省三の言葉を併せて引用している。区分は上の通りであるが、その中では「修行」「行法」

に相当する実践は研究対象にすらなっていない（３）。軽視された神道学の中でも、神道行

法の学はさらに軽視、あるいは無視されているのである。平田篤胤は、国学者の中でも行

的傾向の強いこと、鈴木重胤に次ぐものがあるが、その篤胤研究で著名な小林氏にして、

行法研究への関心がこの程度であった。ほかの多くの研究者にとって、行法研究が関心の

対象にすらならないのは当然かもしれない。 

 ところがこう書いた一〇年ほどのち、小林氏は宮地厳夫
みやじ  いずお

という実践家についての論考を

発表している（４）。宮地厳夫は宮内省掌典をつとめた人物であるが、他方彼はまた高知の

宮地神仙道という、神社神道とは一線も二線も画する実践を標榜した教団の代表者でもあ

った（第一章の第一五節、および第六章の第一節を参照）。そして神道系の宗教教団で行わ

れる鎮魂行法やその他の心霊主義的行法には、彼とその一党である宮地水位
す い い

の思想・実践

の反映を、濃淡にみることが少なくないのである。そこでの思想と実践は、平田篤胤の玄

学研究との間に断絶がない。篤胤の道教研究を研究対象として認めることから、神道系教

団の各種の霊的実践を研究対象とすることまでの差は、わずか一歩である。  

 高度経済成長後に発展した一群の新宗教教団を、西山茂氏は新新宗教と命名、のちにあ

らためて霊術系新宗教とも命名したが、そこに西山氏は、大正から昭和の初期にかけて起

こった霊術ブームの再来を見ている（５）。ところでかつてのブームの中心の一つはいうま

でもなく大本であり、その大本の布教の柱の一つは「鎮魂帰神による神霊の実在体験」と

いうことであった（第一章の第一～一三節、および第三章を参照）。そのブームが再現され

るということは、宗教界の一部に神霊の実在を体験したいという需要が起こってきたこと

にほかならない。神社界において「行」への要請が出てきた背景には、このような思潮の

うねりがある（そのうねりが起こってきた理由は本書の問うべきところではない）。  

 これが行法研究にとって一昔前と比べて便利な研究環境を準備してきたことは、特に出

版事情に表れている。つまりそういう需要を受けて、昭和五〇年に入ってから本田親徳に

関する資料が、昭和六三年には宮地神仙道の資料が、それぞれまとまって刊行されてきた

のである。研究が進まなかったのは、一つには何といっても資料的不如意も大きい原因に

なっていたはずで、こういう研究は一〇年前までは、たとえその意志があっても出来にく

かったであろう。  

 しかし一方では川面凡児の『全集』はすでに昭和一四年に刊行されているという事情も

ある。それが研究されなかったのは、単に資料的な制約からではありえない。ある神道研

究機関の図書部にある『川面凡児全集』は頁をめくった形跡があまりなかった。やはり学

問的意欲を削ぐものがあるのであろう。どこかで読んだ逸話によれば、勧められて川面凡

児を読んだある神道研究者は、「どうもついていけない気がする」との感想をもらしたとい

う。ついていけなかったのは川面の国家観にであろうか、それとも霊魂観などにであろう

か。ところが戦前には、逆に川面についていった人が少なくなかったのである。あるいは

川面が取り上げられないのは、その反動のゆえかもしれない。しかしどちらにしても、本

書にとって川面は、ついていったりついていけなかったりする類いの人物ではない。それ

ほどの関心を引くには、川面は長く忘れられ過ぎた人物であった。今改めて――われわれ

にとっては初めて――浮かびあがってきた川面凡児は、ほかの実践家達と異なった待遇を
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求める研究対象ではなくなっている。  

 このように資料の充実、タブーの解除という研究条件がちょうど一斉に整ってきた時に、

それと知らずに始めた研究の成果をとりまとめたのが本書である。まずは好運に恵まれた

というべきであろう、少なくとも資料的には思いのほかに充実したものとなった。  

 ところで、出羽三山に山伏姿で峰入りしそのままの恰好で東京の自宅に帰ってきて家族

を驚かした、というようなエピソードにも事欠かない宗教学者・岸本英夫は――直接の面

識はもちろんないが、筆者の先生方のそのまた先生に当たる――、昭和一三年頃に次のよ

うなことを述べている。 

 

  「修行の組織的研究は、日本の宗教学が今後に負わされた一つの使命である。（６）」  

 

 特定の神を説くような信仰をもたなかった岸本は、しかしこのような「行者」的傾向は

もっており、かつ学界を指導すべき立場にいて、「宗教」の修行の組織的研究を主張したの

である。その結果がはたしてどうであったか、岸本の業績を正しく評定する能力は私には

ないが、ただ個人的に次のようなことは言える。つまり、岸本のような広く世に容れられ

た先学、アメリカ流のリベラリストで国際会議を見事に切り回した人がすでに修行研究と

いうことを高らかに主張していてくれなかったら、小心な筆者には――このような研究対

象を取り上げることはまだしも――本書のような研究を大学内で続行することはできなか

ったかもしれない、ということである。そういう意味で私は、岸本にはある種の学恩を感

じている。 

 本研究が出てきた背景を若干述べたが、たしかに今となっては上のように言えるけれど

も、初めからそのような状況を睨みながら研究対象のまわりを徘徊していたわけではない。

以前何かの本で「ためにやったことで、ためになった験しはない」というような文句を見

たような気がするが、よくもわるくも本書は「ために」やった研究ではないのである。む

しろ多くは成り行きで、興味の赴くまま――あるいは業の促すまま――に本を読んできた、

というのが正直なところである。しかしまたこうしてまとめてみると、それなりに何かの

筋が通っているような印象を与える程度には、どうにか学術的体裁を整えることができた。

成り行きがよかったのであろうか。このような意味でも本書は、時の利を得た作業なので

ある。 

 

＜本書の扱わないテーマ＞ 

 本文を読もうかどうかと迷っている読者補の労を省くため、あらかじめ述べておくと、

表題や目次の字面からそのように誤解されるかもしれないが、本書は昨今の流行にのった

際物を狙うものでもなく、あるいは挑発的な意図で執筆されたものでもない。むしろ私と

しては、凡庸なほど地に足のついた、きわめて穏健中庸な研究のつもりである。しかし、

読み様によってはこの字面がどういう印象を惹起するか、まんざら予想できなくもないの

で、著者の意図と本書の性格を明確にしておくのが、読者に対して良心的であろう。一つ

は、本書は政治（学）的発想とはもっとも遠いところにあるということであり、もう一つ

は、本書はおもしろおかしい実践を扱った猟奇的な博物誌ではない、ということである。

なぜわざわざこう言うかというと、類似の人物や運動、団体を対象とした長短の文章は間々
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目にするところであったが、それらはほとんどが国家観や天皇観との関わりでこの問題を

論ずるか――そうした傾向は宗教社会学者の研究に多く見られる――、あるいは百家争鳴

の宗教界の出し物や演題を並べて感動的な所感や印象的な解釈を述べるか、どちらかであ

ったように思われるからである。私の学的関心――趣味的な関心とは必ずしも重ならない

――は、よくもわるくもこの二つとは一線を画したところにある。  

 まず、本書で取り上げる人物はいわゆる神道家であるので、「神道」の語が「国家神道」

や「天皇制」といった政治を連想させる弊がいまもって流通している点を考慮して、左右

からのあらぬ誤解を招くことのないよう一言ことわっておきたい。右から期待をもって近

付かれるのも、左から敵意をもって近付かれるのも、同じく的外れである。そうした関心

から本書を読まれても、得るところはほとんどないであろう。 

 日本近代の政治史的、社会思想史的問題を正面から論ずる資格はないが、明治維新の一

つの推進力となったのは王政復古の思想であった、というごく一般教養的な事実をここで

確認したい。その復古の理念を語るに際しては、本居宣長や平田篤胤をはじめとする国学

者が引用され、天皇中心の社会体制が主張されたようである。私の理解する限りその宣言

は、種々の装飾を削ぎとるならば、我が国は万世一系の天皇が治めるべき神国と定められ

ており、その権威の根拠は皇祖天照大神の神勅にある、そしてその典拠は『古事記』と正

史『日本書紀』の神代巻に明らかである、となる。国家神道をめぐる議論を評するに、「宗

教論というよりは政治論であった」という表現があるが（７）、宗教的信仰としての天皇主

義と、政治的形態としての天皇制とは、そこでは分離できない。こうした思潮の影響力は

集団的には強制的でもあったが、明治の振興期に人となり、あるいはまた第二次大戦の終

決までに人となった人物の、傾聴に値する諸種の述懐を見聞きするにつけ、個々人の心情

的にも相当深いものがあったとの感を強くせざるをえない。例を宗教界に限れば、神道の

みならず仏教、さらにはキリスト教に所属する少なからぬ宗教者が、天皇主義への親和性

を示したのである。  

 そうした時代精神の中で、神道系と分類される組織・活動にかかわるということが何を

意味するか、明らかである。彼らは、その思潮・制度をもっとも推進する側に立った。当

然、彼らの言説・実践は、天皇中心の価値体系を、あるいは補填しあるいは拡大する方向

で展開されたといえる。しかしこのことは、その思想・行動のすべて
・ ・ ・

が、価値の極点であ

る天皇とのかかわりでしか扱えない、ということを意味しない。  

 一般に、価値はその配下に低次の価値・手段をもつ一方で、その上にはより高次の価値

が――ときとして複数並列的に――位置し、それに対しては自らが下位に位置付けられる、

という無限のヒエラルヒーをなしている。ホロン holon の概念が巧みに説明するように、

それぞれの価値は半ば自律的な結節点にすぎないのである（８）。この一般論を本書の対象

にあてはめると、次のように言える。 

 本書で扱うのは、明治以降の神道系の一部の行法家たちであるが、彼らの多くは、時代

の子としての祭政一致的、あるいは神権的な政治思想をたしかに持っていた。しかも間々

思想の最も中核にである。そしてその至上の価値のもとに種々の実践が展開されたわけで

あるが、しかし個々の実践をみると、その価値と結びつく必然度が、どの場合でも強いわ

けではない。たとえば、かりに早朝に皇居を遥拝するという実践があった場合、これは祭

政一致的な価値と切り離しては論じられないかもしれないが、朝五時前に起きて東に向か
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って一種の体操をするという実践があった場合は、これらの一見非政治的な要素が重なっ

て最終的な政治的価値を形成するということもできるが、他方単なる心身の健康法として

みることもできる。研究視点としてどちらが生産的であるか、一概には言えないにしろ、

本書の立場が後者に近いということだけは、はっきりいえる。極端な話、たとえば神事に

携わる祭官はニラやネギのような匂いの強い野菜を食べてはならないという禁忌があった

としよう（事実あるのだが）。ではその些末な食生活の在り方が、一体どれほど直接的に、

天皇主義と関わるであろうか。  

 つまり、神道系の人物・団体の活動がすべて天皇主義に直結するものばかりではない、

ということを言いたいのであって、かりに彼の価値体系が大枠において天皇制国家の建築

者の意向に沿ったものだったにしても、下位の価値である思想、実践の占める位置はほか

で代替可能なものかもしれず、あるいはまた――結局同じことだが――その思想、実践が

ほかの位置にとって代わることが全体の秩序に何ら支障を生じないかもしれない、という

ことである。それはちょうど、「臣民タルノ義務ニ背カザル限リ」という憲法の限定下でな

される宗教活動が、すべて「臣民タルノ義務」そのものとは限らないのと同様である。こ

ういうわけで本書は、彼らの行為をひとまず政治的社会的文脈から離して、いわば私人の

一身上の出来事 private affair として捉えてみようとするわけである。  

 本書で論ずるのは、明治以降の神道系の実践の内、多くの人物・団体において採用され

た鎮魂という名の修行法である。これは、たとえば第三章で検討する本田親徳
ちかあつ

の鎮魂説に

よれば「上ハ天皇ノ治国平天下ノ御事ヨリシテ、下ハ人民修身斉家ノ基本」というように、

天皇中心の国家観に密接にかかわる行法であるかのようにも表現されるが、むしろ実儀に

着目するならば、すぐ続いて「無形ノ神界ヲ探知スルノ基礎ナレバ……霊魂ノ運転活動ヲ

学習スベシ」とも表現されるような、シャーマニスティックな実践である（第三章の第一

節参照）。こうした、霊魂観と国家観を暗黙の内に結びつける傾向は、ほかの鎮魂行法の実

践家にも多かれ少なかれ見られるが、しかしその靭帯はけっして天然のものではない。と

いうのは、それぞれの霊魂観とそれに基づく霊的実践の意味は、対応する国家観と切り離

して分析しても、特に致命的に不足するところはないからである。究極的にどのような価

値を目指すかという関心はさておき、その実践の当面
・ ・

の目的、価値はどこにあるか、と設

問することは十分に可能である。それどころか、このように関心を局限することは、焦点

の絞られた成果を得るために有効な場合がある。本書が目指しているのは、まさにそのよ

うな区画の鮮明な作業である。  

 これはことによると、鎮魂行法を研究するに際しての私の中心的な概念装置の幾つかが

シャーマニズム研究の驥尾に付す、という特殊な事情によるのかもしれない。シャーマニ

ズムは普遍的な現象であるが、神道行法をその一種として扱うのは一面的である、という

批判がありうることは十分に承知しているつもりである。実際たとえば、かりに「霊的実

践の国家的な意味」といったような視点をとるとすれば――こうした大上段の設問が学的

にどれほど有効で生産的であるかはさておき――、国家観を考慮の外におくわけにはいか

ないであろうから。  

 ただ、次のような事実を指摘することはできる。それは、上に若干引用した本田親徳の

鎮魂行法は、のちに大本教の中核的実践として採用されたのであるが、この実践は大本を

経て戦後の世界救世教に「浄霊」と名を変えて継承され、さらにはそこを経由して世界真
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光文明教団に「真光の業」の名で、そのほかの二、三の教団にも別の名で継承されたとい

うこと、ところがそこでの「浄霊」「真光の業」そのほかは、もっぱら個々人の病気直しや

霊的浄化の実践であり、たとえば天皇主義のような政治的価値にかかわることはほとんど

ない――少なくとも直接的には皆無である――、ということである（第三章、第六、七節

参照）。 

 時代思潮にかかわりなく受け継がれるもの、それこそが実践の核心を伝えるものではあ

るまいか？ 本書のテーマである鎮魂行法に即して言い換えるならば、実践の核心はそれ

ぞれが標榜する政治的立場のいかんにあるのではなく、心身の治療法や衛生法、強化法、

また霊的存在との交流法たる点にこそ求められるべきなのではあるまいか？  

 本書はよくもわるくもこうした内外向けの制限を自らに課したものであって、鎮魂行法

実践家の政治的立場に関しては、歴史的経緯を述べる際などに最低限必要とされる時以外

は、原則として不問に付している。本書が扱う人物の中には、たとえば超国家主義のイデ

オローグとまで評される川面凡児もおり、その名前に興味を抱いて該当箇所を読まれる方

の中には、彼の政治思想的側面への言及が乏しいことに不満を覚える向きもあろうかと思

われる。もしそうした立場から「国家観を抜きにして川面凡児の真実を論じることができ

るのか？」と問われたら、私はとりあえず次のような弁明しかできない。私に関心がある

のは、川面凡児その人というよりは、匿名の実践家の説いた身体観、心身論、個人的な範

囲内の霊魂観であり、それらに基づく理想的人間像であり、そこへ至るための具体的方法

である、と。人物への興味は、こういう心身観を説くのは一体どんな背景をもった人物で

あろうか、という程度の、むしろ二次的なものなのである。そもそも本研究の成立の経過

からして、はじめに設定したテーマはあくまで「鎮魂研究」であって、人物名は「鎮魂」

の語を索 引
インデックス

として、あとからリストアップされてきたものにすぎない。  

 もう一つの予想される誤解については、私はやや羨ましい思いを抱きつつ、それを打ち

消さなければならない。百家争鳴の宗教界のおもしろおかしい演題を次々に並べる不思議

の国の博物誌のほうが、本書のように関心を局限した神経質な研究書よりは、やはりおも

しろおかしいであろう。しかしその類いの作業は、神経はあまり使わないけれども、こと

のほかに手間暇がかかるため、色々な意味での余裕が必要なのである。私には目下そのよ

うな余裕がない。羨ましい思いと否定の思いが半ばするのは、そのためである。ともあれ、

万一そうした的外れの期待をもって本書に近付いた読者が、実際読み進める内にいったい

どのような幻滅を味わうに至るであろうか、と考えるのは、同じような幻滅を何度も味わ

い、見知らぬ著者に恨みがましい思いを抱いたことのある者として、あまりいい気持ちの

するものではない。残念ながら本書はそのような今風の楽しい知識を提供するものではな

いのである。こう明言したからには、本の選択を誤ったがための悪感情の責を、著者に対

して負わせることのないように願いたいものである。  

 もう一つ断っておかなければならないのは――私自身はあまり不足に思っていないのだ

が――、本書はフィールド・ワークの産物ではないということである。これは、過去に盛

んであった実践がほとんどである上に、実践家自身のやや詳しい記録が残っているという

事情も手伝い、さらに調査のための時間や便宜がほとんど得られなかったという事情が重

なってのことである。一部の行法については現状での実儀を見学させて頂いたが、参考に

した程度にとどまり本論にはあまり反映していないので、もしやフィールド・ワークの所
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産ではとの期待をもって近付かれた方には、デスク・ワークであることを一応断っておか

なければなるまい。  

 

＜本書の扱うテーマ＞ 

 いよいよ本論を読もうと決意した読者のため、内容の改題をしておきたい。本書で扱う

主要な対象は、近代以降の神道系のいくつかの人物・団体によって実践された、「鎮魂」と

いう共通の名称をもつ一群の修行法である。その方法は、これらを広義のシャーマニズム

現象の一環に位置付けて検討するところにある（仮説的にせよシャーマニズムの中に分類

されたことで、何か自らの実践の価値をおとしめられたような抵抗を感じる方があるとし

たら、それは「シャーマニズム」の語にあらぬ偏見を抱いているからではないかと思われ

る）。そして最終的な関心は、こうしたシャーマニズム的実践の階梯は心身論的にどのよう

に裏付けられるか、という設問へ向かっている。七つの章で全体を構成することになり、

その連関は次のとおりである。  

 まず第一章の「鎮魂行法家の群像――近代以降の神道界とその周辺における実践家の一

系譜」では、鎮魂行法、およびその辺縁にある実践が展開された歴史的な舞台――サブタ

イトルどおり近代以降に限られる――を再現する。ただし、教団組織というよりはむしろ

個々の人物に焦点が当てられ、時に意外な人物交渉史が点綴されるであろう。「鎮魂」など

といういかがわしい実践自体には興味はないが、近代宗教史の裏面に埋没された史実にだ

けは触れてみたい、という向きは、この章を読まれるだけで十分である。第二章以下では、

そのような歴史的記述はほとんどでてこない。また逆に、シャーマニズム現象や身体論に

しか興味のない向きには、近代日本宗教史の場末の一場面を再現するこの章を読まれても、

あまり益はないであろう。  

 第二章の「鎮魂行法研究の立場と方法――シャーマニズム研究を手がかりに身体論へ」

では、研究の方法と関心の方向が示される。表題にも副題にものせる余地がなかったが、

ここでは宗教的修行を扱った研究史の一部が概観されることになる。本書の研究史的位置

付けがなにがしか明らかにされるのは、この章においてである。研究史、方法論にかかわ

る大雑把な情報を必要とされる方はこの章だけで不足はなく、さらに第七章を併読されれ

ばそれで十分である。  

 第三章から第六章までは、個々の鎮魂行法実践家の具体的所説、実儀の祖述、整理、分

析の作業を行なう。順に「大本系の鎮魂帰神行法説」「川面凡児の鎮魂行法説」「田中治吾

平の鎮魂行法説」そして「その他の鎮魂行法説」である。これらを比較対照することで、

同じ名称を共有しながらも、系統が違えば相互にまったく異質の思想、実践を展開してい

たことがわかるであろう。しかもその内にでてくる人物たちは、精粗はあるが、端倪すべ

からざる洞察力を示す。神道といえば天皇問題や国家問題、神社問題、寺社縁起、折々の

祭りや芸能などしか念頭にない方々には、近代以降の神道界にこのような豊饒かつ正確な

議論があったことは、大きな驚きとなるかもしれない。具体的な行法の作法、その基づく

霊魂観などの情報はここで得られる。なお、大本系、川面凡児、田中治吾平の三者を特立

させたのは、（一）鎮魂行法がそれぞれの実践体系の中で最重要な契機の一つになっている

こと、（二）鎮魂行法に関する記述が量的にまとまっていること、（三）三者が互いに他と

異質な――霊魂観・行形態などの点で――鎮魂行法を説いていること、の三つの理由から
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である。逆に言えば、これ以外は三つの要件のどれかを欠くということである。  

 最後の第七章、「鎮魂行法の身体論とその類型化――宗教的身体境界の観点から」におい

ては、これら鎮魂行法の材料を個々の文脈からやや独立させて、たびたび述べたとおり、

いわば匿名の証言として分析してみる。多様な視点が可能であろうが、とりあえずここで

は、鎮魂行法によって変化する実践家の心身状態を、身体境界という生理心理的側面に着

目して、宗教的価値を帯びた身体境界の変容として解釈を試みたい。素材を神道系の実践

にとってはいるものの、こうした分析視点は、神道関係の研究者には、あまり共感を呼べ

ないのではないかという気がする。もし著者が読者を指定することが許されるものならば、

私としてはむしろ精神医学的発想の所有者に読んで頂ければ、という気もする。先行業績

がほとんどない領域なので、善意に読んで頂ければ本書全体で最もオリジナルな章となる

であろうが、批判的に見られれば論旨の粗さが厳しく指摘されるであろう。あらかじめ弁

明させて頂ければ、それらは後続する作業で修正・補強・展開していく用意がある。  

 以上で著者から読者への伝言、および本書の解題に代え、以下ここで述べた順序にした

がって本論に入っていきたいのだが、その前にあと一つだけ、本書の対象から外れる近世

以前の神道行法について、一応の言及をしておきたい。  

 

＜近世以前の神道行法＞ 

 行法は共同体全体の営みではなく、ちょうど呪術や科学技術のように、その内の特殊な

位置にある成員（およびその候補者）が、職能的に携わるものである。そして、その最終

の目的・結果はさておき、その過程と直接の効果において、行法はもっぱら個人的な営み

に止まる。また、行者は自身に自然状態以上の成果を求めるため、たとえば共同体の宗教

的行為が、自然と共同体の望ましい秩序の維持回復という日常維持・回復的性格をもつの

と異なり、行法は当人にとっては脱日常的な性格をもつ。これらの諸点に加え、行法の大

きな特徴として、それが身体性を持つことがあげられる。つまり、それは単なる思想では

なく、理想とされる状態を実現するための具体的な方法を持たなければならないが、しか

もそれは、自らの実践される性格のものなのである（この個人性・脱日常性・身体性とい

うことについては第二章でやや詳しく論ずる）。 

 行法の一般的性格をこう簡単に見た上で、近世以前の神道において行法を指し示すよう

な語を見ると、そこに物忌
ものいみ

、斎戒
さいかい

、潔斎
けっさい

、祓 禊
はらいみそぎ

、鎮魂
ちんこん

などの語を見出すことになる。こ

れら近縁の複数の語の意味する所が、権威ある共通の理解の下、整然と分かたれてきたわ

けではあるまい。むしろ、時処に応じ、同じような行為がこのどの語によっても呼ばれ、

またこの中の一語がいくつかの違った行為を指して用いられた、と考えるほうが実状に近

いであろう。確たる文献なしにこれ以上のことを言うのは、憶測でしかないが、たとえ憶

測にしろ、その類いの作業が皆無に近いことを思えば、将来の作業によって崩されるべき

一つの試論としての意義はあろう。序章の立場からは、神道研究史における死角の所在を

指示する役目さえ果たせれば、それで充分なのである。したがって以下の文章は「試論と

しての憶測」として受け取っていただきたい。  

 神道行法に関する詳細な言語化は、日の目を見た文献としては、近代以降のものに限ら

れる。事の性質上、口伝・秘伝・門外不出・言語化困難という性格があったから、という

理由が最も大きいが、これだけではあるまい。行法一般の特徴として、個人性、身体性、
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脱日常性、という三つをあげたが、ほかならぬこの内の個人性と脱日常性こそは、宮廷の

伝統を中核とする正統的な神道思想ではむしろ排されてきたものであった。したがってそ

のような性格を帯びた行法や教説は時代を下るに従って育ち難く、万一生じたにしても、

それは公に宣布され難く、宣布されたにしても主流には成り難かった。あまつさえ、神道

は言挙げしない伝統を持つ。これではそうした教説・行法の伝統は生じる余地がない。確

かに、宮廷とは別の独自の伝統を保持する古大社があり、しかもそれらはそれぞれが宗教

的専門家の集団であったので、日常人から職能者に脱皮するため行法の教えが、時に細ま

ることはあっても、見え隠れに流れてきていたに違いない。宮廷中枢部においてその種の

秘すべき伝統があった――少なくとも要請された――ことは、宮廷祭祀の秘儀を管掌した

大中臣家、卜部家、伯家の淵源を想起すれば明らかである。また、後代の伊勢神道、吉田

神道を初めとする社家神道や学派神道の中に、行法の存在を示唆する実践の輪郭が見えて

いる。しかし残されたその記述は、薬の服用法と効能書程度の粗雑なものである。もし本

書のいう意味での具体的な行法が説かれていたにしても、それは口伝によったのである。

この類いの隠れた伝統は、周囲の諸事情によって失われやすい。われわれが現在比較的容

易に目にし得る行法説は、時代の近さ、書写印刷物の普及、などの理由で、たまたま残っ

たものが、さらにたまたま地表に現われたものなのである。隠された文献が出てくること

はありうるが、とりあえず手持ちの材料と、一般神道史、日本宗教史の提供する外的情報

を本に、足りない点は筆者の推測を加えて、神道行法史の概略を仮構してみよう。  

 

 ≪原始神道期≫ 農耕や狩猟の生産儀礼にせよ山岳信仰にせよ、また死者・病者の蘇生・

治癒などの代表的な呪術宗教的行為にせよ、その前提として、ある時点においてアニミズ

ム信仰が成立する。それに基づき、神意を糾すための占卜と託宣の法、また霊魂の操作法

を求めて、特定の先天的職能者が、行法と呼ぶべき実践法を、巧拙の別はともかく、経験

的に自得していたものと思われる。この時期の有様は、不十分な後代の古記録と考古学か

ら得られる知見に頼るしかないが、いずれにせよ無文字社会ではあり、体系的組織的な実

践体系はいまだなかった――文字もなしに複雑な指示をどう伝え得ようか――とするのが

穏当であろう。  

 

 ≪大陸との交渉期≫ 中国の行法的宗教文化、すなわち道教を摂取して以後、仏教渡来

以前までの時期である。萌芽として存在した神道行法は、漢字という言語化の手段と道教

という実践体系の模範により、用語を借りつつも、各地で独自の体系の言語化と実践の組

織化を達成する。現在の修験道から仏教的色彩を除けば、この時期の姿が彷彿とするかも

しれない。なお、道教はそのアニミズム的基盤のゆえに、個人的・実効的な行法の成立に

与って力あったが、中国文化の一方の精華である儒教は、その政治性のゆえに、国家機構

の中軸に位置する公的祭祀制度の範となった。公けの「祭祀」と私的「行法」は、このよ

うに分離する傾向にある。  

 

 ≪神仏習合以後≫ 習合思想に対応した神仏習合行法が成立したが、それは密教そのも

のであったため、これを神道行法に分類するのはふさわしくない。強いて言えば、その時

期の神道行法は密教行法であった、となる。その一方、仏教思想に対抗した自覚的神道思
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想が、中国思想を混じえつつも仏教味を極端に排したように、官公の神道的実践（すなわ

ち宮中儀礼・国家祭祀）は仏教味を排して、律令制古代国家以来整備された天神地祇信仰、

氏神祭祀の伝統を遵守して、仏教の有する個人的・脱（あるいは非、あるいは反）日常的・

呪術的実践には、手を染めなかった。この図式は、以後の制度的神道を通じて不変のもの

と見てよい。例証を一つあげよう。神祇官が管掌した宮中鎮魂祭は、その一つの原由的な

機能が、神宝を振動させて行なう物部氏所伝の健康長寿法にあり、かつその対象は、天皇

及び皇族のためという、やや私的で実際の効果を求められる儀礼であった。その典拠とす

る『先代旧事本紀』に伝える作法をみると、石上神宮所伝の十種の神宝（鏡二つ、剣一つ、

玉四つ、比礼三つ）を、「一二三四五六七八九十」の唱え事と共に打ち振れば、死人も生き

返るほどの治病効果を発揮するであろう、というものである。しかしこの祭は中古以来廃

れ、一五世紀には断絶し、三世紀以上も後になって改めて復興された（９）。ではその間、

天皇・皇族のための呪術的健康長寿の法はどこに委ねられていたかというと、この機能は、

空海によって宮中の中心部、内裏のすぐ傍らに建立された「真言院」が、代わって負って

いたのである（１０）。これは事実上、「行法」と分離した祭祀としての宮中鎮魂祭が、密教

儀礼――これを実効的に遂行するには、当然の前提として、体系化された密教行法の習得

と内証が必須である――に座を譲っていた、という形になる。  

 

 ≪社家神道、学派神道、教派神道≫ いわゆる社家神道、学派神道として分類されるもの

に、伊勢（渡会、外宮）神道、吉田神道、垂加神道、伯家神道、橘家神道、復古神道、な

どがある。一般にこれらの特徴は、神道古典を基盤としながらも、それを説明・解釈・主

張するにあたり、多少とも仏教、儒教の思想・実践を採用したり、あるいは意図的に対照

的・対抗的な扱いをするためにその思想・実践に言及したり、という方法を採るところに

あるが、特に「行法」との関連で言えば、伝統的祭祀のあれこれの儀や用語に、神学的意

味を付与するところにある。しかし、その神学的意味は、多くの場合祭政一致的な、つま

り社会実践的な傾向を有するため、「公」の生き方にのみもっぱらかかわり、一方、そのた

めに「私」の行為をどのように整理すればよいのか、という具体的な「行法」の詳しい指

示は、「すべからず」という類いの消極的心得以外には、見られない。たとえば『伯家部類』

には、祭祀の次第が記されるのみであり、祭祀に先立ち――その期間は「直前」から「半

恒常」にまで亙りうるが――祭祀者が行うべき、祓禊などを初めとする脱・日常の過程は、

説かれていない。おそらくそのような些末で殊更な指示を、大勢は必要と認めなかったの

であろう。しかし、時代が幕末から明治維新に近付き、さらにそれを経て大正、昭和とな

ると、種々理由があろうが、そうした言説化への指向が急速に強まる。教派神道、神道系

諸教、および近縁の団体・運動・教説では、そうした事細かな指示が、時としてかなりの

程度一般向けに発表されている。そしてそれらの多くに共通する行法名として、「鎮魂」の

名が採用されているのである。 

 

≪神道行法としての鎮魂行法≫ 「鎮魂」という名で呼ばれる群小の実践の中には、坐禅・

暝想に類する行法もあり、「たましづめ」をこのような精神集中、精神統一の意味で理解し

ている者は少なくない。この語感に類似の理解に、死者の霊魂の慰撫を図る呪術宗教的行

為をもって鎮魂法とするものがある。しかしそれ以外にも、憑依儀礼、霊魂操作法、健康
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体術、種々の呪術などをこの名で呼ぶものもある。呪術・儀礼・行法に類型化されるべき

異種の領域にわたって用いられてきた「鎮魂」の語が、歴史的に一定の語義をもたないの

は当然としても、たかだか数十年のスパンの中で展開された同名の鎮魂行法の内にかくも

異質な複数種類の実践が併存していたということは、事新しく指摘するに値する事実と思

われる。 

 こうして近代以降に展開された複数の鎮魂行法説は、それぞれ典拠・原由を異にし、お

よそ統一的な意味というものを持たない。思うに、神道行法を説く者が、間々この名称を

採用するのは、種々の意味で霊魂を連想させる語感をもった神道用語が、これ以外にない

からではなかろうか。逆に言えば、そうしたある種の便利さのゆえに、この語はその意味

を拡散させてしまったと思われる。であれば、われわれが現在目にする「鎮魂行法」は、

異種の行法の便宜的な集合名詞である、とするのが、その全貌を見るのに適当な視点であ

るのかもしれない。またさらに他方には、それと類義ながら異名を持った行法群が存在す

る。これらも、同様の信仰を廻って縦横に派生した近縁物である。が、それらとすでに述

べた「鎮魂行法」との関係は、面倒なことに、同名の行法は名称の異なっているほかの行

法よりも互いに似ている、ということには、必ずしもなっていないのである。  
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第一章 鎮魂行法家の群像 
――近代以降の神道界とその周辺における行法家の一系譜 

 

序 節 

 本章の課題は、表題と副題の示す通り、近代以降の神道界およびその周辺における鎮魂

行法実践家の系譜を鳥瞰することにある。  

 明治政府の宗教政策の基本は、政治形態としての天皇制と表裏をなす形での「国民道徳」

という名の国教である天皇信仰を軸に据え、神社をその機関とし、ほかの宗教団体・宗教

活動をその枠外におくことにあった。政教
・ ・

分離の原則を逆手にとった祭政
・ ・

一致の理念であ

る。その必然の結果としての天皇制の宗教的性格、および天皇信仰の政治的性格について

も、繰り返し説かれてきたところである。「天皇主義」といった場合、それが上の二つの内

のどちらを指すのか曖昧であるという事情もそこから出てきたし、天皇を価値の頂点とす

る政治活動と宗教活動の区別がつかない、ということも往々にしてあった。要するにそこ

での宗教活動は、多かれ少なかれ政治的色彩を帯びた、ということである。明治時代の思

想の実践的性格といわれる、その「実践」とは一つにはこの意味での政治的実践であって、

これは神道系の宗教家に限らず、国士の流れに棹差す多くの宗派の宗教者もその例外では

ありえなかった。もしこの思潮に正面から抗すれば、たとえば一キリスト者が市民権を脅

かされるような事態に発展しかねなかったのである。  

 ここで扱うことになる人物たちは、国境によってほかと区別された日本という国家の中

で、神道系に分類される団体や運動にかかわっていたので、どちらかといえばやはりこう

した思潮を積極的に参加する側に立っていたが、此岸的な――勿論ほとんどが彼岸的な意

味を担っている――国家と関わることで、すべて事足れりとしていたわけではない。彼ら

鎮魂行法家たちの多くが国家の機関である神社に属するものではなく、場合によっては国

家と一定の距離をおき、さらには国家から敵視されさえしたことは、その恰好の指標とな

る。またかりに最終的には何らかの国家的価値を目指していたにせよ、その基礎をなす段

階におけるほとんどの実践は、いわば無国籍のものであった。  

 本書は後半部にいくほど、行法の身体的実儀を要素的に取り上げることになり、それに

ともなって実践の無国籍な側面が重く扱われることになる。が、その実践は密室で秘密裏

に行なわれたのではなく、やはり前後左右の歴史的な文脈に組み込まれた中で行なわれた

ので、その具体的な背景の記述から始めなければならない。 

 本章で論ずるのは、幕末から昭和の全期におよぶ時期の、複数種類の鎮魂行法の実践家

たちの社会的活動、その交渉史、影響関係、などである。鎮魂行法に関する各々の具体的

な所説は、それらの異同を示唆するために最低限必要な範囲での概略に触れるにとどまり、

おもに歴史的な側面に焦点が絞られることになる。  

 そこでの結果を予告しておくならば、同じ「鎮魂」と呼ばれた行法が、形式的にも内容

的にも一様でない、場合によってはまったく別物の集合であるのを示すことになるであろ

う。 

 本章の作業――本章のみに限らずこれを導入部とする本書全体の作業――の負う制約を

あらかじめことわっておくと、時代的に明治以降と限定したのは、資料の入手・閲覧の困

難さがまず第一の理由、次に第二の理由としては、事の性質上「口伝」によることが多く
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時代を遡るほどに細部が不明になると予想されること、などの点からである。しかし神道

史を遡り神道行法の系統立った歴史的展開を跡付ける困難な研究の第一歩としては、こう

した近代の出自不明な行法を唐突に並べるに近い作業も、行法の類型をあらかじめ設定し

て弁別の基準の参考に供するという意味で、限定的ながら充分な存在理由を有するのでは

なかろうか。  

 もう一つの制約は――これはいかなる場合にも避けられないことであるが――、副題の

期間内でも、取り上げたのは比較的目につきやすいごく一部の実践家・実践団体のみであ

る、ということである。しかし鎮魂行法の系統性・多様性・不均一性を示すには事例が網

羅的である必要はなく、今あえて目算でものをいってよければ、本書の対象となったもの

を典型的・代表的な実践として、ほかの同名の行法はどれかの分枝として位置付けること

ができるものと、われわれは考えている。他日資料を追加して充実させることができても、

本書の論旨に大枠での変更の出ることはないであろう。  

 次の系譜図は、近代以降の鎮魂行法の実践家、およびそのごく近い周辺を示すものであ

る。実線の矢印は、鎮魂行法に関する直接の影響関係を表わし、点線は間接的な影響ある

いは鎮魂行法以外の影響関係を表わす。今後の調査・研究によっては、系譜図の人物名、

影響関係が若干増加することは当然予想されるが、それを考慮にいれても、大きな書き替

えの必要はここでもないであろうと思う。 

この図において、関係者の量からみて主流となっているのは、本田流・大本系の鎮魂行

法説である。近代日本宗教史における重要度からみても、大本の優位はゆるぐまい。よっ

て以下、議論の便宜上、まずこの系統の人物達の活動を第Ⅰ部としてまとめてとりあげる

ことにする。順に本田親徳（第一節）、長沢雄楯（第二節）、出口王仁三郎（第三節）、浅野

和三郎（第四節）、友清歓真（第五節）、谷口雅春（第六節）、荒深道斉（第七節）、宇佐見

景堂（第八節）、岡田茂吉（第九節）、岡田光玉（第一〇節）、佐藤卿彦（第一一節）、黒田

みのる（第一二節）、五井昌久（第一三節）の各人物である。次にそれ以外の人物を――何

のまとまりもないがともかく――第Ⅱ部としてまとめる。まず川面凡児（第一四節）、次に

宮地厳夫（第一五節）、次に田中治吾平（第一六節）、そして最後に現在の神道家で鎮魂行

法にしばしば言及する者の一例として山蔭基央を（第一七節）とりあげる。生年が前後す

るのは、第三章から第六章までの記述の順序――それには意図がある――に対応させるた

めである。 

 分量的には第Ⅰ部が全体の半ば以上を占めることになり、バランスをそこなっているけ

れども、系統性を強調する意味で、あえてこのようなまとめ方を採ることにした。また各

節に質的量的な精粗があるのは、資料と先行研究の多少によって生じたことなので、これ

はこれで意味があることと思い、あえて調整しないことにした。この図に載せた人物をか

ならずしも本文中で取り上げていないのは――たとえば三五教
あなないきょう

の中野与之助――、人物像

は描けるが鎮魂説を詳しく知ることができないからであり、これもおもに資料的な制限の

ためである。  
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第一部 大本系の鎮魂行法家 
 本田親徳から長沢雄楯を経て、大本教へと伝わり、神道天行居その他に流れ込んでいる

鎮魂行法の系統は、しばしば「鎮魂帰神」と一続きの呼称が通用していることにうかがわ

れるように、帰神行法と密接不離の関係にある。またこの系統の多くの人物が、説明のた

めに、当時西欧の最新流行の科学とも考えられていた心霊主義 spiritualism、心霊研究

psychical research を、対抗的ながら積極的に取り入れたことに表われているように、神

霊・精霊・死霊の実在を強調するものであった。そのためもあってか、鎮魂は間々帰神＝

憑霊と区別のつかないものとして説明されることになる。したがってこの系統では、帰神

法から独立した鎮魂行法のみを論ずることはかなり不毛であり、むしろ鎮魂という語を冠

された帰神行法、あるいは内容的には帰神である鎮魂行法とみなして、そこから一つの類

型を得るのが、われわれの目的に沿うであろう。本田流・大本系の群像が、「鎮魂行法家」

というよりは「鎮魂帰神行法家」の群像の如き観を呈しているのは、このためである。  

 本節では、まずこの系統の冒頭にある本田親徳の略歴を記述する。 
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第一節 本田親徳 

 系譜の先頭に位置する本田親徳
ちかあつ

は、明治維新を間にはさむ四〇年間に活躍した薩摩藩出

身の神道家である（１）。最も信頼のおける年譜によれば、文政五年（一八二二）一月一三

日、士族（一説に典医）本田主蔵の長男として、現在の鹿児島県加世田市に生まれた。一

七才の時に皇史を読み、神懸りの神法が途絶えているのを嘆き、皇学の志を固めて上京、

後に東上して会沢正志斎や平田篤胤の門にも出入りしたともいうが、二一才の時、京都の

薩摩藩邸において「適々狐憑の少女に遇い憑霊現象を実見して霊学研究の志を固む」とい

うから、行法実践への直接的な契機はこの辺りに求めるべきであろう（２）。 

 その後「岩窟ニ求メ草庵ニ尋ネ」る実践的模索の時代が続き、数え年三五才にしてよう

やく「神懸三六法アルコトヲ覚悟リ、夫レヨリ幽冥ニ正シ現事ニ徴シ」正邪を弁別し得る

ようになったという（３）。およそ一五年の実践考究の成果であるが、その間の事績は明ら

かでない。三五才の頃、神祇伯白川家の最後の塾頭であった高浜清七郎と接触したとされ、

白川神道とも没交渉でなかったことをうかがわせる（４）。  

 帰神の正法の確立はそのさらに一〇年後の慶応三年頃とされている。「帰神」法の裏付け

となる鎮魂法ともども、所説の完成はこの時点におくべきであろう。したがって明治以降

はもっぱら自説を他に伝える段階である。  

 われわれが従来知っている明治の神社史・神道史の表面には、本田親徳の名は見当らな

い。しかし当時でもまったく一般社会に無名の人物ではなかったらしく、本田の晩年に、

かの「妖怪博士」井上円了も人伝てに「本多
ママ

九郎」の名を聞き、直に訪問してその語ると

ころを興味深く聞いた記録を、批判なしに記している（５）。また副島種臣（後に伯爵）と

は明治六年頃西郷隆盛を介して知合い、終生親密な師弟関係を保ったとされる。しかし神

社人としては、たとえば備中の沼名前神社に短期間奉職したという伝も当神社にその記録

がないなど、いわば定職を得た様子がなく、その意味では不遇であったというべきであろ

う。 

 家庭的な面をみると、文久三年、長男・節が生まれている。戸籍には母名がないという。

この長男は郷里鹿児島に帰り、後に沖縄にわたって昭和一四年没。実子はなく養子を迎え

た。また明治六年の上京後ちかなる女性と同棲し、明治一二年には長女ミカが生まれてい

る。本田親徳の没年に一〇才であったこの娘ミカは、幼女の頃は勝れた帰神能力を示し、

神主（霊媒者）としての名は「薫（子）」と名乗ったという。  

 晩年の一〇年間の教学講義、行法伝授その他の活躍の場は、静岡県がめだっている。こ

れには、出身地を同じくする奈良原繁・同県知事の招きがきっかけになっており、やがて

活動の拠点となったのは、弟子が宮司を勤めていた静岡県志太郡岡部町の神
みわ

神社である。

明治二一年、自己の霊はこの地に鎮まることを言い残して同神社を去り（６）、二度めの妻

の実家のあった秩父に移り（７）、翌二二年（一八八九）四月九日、川越の地において病を

得、急逝した。現在三輪家の住居内には、「吾死すれば霊は此の石に来たるべし、故に大切

に祭るように」との遺言に従い、本田親徳が生前肌身につけていた拳大の岩を御霊代とし

て奉齋されている（８）。 

 京都の薩摩藩邸における憑霊現象の実見が本田霊学の出発点をなし、霊学の目的がその

現象の統御にあったことからすれば、本田霊学の鎮魂帰神行法が憑霊傾向をつよく帯びる

のは自然の成り行きである。当然、鎮魂帰神といった場合、そのアクセントは常に後半に
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置かれることになる。  

 では本田の宗教史的位置はどうなるであろうか。若き日に会沢正志斎や平田篤胤に学ん

だとされているものの、まとまった鎮魂帰神行法説はこの両者に見ることができない。本

田が篤胤の影響を受けていることは、篤胤への言及が著書の各所にみえて関心の高かった

ことからも確認できるけれども、ただしそれは常に批判的である。これは、研究の対象・

発想の方向は評価できるが、方法と結論には批判の余地が多いということであろう。事実、

篤胤の場合、あらかじめ自らの内にあるモデルに基づいて皇漢の典籍から選択した材料を

充当するというデスク・ワークのほか、神隠しの子供に特異体験をインタビューするとい

う聞き取りまでは行なっているが、彼自身が特異な世界に出入りすべく何らかの身体的実

践を実修したわけではない。  

 こうした点を勘案すれば、本田に対する篤胤の位置を「先駆的原点」とするのはともか

く、「鎮魂帰神法という身体的技法を駆使して……する霊的修行……がどこに端を発してい

るかを探っていくとき……流れの源流に平田篤胤が位置することを否定しようがない」（９）

とする位置付けには、多少の但し書きをつけなければならない。すなわち、霊魂論への関

心は平田篤胤に発するとしても、鎮魂帰神という身体的行法は篤胤に直接の先行物を見い

だせないのである。これ以外の、たとえば国学者中第一の人とまで評価されることのある

鈴木重胤（１０）の鎮魂説はきわめて実践的であるが、具体的な方法を定めたものではない。

『鎮魂伝』の著者伴信友にいたっては、宮中鎮魂祭の祭儀を古記録・伝書により考証した

にすぎず、実際に憑霊や託宣を操作する身体的技法に関わったものではない。こうしてみ

ると、本田の鎮魂帰神説は、文献上直接の先行物を見いだすことのできない彼独特のもの

である。体系立った身体的行法説に関する限りは、本田親徳自らの創案と工夫にかかるも

のとしなければならず、その材料はもっぱら自身の実体験に求められたのである。  

 これらをまとめると、本田親徳の宗教史的位置は次のようになろう。本田親徳の思想は

平田篤胤の影響下にあって霊魂論を中軸に据えたものであるが、他方それを実体験によっ

て裏付けるという実践的――あえていえば実験的、実証的――発想が強く、この点では鈴

木重胤と轍を一にする。したがって本田の思想面における霊魂主義的、実践主義的傾向は、

それぞれこの両先人の流れを汲むものとしてよい。他方実践面においては、本田は彼らの

知ることのなかった領域を独自に目指し、かつそれを直に実践し、さらにそれを体系化し

たと言える。その領域とは神々――正邪がある――の世界であり、その神々と文字どおり

の対話をするための方法が鎮魂帰神だったのである。もちろん、憑霊現象への信仰および

それを人為的に統御するという発想は宗教史上にあまねく見られるのであって、本田の独

創性とは、日本の近代宗教史上、注目に値する事例の一としての位置を主張し得るにとど

まる。 

 篤胤の開いた、まして重胤の開いた方向は、明治政府が目指した管理的制度としての神

社界には納まりにくいものであった。いわんや本田親徳の開いた方向は、制度の中に取り

入れらるには、あまりに霊的でありすぎた。そしてここで確認しておくべきは、これらの

いわば霊的神道は、官僚主導の制度的神道が成立してくるのと時代的に平行して展開して

きており、ちょうどそれに対するアンチテーゼとしての性格を帯びていた、ということで

ある。この両者の対立は、以来陰に陽につながって今日にまでいたっている。本田親徳は

そうした対立の一方の最端に位置する人物である、といえば、彼を取り上げることの今日
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的な意義が理解されやすいであろうか。  

 

第二節 長沢雄楯 

 長沢雄楯
かつたて

は安政五年（一八五八）八月八日、静岡県清水に生まれた。長沢家は三河の国

長沢の城主の庶流の家柄で、初代の松平近江守政重は徳川家康に仕えて武勲を立て、家康

の死後清水に留まり、月見里
や ま な し

家の屋敷を譲り受け、長沢三右エ門と改名して永住した。当

屋敷は、ここに縁あって数日滞留した源為朝の命名になるもので、屋敷の鎮守を月見里神

社と称した。後に県の許可を得て設立した稲荷講社は、この屋敷神社を本部としたもので

ある。 

 長沢は一二才で藩校に入り、明治五年浅間神社に中教院が設けられるやそこに学び、若

干一七才の明治七年には同院の漢学助教に抜擢され、また御穂（三保）神社の祠掌となる

など、若くして聡明であったとされる。明治一八年、二七才の春、静岡に赴いていた本田

親徳と面会し、詰問をことごとく論破されて入門、霊学と霊術＝鎮魂帰神を伝えられた。

御保神社他数社を兼務する一方、明治二四年、稲荷の神徳を宣揚するための宗教結社・稲

荷講社を設立、多数の弟子を育成して鎮魂帰神を広めた。「駿河の聖人」とも謳われたとさ

れ、昭和五年には、県下の神職としてただ一人、昭和天皇に拝謁した。昭和一五年一〇月

一〇日、八三才で死去した（１１）。 

 長沢雄楯は多くの神主（憑霊者としての）を養成して神懸りを実験したが、その内で最

も大きな収穫は、明治二七年に宮城島金作に八千彦命が憑
か

かっての日清戦争の予言と、明

治三四年に上田喜三郎（出口王仁三郎）に小松林命が憑かっての日露戦争の詳細な予言と

の二つであるとされている。  

 本田親徳の弟子で今日名の残る者がほとんどみられないのに比して、長沢雄楯の弟子と

称する者は、幾人か近代宗教史の辺縁に名をとどめている。出口王仁三郎、中野与之助、

友清歓真などであるが、むしろ逆に、彼の名が残っているのはこれらの人物の光の反射で

ある、というべきであろうか。三五教や神道天行居
しんどうてんこうきょ

に関しては、今の所研究の蓄積が少な

いので、従来もっぱら大本との関わりで名が知られてきた人物である。  

 二度にわたる大本事件に際して、裁判所の依頼に応じ、鎮魂帰神の原理や憑霊現象の有

無などについての鑑定書・意見書を提出しており、大審院に提出したとされる意見書の一

端には、欧米の心霊主義・霊魂研究の書の頻繁な引用が見られる（１２）。この方法は、大本

系の人物たちのそれを先取りするものといえる。  

 

第三節 出口王仁三郎 

 出口王仁三郎
で ぐ ち  お に さ ぶ ろ う

は旧名を上田喜三郎
き さ ぶ ろ う

といい、明治四年（一八七一）、京都の亀岡市穴太
あ な お

に生

まれた。略歴その他の全般的事績は、精粗を問わず各所で容易にみることができるので、

ここでは鎮魂帰神行法の実践者としての出口王仁三郎に焦点をあてて、それにかかわるか

ぎりでの履歴をたどることとする。  

 大本側の記述によれば、出口王仁三郎は明治二一年、本田親徳に直接会っている。明治

二一年といえば本田親徳死去の前年にあたるが、本田はその頃、地の高天原発見の目的で

諸国を遍歴して、その途次、丹波にも立ち寄り、とある峠で若き日の上田喜三郎を見かけ

てその資質に感じ、神道家として道のため国のために尽くすよう諭した、とされる。また
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本田親徳は遺言で「十年後、丹波から一人の青年が訪ねてくるが、その者がくるとこの道

は開ける」と述べたという。死去の一〇年後といえば明治三二年にあたる。ところがその

前年の明治三一年（一八九八）三月一日、上田喜三郎は夢遊病のような状態で郷里の高熊

山に登り、その岩窟の中で一週間静坐を続けるという神秘体験をした。この間に経験した

神界・霊界・現界での模様をまとめたのが後の大著『霊界物語』とされるが、その時に喜

三郎は、異玉彦
コトタマヒコ

と名乗る霊人から、後の大本の三大学則になる神訓や鎮魂帰神＝幽斎の法

を教示されたと述べている。一方その同じ頃、静岡の稲荷講社のほうでは、長沢雄楯が

審神者
さ に わ

となっての幽斎＝帰神の中で、丹波の上田喜三郎を呼ぶようにと名指しで命じる神

示があったとされ、翌四月、喜三郎を迎える使いを立ててきた。  

 現界から他界にまで跨がる『八犬伝』ばりの判じ物のような話であるが、いずれにせよ、

上田喜三郎は明治三一年の四月末、清水の稲荷講社を訪問することになった。そこで本田

親徳の遺著を目にしたところ、その内容が高熊山で教えられたことと一致するのに驚き、

本田親徳の神名をたずねると、それはまさに異玉彦であった、という（１３）。 

 その後長沢雄楯の稲荷講社にたびたび足を運び、明治三四年、長沢雄楯の審神者によっ

て幽斎を執り行なってみると、小松林
こまつばやし

命の神懸かりにより日露戦争に関する詳細かつ正確

な予言をしたと伝えられる（１４）。こうして、いわば一応の権威筋から真正の神懸かりであ

るとの保証を得た喜三郎は、具体的な鎮魂帰神行法の手ほどきを受け、鎮魂帰神の得業証

なる免許状も得る。またさらに、稲荷講社の京阪府下の講社事務担当を命じられるなどし

て、宗教的市民権を獲得していくことになる。のちに大本の前身「金明
きんめい

霊学会」を合法化

する際にも、この稲荷講社の分会という形でその傘下を借りている。大本霊学は、たしか

に本田親徳に直接的な源由をおくものとして成立したのである。 

 稲荷講社およびその総理である長沢雄楯と大本との関係はそのあとも続いたが、交渉は

必ずしも友好的なものではなかった。大正八年の王仁三郎の文章によれば、長沢を訪問す

る大本信者に対して、長沢が種々「中傷的言語」を伝えている、と訴えている（１５）。そこ

で王仁三郎が具体的に触れていない「中傷的言語」とは、たとえば長沢雄楯の正統を主張

する側の関係者によれば、上田喜三郎時代の王仁三郎は純粋だったがその後堕落した、ま

た彼が大本の教義としているものは本田親徳の遺著から盗んだものだ、という類いのもの

であったが、そうした反大本側の記録からも、上田喜三郎の出現が当時大きな関心をもっ

て迎えられたらしい様子が、端なくもうかがえる。  

 『大本七十年史』をみると、王仁三郎が鎮魂帰神をさかんには行なったのは初期の頃で、

その内実は病気治しから憑霊の処理、一般人に神霊の実在を体験させることにまでわたっ

ている。効果の直接性からでもあろう、入信の動機における比重は、むしろお筆先の信仰

よりも大きかったとされている（１６）。しかし対社会的な配慮や実修による弊害が目立つよ

うになると、お筆先にも鎮魂帰神を禁止するようにとの意向が表明されるようになる。王

仁三郎自身、それほど積極的に継続した様子はみられない。それを組織的かつ大々的に復

活したのは、大正中期の数年間大本に入信した浅野和三郎であり、共働者は谷口雅春や友

清歓真らの新入の知識人層であった（１７）。 

 従来の研究者が大本の鎮魂帰神として知っているのはこのあたりまでであるが、じつは

王仁三郎が本田親徳説を踏みだすような独自の鎮魂帰神説を展開しだしたのは大正九年九

月の『神霊界』一二六号からであって、その完成は大正一〇年から口述筆記が開始された
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『霊界物語』四八巻を待たねばならない。そこでなされているのは、本田親徳とはまった

く別様の憑霊・神人交渉の類型化である。このように出口王仁三郎自身の鎮魂帰神説の発

表が遅れたのは、当時、教学的には浅野を中心にする幹部の勢力が強く――浅野派という

一派さえ形成されていた――、王仁三郎の発言に耳を傾けるものが少なかったから、とさ

れている（１８）。 

 そこで王仁三郎が展開したシャーマニスティックな神人交渉の公式は、もし長年の憑霊

実験を総括する匿名のシャーマンの記録としてみるならば、かなり興味深いものである。

これが従来の大本研究、ないしはシャーマニズム研究の射程に入ってこなかったのは、不

思議なことではない――新宗教の思想・活動に対する学的偏見があるので――けれども、

その偏見からくる一種の傲慢な怠慢は、今日では学的批判の対象になるであろう。これら

は、資料としては充分に利用可能な範囲内のものばかりであったし、また大本は発掘のた

めのことさらな努力を要するような埋もれた教団ではなかったからである。  

 ところでその『霊界物語』以降は、従来の鎮魂帰神は価値低いものとして退けられ、最

も価値高い帰神の産物である『霊界物語』を拝読することが、鎮魂帰神行法のより良き代

替行為として位置付けられることになる（１９）。本田流の鎮魂帰神を伝える側の一人が、「霊

学継承の上から見れば上田喜三郎は要するに些かの縁をもった傍系の一人にすぎない」と

述べているのは（２０）、こうした経緯を正確に踏まえた上での批判ではあるまいが、意外と

実状を言い当てているのかもしれない。「鎮魂帰神」と大本の強い連想にもかかわらず、じ

つはこの本田流の実践に対する出口王仁三郎の関わり方は、袖摺りあうような微弱なもの

だったのである。  

 

第四節 浅野和三郎 

 「大本の浅野か浅野の大本か」（２１）といわれるほど目立った活動を展開した浅野和三郎

が大本信者として活躍した期間は、大正六年から一〇年までの五年間にすぎない。しかし

この時期は機関誌『神霊界』の発刊期そのものであり、大本の教勢が最も発展し、対社会

的にも最も注目された時期の一つであった。『神霊界』編集長として、また外来の知識人・

名士との渉外役として、その時代を実質的に担った大本発展の立て役者といえよう（２２）。 

 浅野和三郎は明治七年（一八七四）、茨城県稲敷郡源清田村に、医師・浅野元斎の三男と

して生まれた。東京帝国大学を卒業後、明治三三年に横須賀の海軍機関学校英語教官の職

につき、大正五年一二月までの一六年間、同校に勤続している。「入信の径路」と題する短

文によれば（２３）、宗教とか霊魂とかいうことには無関心であった浅野が、そうした問題に

関心をもったのは大正四年（一九一五）の夏のことであった。きっかけは子供の発熱であ

る。色々な医者にかかったが快方に向かわないので、妻が浅野に内緒で市内の三峰山とい

う女行者のところに伺いをたてにいくと、的確な診断が出てことごとくその言う通りにな

って治った、という。それを知った浅野は、かつて触れたことにない出来事に不思議な感

じを抱き、色々とその行者の能力を試す内に、事実としては何らかの霊力があると認めざ

るをえないと感じ、関心を持ちはじめる。 

 その年の暮れ、女行者のところを訪問していた時、浅野はたまたま旧知の機関中佐に再

会する。しかし今や彼の風体は「直霊軍」という襷をかけた大本信者のそれで、「東の方へ

行け」という神勅によってやって来た、という。興味を引かれた浅野は彼の話をさらに詳
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しく聞き、大本を訪ねたいという考えが芽生える。そして翌大正五年の三月、公用のつい

でに綾部に立ち寄り、出口ナオにも面会している。その時ナオは、「彼方は自分で来たのだ

と思って御出だが、神様が御引寄せになったのである。神様が大層お急ぎだから、まう愚

図々々出来ませぬ」と言ったという。鎮魂帰神も体験した浅野は、霊魂の実在という思い

を強めてくる。そして夏にも再度綾部を訪れ、筆先を熱心に調べる内に「いよいよ此仕事

は自分の献身的にやらねばならぬ仕事であると自覚」し、それから四ヵ月の内には「俗界

の片を付け、現職を辞して十二月十一日に綾部に引越してきた」という素早さで、大本信

者となった。  

 入信早々の浅野に託された仕事は、機関誌『神霊界』の編集であった。いかに出口王仁

三郎が浅野和三郎を重用したかがわかる。その後の浅野の活動は、「大本から使者を受ける

と、直に筆を投げ棄てて、大急ぎで飛んで行って、今迄の筆の人は、早変りで口の人とな

り、それからまた鎮魂神懸の実行者ともなるのである。午前に行きて夜更けて帰ることも

稀でない」というように、「眼がまはる」ほど忙しいものだった（２４）。事実、創刊以来の

執筆者名の中にある「憑虚」「三輪山人」「煙霞楼主人」そのほか、一風変わった筆名のほ

とんどは浅野の別名で、事実上個人誌のごとき執筆量であったし、また本部の活動報告で

ある「大本通信」をみると、来訪者に対して「浅野氏鎮魂」といった記録が頻出しており
（２５）、その活躍振りを裏付けている。  

 ところで、鎮魂帰神の実践家としての浅野には、際立って他と異なる一点がある。それ

は彼が、この行法のいわば第一目的である憑霊現象を、ほとんど呈したことがないという

ことである。本田流・大本系で鎮魂帰神という場合、標準的なスタイルとして二人対座の

憑霊法をさし、そこでの被憑依者を「神主
かんぬし

」、憑依を含む全過程の制御者を「審神者
さ に わ

」と称

する。そして当時の大本教団では、修行希望者全員に対して、神主＝被憑依者の役割を担

わせ、多くは――どのくらいの比率であったか今となっては資料的に確認できない――明

らかな憑依現象を呈した――「盛んに発動」――とされるが、浅野は「一向発動しない」

ので物足りない気がしていた、ところが審神者の役にまわってみると、相手に憑霊を惹起

する能力の著しいのがわかった、という（２６）。以後彼は、もっぱら神主＝憑依者の心身を

舞台として発動する霊の制御――誘導、尋問、教導、排除など――に携わることになる。

本書はのちの章で、鎮魂と帰神の異同を詳しく考察することになっているが、大本系では

こうした憑霊操作の実践をさす用語として、またそのほか、特に治病術をさす用語として、

鎮魂の語が用いられていたと言える（第三章参照。なおこれは筆者が語義整理した上での

用法で、実際にはそれ意外の意味や、もっと曖昧な意味でも用いられた）。そして浅野の審

神者＝鎮魂者としての器量は、事実上の活動量として示されているほか、次のように自他

ともに明言して認める所でもあった。  

 

「王仁は人の鎮魂は幾許も為て、神徳の取次を為た事は沢山ありますが、王仁の病気

に成った時には、浅野先生の鎮魂でないと誰の鎮魂も利ないのは不思議であります。

……誰が何んと云っても神界の大使命を受られた人と云う事だけは、王仁は深く信じ

て居ります（２７）。」 

「真ノ審神者ハ私一人デアリマス（２８）。」 
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 浅野は、開祖のお筆先の予言に基づく「立替え立直し」説と、王仁三郎が招来した霊学

の中核をなす「鎮魂帰神」説とをめぐって――もともとは源由を異にするこの二説を彼は

同時に摂取したので――両者があたかも必然的な関係にあるかのごとき論調で『神霊界』

誌上に激筆を揮い、大本への改心を喧伝した。その影響の内外両面での大きさは、対内的

には「浅野派」と呼ばれる一派――ナオを慕う開祖派、王仁三郎に付き従う大先生派に並

ぶ――が形成されたことに端的に表われている。大正一〇年に世の立替え立直しがくるこ

とを文字通りに確信していたファンダメンタリトの浅野は、しかし出口ナオの昇天、第一

次大本事件、大正一〇年が無事に過ぎたこと、などの理由が重なって、社会改造的側面を

急速に脱落させ、「神霊の実在」という問題に関心を収斂させていく。その実在証明のため

の浅野の心霊研究は、大正一一年頃から始まり、翌大正一二年（一九二三）三月に「心霊

科学研究会」として発足した。これに対して王仁三郎は一応の賛意を表したが、翌大正一

四年、浅野は綾部を最終的に引き上げ、ここに浅野の大本時代は終止符をうつことになる
（２９）。  

 大本脱退後の浅野の活動は、日本における心霊研究の歩みと重なってくる（３０）。浅野は

大正一二年七月に雑誌『心霊研究』を創刊、心霊研究と心霊主義の啓蒙活動を開始するが、

九月一日におこった関東大震災で事務所が全壊し、中断を余儀なくされる。そこで彼は心

霊科学研究会の仮事務所を大阪に設け、翌大正一三年二月一一日、新たに『心霊界』とし

て創刊する。さらに翌一四年、浅野は神奈川県鶴見に事務所を移し、翌大正一五年元日、

同誌を『心霊と人生』と改称して発刊した。昭和四年（一九二九）には、「心霊科学研究会」

の東京における実行宣伝機関として「東京心霊科学協会」が設立される。浅野和三郎はこ

れらの機関を拠点として活動するのだが、その第一に目指したところは、大本時代の反省

から、真正の霊媒を発掘・養成することにあった。というのは、大本で行なわれた鎮魂帰

神は、一般人を対象にしたいわば素人芸であったが、それでは神界の真の姿が探求できず、

そのためには優秀な霊媒が必要である、ということを痛感したからである（３１）。この時期

浅野を中心として、心霊研究家、心霊実験者の緩やかなグループができており、小田秀人

（のちの「菊花会」主宰）、岡本天明（のちの「ひかり教会」創始者）など、大本との掛け

持ちで参加する者が多数を占めていた。またその交霊実験の中から、萩原真（のちの「真

の道」創始者）のような霊媒が育ってきている。  

 浅野は昭和一二年二月二日に死去（３２）、その後は兄で海軍中将の浅野正恭が後継、その

後さらに幾人かが中心になって活動を継続していたが、第二次大戦の激化にともない活動

が次第に制約され、大戦末期には活動停止するにいたる。戦後、東京心霊科学協会は発展

的に解消し、昭和二一年一〇月一日に、「財団法人日本心霊科学協会」として新発足し、こ

れが日本で最も規模の大きい心霊研究団体として、現在にいたっている。一方で、心霊科

学研究会も現在まで一応存続しており、団体の重複、正統の問題、版権の移動などをめぐ

って当事者間には複雑な事情がみられるが、ともあれ、いずれの関係者も浅野を出発点と

していることは間違いない。  

 これらの流れに一貫しているのは、霊媒を媒体とした心霊・神霊との通話、憑依霊の操

作、という心霊主義的実践であり、実儀は大本の鎮魂帰神のそれとの顕著な連続性を示し

ている。それは、浅野の一番弟子で心霊科学研究会の代表であった脇長生（医師・明治二

三年七月八日～昭和五三年七月一日）が行なったとされる実践をみても然り（３３）、日本心



26 

 

霊科学協会で現在行なわれている実践をみても然りである。そこでの精神統一会は、多数

の修行者を対象にした鎮魂帰神のスタイルをそっくり踏襲したもので、石笛を吹き、天の

数歌を唱えて出席者に精神集中をさせるものである。そして霊査
れ い さ

と称し、協会公認の審神

者が、出席者の霊的背景をみたり、彼ら――ほとんど普通人――に広義の霊媒能力を訓練

している。日本心霊科学協会の機関誌『心霊研究』の元編集長で、審神者でもあった梅原

伸太郎（昭和一四年生。日本霊学研究センター理事長）は、協会を離脱後、各地の職業的

霊媒を動員して「比較霊学」の試みの一環としているが、今日の協会ではめったに見られ

なくなった、専門霊媒相手のその操作法をみると、大本の鎮魂帰神の記録と酷似している。

すなわち、彼が霊媒を前にして石笛を吹き、うなだれた霊媒に名を尋ねると、霊媒を通じ

て神霊・心霊が名乗りをあげて語りが始まる。そして一通りの物語がおわりもとの世界に

帰るように依頼して再び笛を吹き、最後に柏手を打つと、霊媒がもとの状態に復帰するの

である（３４）。これに類似の怪しげな、しかし演出過剰実践が、近来マスコミによって一般

に紹介されるようになっているのは、周知のとおりである。こうした祭儀は、近代日本に

限らず憑依儀礼として人類史に普遍的に見られるので、すべてが大本、あるいは心霊科学

研究団体の影響下にあるものとはいえないが、少なくとも技法を広く公開している――い

た――団体・運動として、この系統の影響が他に比して大きいことは、否めないであろう。  

 

第五節 友清歓真 

 友清歓真
ともきよ よしさね

という人物について、従来学界の興味は大きくなかったが、官野の大本研究者

を中心に若干の言及はなされてきており、数年前にいたってようやく、着実にまとめられ

た人物研究が発表されている（３５）。包蔵される問題の大きさと広さに比して、乏しい研究

量といわざるをえず、紙幅の限られたこの節においても、充分な扱いをする余裕がないの

を遺憾とするが、友清を詳論する作業は他日を期すとして、ここでは概略のほか、おもに

大本その他の教団、人物との関わり、鎮魂行法とのかかわりに焦点をしぼって、彼の事績

をたどってみたい（３６）。 

 友清歓真（本名は九吾。ほかに天行、黙山、如甕、磐山の号がある）は、明治二一年（一

八八八）一〇月九日、現在の山口市に生まれる。幼少時は病気勝ちの文学少年であったが、

明治二八年の父の急死後、家運が傾いたのを機に政治的関心が芽生える。一一才のころ神

隠し体験があったとも伝えられている。二〇代後半には政治運動に専心し、反権力的言動

のために何度か逮捕されている。しかしこうした政治活動の一方、たびたび山に籠って宗

教・呪術・占術を研究、実践したという。大正六年、政治活動に絶望し英彦山に入山、そ

の山上で大雷鳴の中にインスピレーションに打たれ、齢三〇にして決定的な回心体験をす

る。その後、密教や太霊道その他の宗教を遍歴し、翌大正七年春、大本に到り、浅野和三

郎の鎮魂を受けて感動し、八月には入信する（３７）。 

 大本の機関誌『神霊界』中の「入信の径路 参綾の動機」と題する欄に書いた友清の文

章にみると、政治活動をしていた当時の自分を大本的に反省し、浅野の鎮魂を受けた時の

事情を次のように記している。  

 

「暇さえあれば地方へ出かけて行って警察攻撃の演説会を開いたので、山口県の警察

界と福岡県の警察界からは、私は親の敵のやうに怨まれました。併し当時私に憑依し
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て居た天狗は大得意でアバれたのでせう。……私は或る日、大峰嵐の吹雪に吹かれて

大師堂で黙坐してゐると、一種の霊感に打たれて急に綾部へ来たくなって来たのであ

る。顧みれば過去の半生の経路は、つまり大本へ来る迄の順路であったやうであるが、

それにしても随分生意気千万な横着な道を辿って来たものである。大本に来る迄は  

『常に弱者の味方として奮闘し来った、伏仰天地に恥ぢない、現世の名利何か有らん、

地中に待つ佳人あり』と澄ましてゐたが、一たび浅野先生から鎮魂を受けて天狗が飛

び出して以来、事毎に大本神の明鏡に照らされて、恥かしいやらキマリが悪いやらで

夢のやうに今日に及びました（３８）。」 

 

 しかしこうした熱狂は間もなく冷め、大正八年四月には大本に疑問と反発を感じて脱退

し、同年五月から六月にかけて宮崎県の青島で禊を行なう。これは「青島の復活」と名付

けられている。九月には『乾坤一擲』と称するパンフレットを発行して激烈な大本攻撃に

転じている。一〇月には「世界で初めての鎮魂帰神に関する著述である」『鎮魂帰神の原理

及び応用』を出版した（３９）。そのあと、本田霊学の正統を学ぶため静岡の長沢雄楯を訪ね

ている。 

 大正九年二月七日には神道天行居の前身である格神会を設立。九月からは九鬼盛隆
くき  もりたか

（一

八七〇～一九四一。本道宣布会創始者）と共同して、霊媒・本田亀次による帰神を執行す

ることになり、同年一〇月二八日の帰神では、天宇受売
あ め の う ず め

命より友清に対して、「浄身鎮魂
みきよめたましずめ

」

と称する鎮魂法が親しく授けられた、という（４０）。 

この「浄身鎮魂」は、出現の経緯が大本系と交渉がない所からも推察されるが、作法と

しては本田流・大本系の鎮魂帰神法とまったく異質であり、むしろ宮地厳夫らが伝える道

教風の実践（第六章の第一節参照）に酷似する。このことは、のちに友清が、宮地厳夫と

同門の宮地水位から霊啓を受けたと称したのと考えあわせて、興味深い符合を示すもので

ある。 

 大正一〇年八月には、前著を改訂した『霊学筌蹄』が刊行されて、友清歓真の最終的な

鎮魂帰神説が完成することになる。そして同年一〇月九日にはあらたに神道天行居を設立

した（４１）。大正一一年には、今述べた宮地水位からの霊啓が始まっている（４２）。  

 その後の活動は神道天行居の年譜とまったく重なるので、簡単に触れるにとどめよう。

昭和二年に、友清は山口県熊毛郡田布施の石城山上の石城神社で天啓を受け、石城山が宇

宙根本の神界・神集岳の地上での表現である、という神示を得た。これに基づき翌三年五

月には本部を石城山山麓に移し、翌々四年一一月一二日には日本
や ま と

神社を建立、以後続々と

神社の造営を行なって施設面を拡充する。他方、昭和八年より、日米決戦必至の国難に対

応して、各地の山上や湖上で「霊的国防」神事を行なった。神事内容については、何物か

を埋設・沈設したという以上、今詳らかにしえない。  

 天行居の大枠が定まった昭和六年一一月、友清は宗主の位置を退き隠退、死去まで門外

不出の籠居生活を続け、昭和二七年二月一五日に死去した。  

 

第六節 谷口雅春 

 生長の家の創始者である谷口雅春の知名度は一般にもかなり高く、その活動はよく知ら

れているので、ここでは大本とのかかわり、鎮魂（鎮魂帰神）法との関わりに限定して、
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彼の横顔を描いてみる。 

 谷口雅春（旧名は正治）は明治二六年（一八九三）一一月二二日兵庫県に生まれ、早稲

田大学に入学。その後、同棲、退学、紡績工場勤務、同辞職、などの生活上の変転を経て

心霊療法や催眠術に接近していく内、心霊研究誌『彗星』で大本を知り、大正七年（一九

一八）九月に綾部を訪問、翌年三月には綾部に移住した（４３）。谷口の入信理由について、

大本の世の立替え立直し説への興味からと考える者もあるが、『大本七十年史』では、むし

ろ第一には「鎮魂帰神に深い関心をもったからである」とされ、世の立替え立直し説への

関心はその後に萌したものとされている。仏教的唯心論を奉じていた当時の谷口にとって、

守護神の実在を実証すると宣伝された大本の鎮魂帰神は、強く心引かれるものであっただ

ろうという（４４）。入信後は浅野和三郎を筆頭とする新入知識人の一員として、機関誌上で

理論活動を展開した。その初期の大正八年の春から秋にかけて、『神霊界』誌上に鎮魂帰神

に関する所説がまとまってみられる（４５）。 

 これらの記述から、谷口が大本で受けた鎮魂帰神体験がどのようなものであったかを復

元・再現してみると、だいたい次のような事情があったものと推察される。  

 谷口が早大を中退する直接の原因となったのは、郷里の女性を呼び寄せて始めた同棲生

活であった。養父母がこれを怒り仕送りを止めたため、生活に困った谷口は退学して働く

ことを余儀なくされた。その後別の女性関係や性病罹患も体験しているので（４６）、理想家

肌の谷口としては、男女間の色情問題に関して切実な苦痛を味わったはずである。このよ

うな背景からみて、「つかれたる人」――「憑かれたる人」の意味である――と題する文章

は、谷口が大本で鎮魂帰神を受けた時の記録と考えることができるようである。大本の世

界観は「人生の妖怪化」であるとして当初は反発を感じたが、鎮魂帰神を受けてみると、

生まれた時から自分に憑依していたと称する憑依霊の語りが、実際に自分自身の口を通じ

てはじまった、それを聞いて初めて「一切の人生の機構
からくり

が明瞭になったやうな気がしまし

た」と述べている。審神者と憑依霊の語り、それを聞いている本人の独白を抜粋すれば、

次のような対話になる。恋愛感情も父親への憎しみも憑依霊の作用であったという驚きが

表現されている。  

 

「『貴方の御名前を伺ひませう』  

『ミクルミヒコノミコト』  

『何かお供へがしたいんですが、何が一番お好きですか』  

『油揚げが一等好きだ』 

『この肉体に食はせれば好いんでせう』  

『さうだ、さうだ』  

 私は私の口を使ってなされるこの会話に驚いてゐました。何故と云って私自身が大

変油揚げや天婦羅が好きであったのですから。……  

『何かこの肉体に恨みがあるのか』  

『この肉体には恨みはない。この肉体の親父を殺してやらうと思ったんだ。親父は俺

を陥穽にかけて殺しやがった。口惜しい、口惜しい』  

『この肉体に憑ってゐたって親父は死にやしないじゃないか』  

『この肉体に殺させようと思ってたんだ』  
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 私は疑いもなく正気をもってこれ等の問答を聞いてゐました。今こそ私は白状しま

す。私は父の存命中幾度か父を殺さうと思ったか知れないのです。……それはある恋

愛事件に関係した思想上の葛藤からでしたけれども、かう思って父の寝息を窺った事

もありました。……私の憑依物
つ き も の

が審神者の前に白状した所によると、その女に憑依物

の仲間の一匹が憑依して、互いに恋し合ってゐたのでした。……私の思想感情嗜好等

の一切は憑依物に左右せられてゐるので、何処までが狐の心情で何処からが自分の心

情であるか全く区別する事が出来ません（４７）。」 

 

 同じ号に載った文章には、「精神健全なるものも性的強迫観念には圧倒され勝ちでありま

す」という一文に続き次のような一節がみえる。一般化した書き方になってはいるけれど

も、そこには、自分を苦しめた性欲が自分の責任ではなかったことが鎮魂帰神によって証

明され弁護されて自己の良心が正当化された、という解放感があり、罪悪感を降ろした目

醒めの響きがある。  

 

「無論吾々は本能として適当の年令に達すれば、誰に教へられなくとも性的欲望を覚

え始め、その遂行手段までも自得します。それは、吾々の霊統の古参者で、産土神よ

り命ぜられて吾々の臍下丹田に入り来った正位の守護神の暗黙的教示に依るのであり

ます。しかし正位の守護神の導く処の性欲は、必ず適当の時期に月の大神を元とした

る周期律をもって表はれるものであって、決して異常な強迫観念をもって不自然な性

欲遂行を強制するものではありません。吾々は誰と誰と夫婦であると云ふことは生ま

れ出る以前から極められてゐるのであります。本当の恋愛は眼と眼と見合った最初の

瞬間に萌します。……ところが現在の吾々の恋愛は正位の守護神の恋愛であるものは

滅多にないので、大抵は吾々が腹中に養ってゐる狐狗狸の恋愛であるのです。……淫

奔な動物霊が憑依して来た場合には、その人は年令に拘らず性欲衝動を起こします。

……凡そ人間の犯罪行為は百中の九十九迄邪霊憑依の結果であります。犯罪の法医学

的観察は是非皇道大本の鎮魂帰神の実験を経なければ、罪の何人にあるべきかを徹底

的に断定することは出来ません（４８）。」 

 

 こうみるとき、われわれは谷口が「変態心理」を多重の潜在意識説で説明した、その実

践的背景を知ることができる。すなわち谷口は、意識の中に自己の意識のみならず、また

深遠なアーキタイプなどというものでもなく、心霊主義的な個我の憑依霊の意識が共存し、

種々の害悪をなすことを説いた。そして彼我の意識の分別のためには憑依霊を分離させる

ことが必要だが、その手段として大本の鎮魂帰神がある、と理論化したのである。もちろ

ん、この潜在意識・現在意識説はほかの幹部によっても再述されていることから、谷口の

みでなく多くの者が同様の体験をもったであろうことはまちがいない。  

 後に谷口は、立替え説の崩壊、第一次大本事件の勃発をおもな原因として大本を去り、

浅野和三郎の心霊科学研究会の仕事を手伝ったりしていたが、やがてクリスチャン・サイ

エンス、ニューソートなどを助けとして唯心論的傾向を強め、昭和五年（一九三〇）三月、

生長の家を立教した（４９）。 

 実在する個々の霊魂の相互交渉を強調する心霊主義と、環境世界は精神の産物であり
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我々の思った通りになるとする唯心論とは、次元を異にする。しかし実践的、応用的な場

面では、後者を真実とし前者をはかない現象として、後者による前者の克服・無化、とい

う関係にたちうる。生長の家の行法としてあげられる神想観
しんそうかん

とは、こうした谷口の「唯心

実相哲学」にもとづく観念法であって、実相世界・真理を観じることにより、「霊界」を含

むこの現象世界の迷いを消滅させるという――谷口がこれを禅定に比定しているように―

―、徹底した観想行である（５０）。 

 この神想観の印象は、一見して大本の鎮魂法（鎮魂帰神法）とは異質のものである。正

坐瞑目合掌――手印を組む――という一般的な類似のほかに形式上の共通点はなく、また

どちらも神霊の実在の体験を目指すとはいえ（５１）、鎮魂帰神が事実上はおおむね心霊主義

的な個我存在の憑霊現象を呈したのに対し、神想観が交渉するのは「一つの神、すなわち、

在りとし在るものを在らしめている一つの力」（５２）という、理想的な神だったからである。

しかしこれは断絶である一方、連続であるともいえる。つまり、大本では幹部たちによっ

て実践されていた鎮魂帰神とは別に、理想的な鎮魂帰神説というものも、紙上の建前とし

ては説かれていたのであり、そしてそれは天御中主神という唯一真神との合一を説くもの

であったからである。谷口と鎮魂帰神の関係の変化を辿ると、大本入信以前にはキリスト

教・仏教に親しみ「宇宙に唯一神ある事を知って多神ある事を知らなかった」谷口が、大

本幹部の鎮魂帰神によって「何か意志を有った生物が存在して、それが人形遣ひが操り人

形を使ふやうに吾々を操ってゐることを知った」が、やがてアメリカ流の実践的光明思想

の援けによって「人間内在の大自在（本来の仏性）を現実に成就する道に一つの行法
メソッド

を暗

示」されるにいたる（５３）。初期の無力な唯心論が、実践的効力を獲得してよみがえってき

たものが神想観である、といえよう。その際の触媒の役割を反面教師的に果たしたのが、

大本での鎮魂帰神体験だったのである。  

 

第七節 荒深道斉 

 道ひらき会とその創始者である荒深道斉
あらふか みちなり

は、組織、運動、思想の上からは大本系とは言

いがたいが、こと鎮魂帰神の実践上の関係、特にその初期にかぎっていえば、ほぼ大本系

の人物の影響に依っている。荒深については、その用語法の興味深さにもかかわらず、現

在まで見るべき研究の蓄積がない。手持ちの資料もなお不十分であるが、ここではともか

く、現在分かる範囲での荒深の生活史を――副次的には彼が創始した運動・団体の歴史も

――辿ってみる。 

 荒深道斉は明治四年（一八七一）六月二七日、岐阜県山県郡中洞村に生まれた。幼名道

太郎、元服して光直と名乗った。後年彼を通じて夥しい神示を伝えた齋主
いわいぬし

・道臣
みちのおみ

命が浅野

和三郎の審神者
さ に わ

のもとに語ったところによれば、荒深道斎の出生には次のような霊的背景

があったとされる。「齋主・道臣命」とは、『記紀』の神武顕齋の件に事績の見える人物で

ある。 

 

「我現世を去りて後に、世の中の移り変はるをながめては幾度も生まれ出でて再び御

国の為に尽くさんと欲ひしも、生身になりては小さくなりて働思ふに任せざる事を知

り、再生を思ひ止まり、すでに生き居る人に憑りて吾思ひを遂げんと計りしも、吾憑

るもの凡て皆身まかりて去りて、徒に人の命を取る事をあはれと思ひし故、吾憑り得
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べき強き霊もて新に生み出さんと、久しく其土地と其親とを求め居りしに、美濃の中

洞の里に居る此正身の親なる者志固く、僻地にありても家系も正しくて、初め一文字

も知らざりし者なれ共、学びの心を起して、兎にも角にも普通の文字書く迄なりたる

程故、其地の地主神とも計りて、之によりて生ましめし。先づ嬉しと思ひ居る内、其

名付けの時にあたりて、此者の親、すでに三人迄男の子を失せさせたる後なれば、僻

地のならひ、捨吉と名づけば長生せんと思ひ居る事を知り、甚と驚き、彼が夢により

て『道は野にも山にも海にもありて、世界至る処尽くる事なし。道と名づけば長寿せ

ん』と告げしかば、翌日に道太郎と名付けぬ。道四郎ともすべきを、殊に太郎と附け

しは彼親の功なり……今より此正身をして、真の正道を説かしめ置かんは、吾が望の

みならず、之皇大御神の御心ぞ（５４）。」 

 

 父親は荒深定右衛門光品。南北朝時代に美濃の国武儀郡中洞
なかぼら

郷に移った土岐頼遠を家祖

とする。一家の系譜には明智光秀が記され、その義憤が一子相伝の遺訓となってきたとい

う（５５）。神霊の霊示を伝えるまでの不遇な境遇と貧・病に苦しんだ経歴は、次のように自

ら語られている。  

 

「小学校の全科を了へ、中学に進学せんとするに資を得る能はず、一六才の春、元服

して光直
みつただ

と名乗り……其後小学校の授業生と為り……都会に出でて学ばんとし、岐阜

に出でて苦学する内大震災に遭遇……岐阜県雇となり、次で名古屋御料支庁雇に転じ

……神宮教名古屋本部長土岐建雄氏に会見するを得てより、同教の東京本院に至りて

教校に入学せん事を欲し、決然として明治二十五年十二月二十五日着京、直ちに入学

の手続きを了するに至る（５６）。」 

「かくして東京に出でて学ぶこと三年にして、将に教校卒業の期に近づきながら重患

に罹り、廃学の止むなきに至りて煩悶医し難く、神奈川の高島呑象翁を尋ねて将来の

卜占を乞ひ……翌二十九年二月五日、東京瓦斯紡績会社に入る……紡績界二十七年の

生活も何の得る処なく、一次多少得たる資力も、大正十一年の大患に物価の暴落に処

する所を等閑無視したるをもって病の癒えなんとする今日は僅かに一家数人を糊する

に堪ふるのみ……先づ正法にあらずと雖も、吾考へ出したる法によりて、鎮魂、身滌

法に入りつ、おもむろに良師を求めん（５７）。」 

 

 大正一一年までの経歴は、このような挫折と病気と迷いの連続である。補足すると、明

治二六年には、東京神宮教校で宮地厳夫の鎮魂法に関する講義を聞いており、病気のため

神宮教校を退学したのは明治二八年の九月である。また大正五年の秋には、彼の鎮魂法へ

の関心を開くきっかけをつくった宮地厳夫を、日枝神社参詣の帰りに訪問している。大正

一一年の大患とは、その夏の肋間神経痛、全身麻痺の合併発症のことである（５８）。 

 大正一一年の大患後、湯治のために霧島山の温泉に滞在していた頃より、心身異常を伴

う種々の霊異を体験しはじめる。単なる病気が霊的背景の存在を彼に暗示しはじめたこの

時点に、荒深の具体的な宗教活動が始まるといってよい。これ以降は詳しい日誌が公刊さ

れている（５９）。大正一二年兵庫県の西宮に移住、我流の鎮魂修行を続ける内に、友清歓真

の名と鎮魂帰神に関する著書の存在を知るが、面会が容易でなかったために著書を購入、
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いったん入会して直接教えを受ける機会を窺っていた。すると翌大正一三年の夏、長沢雄

楯の高弟で出口王仁三郎や友清歓真の先輩と言われる若林耕七に出会う。その審神者によ

って神懸かり式を依頼すると、若林に「すでに帰神状態に入り居らるるを以て審神者とな

りて神を出し見ん」と言われた。そこで形式通りに座すと、名を尋ねる審神者の問い対し

て、荒深本人が驚いたことに、自分以外の意志が突如「イワヰ
マ マ

ヌシ」と名乗った。これ以

来、帰神による霊言現象その他の霊異を頻繁に現すようになったという（６０）。この後当分

の間、心身異常と霊異現象の繰り返しが続くが、大正一五年四月八日、従来の鎮魂法に新

紀元を画すと自負する長寿法として、真澄
ま す み

術を受ける（６１）。これは天心術とも書かれる。

五月一五日には、可能麻工業合資会社設立に参加する。八月頃より、鎮魂法の伝授や病気

治癒の依頼が多くなり、宗教団体設立への蠢動がうかがわれる（６２）。 

 昭和二年には、すでに大本を出て心霊研究の運動と心霊実験に没頭していた浅野和三郎

と出会う。一二年一二日、浅野の審神者による鎮魂帰神を執り行なうと、浅野の「何様で

ありますか」との問いに対し、「吾、神山所威余彦火々出見命に仕へて、道臣と白すは吾事

ぞ」と名乗った。続いて浅野の問いに答えて、神武東征の状況にかんする一時間にわたる

「憑談」があり、浅野和三郎をして「僕は大本教以来数万の憑霊現象を調べたるに、未だ

曾て斯の如き高級霊に会はず」と驚嘆させた。この浅野の評価が、これまでの人生の挫折

と自己不信を一掃するものであったことは、荒深が「実に今日は、余の再生の日とも云ふ

べき日なりしなり」と歓喜していることに伺われるが、これは同時に、当時の心霊研究、

あるいは心霊主義的宗教界における浅野の、確定した高い位置を示すものでもある（６３）。 

 翌日から、速記者を伴った浅野の審神者による「憑談」（「かみがかり」とも訓ませてい

る）が始まる。おもに浅野の審神者のもと、大阪心霊研究会の関係者が立ち会って行なう

荒深道斎の鎮魂帰神の実修は、少なくとも昭和四年までは確実に続いている。昭和三年の

秋には心霊研究会で講演もするようになっている（６４）。 

 こうした既存の団体へ依存した活動の一方、昭和三年一一月には、古神道の純正真道を

学ばせるための研究会を独自に組織するよう霊示が強まる。こうして同昭和三年一二月に

は神霊研究会「純正真道
まことまさみち

研究会」を組織した（６５）。そして昭和五年、会員の初学のための

『道臣命御霊示純正真道』第一、二編が相次いで公刊されることになる（６６）。ここまでが

鎮魂帰神にかかわり、そしてそこから独立してゆく経緯である。その後の活動については

ごく簡単に触れよう。  

 昭和六年、荒深還暦の時に「大台ケ原に到れば日文
ひ ふ み

を得べしとの予感に接し、七月一日

家を出でて大台ケ原日出岳に登りて、日文碑の転倒せるもの数個を苔層中より探出し、次

いで大峰山前鬼谷に至りて現立せる日文碑を発見してより以来……各地に於て神籬磐境
ひもろぎ いわさか

を

数多発見」というように、日本古代遺跡の発見を確信した。そして「動かす可からざる吾

天孫民族の数万年前に発したる世界的大文化を闡明」することにより「国民的認識を誤っ

たり、忘れたりして居る人々に、余等の探査の跡を示して大覚醒の鏡とせん」という意図

で、昭和七年、山岳の奥地の遺跡の調査報告を発行し、併せて古蹟保存会の設立を訴えた
（６７）。昭和一四年には、同じ趣旨を発展させた天孫学団を結成し、有志を募っている（６８）。

戦後、道ひらき会を設立し、昭和二四年死去した（６９）。 
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第八節 宇佐見景堂 

 宇佐見景堂（一八九四～一九八六）が大本に入信し、その脱退後心霊研究にかかわるよ

うになった遠因は、祖父が死ぬ前にみた不思議な夢にまでさかのぼる。  

 宇佐見の祖父は、明治一五年七月一〇日、不思議な夢をみた。野良仕事から帰って午睡

していると、一人の童子が桃花の枝を携えて現われ、御先祖の方々がお待ちですから、私

と一緒に桃山御殿に参りましょう、と言った。夢の意味はわからなかったが、死期を悟っ

てその翌日死去したという。その息子（景堂の父親）が通夜でうとうとしていると、「俺は

桃山御殿という処にきとるさかい安心せよ」という声が聞こえた。父親はこの話を忘れず、

子や孫にも夢の謎を語り続けた。この謎は昭和二九年になって、孫（景堂）によって解か

れることになるが、それは七二年後のことである。景堂の父は、こうした興味が昂じて明

治四三年に百姓から神主となり、大本を尋ねて鎮魂の作法を授かって帰ると、それから熱

心に鎮魂修行をはじめた。母親はまた、夢で吉凶判断をする特殊能力の持ち主であったと

いう（７０）。 

 宇佐見はこうした家庭の影響もあって神宮皇学館に入学、神宮文庫で霊験談、心霊書、

その他の珍書を耽読した。そして「若し故人の霊を誰かに憑依せしめたならば、あの世を

知ることも不可能ではあるまい」と真剣に考えるようになった。そうこうする内に体をこ

わし、父親が出口王仁三郎に相談すると、体質が憑霊的に出来ているので一度来るように、

と呼ばれた。そこで大正元年の冬、友人と連れ立って大本を尋ね、大きな感化を受けた（７

１）。 

 皇学館卒業後、宇佐見は伊勢神宮に奉職するが、時局重大な局面にはしばしば神域内で

異変が起こるのを目にして多感な心をゆさぶられる。そして大正四年夏、大本霊学に大き

な夢を託して大本に入信した。神宮を去るに際しては、親しい禰宜から「君行くやおいの

山坂踏み越えておに（王仁）の住むてふ丹波の国へ」という手向けの歌を送られている（７

２）。 

 大本では昼間の重労働、夜の霊学講座、鎮魂実修に参加し、教祖室奉仕や、東京布教に

も携わるが、当初の目的であった鎮魂がなかなかものにならないことに焦燥感を覚え、大

本霊学の典拠がよそにあり大部分が借り物であることへの失望、また特に行事中の死亡事

故の始末をめぐる処置が非情であったことなどの事情が重なって大本に幻滅、大正六年に

は脱退した（７３）。  

 その後名古屋の水野万年をたずねて言霊学を学ぶ。大正八年には警視庁巡査に応募して

上京した。東京では警察に勤務する一方、日本大学の宗教科に入学するが、勤務が多忙に

なり退学する。しかしこの間、神田の古書店街で見た本により、西洋に実験的な心霊研究

のあることを知り、これまでの蒙を啓かれた（７４）。 

 大正九年二月には奈良県の竜田神社に奉職、八月には吉野の丹生川神社に転出、滝行な

どを行なう内に霊能が開ける（７５）。第一次大本事件の頃には出雲大社教名古屋分院に移る。

名古屋での住居が幽霊屋敷であったために、たびたび怪異現象を経験、これがのちの心霊

研究の恰好の材料となった（７６）。 

 大正一二年、宇佐見の父親が霊媒・中西リカを見いだし、多くの依頼者を引き付けてい

たが、無届けの活動のため警察の干渉を受ける。そこで教会の設立を計っていたところ、

優秀な霊媒を求める大阪心霊研究会の浅野和三郎から共働の招きを受ける。中西霊媒を通
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して語っていた心霊は、行くように勧めたという。そこで宇佐見は「憑霊さばきの役をか

って、リカ子と行動をともにすることになった（７７）」。以後、浅野和三郎の心霊研究会に

も関与するようになり、多数の霊媒との交渉を重ね、心霊研究の会はさらに多忙になって

くる。昭和一五年二月一一日には、同志で結成した「皇道会」の発会式を明治神宮前で挙

行した（７８）。戦後は妻が霊媒能力を発揮するようになり、夫婦での「憑霊さばき」が行な

われるようになる（７９）。 

 昭和二四年春には、霊相道斎場において、霊界浄化のための浄霊祭が、広く友人知己に

呼び掛けて盛大に挙行されている。前の年に発送された案内状は、次のような文面であっ

たという。 

 

「拝啓 いよいよ御多祥お喜び申し上げます。ご案内の通り霊相道祭場では社会浄化、

世界平和の基本は霊界の浄化にあることを悟り、公共殉難者、天災横死者はじめ因縁

先亡のために浄霊祭を執行させて頂きます。就きましては、御多用中恐縮に存じます

が弊会の念願達成のため、無縁先亡諸霊の御報告を頂くとともに、御尊家はじめ御因

縁諸霊の御援助を仰ぎこの聖業を達成いたしたく、ここの案内かたがた御交友関係に

も御勧誘下さるようお願い申しあげます（８０）。」 

 

この浄霊祭は秋にはさらに大規模なものになり、以後毎年春秋二回執り行なわれるよう

になる（８１）。昭和二七年の春、先祖が豊臣家に縁が深いというので宇佐見は大阪城を訪れ、

そこで豊臣側一族の霊を回向し、以後しばらく家族中に霊的障害を受けている（８２）。豊臣

家の供養は、昭和三一年春、天地玄霊教団の協力により、魂鎮めの石を集めた供養塔を、

京都府亀岡市郊外の頼政山に建立することで落着した（８３）。同じ昭和三一年の秋には、真

言宗醍醐派の本山から研修会での講演を依頼され、祈祷の専門家である真言宗僧侶を前に

して、正しき霊験を得るには憑霊現象の理解の必要なことを説き、少なからぬ反響を得て

いる（８４）。 

 こうした霊媒を通じた霊界との交渉、それを史実にあたって裏付けるという合わせ鏡を

判じてゆく内に、先祖の系図が明らかになってくる。そして積年の謎であった、祖父が夢

にみた「桃山御殿」というのは「あの世とこの世の境界」にある御殿であるという単純な

結論に次第に落ち着いてきた。しかし、宇佐見はこの夢そのものよりも、それをきっかけ

に自分の心霊研究が導かれたことのほうにむしろ意味があった、それは霊界からの操りだ

ったのだ、という意味のことを述べている（８５）。 

 宇佐見の活動は、こうした供養塔による浄霊や心霊相談、心霊研究、心霊主義啓蒙のた

めの出版活動に中心がある。昭和六一年九月一五日、死去した。 

 

第九節 岡田茂吉 

 世界救世教の教祖・岡田茂吉（自観
じ か ん

と号し、明主
めいしゅ

様と尊称される。明治一五年一二月二

三日～昭和三〇年二月一〇日）は、種々の病気と事業の破綻、妻子との死別という不運を

経て、大正九年に大本に入信、昭和九年には大本を離れている。ここで扱うのは、社会的

にも高い知名度を有する彼の生涯の、ごく短い部分を占めるにすぎないそのほぼ一五年間

であるが（８６）、しかしそこでの大本体験は、自ら「第二の誕生」と明言しているとおり、
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彼の人生に大きな転機をもたらすことになるものであった（８７）。 

 唯物論者であった茂吉は、度重なる苦難に遭遇して人生観・世界観の一変するのを体験

し、種々の宗教の門をたたくが、魂にひびくものに出会わなかった。その頃、新聞公告で

みた大本の講演会に興味を引かれて聴講、つよく心引かれるものを覚えて大正九年六月に

入信を決意した。その理由としては、立替え立直しの思想と薬毒の思想への共感があげら

れている（８８）。 

 この二点のうち、鎮魂帰神行法とのかかわりで重要になるのは後者のほうである。茂吉

は病弱で幼い時から薬を多く服用してきたが、その結果身をもって知ったのは、病気を癒

やすべき薬が、かえって病気の原因になっているという事実であった。このことは、鎮魂

帰神に触れた茂吉が、のちにそれを治病第一とする浄霊へ
じ ょ う れ い

と展開したことと、大きくかか

わってくる。  

 はじめの数年は、大本の教義や、当時幾点か翻訳されていた西洋の心霊研究書によって

心霊主義的世界観を身につける時期が続くが、昭和元年一二月、観世音菩薩が茂吉の肉体

を使って人類救済の大業を遂行するという神示を受けて自己の使命を自覚、腹の中に光の

玉が鎮まる体験を得て見真実
けんしんじつ

の境地に達して以来、神霊の力による救済を実践するように

なった。この当時の活動は――いまだ「浄霊」の語がなかったので――、救世教側の記述

でも、「鎮魂」により奇跡的な治病を施すものであったと表現されている。また「奇跡は病

気治癒ばかりではなかった」ともされるが、王仁三郎が茂吉に言ったと伝えられている言

葉が、おもに茂吉の治病能力を保証したものであること、また関係者の異口同音の証言か

らみて、治病実績が圧倒的であったことは確実であろう（８９）。  

 昭和四年に茂吉は東京本部の常任委員になっているが（９０）、その頃はじかの鎮魂のみに

とどまらず、御手代
み て し ろ

による治療も行ない始めた。御手代とは出口王仁三郎が蒙古
モンゴル

行きに際

して信者に与えたもので、杓子
・ ・

に和歌を書いて拇印を押したいわば霊的治病器具であった。

これを模して、茂吉は「万霊を浄めて救ふ此扇」その他の歌を書いた扇
・

を「鎮魂」の具と

して信者に与えたのである（９１）。また昭和六年六月一五日の早暁、茂吉は千葉県の鋸山山

頂において「霊界の夜昼転換」と称する啓示を受け、これ以後病気直しに一層努めること

になるが、大本が出していた「おひねり」とは別に、自ら観音像や「ひかり」「光」の文字

を揮毫した「おひねり」も信者にだすようになる（９２）。 

 こうした教団の序列を無視した治病行為が問題となり、茂吉を排斥する動きも表面化し

た頃、布教上の問題をめぐって茂吉の弟子と本部幹部との間に争いが起こる。直接的には

これをきっかけにして茂吉は大本を離れる。昭和九年九月一五日のことである（９３）。  

 世界救世教の教祖伝である『東方の光』の記述をみると、地の文の「浄霊」という語と、

当時の文章の引用にみられる「鎮魂」の語との対照が印象的である。この機械的な対応を

みても、世界救世教の浄霊が大本の鎮魂の直接の延長線上にあることは知られる。浄霊の

創始者・岡田茂吉は、鎮魂法の実践家としてその宗教活動を開始したのである。  

 

第一〇節 岡田光玉 

 岡田光玉
こうたま

（本名良一
よしかず

。神名は聖凰
せいおう

。明治三四年二月二七日～昭和四九年六月二三日）は、

世界真光
まひかり

文明教団の創始者である。彼を鎮魂行法実践家の系譜に加えることの妥当性は、

本書の第三章を読みおわった時点で明らかになるであろうが、彼にはじまる「真光
まひかり

の業
わざ

」
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は、じつは世界救世教の「浄霊」の庶子であり、この浄霊はまた大本の鎮魂帰神法の庶子

なのである。そして、この三者間の相互距離を比べると浄霊がいちばん遠く、真光の業と

鎮魂帰神とは、いわば隔世遺伝的な、あるいは先祖帰りともいうべき親縁関係になってい

る。世界救世教が大本との連続性をそれほど否定しないのと比べ、世界真光文明教団が、

世界救世教との連続性を否定する傾向がやや強いのも――茂吉と光玉の教団発行の伝記を

比べてみると、前者には大本時代のことが前史として詳しく記述されているけれども、後

者には世界救世教時代の記述が全面的に省かれている――、こうした事情を考慮すれば、

ある意味で正鵠を射た態度なのかもしれない。また世界真光文明教団は大本や世界救世教

ともども霊魂の再生を説くが、出口王仁三郎が織田信長の再生であると語っているのを受

けて、岡田光玉も信長の転生であると語っている（９４）。世界観、神霊観、霊魂観のみなら

ず、こうした魂の系譜に関しても、これらの教団が共通性を否定しようとしていないこと

は、注目すべきことである。  

 光玉は、陸軍軍人の岡田稲三郎と登美の一人息子（七女の末）として東京青山に生まれ

た。父親は陸軍少将にまで上り退役後は繊維会社を経営していた人物で、光玉はこの父の

生前の言い付けにしたがってやがて陸軍士官学校へ入学することになる。卒業後は近衛歩

兵連隊に配属された。その後フランス領インドシナ（現ベトナム）に配属となり、ここで

近衛士官時代の脊椎カリエスが再発し帰国を余儀なくされる。死を宣告されるほどであっ

たが一年後には全快して退役、父の遺産によって飛行機会社他の各種事業を経営した。と

ころが、昭和二〇年の空襲によって全財産を失い、加えて莫大な借金の背負いこむことに

なる（９５）。こうした挫折を背景として、光玉は戦後世界救世教に入信している。世界救世

教での信仰活動と、借金返済のための会社経営が戦後しばらく続いた。世界救世教では和

光教会の有力信者であったらしいが（９６）、この時代の光玉については今のところ手元に信

頼できる資料がないので、ここでは旧信者であったという事実を述べるにとどめておく。  

 そしてようやく借金を完済したあとの昭和三四年二月二七日午前五時、「高熱による五日

間の人事不省から醒めた」光玉は「立教に関する神の最初の啓示」を受ける。それは天期

の到来と、この時にあたっての光玉が果たすべき大きな役割を告げるものであった（９７）。

神示集である『御聖言』にまとめられた神示の骨組をごく短くまとめると、次のようにな

るであろうか。すなわち、人類はいま神の経綸の大転換期に遭遇しており、物質文明を霊

主文明に転換させなければならない。しかし我欲の虜となった人類はそれに気付かないた

めに、神はこの物質文明の世を浄化しようとしている。それは天変地異となって現われる。

しかし神は最後に最大の救いの道を、人類に用意した。それが真光の業である。そのため

の 魁
さきがけ

のメシアの役を授かったのが岡田光玉であり、その使命は、手かざしによる真光の

業によって人類の魂を浄め、霊魂の実在、神の実在を人々に知らせ、来たるべき「火の洗

礼の大峠」を乗り越えて新真文明の世まで生き延びられる種人
たねびと

をできるだけ多く用意する

ことである、と。  

 こうして「手かざし」という、救世教の「浄霊」と共通の形式
・ ・

による「真光の業」が岡

田光玉によってはじめられる。陽光子友乃会として発足すぐの昭和三九年から、信者に手

かざしの方法を伝え、以後その数は次第に増えていく（９８）。やがて数多くの実践から判明

したこととして、世界真光文明教団では入信者向けのパンフレットの中で、人間の不幸病

気の八割は邪悪な憑依霊の仕業である、と説くに至っている。この怪異な主張は、谷口雅
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春がいみじくも「人生の妖怪化」と表現した一時期の大本を彷彿とさせる。大本の「鎮魂

帰神」も憑霊現象を夥しく輩出したからである。その劇的なことは、残された文章からで

も十分に生々しく伝わってくるが、しかも鎮魂帰神による憑霊発現の画像が残されていな

いのに対し、世界真光文明教団では手かざしにより惹起された憑霊（浮霊
ふ れ い

と称する）現象

が画像として記録されている。大本において、実質的に鎮魂帰神が布教手段から外されて

久しいことを考えれば、このことの意味は小さくないであろう。  

 昭和三七年に光玉は「本年は火の洗礼の第一年なり」との神示を受けている（９９）。火の

洗礼とは、神が天降るに先立ち、濁った土玉
つちだま

（地球のこと）が火玉
ひ だ ま

（火の精霊の働き）に

よって焼き払われ浄化されることである。ところで、そうした時期の到来が近付くと、火

の気が強まってくるとされる（１００）。じっさい、救い主である光玉自身が全身から熱を放

散しており、それは側にくればじかに感じられるほどであり、また光玉の行くところは冬

でも暖かったという（１０１）。 

 昭和四九年六月一二日、光玉は神から、救いの準備が遅れているという叱責をともなっ

た重大神示を受けて（１０２）、その後間もなくの六月二三日死去した。 

 

第一一節 佐藤卿彦 

 佐藤卿彦
あきひこ

（大正二年一一月三〇日～現）は、『本田親徳全集』の編者・鈴木重道によって、

本田霊学の正統を継ぐものと位置付けられている人物である（１０３）。 

 現在、月見里稲荷講社総本部付属の講社・顕神本会の会長をつとめている佐藤は、昭和

五年頃、京都の伏見稲荷大社の講社を組織する津村銑一に師事、その紹介で昭和六年五月、

長沢雄楯の弟子の稲葉大美津（明治七年一〇月二〇日～昭和一三年三月一〇日）に入門し、

本田霊学の指導を受ける。稲葉が六二歳で死去したあとは、その師匠である長沢雄楯に入

門し、引き続き本田霊学の指導を受けることになる。昭和一一年五月、長沢雄楯の主宰す

る月見里稲荷講社総本部に属する講社・顕神本会を結成し会長となり、現在に至っている
（１０４）。  

 戦後の新憲法のもとでの人心荒廃に対して警告を発する神示がたびたびあったとされる

が、優れた神主（＝霊媒）を得なかった。昭和三九年、中央大学教授の高窪良誠が参加し

て以後、諸種の活動の便宜を得ることになり、翌昭和四〇年から昭和四三年にかけての四

年間には、各地の諸神社で一三〇回の帰神式＝幽斎式を執行している。その後は一月に一

回位の割合で帰神式が執行されて、本田霊学を継承する後進の指導にあたっている（１０５）。 

 佐藤の主宰する帰神＝幽斎式の模様は筆録され公刊されている。そこにみられる神霊と

審神者の問答は各種の問題にわたるが、質問者の多くが神社関係者であるだけに有職故実

あるいは神学にかかわる問答も少なくなく、たとえば参加者が、「鳥居」の「鳥」とは何か

と問うたのに対し、神主に憑かった神霊が、それはよい質問である、と応答する達人的な

場面なども見られる（１０６）。 

 佐藤の率いる会は、小規模の私的な実践ではあるが、参加者の中には稀に有力な神道関

係者の氏名もみえる。明治維新以降の近代日本宗教史、特にその裏面史をみれば、一個の

行者や私的な一教団が政策の中枢――より正確に言えば政策の中枢にいる人物――に関与

した事実はそこかしこに散見される。彼らがじかに政治を動かしたとまで言うのはもちろ

ん言い過ぎになるであろうが、われわれの常識からすれば意外なほどに、彼らの影響力は
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政策の中枢にまで接近したのである。そうした遠くない歴史を知る者としては、現在活動

中の、神界の意向を取り次ぐと主張する小組織のこの活動も、少なからぬ興味の対象とな

るのである。  

 

第一二節 黒田みのる 

 心霊劇画家として著名な黒田みのるは、またス光光波世界神団
びかりこうはせかいしんだん

という宗教法人の代表で

もある。漫画家と宗教という取り合わせは一見奇妙で、一部の人にとっては多分滑稽です

らあるかもしれない。しかし、これは今日の趨勢をあらわす一つの興味深い現象なのであ

る。 

 二〇年近く前の少年誌で目にした怪奇漫画といえば、梅津かずおの一連の作品が記憶に

残る程度である。はっきり覚えているのは「蛇女」や「笑い仮面」、巨大化する昆虫、整形

手術後の顔が内面の憎しみを反映して醜く変貌していく物語、などなどで、今にして思え

ば各地の民話、説話に見られる普遍的なテーマが描かれていたわけである。一方、青年誌・

成人誌には、煽情的な性的描写の中にネクロフィリーや、修道女や尼を辱めるといった瀆

聖のテーマがいくつか見られた。しかし量的にはそれほど多いものではなかったように記

憶する。ところが最近、たまにめくる少年誌や成人誌の中に、怪奇的というよりは端的に

心霊的といったほうが相応しい漫画が多く見られるようになっている。違いを象徴的にい

えば、そこでの性交渉は人間同士の性交から、インキュバス incubus やサッキュバス

succubus といった他界のモノとの性交に移り変わっている。こうしたテーマの出現と流行

は、しかし少年や男性成人向けの漫画よりも少女漫画の分野においてさらに先んじていた

ようであり、その草分けがほかならぬ黒田みのるであったのである。 

 黒田みのる（本名は實）は、昭和三年一月五日、黒田茂・きみの長男として東京の市ケ

谷に生まれた（１０７）。中央大学在学中より心霊現象に興味をもっていたが、漫画家をここ

ろざし、昭和三三年、講談社の少女漫画『なかよし』に怪奇コミックでデビュー、以後漫

画家として活動する一方、心霊および神霊研究を続ける。昭和四〇年代半ば、講談社少女

フレンド誌に『死者のくに』（幽界・霊界・神界）の三部作を連載、心霊劇画家としての立

場を確立した。以後続々と心霊劇画を世に送りブーム作りの一翼を担う。昭和六〇年代に

入ると、数年前から出回り始めたオカルト雑誌『ムー』『トワイライトゾーン』などに心霊

シリーズを連載。その後各出版社のホラー雑誌に心霊コミック、心霊ストーリを連載し、

十代の読者相に大きい影響を及ぼすようになる。  

 こうした画作のかたわら、昭和四五年には世界真光文明教団の創始者・岡田光玉と出会

い、その教えを受けることになる。しかし岡田光玉の死去後は、教団から学ぶものはもは

やないと自覚して世界真光文明教団を離れる。 

 昭和五五年、宗教活動の拠点である茨城県那珂湊市において、神示により自ら宗教法人

光輪
こうりん

を設立した（県知事認証の単立宗教法人）。以降、関東地方を中心に福島や福岡にも拠

点を設けて活動を展開、昭和五八年には本部を福島県に移転し、同県知事の認証を受ける。  

 昭和五九年、教勢の発展にともない、天啓により教団名を現在名のス光光波世界神団と

改称し、同年活動の中心を現在地の八王子市に移転、以後はここが活動の拠点になってい

る。八王子の施設は、神殿の他に光界室
こうかいしつ

や、そして浄光のための個室が設置されている他

に、実質的に教団の出版部ともいうべき九重出版も同居している。昭和六一年には関西地
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区と九州地区に本部総局を開設、昭和六三年には沖縄に拠点が開設された。  

 見えない霊魂の世界は動いており、近年その物質化が急速に進行しているという世界観

を説き、その中での憑依霊の浄化のためには、球体をつくった両手による手かざしが説か

れる。これは「炎
ほのお

の業
わざ

」あるいは「浄光
じょうこう

」と呼ばれ、それを通して神霊パワーが照射さ

れるという（１０８）。  

 創始者が著名な劇画家であったことから、入信者は劇画を通しての者や、友の会、講演

会をきっかけとした若者が多く、内部の青年組織ともいえるアイ 200 のメンバーによる

種々のイヴェント、パフォーマンスが活発である。布教の媒体としてはビデオも重要な役

割を担い、各講演会やゼミその他の活動が録画されているほか、外部向けの一種のプロモ

ーションビデオも作成されている。しかし現在最も布教効果の大きい媒体としては、やは

り黒田みのるが単行本や雑誌に描く心霊劇画、挿画入りの心霊および神霊譚であり、将来

的なビデオ化も含めて、活字離れの世代に抵抗なく受け入れられる布教路線の筆頭を走っ

ているものといえる。  

 団体の各種の護符や御守り等は、劇画スタッフである黒田パワープロダクションの人材

により企画・デザインされるという形をとっている。昭和六二年には、一般読者を対象に

した啓蒙書『霊魂の旅』『幽体の舟』を九重出版から刊行した。なお教団での黒田みのるの

呼称は「大教主」である。  

 

第一三節 五井昌久 

 五井昌久（一九一六～八〇）は、戦後の一時期に生長の家の講師をつとめたのち新たに

白光真宏会を創始した人物である。白光真宏会という教団名は、たとえば母教団である生

長の家の名に比べて一般的な知名度は小さいが、現在いたる所で目に触れる「世界人類が

平和でありますように」という白いステッカーの発行元であると説明すれば、ほとんどの

場合納得される傾向にもある。宗教団体の目的が自らの知名度を高めることにではなく、

その教義の浸透・実現にあるとすれば、社会的には無名に近いこの教団の布教活動は――

「この意味で」という限定つきで――かなり成功しているものと言えるのかもしれない。

筆者の手元にはこの教団に関する資料がかなりまとまってあるので、以下本部や支部集会

での聞き取り調査も加えて、五井昌久および白光真宏会の活動をやや詳しく跡付けてみた

い。 

 五井昌久は大正五年一一月二二日、午後五時から六時の間に東京の浅草で生まれた。父

親は長岡藩の士族の息子、母親は東京の商家の娘で、六男三女の四男であった。この日付

けは谷口雅春と同じであるが、谷口が朝に生まれ自分が同じ日の夕方に生まれたことを、

五井は二人の使命の異同を象徴するものではないかとしている（１０９）。 

 少年時代は、医者たちに「この子が肺病にならなければ医学の不思議である」とつぶや

かれるほど虚弱であったが、関東大震災後に一時疎開した父の実家、新潟での生活などで

少しずつ健康を取り戻すようになる（１１０）。夢は「作家か音楽家か学校の教師」であった

が、生活との両立のため高等小学校一年を終えると織物問屋の店員になり、夜学に通いつ

つ苦学した。五井はこの頃の自分を振り返って、当時流行していた佐藤紅葉の少年小説を

読んで感動し、「善き少年、立派な人間になる生き方」をめざすような少年であったという。

一八、九歳になったとき、繊維問屋を辞めて独立し、小さな商店を開業、同時に音楽の勉
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強を本格的に始めたり詩人の集まりに顔を出すようになるが、「何か人のためになる仕事が

したい」という念願も次第に強くなる（１１１）。 

 苦学で音楽の勉強を終えたあと、昭和一五年、兄弟のつてで日立製作所亀有工場に文化

活動の要員として入社、「私の働き場所はここだ」という直感を覚え、戦後しばらくまでの

五年間を、ここで工場新聞の発刊、社員厚生のための文化活動などに携わることになる。

時節はちょうど一五年戦争のさなかであり、この間、「いまだ霊能者でも霊覚者でもないた

だの人間としての幸せにあった」五井は、「人一倍国を愛し信じ、日本全体をいとおしく思

っていた」愛国青年として、放送を通じ「従業員の士気を鼓舞することに全力をあげ」た

が、その一方で学徒動員のいたいけな姿に悩む。「正義とは国を愛し人を愛することである」

という信念はこういう小さな所からほころびてくるのだが、後年の五井が「人を愛する」

ことと矛盾しないような「国」の在り方「世界」の在り方を強調するようになる出発点に

は、このような疑いを知らぬ愛国青年としての活動があった（１１２）。また武者小路実篤や

トルストイを好んで読んでいたこの当時の五井の宗教観は、次のような白樺派ふうの文学

的なものであった。  

 

「霊能とか、死後の霊魂の存在などは、まるで問題にせず、……絶対者としての神の

みを形なき存在として信じ、形なき生物などあるわけがないと堅く思い込んでいたの

である。従って他界からくる霊能などは、絶対にあり得ないと勝手に決めてかかって

いた。トルストイのいっていた永遠の生命ということも、思想や仕事が子孫に伝わっ

てゆくことによって自己の永遠性というように解釈し、死後の個性の存続というふう

に結びつけて考えることはできなかった（１１３）。」 

 

 この近代合理主義的な宗教観は、一途な愛国心とともに、やがて種々の宗教遍歴を経る

過程でふたつながら捨て去られていくことになる。工場の放送係として終戦の詔勅を悲痛

な思いで流した五井は、しかし「泣くだけ泣いてしまうと、意外なほど心の底から新しい

力が湧きあがってくるのを感じ」、やがて敗戦を受け入れる気になり、「この工場における

私の仕事は、最早終った」と直感して、間もなく仕事を辞めた。五井はこうした戦時下で

の生き方を、後年の世界平和の中心者としての立場から振り返って、「神は戦争に私を必要

とせず、戦後混迷の世に働かせるべく、私をはぐくみととのえていたのであろう」と位置

付けている（１１４）。 

 ほかの多くの宗教者が戦後すぐ宗教活動を再会あるいは開始したのと同じように、五井

の本格的な宗教的人生は戦後の混乱期の中に始まる。直接のきっかけは半年ほど前に罹患

した腎臓の病気であったが、その病気治しをきっかけとして、あまたある宗教団体のうち

で五井が関係を持ったのは、まず世界救世教、次に生長の家、そして千鳥会（萩原真主宰

の心霊研究団体で、のちに「真の道」となる）というように、いずれも大本系の教団であ

った。活字や録音テープとして残ってはいない――残っていたにしても探し当てていない

――が、古い一信者の言によれば、五井は雑談の中で、「大本は文字どおり宗教の大本だ」

「出口から谷口が出て、谷口から五井が出た、そして岡田は傍流」という意味のことを言

ったという。本書が五井を大本系と位置付けるまでもなく、五井自身が自らの霊性の出自

をそのように明言しているのだが、これは五井がよく「系列」ということを言うのと考え
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あわせると、興味深いことである（１１５）。 

 罹病は終戦間際の「国家存亡の時」でもあったため働き続けて死んでもよいという覚悟

であったが、工場の同僚から借りて読んだ岡田茂吉の薬毒や自然良能作用や浄化作用に関

する本にはかなりの共感を覚えた。そして戦後病気がぶりかえしたのをきっかけに、同僚

に誘われてまず岡田茂吉の高弟を訪ねる。そこで読まされた死者の憑霊の話には反感を覚

えるが、「霊線療法」には経験上共感するところがあり、これ以後自ら病気治療を試し始め

るようになり、「かなりの治病効果があった」という。そしてこの仕事を神よりの使命と思

いこみ、無料奉仕に徹したので、親兄弟に生活の心配をかけることになる。何事も一途に

思い込む性格であったらしいことは、この頃の求道の思いを詠んだ短歌で、現在も教団で

大事にされる次の歌からも推察される。自伝の表題はほかならぬここから取られているの

である。 

 

  「天と地をつなぐ糸目のひとすじとならむ願いに生命燃やしつ」  

 

 谷口雅春の著作に触れたのもこの頃で、『生命の実相』全巻を読み終わり大きな感動を受

ける。五井は「岡田茂吉、谷口雅春という二人の偉大な人物が、敗戦日本の国土に新生し

ようとしていた私の前に同時に出現した」と感じ、この二人の書物の上から得た実証によ

って「ころりと霊魂存在論者に一変」したという（１１６）。  

 誘われて熱海に岡田茂吉を訪ねたが、待合室で信者たちが話している各種の憑霊譚から

は「実にこの世の話とは受けとれぬ珍妙な感じ」を受け――この違和感は谷口雅春が大本

の第一印象を「人生の妖怪化」と表現したのとよく似ている――、茂吉からも宗教家とい

うよりは企業家というような印象を受けてやや失望するが、岡田式霊線療法による体験話

を多数聞いたことで、自分にも病気治しができるという自信をさらに深める。しかしその

ためには無報酬でなければならぬという潔癖な確信も強まり、生活はますます逼迫する。

そして憑かれたように病気治しに歩きまわり神を呼び続ける生活を送るうち、次のような

体験を持つ。典型的・定式的な召命体験であり、また自伝の二つのクライマックスのうち

の最初の一つでもあるので、やや長くなるが引用しよう。  

 

「私は亀有の家を出て病家に着くまで、病人のことも考えず、ただ神様、神様と神の

ことを思いながら歩いていた。大きく胸を張って、夏の青空を仰ぎかげんにして歩い

ていた。中川土手の桜若葉は陽に映えて美しく、川面のさざ波に光り輝いてみえる。

……私は自然の美しさの中に半ば融けこみながら、世の中から病苦を除き、貧苦を除

かなければこの美しさの中に全身を融けこませうわけにはゆかないのだなーと自分の

責任でもあるような痛い声を心のどこかできいていた。私はその声に応えるように、

『神様どうぞ私のいのちを神様のおしごとにおつかい下さい』と、いつもの祈りを強

くくりかえしながら歩いた。そのまま向う岸へ渡る舟着場まできて土手を降りようと

した瞬間『お前のいのちは神がもらった、覚悟はよいか』と電撃のような声がひびき

渡った。……私はそのひびきに一瞬の間隙もなく『はい』と心で答えた。この時を境

に私のすべては神のものとなり、個人の五井昌久、個我の五井昌久は消滅してしまっ

たのである。しかし事態が表面に現われ始めたのはかなり時日がたってからであった。
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……『私のいのちはもうすでに天のものになってしまったのだ、この私の肉体は天地

を貫いてここにいるのだ』私の心は澄みとおっていて、天声に対する何の疑いも起こ

さなかった（１１７）。」 

 

 本を読んだだけで「ころりと霊魂論者に一変」したり、自らの治病能力にすぐ自信を持

ったり、神秘体験ともいうべき中での声に疑いをいれなかったり、これほどの信じやすさ、

疑いのなさは本書の扱う宗教者の中でも異例であるが、これについて五井は、私は先天的

に素直な素質であると認めるだけでなく、素直ということが信仰では最も大切であるとし

て、それを守護霊守護神への信仰という教えにつなげている（１１８）。 

そののち、近所の生長の家の信者たちと行き来するようになり、教祖と生日が同じこと

もあって「深い結びつき」を感じて、生長の家本部を訪ねた。そしてそこで谷口雅春の思

想にひきつけられ、「感涙のうちに、最後の神想観という祈りの行事を終」えたというほど

感動して入信、「その日から、私の生長の家運動が始められた」。自伝のなかで五井は、「谷

口雅春の草履取りになろう、というのがその時の気持ちであった」とまで記し、この後の

自伝はしばらく生長の家の信者として、やがて講師になっての生活の記述が続く（１１９）。  

 無報酬の宗教活動をするうちに定職に就く必要を感じ、昭和二一年の夏、労働問題や経

済問題を研究する中央労働学園に勤務する。ここで五井はまったく肌の合わない唯物論的

雰囲気に触れ、また将来の妻と出会い、彼女の助言がもとで生長の家の宗教思想としての

欠点に気付くことになる。これらについて五井は、この職場は神が唯物論世界の勉強のた

めに勤めさせたに違いない、またこの妻は世論の代表として神が出会わせたに違いないと

考え、「神の計画の何気なく見えて、密なるに一驚した」と述べている（１２０）。またメーデ

ーでの労働歌の指揮を依頼されデモ行進の先頭を歩くという体験から、民衆の恐ろしいま

での力を実感し、「民衆が動かなければ駄目だ。民衆を動かす教えでなければ駄目だ」と痛

感、「生長の家の教えだけを説きつづけていて、はたしてこの民衆が一体どの程度ついてく

るのであろう」との疑問を抱くようになる（１２１）。万人に実践可能な易しい宗教という姿

勢は、この頃から培われてきたようである。  

 昭和二三年、五井を岡田茂吉に誘った同じ人から、今度は萩原真を霊媒とする心霊研究

の団体、千鳥会に案内される。生長の家の講師として、神想観を熱心に実修して多少の霊

能をつかんだ気はしていたが、「現実面打開に対する力弱さ」、具体的相談に実相論でしか

対応できない自分に「辛さ、切なさを感じさせられていた」五井は、より強い心霊能力が

生長の家にない「現象的相談に応ずる確たる指導」を与えうるものと期待して、この頃「日

本のために人類のために私のいのちを有効におつかい下さい。そのための強い力を私にお

与え下さい」と祈っていたという（１２２）。 

 交霊会への出席が回を重ねるにつれ、五井が自宅で自修していた神想観は憑霊的性格を

強め、やがてその憑霊傾向が日常生活にも現われてきて、自由意志をまったく奪われた形

になってくる。そして生長の家の中では霊能講師として認められるようになる一方、通常

の勤務が不可能となり退職、「その道専門に進む」ことを余儀なくされるにいたる（１２３）。

やがて心霊研究会で知り合った人物宅へ住み込みで心霊主義的修行を始めるが、予知や予

言、治病の能力が強まった五井の存在は警戒されるようになり、昭和二四年にはそこを離

れて自宅に帰る。その際、 明
よ あ け

観音像を貰い受けるが、帰宅後、これは獣のような夜・世



43 

 

を明るく浄める役目がやがて五井に現われるという意味だ、との神示があったという。そ

して「その翌日からが、私にとって生と死と、真と狂との実に苦しい試練の何ヵ月かに入

ってゆく」と言われる、いわゆる「想念停止」の修行が始まる（１２４）。 

 憑霊的な神想観を続けるうち、霊的存在の執拗な働きかけに身を委ねるようになってい

た五井に対して、「背後の霊団」はまず「頭脳を去来する日々の想念のすべてを停止せよ」

と指示してきた。こののち数十日、五井は絶食状態の中で、一切個我の念を出すことを許

されず、一挙手一投足がすべて霊側のなすがままという修行に身をさらす。また恐怖の念

を送り込まれたり、甘言で慢心を誘われたり、さまざまな問答をしかけて答えられないと

肉体に苦痛を与えられたりなどの試練も次々と続いたが、そうした経過を経た一夜、あた

かも口頭試問を思わせるような問答が神霊との間でなされ、「それではこれで問答は止める

が、明日の晩には何か変わったことが起こるだろう」と、合格通知をほのめかすような言

葉をもって直接的語りかけはおさまり、以後声や自動書記のような「すべての精神分裂的

霊界側の指図は再び私の肉体に干渉してはこなくなった」という。そしてこの時点で五井

は「個我がすでに天の本体と合体していること」を直感していたというが、その直感を確

認する体験を持ったのは、翌日の夜のことであった（１２５）。 

 自伝の二つのクライマックスのうちのもう一つの、そして決定的な場面は次のようなも

のであった。種々の興味深いビジョンがあるが、直接引用はあまりに長くなりすぎるので

ここではごく短かくまとめよう。その夜五井が「例のごとく就寝前の瞑想に入」ると――

意図的なものかどうかはともかくここではもう「神想観」の名称は使われていない――、

想念停止の練習によってすぐに「統一」したが、いつもと違って吐く息のみが続いたかと

思うと、目の前に透明な柱が天まで続いているかのように見えてくる、そしてその吐く息

に乗って柱を上昇していくと、光明に満ちた世界が次々に現われ、最後にその中に坐して

いた衣冠束帯の自分の本体と合体すると、その目に天国的世界の情景が映っては消える、

という体験をした。我に返ってみると、これはこの世の時間にして約三〇分であったとさ

れている。さらに翌朝の瞑想時には、眼前が光り輝く中に釈迦が現われてきて金色の宝珠

を授け、続いて金色の十字架を背負ったキリストが現われ自分の体の中に突入してくる、

という体験をする。これらの「単なる幻想ではない」体験が終わると、五井は「直覚的に

すべてを知り得る者、霊覚者」となった自分を見いだすことになる（１２６）。宗教者の生活

史をたどる場合、興味の焦点はいくつかに絞られるが、そのうちでも彼がいかにして通常

人から特殊な人になったかという、「脱皮」過程への興味は外すことができない。五井昌久

の場合その過程は、上のように病気をきっかけに岡田茂吉の浄霊に触れた昭和二〇年に始

まり、生長の家思想とその実践のための神想観や心霊主義的実践を経て、やがて自ら「神

人合一」を体験する二四年までの、約四年間に展開されている。  

 昭和二五年の結婚後まもなく、信者の玄関前で五井を写した写真の一

枚に、円光が写ったという（左図）。これは人間の本体が光であることを

示す実証とされ、やがて「霊光写真」と呼ばれて、信者がお守りのよう

に身につけたり、鎮めもののように各地に埋められたりするようになる。

これ以外にも五井を撮った写真には所々に白い光状の模様の写っている

ことがあるが、五井はこれについて、人間は本来光なのだから曇りがな

くなれば光り輝くのは当たり前だ、と明言している（１２７）。 
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 昭和四〇年前後の雰囲気は、現在カセットテープとして領布されている講話や講演の様

子からうかがうことができる。そこでの五井は下町特有の東京弁で、まだ五〇前後と若い

こともあり、所々で冗談を交えて語り、噺家ふうとも思えるほどの庶民性と、人情の機微

に触れる親しさを漂わせている。そしてこの明るさは、昭和四三年ころから始まり終生続

いた気管支喘息のような症状の中でも失われず、五井は人類の業
カルマ

が我が身を通して消えて

ゆくのであるという信念を持ち続けた。しかしある講師の話の中では、最晩年の五井は急

に寡黙になったというエピソードが語られたこともある。あとで質問すると、病苦のさな

かにも自分から冗談を言って周囲をなごませていた饒舌な五井が、この頃は話しかけても

短かい受け答えしかしなくなり、目は、ちょうど統一指導中のように宙に向けられている

ことが多くなり、周囲の者が不思議がるほどであったという。  

 五井の教えは、「守護霊守護神への感謝」と「消えてゆく姿で世界平和の祈り」というス

ローガンで一貫し、その実践のための統一会を毎週主宰し、死去直前まで統一指導を行な

ったが、特徴はその懇切な指導にあり（１２８）、教義的には、たとえば法人登記の際に一五

〇字ほどにまとめられた教義「人間と真実の生き方」をみても、大枠としては谷口哲学に

依拠したもので、そうしようと思えば一節一句ごとに『生命の実相』その他の谷口の著作

に対応箇所を指摘することができる。それはまた五井自身の認めるところでもあった。生

長の家を脱退して白光真宏会に入信してきたある信者が、両者の違いを「生長の家には立

派な暖房装置があるが、そこにスチームが通っていない」と表現したというエピソードが

あるが、信者のひいき目を割り引いてみると、これらの言からわれわれは、五井がめざし

たのは生長の家実相論をいかに万人に易しく実践させるかということであったらしいこと

を想像できるのである（１２９）。種々の祈りを「世界平和の祈り」に集約し、各種の精神統

一法を自らの指導による単一形式の「統一」に集約したのは、そのためであろう。集会で

の会員の雑談の中で、ほかの宗教に入信した人を評して、あの人は世界平和の祈りに物足

りず神秘や特殊な実践に魅せられて離れた、というふうに表現されるのを聞くことがある。

これなどは、白光真宏会における思想と実践の両面での単純化傾向を、問わず語りに語る

ものと言える。ただしこの一般信者向けの単純化した指示とは別に、五井は幹部にはかな

り特殊な指導・指示をしていた。その著しい例が、宇宙子波動生命物理学（略称は宇宙子

科学）と言われる秘儀性と象徴性を帯びた実践であった。しかしこれは一般信者に対して

は名のみが告げられ、五井の生前には内実が公開されることはなかった（１３０）。  

 五井は病気がちではあったものの、つねづね周囲には八五歳まで生きると言っていたた

め、昭和五五年八月の急逝は後継者や幹部にかなりの衝撃を与えたようである。しかし二

代会長継承に際しての分派独立などの動きは表面化せず、代替わりが比較的円滑に行なわ

れた例に属する。継承後のことについては簡単に触れておこう。  

 五井の死去後、会長は養女の昌美が後継した。昌美は本名悦子、旧姓尚氏。尚家は琉球

王家の末で、旧男爵家であった。現在は西園寺公望の曾孫と結婚して西園寺姓となってい

る（１３１）。現会長は就任後、五井からの指示によるものとして、次々に実践上の改革を行

っている。「世界平和の祈り」と「教義・人間と真実の生き方」の英訳、「世界平和の祈り」

の増補版ともいうべき「世界一六七ケ国各国ごとの平和を祈る祈り」の制定、これにとも

なう月一度の「世界一六七ケ国の平和を祈る」特別統一会の制定、一般会員に世界各国の

平和を祈る言葉を英語あるいは当事国の母国語で紙片に書かせそれを束ねて先方へ送ると
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いう海外布教活動の開始（これは時の韓国大統領よりの親書を受けるなどの成果を得る）、

世界各国の平和を祈る「ピース・セレモニー」の内外での公的開催、などである。結果と

してこの一連の改革は、対外的平和運動の範囲を世界的に拡大する効果があったと言える

が、他面この方向は、単純化を特徴とした五井の指導方針とは逆に、一般会員への指示が

複雑になる傾向にもつながっている。ある講話のなかで五井は、一国一国や個々人、動植

物の平和と天命を祈るのは面倒だからとりまとめて「世界人類が平和でありますように」

と祈る、という意味のことも述べていたので（１３２）、古い会員の中には現在進行中のこう

いう活動の複雑化に違和感を覚える者も見られるようである。現会長はこれについて、信

者の霊性が向上したので、かつては幹部にしか許されなかった神業に参加してもらうよう

になった、と説明している。昭和六一年、二代会長一家は神事の一環として渡米し、現在

特別な行事に際して年に数回帰国したり海外でのピース・セレモニーに出席する他は在米

しているが、平成元年にはニューヨークに「祈りによる世界平和運動推進本部」の事務所

を設立、つづいてニューヨーク郊外に聖地を開設、一一月には国連本部での「平和と環境

のためのセレモニー」の名称でピース・セレモニーを開催する、などの活動を展開してい

る（１３３）。 

 

  第Ⅱ部 その他の鎮魂行法家 
 第Ⅰ部では、大本の前後左右に何らかの影響関係でつながる鎮魂行法実践家の事績を便

宜的に「大本系」としてまとめたわけであるが、ここではそこからもれた各種の鎮魂行法

――相互に異種である――の実践家を、便宜的に第Ⅱ部としてまとめることにする。  

 

第一四節 川面凡児 

 川面凡児
かわつら ぼんじ

（一八六二～一九二九。幼名隆司、後に恒次。蓮池姓を名乗ったこともある。

字は吉光、号は薫廼舎
か お り の や

、殿山
でんざん

。小石川の伝通院を中心とする仏教時代は蓮華宝印
れんげほういん

と称した。

俳句の号は十方化
と ぼ け

）は、実践家としては禊の大家と称せられ（１３４）、思想家としては超国

家主義のイデオローグとも称せられる（１３５）。今日の一般的な知名度の低さとは対照的に、

戦前にはかなり世に知られた人物であり、また神社神道界、およびそれを通じて社会に及

ぼした影響の直接性からみても、今日川面凡児を再発掘しその思想を再検討する意義は決

して小さくない。たとえば、以下に見るように、大政翼賛会という国民統制組織の行事と

して採用された禊の行は、川面説に基づくものであったが、国家主義を批判する者の矛先

がこの人物の内奥にまで及んだことは、管見にはいった範囲ではかつてないからである。

しかし、ほかの、たとえば大本系の神道行法の実践家が公けとの軋轢をおこしがちであっ

たのに比して、同様に独自の実践を説きながらも川面がその類いの憂き目に会わなかった、

むしろその説くところが国家主義全盛時代の国家的行事に採用された――公的にではなか

ったにしても――ことは、著しい差異である。川面の生涯の歩みを辿ることで、その差異

のよってきたるところが多少とも明らかになるであろうと思われるので、弟子の手になる

詳細な伝記（１３６）をおもに参照して、川面凡児の経歴をやや詳しく跡付けることにする。 

 川面凡児は文久二年、大分県宇佐郡両川村小坂、宇佐神宮の近くに生まれた。遠祖は京

都の公卿で、頼朝に招かれて鎌倉に移住、その後地領として宇佐に封じられ小坂の城主と

して治めたが、大友宗麟に滅ぼされて以来当地に郷士として住まい、川面姓を名乗った。
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父親は川面仁左衛門、大百姓で名士、ほかに造酒業、呉服業も営んでいた。この父は明治

九年中風で倒れ、それ以後家運が傾き、明治二〇年には死去した。母親は八津子、子供は

九人産み、その内の女児六人は幼くして死亡、三人の男子のみ成長した。夫の死後は一家

揃って上京し、すでに上京して苦学していた凡児と寄居をともにすることになる。大正七

年一月二一日、九十三才で死去するまで、定収入のない凡児を助けて内職を続けたという。

この母親は信仰篤く信義を重んじる賢婦人で――「凡児」という名はこの母に対しての称

であるとされている――凡児は生涯独身であったこともあり、母親に孝養を尽くしたこと

が伝えられている（１３７）。 

 六才の年から八、九年間、凡児は伯母の嫁ぎ先である豊前長州村の大庄屋溝口家に養わ

れることになる。一六から一八才にかけて、豊後の国に名高かった涵養塾に学び漢学を修

めた。明治一二年三月三日、塾を退学し、郷里の馬城山
ばじょうざん

（一名御許山
お も と や ま

）に入山し修行した

のち、義兄を頼って熊本に至る。馬城山は宇佐神宮の裏に位置し、古来宇佐神宮の本体と

されてきた霊山である。明治一五年二一才の時、学識の高さに感心した者の乞いにより、

熊本で漢学塾を開き教育に携わった（１３８）。  

 明治一八年、凡児二四才の年、「古今独歩の政治家たらずんば空前絶後の大哲人たらむ」

という青雲の志にもえて上京。苦学するうち、郷里の涵養塾時代の友人で、当時小石川の

伝通院にいた中島文徴と出会い、その紹介で会った伝通院住職の松涛泰成から人物を見込

まれ、麻布の阿弥陀寺に住まいを提供された。明治二〇年、郷里の父が死去したのを機に

信仰熱・求道心がさらに高まる。翌明治二一年には伝通院に一室を与えられ、仏教者・蓮

池蓮華宝印の本格的な仏教研究がはじまる（１３９）。 

 明治二五年、伝通院に縁の深い淑徳女学校が設立されると、三二年まで教鞭をとった。

明治二九年ころには、自由党の党報を主宰し、その後明治三二年には長野新聞の主筆とな

り、一年程論陣をはった。同紙に対抗する信濃毎日の主筆は、山路愛山であった。明治三

四年には熊野実業新聞の主筆として紀州に赴く。四ヶ月後同社を退き、以後は三九年まで

各新聞雑誌に寄稿する時代が続き、この間に大日本世界教・稜威会の準備が進められてい

る（１４０）。 

 明治三九年春、東京の谷中三崎町において「大日本世界教稜威会
み い ず か い

」が設立される（１４１）。

翌四〇年には、本部は同じ谷中の初音町に移転している（１４２）。聴講者は最初ほとんどな

かったが、やがて各方面の著名人の聴講がふえてくる。御嶽教の管長、神宮嵩壽もその一

人で、川面凡児を講演に迎えるほか、御嶽教管長職への就任を依頼したと伝えられる。国

学者、井上頼圀の来聴もこの頃であった。仏教界の人物との当時の交渉も伝えられ、一流

の禅者と対等に渡り合う様が活写されている（１４３）。  

 機関誌『大日本世界教 みいづ』は明治四一年一月一日創刊された。これは昭和四年二

月まで、ほとんど川面凡児の手によって執筆された。この機関誌に関しては、国家機構の

一翼をになう警視庁の検閲官が「天下にこれほど高潔なる雑誌はないのにどうして広く読

まれないのか」と述べたとされ、官憲に好意的に迎えられた様子がうかがわれる（１４４）。  

 稜威会の中核的行事であるみそぎは、第一回が明治四二年一月一八日から二五日にかけ

た寒の最中に、神奈川県藤沢の片瀬の浜で行なわれた。みそぎの行事は後に盛況になるが、

この時の参加者は、川面凡児と千葉県銚子の行者で弟子になっていた奈雪鐵信のみであっ

た。なお、大正元年の八月には、軽井沢の山奥、双見狭霧の滝に五、六人をともなってみ
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そぎの行事を齋行しており、これがのちに夏のみそぎとなる。大正四年八月には地方での

初めての夏のみそぎが、御嶽山神社で催された。これらはいまだ私的なものであり、みそ

ぎの行事が公開で開催されたのは大正六年八月の夏のみそぎからであった（１４５）。 

 明治四二年二月一〇日、東京府師範学校の学内団体で、のちに大きな倫理・教育運動に

発展することになる修養団（代表、蓮沼門三）から講演を依頼してくる。修養団と川面凡

児の関係について、修養団が国民体操――これは川面の考案した「とりふね運動」に由来

する――を採用した事情もあって、川面凡児が修養団の根本精神や行事に与えた影響が主

張されている（１４６）。そうした団体、運動は少なくなかったので、直接的・一方的・独占

的な影響関係とはいえまいが、ともかく強い親近性のあることは否定できないであろう。  

 大正元年、旧神祇伯家の白川子爵が来訪し、白川門下に入るよう勧めたが、川面凡児は

これを断っている。事後談として、白川が知人に「川面は実におかしなことで、宮中以外

に知られぬことまで知ってをる」ともらしたことが伝えられている（１４７）。川面凡児が宮

中祭祀の実儀にまでたびたび言及しているのは、全集の各所にみるとおりである。  

 大正三年は稜威会の発展の年とされている。おもに奥沢福太郎の尽力で、海軍将校・秋

山真之、法学博士・鵜沢聡明、海軍大臣・八代六郎、検事総長・平沼騏一郎らを前に講演

の機会を得、川面凡児の名が国家上層部に浸透する端緒となった。これを受けて同年一二

月一三日、川面凡児の講演会を開催しその講義録を出版することを目的とする「古典考究

会」が、秋山、鵜沢らを発起人として、築地の水交社（海軍軍人のクラブ）において発足

した。趣意書には川面凡児の所説を宣布することが明記され、来賓には八代六郎、杉浦重

剛があり、頭山満、筧克彦の祝辞があった。この活動は大正六年まで続き、『古典講義録』

として配布されたもの二九冊にのぼった。井上哲次郎はこれらの論考について、「将来もし

神道一切経とでも名付くべきものを編纂されることあれば、川面氏の著作は最も重要なる

地位と大なる分量を占むるであらう」と評したとされる（１４８）。以後講演活動、みそぎの

活動が死去まで続けられることになる。めぼしい箇所を列挙すると次のようになる。  

 高木兼寛（慈恵医科大学の創始者）は宿痾をおしてみそぎの行事に参加し、川面の説く

ところが医学的に効果のあることを確認、行事を簡素化した「艫漕ぎ運動」「国民運動」を

案出して、教育界での普及を計った（１４９）。これがのちに大政翼賛会に採用される一つの

契機になる。  

 福岡県の神職会には川面凡児に傾倒するものが多く、みそぎを神職必須の行事とするほ

どであったが、大正五年七月に川面凡児を招き、福岡市長をはじめ県の名士の名を発起人

に列ねた講演会を開催している。同時に古典考究会九州支部が設立され、同年一二月には

九州最初の冬のみそぎが筥崎で行なわれた。あくる大正六年には筥崎で稜威会福岡支部が

発会式している（１５０）。福岡県出身の幡掛正木、葦津耕次郎、行弘糺らが、のちに神社界

で川面凡児の説を広めるに際して大きな役割を果たしたことは、関係者のよく知るところ

である（１５１）。 

 大正六年三月、京都八坂神社で古大社の宮司を集めて行なわれた古典考究会が大成功を

おさめたことで、川面凡児の名は神道界に公けに許されることになる。大正七年には母親

を失い自らも病臥するが、翌八年には各地のみそぎを指導する。大正九年は『社会組織の

根本原理』の著述に明け暮れた。大正一〇年には、国内の他に関東庁の招聘を受けて満州、

中国に渡り、当地でみそぎと講演を行なっている（１５２）。  
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 同年二月一八日には、かねて申請中の社団法人化が認可され、社団法人・稜威会が発足
（１５３）、形式的にも公的な体裁を整えた。同年一二月には全国の神職を対象に、内務省神

社局の高官を迎えて冬のみそぎを開催した。大正一一年には郷里大分においてはじめての

講演会とみそぎの会を開催している（１５４）。  

 大正一二年、大寒のみそぎの最中、全国神職会幹事の秋岡保治、神宮奉齋会長の今泉定

助の二名が来訪、内務省において開催中の全国神職講習会での講演を依頼され、これを果

たした（１５５）。今泉については後でもう一度言及する。  

 昭和三年、昭和天皇の即位式に際しては、福岡県が主基
す き

国に決定されると、県神職会の

有志が主基田の祭儀を川面の指示にしたがっておこなったとされたり、また一一月の大嘗

祭では稜威会として遥拝式を挙行するなど、川面は陰に陽に関与している（１５６）。またこ

の年は著作の刊行があい継ぎ、『安心立命宮』、『信仰宮』、『太神宮』、『憲法宮』（中下巻）、

『天照太神宮』（続編）が上梓されている。この年、病気勝ちになり、周囲に死期の近いこ

とをもらすようになる。 

 あくる昭和四年、一月下旬に大寒みそぎが、第一回と同じ片瀬の浜で催され、川面凡児

最後のみそぎとなった。その後発病し、二月六日には大久保の本部に病臥、一二日午後に

いたり様態が悪化し、門弟数人に見取られて死去した。本葬儀は三月三日、富岡宣永を祭

主とし本部で挙行され、墓前祭は多摩墓地において行なわれた。会葬者数百名の中には、

平沼騏一郎、頭山満、吉田茂（当時の神社局長。後の総理大臣・吉田茂とは別人）、筧克彦、

鵜沢聡明などの名が見える（１５７）。  

 このように川面の協賛者が数多かった中で、川面凡児の学行が世に用いられるにあたっ

て最も大きな役割を果たしたのは、今泉定助であったとされている。今泉は神宮奉齋会の

会長を努めるなど、大正期にはすでに「神道界の最高位」「神道界の長老」と位置付けられ

る地位にあった人物であるが、年少の知己の勧めを容れて川面凡児の講莚に連なり、齢六

〇に近い大正一〇年の冬、みそぎの行に参加した。以来川面の影響を受けるところ多く、

そのため学風にも顕著な変貌を来したことは、自他ともに認めるところであった（１５８）。

今泉の神道論は、昭和前期にかなりの影響力をもったとされているが、その中で川面凡児

の卓見が度々讃えられたことにより（１５９）、また神宮奉齋会の年中行事として大正一四年

から禊行が採用されたこと、そして後にそれが今泉門下の働きにより大政翼賛会に国民的

行事として採用されたことにより――これが現行神職のみそぎ行につながっている――、

川面凡児の神道（行法）説は広く世に知られることになった（１６０）。川面死去の十年後、

川面凡児先生十周年記念会々長となり『川面凡児全集』全十巻（昭和一四～一六年）を刊

行したのも今泉であった。  

 昭和一四年二月二三日、川面凡児の十年祭が東京九段の軍人会館において挙行された。

参列者は二千人を越え、祭主は高山昇（前官幣大社稲荷神社宮司）、副祭主を富岡宣永（東

京深川八幡宮宮司）がつとめ、平沼騏一郎総理大臣、荒木貞夫文部大臣、全国神職会長水

野錬太郎の祭文奏上、鵜沢聡明、今泉定助による記念講演が行なわれた（１６１）。時あたか

も、皇紀二六〇〇年を翌年にひかえて日本主義のうねりが最後の頂点に達した時期であっ

た。そしてあくる当の一五年二月一一日紀元節、皇紀二六〇〇年を祝う祭典が津々浦々で

大々的に挙行され、中心行事として川面凡児のみそぎを取り入れた大政翼賛会が発足した

のである。 
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第一五節 宮地水位と宮地厳夫 

 宮地水位
す い い

（堅磐
か き わ

）と宮地厳夫
い ず お

は、ともに高地の宮地
み や じ

神仙道の一門である。宮地水位は高

地の潮江
うしおえ

天満宮の祀官として、宮地厳夫は宮内省掌典として、明治から大正にかけて活躍

した。その業績の学的価値――学説史的価値ではない――が今に至っても失われていない

とされる神道史学者の宮地直一も、この同族である。高知で宮地御三家とよばれた名門の

三家の内、宗家が潮江天満宮の祀官であった潮江宮地家、もう一つが城内八幡宮の祀官で

あった宮地家であり、宮地厳夫はここに養子として入った。もう一つが宮地直一の出た宮

地家であった。宗家の宮地常磐・堅磐父子から始まる道教の実践、神仙の道を伝えるとこ

ろから宮地神仙道と称せられる（１６２）。  

 宮地直一が『本朝神仙記伝』の巻末に寄せた次のような一文からは、宮地直一のこれら

の人物に対する、単なる社交辞令に留まらない大きい畏敬の念と、多少の敗北感を読み取

ることができる。幼児期の体験というものは、ことほどさように深い痕跡を残すものなの

である。 

 

「予の宗族宮地常磐・堅磐父子の翁は神仙の道に通じて造詣頗る深いといはれ……

度々膝下に侍して仙術に関する奇談を耳にし、子供心にも非常に不可思議に感じた記

憶は、今にありありと脳底に潜む。その初め堅磐翁の流れを汲み後に独創的境地に進

んで遂に一家の説を打ち立てられたのがすなわち厳夫大人である。大人の斯道に関す

る造詣に就いては固より予輩の如き門外漢の彼是いふべき限りではない……斯道に関

し何の経験も持たない吾々如きは固より本書に就いて云々すべき限りのものではない

が、ただ親戚の一員として、又生前恩顧を蒙った者の一人とし、最初からの因縁を感

ずるの余り、一言巻尾に筆を染させて戴いた次第である（１６３）。」 

 

 管見に入ったかぎり、学術誌上でこの宮地厳夫、および宮地神仙道を論じているのは、

平田篤胤の玄学研究とのかかわりで論及した小林健三氏の作業のみであるが、それによれ

ば、宮地厳夫は明治神道界においては、出雲大社教の千家尊福と双璧をなす地位を占めた

人物ともされている。また同時期の宗家の当主は宮地堅磐（水位と号する）であったが、

その父親常磐は慶応四年四月二一日付けで平田篤胤の「没後の門人」として入門を許され

ているといい、宮地家に平田の学統の入っていることが強調される。同氏はさらに、宮地

神仙道は篤胤の玄学を最もよく継承・発展させたもので、これを組織化し一家の説を確立

したのが宮地厳夫であったとしている。そこで注目すべきは、「その学のキイポイント」は

鎮魂の実修という方法論をもった点にあると指摘したり、宮地厳夫の主著『本朝神仙記伝』

の冒頭が「饒速日
に ぎ は や ひ

命」ではじまっていることに注意を促して、本文自らが述べるように、

これは饒速日が鎮魂の法を伝えたゆえである、としている点などである（１６４）。宮地厳夫

の思想と実践における「鎮魂」の重要さを氏が示唆していることは明らかである。  

 もし宮地神仙道全体を論じようとすれば、道教全体を論ずるに等しい作業量となるが、

もとよりここではそのような大がかりな作業を試みるのではなく、神仙道全体のごく一部

をなす――しかし他と比べて特徴ある――道教的行法の実践家として宮地水位、および宮

地厳夫をとらえるにすぎない。多少とも記述が偏ることは避けられないが、本章の第七節
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でみた荒深道斉が「鎮魂」の語にはじめふれたのは宮地厳夫の講演によってであったし（１

６５）、また現在宮地神仙道に属している一人も、宮地神仙道に入門したきっかけは「鎮魂

修法に触れ」たことだったとしている（１６６）。これらに小林氏の、鎮魂実修が宮地厳夫の

「学のキイポイント」であったという指摘をあわせ考えれば、宮地厳夫と彼をその中に含

む宮地神仙道の一党を、鎮魂行法実践家の一環として論ずるのに不都合はないであろう。  

 宮地家の遠祖は、日本武尊の第四子の建貝児王であり、その八代の子孫宮地信勝が、山

城から土佐に移り潮江村に居住したのを初めとする。菅原道真の長男に仕えた縁で、道真

死後その剣と鏡を合祀したのが、現在の潮江天満宮に連なっているとされる（１６７）。  

 宮地水位は嘉永五年（一八五二）一一月八日、土佐国土佐郡潮江村上町古名縁所に、潮

江天満宮の社家に、宮地常盤を父として生まれた。幼名は政衛。幼くして学を好み、一二

才の時には神職として仕えた。一六才にして藩校に学ぶかたわら、すでに同校で砲術取立

役に任ぜられ、最初の著述『勧懲黎明録』も著しているほか、父親の法によって脱魂を体

験している。二一才の時堅磐
か き わ

と改名、二二才の時にはさらに水位
す い い

と改名している。晩年に

は再来
よ り き

と称した。土佐の神道界において、当時は谷秦山らの垂加神道が隆盛で、「実神道」

たる宮地神仙道はこれら「理神道」から白眼視されたといわれる。そうした恵まれない中

で、経済的不如意に苦しみ、百科の学を学び、刀剣その他の骨董を嗜み、酒を好み、著述

を重ね、氏子の要請にしたがって禁厭治病もよくしたという。明治三三年から五年間を病

床に伏し、明治三七年（一九〇四）三月二日、五三才をもって死去した（１６８）。  

 なお宮地水位は、「謫仙
たくせん

」であったとたびたび繰り返されている（１６９）。謫仙とは、神仙

界において冥官の掟を誤ったため人間世界に流罪となった仙人で、明治期の日本には六人

いたとされる。こういう信仰が中国道教で説かれていたのは勿論である（１７０）。  

 宮地水位が死去すると、その嫡子が幼少であったため、宮地神仙道の伝統は宮地厳夫に

託された。宮地厳夫は、その死去後一〇年を経て刊行された主著『本朝神仙記伝』（宮地厳

夫著・大久保千涛編『本朝神仙記伝』上・下、昭和三・四年）の巻末に附された小伝によ

れば、弘化四年（一八四七）九月三日、手嶋増魚の三男として高知市に生まれた。幼名竹馬
た け ま

、

のちに功
いさお

、太左衛門
た ざ え も ん

を経て、厳夫と称した（１７１）。号は東嶽
とうがく

。一七才の年より、城西にあ

る藩校、致道館に通い、やがて城内の八幡宮に出入りして、そこの祀官・宮地伊勢守に見

込まれ養嗣子となった（１７２）。明治三年高知藩に出仕、異宗者説諭掛となったのを振り出

しに各社に奉職した。明治二一年一二月、宮内省掌典に任ぜられ、以後大正七年に死去す

るまでの長きにわたって、宮中祭祀に携わるほか、勅使として各社の祭祀に参向した（１７

３）。この時期には、乃木希典との親しい交わりが伝えられている（１７４）。大正七年春頃か

ら病を得、同年六月一五日死去した（１７５）。  

 なお、宮地水位に始まる宮地神仙道の道統は、水位の嗣子が夭折したため宮地厳夫に托

せられ、宮地厳夫の死去後はその嗣子宮地威夫（明治一九年三月三〇日～昭和三〇年四月

二七日）が第三代を継承した。昭和二三年に団体が宗教法人化されると宮地威夫が初代総

裁に就任した。その死去後、清水宗徳が斎主となって現在にいたっている（１７６）。 

 

第一六節 田中治吾平 

 田中治吾平
じ ご へ い

（一八八六～一九七三）は神道学者として、かつ鎮魂行法実践家として神道

界に知られた人物であった（１７７）。研究者としては、当時の学的水準からみて十分以上の
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質を有する学術的体裁を整えた業績があるほかに、東洋大学で神道を講じた経歴がある。

東京帝国大学の神道講座を担当していた宮地直一は、田中治吾平を行学一致の人と称し、

また次のように述べて、神道における根本信仰の研究として、田中治吾平の業績を高く評

価した。 

 

「之につき（天照大神のこと。引用者）従来の学者の研究の発表せられたるものは割

合に少ない。稀にあったとしても本格的研究といふをえない。かやうな傾向は近来次

第に改まってきたが、その中に出色の文字としては、昭和五年に刊行せられた田中治

吾平氏の『天照大神々格論』を推したいと思ふ。著者自身の修養に導かれ、主として

史的見地に立脚し、哲学的民俗的方面を参照し、神道における一神教的思想の発展を

論じたものである（１７８）。」 

 

 田中は、本書で大きく扱う三つの鎮魂行法の内の一つを説いた人物であるが、ほかの二

つと異なり、大きな社会事件となったこともなく、人物交渉の点でもかなり孤立した位置

を占める。その説くところ導くところは「民衆宗教」とは対極の位置にあり、多くの民衆

を動員することはなかったし、また川面凡児の場合と違い社会的名士の協力も特になかっ

た。したがって社会的に何らか大きい影響力をもったことはない。いつか詳しい近現代の

宗教史が編まれることがあっても、田中治吾平の名が取り上げられるかどうか、心許ない

ほどなのである。要するに田中は、実践家ではあったが活動家ではなかったのである。  

 田中治吾平は明治一九年一二月二六日、岐阜県の農家の三男に生まれた（１７９）。幼い頃

から信仰心を感じていたという。高等小学校を終えてから、新聞に投稿した記事が認めら

れ、大垣市の地方新聞の編集見習いに採用される。そこに二年ほど勤務したが、社内に内

紛が起こったことや、たまたま神宮皇学館の生徒募集をみて心引かれたのがきっかけにな

って退職。明治三八年、神宮皇学館の専科に入学し、苦学した。しかし明治四〇年に卒業

する頃は、神道に対する信仰が薄れ、真理究明、安心立命の望みから東洋大学の印度哲学

科に入学し、仏教研究に転じた。ここでも苦学を続けるが、神習教の芳村管長に招かれ、

同教の教務を手伝いながら通学する便宜を提供された。明治四四年東洋大学を卒業後、改

めて神道研究にとりかかり、大正元年、神道を中心とした神観・世界観・人生観をまとめ

た『神道哲学 神代之思想』を上梓した（１８０）。これで一応の安心を得たものの、積年の

過労から罹病して悩みを新たにした。快癒後、神習教の教務に専心するが、教義を信じき

ることができずに間もなく退職した。  

 大正四年、神職と神道教師を養成する学塾・国教学館を、独力で神田の九段下に開く（後

に小石川に移転）。この学館の経営は苦しく、社会と人生にたいする苦悩が深まり、熱心な

神拝、祈願を行なうに至る。「そして神に接する法、自分のこころを鎮める法を工夫修養し

た」とあるから（１８１）、行法実践への強い傾向の始まりは、このあたりに見るべきであろ

う。田中治吾平三〇才前後のことである。  

 これらの実践により一定の信念に達したので、それに基づき、学館に国教本院を併設、

神道布教を行なうようになる。この間にも古神道研究と鎮魂法の自修、指導につとめ、日

比谷の神宮奉斎会、上野の東照宮、各地方の神職主催の会合などで鎮魂行法を指導した。

この当時の鎮魂実修の成果は、『鎮魂伝習録』（大正一〇年講）にまとめられた（１８２）。大
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正一〇年といえば、田中が三〇代半ばのことであり、神に接する法、心を鎮める法がすで

に鎮魂法の形式に収斂していたとすれば、実践に志し、模索しつつ一応の鎮魂行法確立ま

で一〇年足らずということになる（１８３）。 

 昭和三年、東洋大学に神道講座ができると、その講師に就任し、以後十余年講義を担当

する。鎮魂修行はこの間も続くが、「修行中に起こる神秘な現象や人生に於ける様々な難事」

を見るにつけ、再び疑問と苦悩がつのってくる。そして昭和五年、東洋大学での講義資料

をまとめた『天照大神神格論』の脱稿直後、一大霊感を受け、十年来の疑問が解けたとい

う（１８４）。田中治吾平の宗教生活の頂点をなすこの体験が、皇祖・天照大神に淵源する鎮

魂法という独特の説に反映しているのは、第五章でみる通りである。 

 以来晩年まで、天照大神を統一神とする神観をもって、古神道の布教と鎮魂法の指導を

続けた。二〇冊に近い著作は、天照大神研究と鎮魂研究を中心にするもので、それらの業

績に対し、昭和七年頃、伊勢神宮から表彰を受けたという。また昭和四二年には天照大神

研究に対して東洋大学より文学博士号を授与された。昭和四八年五月九日朝死去した。  

 なお、大正四年設立の国教本院は、活動が盛んになるにつれ受講者や信者が増加、一時

は別院、分院、支院も設置された。昭和一七年には練馬の現在地に移転。戦災で消失した

ため戦後現在地に移転、昭和二一年には練真道教団と改称した。田中治吾平の死去後は三

男が後継して現在にいたっている。  

 

第一七節 山蔭基央  

 山蔭
やまかげ

家は歴史的に表面には現れていないが、歴代皇室に仕えて、信任あつかった古神道

家という。また、我が国最古の医書『医心方』を著した丹波朝臣康頼は山蔭家の第四七代

であるとされるほか、系図には日本史上皇室に貢献のあった臣下が連ねられている（１８５）。 

 現在の山蔭神道設立に至る前史をみると、山蔭家第七五代・山蔭員衡（一七五一～一八

一〇？ 一七六二～一八四〇？）は、吉田神道の分家の嫡男で、古伝神道を復活し、垂加説

なども摂取して山蔭神道と称した（１８６）。第七六代中山忠伊（一八〇四～六四）は光格天

皇の庶出の皇子であり、倒幕運動に挺身した（１８７）。その子、第七七代の中山忠英（一八

四六～一九一六）も明治維新に参加し、明治二三年には建国精神・王政復古を標榜する「大

日本皇道会」を組織した（１８８）。これは大正三年（一九一四年）には「大日本皇道立教会」

として再編される（１８９）。その三男の中山忠徳（一八九八～一九五七）が山蔭家第七八代

となる。忠徳は大正九年、皇典考究所（現在の国学院大学）に入学し、大正一〇年御嶽教

に入信、その五年後の大正一五年、忠徳は二九才の若さで御嶽教管長に選ばれるが、数ケ

月で辞任し、昭和二年の四月、「御嶽本教」を組織し、太祖教主となった。二年後の昭和四

年、これは「人類愛信太祖教」と改称され、文部大臣の認可を受ける（１９０）。そして戦後

昭和二九年、単立宗教法人「愛信会」を新たに設立した。昭和三一年、この愛信会は包括

法人「唯一神道天祖教」と合併して「天社山蔭神道愛信会」と名称変更される。その主幹

には、戦後昭和二一年に中山忠徳の養子となった山蔭基央が就いた。基央により山蔭家の

戸籍を興し山蔭神道の名に一元化した一年後、中山忠徳は死去した。教団名が現在の「山

蔭神道」に改称されたのは、昭和四一年のことである（１９１）。  

 山蔭神道とは、古伝によれば、大己貴神と少名彦神、二神の伝えた古神道といい（１９２）、

また「山蔭」の「山」は天皇を意味し「蔭」は侍することを意味し、天皇の蔭となって天
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皇の意志を宇内に行うことを祈る役目をかつて負っていたものであるという（１９３）。その

紋章は、菊花紋を左右対称の枝葉が丸く覆い包む意匠になっており、皇室庇護の意味を主

張していることが、一見して明らかである。これには、垂加神道の「日守木
ひ も り ぎ

」説が見紛い

ようもなく反映している（１９４）。また、山蔭神道に伝えられる重要な行法である自霊祀・

自霊拝は、自己の霊魂を祭祀するもので、かつて天皇が行なってきた「御鏡御拝の次第」

に由来するとされる（１９５）。なお、古代天皇の聖言であったとされる「アジマリカン」が

神呪として伝えられており、その意味は、もしこれがヘブライ語とすれば「全ての罪を背

負う祭司長」になるとも主張される（１９６）。  

 現管長の山蔭基央
もとひさ

は、大正一四年三月一一日、大植清太郎・小春の次男として岡山県に

生まれた。父は無益の殺生を厳しく戒める信仰家であったという。皇典考究所に学ぶが、

昭和一九年、肺結核に罹病し仮死状態にまで陥る。ところがその数日後、知り合いの産土

神社の老宮司が、「昨夜の夢枕に神様が現れて、私の老骨の生命と引き替えに助けて下さる

とのお言葉。謹んで御伝え申し上げます」と言ってやってきたという。その言う通りに坐

り直すと気合いをかけられ、そののち奇跡的な快方に向かう。老宮司は翌年、言葉の通り

入れ替わりに死去した（１９７）。  

 老宮司の言い付けにしたがって、昭和一九年秋にはじめて小豆島巡礼にでかけ、その後

たびたび同地を巡拝する。その中で、九字を切って盲目を癒やすという体験などを経て、

次第に神の実在を実感しはじめる（１９８）。 

 昭和二〇年暮に、岡山県都窪郡の御崎神社の奥宮に修行の機会を与えられ、仲間と住み

こむ。ここで中山忠徳に出会い、それを機に昭和二一年に養子となり、以来養父の死去ま

での一〇年ほど、山蔭神道の伝承者たるべくさらに指導をうけることになる（１９９）。  

 その間の昭和二五年、中山忠徳の勘気に触れてそのもとを離れ、数年間関西の各地を転々

とする生活が続く。最終的には福知山で生命保険会社の支部長にまでなるが、昭和二八年、

忠徳から「天文をみると凶兆が出ているから、六月五日かぎりで福知山の家を出るように」

という内容の手紙を受け取り、急遽大阪に引っ越す。その後数日ならずして福知山は水害

に見舞われ、さらに九月には大洪水に見舞われたという（２００）。こうした経験を経て信仰

が深まっていったようである。なお、この頃山蔭基央は、中山忠徳から暁津彦
あ き つ ひ こ

という名で

呼びかけられている。  

 昭和三一年「天社山蔭神道愛信会」設立とともに山蔭基央がその主幹になる。その後、

修行中に聞いた「天皇修行の最終課程が国民の経済生活をいかにして豊かにあらしめるか

を考えるにあり」という言葉から示唆をうけて、昭和三五年亜細亜大学に入学して近代経

済学を学んだ。以後著述宣伝活動をさかんに行い、内外文化人との交遊関係を広げ、古神

道系の新宗教教団の主宰者としての知名度を高めている。  

 教団活動としては、実費のみで一月間泊まり込みの修行を指導する活動を続けている。

また昭和五〇年には、フランス文化省後援による「人間性回復道場」に神道教授を派遣し

たことをきっかけに海外布教が始まり、ヨーロッパ各地で研修活動が行われ、昭和五五年

にはオランダに支部が設置されるにいたっている（２０１）。  
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第二章 鎮魂行法研究の立場と方法  

――シャーマニズム研究を手がかりに身体論へ 

 

序 節 

 この章では、日本の宗教学研究史上における行法研究の嚆矢――世界的に見ても最も初

期の行法研究に属する――である岸本英夫の「行」研究を振り返り、またエリアーデの著

名な作業以降学界の広い関心を引くに至ったシャーマニズムの研究動向を検討し、そのシ

ャーマニズム研究の驥尾に付す形で、鎮魂行法を研究する本書の立場を明らかにしたい（１）。 

 修行研究の現況をみると、まず密教や禅といった仏教系の実践を扱ったものが目につき、

チベット仏教やその源流にあるヨーガを含めるならば、それらの中には修行研究というべ

きものが多い（２）。しかしそれら夥しい研究はすでに印度哲学、仏教学として確立した研

究領域でのことなので、ここでは触れないことにする。西欧の神秘主義研究に含まれる修

行研究的要素についても同様の理由で触れない（３）。また漢方医学と密着した道教研究も

いくつか見られるが、これも直接には触れない（４）。そこからもれた、どちらかといえば

日本的な実践を浮かびあがらせることが、本書の意図するところだからである。しかし、

そうした研究となると、量は極端に少なくなる。  

 その中で目につくのが、成巫の課程を修行とみなす視点からの一部のシャーマニズム研

究である（５）。本書はそれと表裏して、行法研究の側からシャーマニズム研究に接近しよ

うとするものである。神道の世界観をアニミズムと規定し、その実践・修行をシャーマニ

ズムと規定することが妥当ならば、行法研究とシャーマニズム研究の接近は何らか有効で

あろう。そしてこの章の最終的な狙いは、鎮魂行法を広域なシャーマニズム研究の一環と

して、造語をあえてすれば従来の「呪術儀礼的シャーマニズム」に対して「行法的シャー

マニズム」と位置付けること、もうすこし具体的にいうと、諸種の鎮魂行法をシャーマニ

ズムの三要素、即ち憑霊・脱魂・トランスに簡単に対応させることにより、その有効性を

示すところにある。  

 近代以降の神道界で「鎮魂」と呼ばれている行法群は、同一名称を持ちながら、霊魂観

や実儀その他あらゆる点から見て、原由を古今東西の各所と共有する、異質の要素から成

る複数の行法を包摂している。したがってそれらを概観することで、行法一般への適用が、

ある程度まで単純拡大的に可能とも思われる。鎮魂行法とはこのように、いわば行法全体

の縮図ともみなせるような、雑然とした営みの集合なのであり、本書は特殊な対象を扱う

研究であるが、背後にはこのような比較研究的な関心を蔵している。  

 なお、この章に岸本英夫をもってきたのは意図がある。岸本は日本の宗教学研究史上け

っして小さな名前ではなく、またその岸本が日本の宗教学の負う使命であるとしたのが、

ほかならぬ日本宗教における修行の組織的研究ということであった。岸本のいくつかの発

言は、いまだ学的市民権を得ていない対象を扱う本書の危うい立場を、釈明するものにな

っている。理論武装をしていない筆者が自ら回らない舌で弁護するよりは、彼を盾にした

方が、後の作業にとって生産的であろうと思われたからである。そしてもう一つ、行法を

身体論的――より正確に言えば「体感的」――に扱う本書にとって、過度に思想的な方法

論は必要でなく、むしろ時に岸本のしたような、この動作はいかなる効果があるかという

ような即物的な設問方式の方が便利だったからである。  
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第一節 岸本英夫の行研究 

 岸本英夫の『宗教学』は、「おもうに、『宗教学』は、日本ではじまってもよい学問であ

った」という、印象的な一文とともに始まる。その意味するところは、日本の多層・多彩

な宗教事情――岸本はそれを「宗教の実験室」と表現する――が、特定の価値基準から自

由な、諸宗教現象の「客観的」・「実証的」比較研究に、格好の材料と足場を提供する、と

いう点にあった。このようなことを述べる裏には、宗教学の黎明は、ヨーロッパの天地に

はじまったという事実がある。しかし岸本は、材料と足場に恵まれた日本の宗教学者とし

ては、それをそのまま借用するのではなく、日本独自の学問的体系らしきものを立てなけ

ればならないという義務感があり、またできるという自負があったものと考えられる（６）。 

 では、日本でこそ成立の容易な宗教学として、岸本は一体どのようなものを考えていた

のであろうか。一言で言うとそれは、修行の組織的研究に極まるのである。そう主張する

に至った内外の宗教学研究史上の事情を手短にまとめると、次のようになる。キリスト教

の体系では祈りが重要な行為であって、修行に対する「興味」と「材料」が乏しい、した

がってそこに発生した宗教学は、当然修行を研究対象とする必然性がない、これに対して、

我が日本には、少なくともその材料が豊富である、にもかかわらず修行研究がほとんどな

されていない、「これは何故であるか」、「当然修行の組織的な研究が一分野を形成してもよ

いはず」「当然試みられなければならない」、というのである（７）。 

 岸本が望んだ宗教学とは、このように修行研究を中心とするものであるが、一方その期

待がどう答えられたかとなると、これはほとんど無視されて、依然として修行の研究は閑

却されているようである。岸本はこの状況をみて、再び「これは何故であるか」と問うこ

とができるであろう。しかしその具体的な理由は、岸本がこの疑問を発した昭和一三年当

時と同じであるか、あるいはさらにはっきりしないのである。岸本の宗教学のこうした特

徴や、岸本自身の「行者的傾向」は、晩年の発癌と死にいたるまでの激しい闘病生活とい

う劇的事情も手伝って、たびたび指摘される。が他方では、彼の「行」研究が宗教学説史

の中でも身体的行法をもっぱらに扱った稀有な例であるにも関わらず、なるほどそれを評

価するエッセイ風の短い学説研究はあるものの――著書や著作集の巻末に幾つかこれに触

れた解説がある――（８）、その研究対象・方法を実際に継承する作業は、いまだなされて

いないように思われる。これは一言で言えば、日本の宗教学研究史には、他国に例をみな

い独自の伝統――少なくともその可能性――があったが、それはすでに出発点においてほ

とんど途絶えてしまった、ということになるのかもしれない。  

 岸本宗教学における「行」研究の占める比重は非常に大きい。同時期ないしはその前後

の日本において、宗教学者としてほかに行法を扱った者が皆無に近いことを思えば、その

比重の大きさは圧倒的といえよう。  

 ところでここに、なぜ彼が、たとえば仏教の念仏や坐禅、キリスト教の祈りや暝想では

なく――それらもけっして軽く扱われたわけではないが――、ヨーガや、特に余人の触れ

ない修験道や神道の滝（水）行を重要な研究対象としたか、という問題がある。一つには

日本にその類の「材料」が豊富に存在するから、という理由もあるが（９）、それのみでは

説得力が弱い。なぜなら、同じ条件は以前から変わらず整っていたにもかかわらず、そう

した研究は誰によっても組織的にはなされなかった、という歴然とした事情があり、それ
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を岸本自身が指摘しているからである。岸本は行を定義して「行いを通して心を鍛える」

営みと言ったり、「身体を通して心を鍛える」営みと言ったりしているが（１０）、その「行

い」が身体的な行為に特定されるのはなぜであろうか。  

 結論を先に言えば、それは彼の合理主義と実証主義であろう。説明を明確にするため言

葉を定義しておくと、ここで合理主義というのは、客観的理性には夾雑物と見える要素を

考慮の外に排除する態度を指し、実証主義とはその範囲内で能う限り具体的な事実によっ

て説明を推し進めようとする態度を指すものとする。しかし、確かに合理主義と実証主義

の両方とも岸本に当てはまるが（１１）、前者はまったく上の選択の要因とはなっていないと

しなければならない。なぜなら、岸本は念仏や坐禅や祈りを扱うに際しても、合理主義の

立場で一貫しているからである。念仏の行者がまず第一に前提する阿弥陀仏も、祈りの行

者がそれに向かって人格的な働きかけをする神霊も、岸本は考慮の外に措いている。当然

それに関する哲学的な分析はなされない。少なからぬ神秘主義研究者が採る、修辞的思弁

的傾向が、ここにはまったく見られない（１２）。ただ、これら異種の行為は皆、それらの含

む異質な要素の数々にもかかわらず、結局は等しく意識の集中・浄化・強化に資するもの、

とされてしまうのである。われわれはそこに、単純化のはなはだしい常識的合理主義をみ

ることができるであろう。しかもそれは、すべての変数を定数に変換するような、定函数

的な還元主義なのである（１３）。 

 もし、意識内容をその主要素とする行法にたいして、こうして定函数的な合理主義を貫

くならば、余りに多くのものを夾雑物として切り捨てて、手元には乏しい材料しか残らな

いことになる。と同時に、一方の実証主義を貫くことが困難になってしまう。そこで、そ

れらを二つながら充足させる研究対象が、求められることになるわけである。それは、煩

瑣な哲学的な議論を含まず、かつつ心理学的には稔り多い扱いが可能で、さらに望ましく

は、自然科学的な実証的扱いが可能なものでなければならない。ここに、思想性が稀薄で

身体性の濃厚な行法が、浮かび上がってくることになるわけである。  

 では次に、彼のその「合理主義」「実証主義」がどの程度に合理的・実証的であるかを、

具体的な扱いに即して評定してみたい。つまり、岸本の行研究を、具体的に個々の扱いが

妥当であるか、また有効であるか、さらには正確であるか、という観点から検討していく

わけだが、理解を容易にするため、批判・修正されるべき点と、評価・継承されるべき点

とを対照させよう。初めに、そのまま継承すべきと思われる点をあげる。それは、身体的

行法を心身相関論的に扱う、という一点に極まる。  

 岸本は、行を広狭に定義して、（一）あらゆる行為は、それが心を鍛えるという目的を持

つ限りは、広義に「行」と呼びうる、（二）その内で、特に身体に働きかけることをもって

具体的方法とするものを、狭義に「行」と呼ぶ、そしてその扱いは、心身相関論的でなけ

ればならない、という（１４）。さてここで、その（二）はそのまま継承したいと思う。がし

かし、（一）はやや修正しなければならない。その理由は次の通りである。  

 岸本が、行の目的は「心を鍛える」ところにあると言っている、そう言う裏には、行は

「知・情・意」の内、もっぱら「意」の強化に寄与するものだ、とする暗黙の、かつ単純

な前提がある。それは、「知的訓練」や「情的涵養」に意志や信念の強化を対比させている

ことや、特に、彼が「行法」よりは「行」や「道」という表現を好むところに、端的に現

れている。それは「法」や、いわんや「術」と呼ばれるようなものであっては、ならない
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のである（１５）。 

 岸本が「真」の目的というのは、第一次的、最終的な目的、という意味であろう。しか

し、行の真の目的が、岸本の言うようにおもに意志的な「心を鍛える」という点にあるか

どうか、最初に問題となるところであろう。祈るキリスト教徒や唱名する浄土真宗教徒や

コーランを詠唱するムスリムが行なっていることは、はたして「純粋に」、彼ら自身の「心

を鍛える」行為であろうか（１６）。一方、岸本が同じく行研究にとって豊かな材料を提供す

るとした、日本の古今の宗教事情はどうであろうか。そこにはヨーガ行に類するもの――

岸本はその一つの究極の実践形態が禅であるとする（１７）――のほかに、それとはまった

く異質の、アニミスティックな霊魂観に基づく行がある。そしてそこでの目的は、言葉の

使い方にもよろうが、必ずしも人間的な意味での意志を鍛えたり、心を澄み切らせたりす

ることには、限定されない。またシャーマニズムも、単に民間の素朴な行為としてあるも

ののみではない。まちがいもなく岸本は、こうしたアニミスティックな解釈に基づく呪術

的な行為を、やがては進化し洗練されて人格陶冶的な純粋な宗教的行になるべきもの、と

見ていた。しかしそのような、いわば直線的な宗教発達史観は、今やあまり説得力をもた

ない。万一そういう一本の発達段階を認めたとしても、理想の実践体系の中でも、最終的

結果に至るまでにはその中間に漸進的な諸段階がある。その中間段階を無視して、一挙に

単一の最終結果のみを云々するのでは、種々の行が持つ内的外的なあらゆる差異は、その

結果に何ら反映しないものとならざるをえない。  

 岸本は小見出しの一つに、「一定の心的境地への到達を目指すもの」という表現を用い、

その直後に「これは実質上、行の根幹をなすものである」と言っているが（１８）、これはは

なはだしい定函数主義、すなわちすべての変数の千変万化にもかかわらず結果を一定の数

値に帰着させる操作、である。このような扱いが、その行研究の外観をきわめて単調なも

のにしている（１９）。 

 この定函数主義的な処置のすべてを、今さらのように一々指摘するのは、あまり生産的

ではないので、ここでは、岸本の研究以後、現時点までに達成された諸種の成果を踏まえ

て、岸本が行なったのとは別様に解釈しうる行法に関してのみ、それを指摘して取り上げ、

可能ならば今日的な修正を加えて、手短かに再解釈の方向を示してみたい。  

 まず、多くの行法にみられる、同一動作の「反復」という要素の効果について岸本は、

同一動作の反復が心理的「疲労、倦怠」「不快」をもたらす、そしてそれに耐えそれを克服

することが、「意志の鍛練」「信念の強化に繋がる」と、相変わらずの説明をしている（２０）。

しかし、この内の前半部は妥当としても、後半部は妥当ではなかろう。  

 心理学において、単調動作や単調刺激を被験者に長時間課する実験は、ヴィジランス・

タスク vigilance task と呼ばれる。現在これに関する説明は、たとえば次のようになされ

る。この実験では、（一）その刺激ないしは作業以外は、注意野から外れる、（二）実験開

始時の能動的注意集中は、徐々に注意エネルギーを必要としない受動的注意集中へ変容す

る、（三）単調刺激から心的飽和がおこり、生理的には疲労が生じる、という三段階を経

て、（四）現実志向のための行動体系の機能が徐々に低下し、その結果、（五）意識の変性

状態（変性意識）が導かれる、と。この意識の変性状態とは、宗教的体験やその周辺の心

理状態を表現する従来の種々の用語――「意識の神秘的状態」「太洋的感情」「恍惚的体験」

など――を包摂し、その第一の特徴は、催眠時に最も明らかに観察できるような、被暗示
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性・受動性が昂進していることである（２１）。成瀬はいみじくもそれを、暝想性の意識集

中と表現した（２２）。これは意志の鍛練とは異質な状態である。  

 こうした実験心理学の知見が一般化するには、戦後のアメリカにおける産業心理学の興

隆を待たなければならなかったわけで、岸本は彼の生きた時代から、そのような情報を容

易に獲得しうる状態には、確かになかった。しかし、その時代的事情を勘案しても、単調

刺激・動作に対する岸本の解釈は、強引に合理主義的であった、と言わざるをえないので

ある。その理由の一部は、もちろん彼の気質的合理主義にあったろうが、そのほかにもう

一点、伝統的解釈の裏に多分厳在するであろう神秘体験の深みを、岸本が実際には体験し

得なかった、という事実も考慮に入れる必要があろう。  

 次に、滝行、あるいは水行に関する解釈について。これについても、岸本の解釈は上と

ほとんど同様である。単調動作の反復に対しては、その「疲労」「倦怠」「不快」に「耐え

る」ことが意志の鍛練になる、それと同様に、激しく厳しい行為に対しては、その苦しさ

に耐えることが心身の鍛練になる、というのである（２３）。しかし水行と、たとえば念仏や、

さらに坐禅というような、おそらくは生理過程がまったく異なるもの同士を、そのような

ほとんど同じ心理過程を辿るものと考えるのは疑問である。岸本自身、実際の扱いにおけ

るこのような定函数的処置の一方で、その生理心理間の関係を、原則的には次のように考

えているのである。  

 

「身体を、いかなる姿勢に保ち、いかなる動作を与え、いかなる環境においたならば

心はそれによって、いかなる影響を受けるか、……それらは、やがては、解剖学的に

また生理心理学的に実証できるはずのものである（２４）。」 

 

 これをみれば、各行法の有するさまざまな要素間には、生理心理過程に必然的に反映す

べき差異がある、という発想があるのは、明らかである。そして事実また、その原則を踏

まえた指摘も、なくはない。たとえばかなり大雑把に、心を純一化するという点で「相似

た」ような状態を「導き出す方法」として、「外見上全く反対の方向をとっているかのよう

に見える行き方」がある、すなわち「一方には心を鎮静させる方向に進むもの……他方に

は感情を高潮させる種類のもの」の二つがある、というような区別は、岸本も明らかに持

っている（２５）。また、やや細かくは、暝想的行法における眼線の位置・方向の指示につい

て、「眼を閉じて動眼筋を弛緩させ」ると眼球は上方に反転するが、この眼球反転の状態は

精神の弛緩と密接に関係している、したがって精神を緊張した状態に置くには、眼球は一

箇所をみつめた状態に保たなければならない、という（２６）。 

 このような具体的な解釈――その当否はしばらくの間措くとして――をも岸本は一方で

加えるのだが、しかしこれらは、彼の「行」観からいえば、あくまで究極的な最終段階に

至るまでの中間過程であって、過度に顧みられることはない。が、岸本の考える最終結果

が単純化のはなはだしいもの――岸本自身が他を批判した言葉をそのまま借りれば「曲れ

るを矯めて直きに過ぎた（２７）」もの――であることを考慮すれば、むしろわれわれはその

種々さまざまな中間の生理心理過程をこそ、問題にするべきであろう。そうしてこそ、岸

本が数十年も前に「やがては……実証できるはずのもの」と言った問題設定に、具体的に

答えることにもなるのである。「やがて」というのが、自然科学的心身相関科学が充分に発
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達した時期を指すのは明らかであり、今日それが、充分とは言えないまでも、少なくとも

岸本の行研究の不都合な点を指摘しうるほどに発達していることも、明らかである。  

 その例証として、本節の最後に、行法の細かい要素とその効果との相関についての岸本

の解釈の不都合を、具体的に指摘の上修正してみる。  

 再び水行の例に戻るが、先の引用文の近くで、岸本は次のようにも述べている。  

 

「身体に及ぼす刺激の上からいっても、全体としては、皮膚の感覚を通して心を鍛え

る結果になるが、激しい水勢が肉体を打つ場合には、それに抗する努力が、行の大切

な要素になってくる。（２８）」 

 

 この内、後半部は例によって例のごとくであるが、前半部には、「皮膚の感覚を通して」

という、興味深い視点がほのかに窺われる。しかしその効果はというと、今日的な生理心

理学の見方からすれば――今日ならずとも昭和初期において、部分的断片的ながら、水行

の生理学的効果を数値として測定した作業がある（２９）――、「心を鍛える」といった短絡

的なものではないのである。そうした意志心理学的な解釈はひとまずおき、これは「皮膚

の感覚を通して」皮膚の活動量を高め、その結果心理的に強固な身体境界を確立し、それ

により外部から独立した個体としての存在感を確認するに至る営み、と心身相関論的にも

解釈されうる（やや唐突であるが、この解釈の立場については、本書全体の結びの第七章

で論ずる）。これを、岸本によって精神鎮静の方向を目指すとされた行法、たとえば禅と比

較すると、両者の決定的な違いが明瞭になる。そこでは、身体動作がほとんど抑制される

ために皮膚を初めすべての運動機関の活動量は低下し、全身の代謝量も低下し、したがっ

て身体感覚は空無化し、外部から独立した個体としての存在感は、時として、かなりの程

度稀薄になることがある（３０）。神秘主義の言説の多くに見られる、自我の消失、存在全体

との融合という表現は、このような体験にその根拠を置くものと判断される。  

 この二つの、いわば逆方向の行法が、突き詰めれば最終的にはどのような「境地」に至

るものか、というような設問は、問題の極端な単純化平等化に堕するか――これは岸本が

やったこと――、あるいは実証的扱いの困難な思弁の展開に陥るか、あるいは初歩的な当

たり前の説明に止まるか、いずれにしても、具体的事実の正確な理解に資するところは、

あまり多くない。われわれはむしろ、どの行法のどの段階のどの要素が、どのような生理

心理的効果をもたらすのか、という風に、個別具体的に設問したいのである。その場合、

ある種の水行とある種の暝想行とでは、ある所まではまったく逆方向の効果をもたらし続

ける、と言わざるをえない。そしてもし、その異なった行為の過程に沿って、その一々の

効果の違いを跡づけようとするならば、その作業の一つの方法は、まさに岸本がたびたび

宣言した――もっとも実際の扱いにおいてはあまり遵守されなかったが――「生理心理学」

の援用による実証的な心身相関科学に求めるのが生産的であろうと思われる。 

 

第二節 呪術儀礼的シャーマニズムと行法的シャーマニズム 

 行法的シャーマニズム、あるいはシャーマニズムとしての行法を論ずる前に、まず私見

による呪術・儀礼と行法の違いを定義しておこう。  

 一般的に言って、呪術と儀礼とは、多くの共通点を有する一方で、その行為が公共的な
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性格を持つか否か、という一点で区別できる。公共的とは、換言すれば政治性・示威性、

ということである。呪術をもっぱら個人の福利追究の営みとすれば、儀礼とは共同体の福

利追究の営みともいえよう。そして、このように効果の及ぶ範囲は異なるものの、しかし

そのために用いられる所作はというと、区別が困難なのである（３１）。 

 たとえば、折口信夫とその後継者たちによって鎮魂と総称される中に、「摂食」という行

為があるが、これは呪術と儀礼の両方にわたって解釈される。すなわち、ある私人が猟り

などにより得た食物を摂取するのは、その獲物に内在していた霊魂を取り入れるためだ、

と解釈される。これは鎮魂「呪術」である。一方、ある土地の主が秋の収穫祭でその土地

の新米を摂取することは、それにより穀霊を取り入れる鎮魂呪術のためだと解釈されるの

みでなく、衆人列座の中でそれを行うことで、農耕の支配権が自分にあることを内外に確

認させるという示威効果をも併せ持つ、とされる。これが鎮魂「儀礼」である。一般に、

呪術がこのように何らかの公共的性格を持つとき、それは儀礼になるのである（３２）。  

 では呪術・儀礼と行法の違いはどこに求められるであろうか。結論を先に言えば、それ

は、後者が身体性と、特に脱日常性をもつ点にある。  

 身体性とは、その行為の成立に、「身体」という因子が、通常以上に大きく関与している

ことを指す。そもそも人間のほとんどの行為は、身体の関与なしにはありえないが、行法

においては、身体の特定の姿勢や運動に、きわめて重大な意味付けがなされる。もちろん

これは、一部の呪術・儀礼についても妥当する。それは呪術・儀礼と行法の中間類型とし

て位置付けられる。むしろ逆に言った方が分かりやすいであろうか。ここでは、身体性の

稀薄なものは、「行法」とは呼ばない、ということである。  

 しかしこの身体性が、それのみで呪術・儀礼と行法を区別するための指標とするにはや

や難があるのに比べ、もう一つの脱日常という性格は、ただしく行法のみがもつ因子であ

る。脱日常とはこの場合、それを行なうことでその行為者が以前の日常的秩序・価値基準

を脱し、新たな秩序・価値基準へと入ることを指す。もうすこし詳しく述べると、呪術や

儀礼は、その効果の及ぶ範囲の違いを別にすれば、ともに共同体の日常的価値基準に基づ

く、一定の秩序の維持・回復に関わるものであるが――一時的・部分的に社会秩序の破壊

が行われる場合でも、それはその破壊自体が最終目的ではなく、その無秩序状態の介在に

より、かえって社会秩序が強固に回復・維持されるからにほかならない――、行法は何ら

かの意味でそれを超えた基準に基づく、日常否定的な状態を、目指すのである。別の言い

方をすれば、呪術・儀礼が文化的に決定された価値基準と、それに基づく秩序を超えない

のに比べ、行法はそれが属する時代・地域の文化的な決定を超えて――多分どこか別の文

化的影響のもとに身近な文化的決定を超え得たのであろう――、その価値基準と秩序を変

更することを追究するからである。逆に言えば、そういう脱日常的性格を持ったものを、

行法と定義する、ということである（３３）。 

 さて、呪術・儀礼・行法の間の区別を、一般論として述べたところで、次にはシャーマ

ニズム現象に対してこの三者の区別はどう適用されうるか、という点に限定して、さらに

議論を展開しよう。  

 最も包括的な立場によれば、シャーマニズムの典型は、脱魂か憑霊によりシャ－マンの

霊魂と神霊の間に、傍目にもそれ（らしい）とわかる直接的交渉が行なわれる所にある。

すなわちそれは、個人が一人で、自分の福利追究のためにだけ行う行為ではない。である
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からこそ、シャーマニズムは社会的現象である、シャーマンは社会秩序の維持に関わる、

ともされているのである。ところでこれは言い方を換えると、シャーマニズムは右のよう

な意味では単なる呪術ではない、ということでもある。  

 では、シャーマニズムを呪術と区別さるべき儀礼と捉えることは、何を意味するであろ

うか。すでにシャーマンになった（とされる）者がクライエントに相対する場合、シャー

マンはその時代・地域の持つ価値基準や社会秩序や、特に呪術宗教的観念体系、一言で言

えば文化的コンテキストに準拠した、一定の行為を遂行することにより、クライエントの

要求に答えようとする、とされる。そしてそこでは、文化的コンテキストがシャーマンに

もクライエントにも共通に既知であるから、文化に認証された定式的かつ段階的行為を、

半ば機械的に踏むことが、可能である。つまり、シャーマンは実際に神霊と直接交渉して

いるかどうかを反省することなく、一定の伝統に従ってふるまう限り、ある程度の役割は

自動的に果たせるわけである。  

 ところでシャーマンは、クライエントを前にして、あるいは共同体を代表して何らかの

巫儀を行う以前、つまり対社会的な場で衆人の福利達成を救けようとする以前に、自らは

通常人からシャーマンに成る、所謂「成巫 shamanization; shamanic initiation」の課程

を経なければならない。これは、社会全体にとっては、日常の秩序維持・回復の一環にほ

かならないが、当のシャーマン補にとっては脱日常的営みである。したがってこれは、筆

者の定義によれば、行法に該当する。すなわち、儀礼的シャーマニズムと行法的シャーマ

ニズムという範疇の違いは、「巫儀」と「成巫」の違いに、一部重なるもののようにも、思

われるのである。  

 成巫課程については、従来のシャーマニズム研究でも十分に扱われてきたし、それが脱

日常的であるとする視点は勿論あったが、しかしその視点の強調と追求は、充分ではなか

ったように思う。以下この視点から、成巫課程を見直してみたいと思う。  

 今、シャーマン補
・

がシャーマンに成る課程を「脱日常」といったが、これはまた二通り

に分けて考えなければならない。つまり、（a）シャーマンは自分一個の日常を脱して所属

する文化的日常に至るのか、（b）それとも自分の日常を脱した上さらにその文化的日常を

も脱して、別の文化的日常あるいは全く新たな状態に至るのか、という区別である。  

 こういう区別をもちだすのは、シャーマンが脱魂型を採るか憑霊型を採るかは文化的に

決定される問題だ、という定説に対する疑問からである。もしそれが文化的に決定される

ものであるのなら、同じ文化的伝統の中では、シャーマニズムの発現形態は同一であるは

ずである。まして、同一の人物は同一の発現形態で一貫するはずである。が、事実は必ず

しもそうではない。右のような説が出てきた背景――民衆レベル――においてはともかく、

呪術・宗教的にある程度専門化された分野においては、脱魂型と憑霊型は間々相並んで共

存したり、あるいは、こちらの読みようによっては選択・転換が可能なものとされていた

りするのである（３４）。  

 具体例をあげよう。大本において、鎮魂帰神と称される行法があるが、これは「鎮魂帰

神のかみがかり」というように、「かみがかり」= 憑霊と等置して済まされるものではな

い。すなわち、帰神は一部憑霊と等置することができるが、逆に別の一部は憑霊ではなく

脱魂に等置すべきなのである。また、帰神と独立した鎮魂とは、やはり一部は憑霊として

理解されているが、大部分は霊魂の分出（脱魂と方向性は等しいが、それによって意識が
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失われるような脱魂ではない。脱魂を全体的なものと部分的なものに分けると、この鎮魂

は部分的脱魂になろう）とそれに続く霊魂操作の行為を指しているのである。これは、同

一の文化どころか、同一の宗教的世界観の中で、憑霊と脱魂の両傾向が共存していること

を示す。しかも両者は、行者（シャーマンあるいはシャーマン補と見なせる）が意識的・

選択的に追究できるとされてもいるのである。ただしその選択は、同等に
・ ・ ・

行者の自由にな

るわけではない。つまり、そこにおいては憑霊傾向が優位であるため、脱魂が指定された

作法・次第に則って追究される場合でも、結果は間々憑霊に至ることになる、というので

ある（第三章の終節を参照）。これはまた、巫儀は定式的に執行されて所期の結果に至る、

とされている知見に対する疑義ともなる。どちらかのシャーマニズム傾向の優位な文化内

で、劣位のシャーマニズムを追究することも可能だが、それを実現するには形式的な手続

きを踏むのみでは不十分である、と考えられるからである。  

 別の具体例をあげると、このことは一層明らかとなる。川面凡児の鎮魂行法は、周囲を

取り巻く圧倒的な憑霊傾向のなかにあって、それに対抗するために恒常的脱魂傾向を身に

実現することを一つの主要目的とする。その脱魂とは、大本系の鎮魂と似て部分的なもの

であるが――換言すると脱出魂が何ら人格をもっていないということであり、これはまた

その霊魂観が単一霊魂ではなく複数霊魂観であることをも示す――、川面凡児の所説を見

る限り、その目的は一応達成されるものと読まれる（第四章の第三、四節を参照）。大本系

の鎮魂帰神行法と川面凡児の鎮魂行法とを比較すると、憑霊傾向が優位である点では両者

共通し、またそのなかで脱魂と同じ霊魂運動の方向性が追究される点でも共通するが、た

だしその結果は、大本においては間々期待を裏切るのであり、川面にあっては一応所期の

目的を達成する（と説かれている）、という違いがあるのである。  

 こう具体例を二つ並べて見ると、行法としてのシャーマニズムを材料とすることで、従

来のシャーマニズム研究の材料だけでは見えなかった問題点が指摘されることがわかる。

そしてその問題の解決は、社会学的な視座からは目の届かない、行者（シャーマン）の心

身の内奥に求めなければならない類いのものと思われる。  

 さて、シャーマニズムを、霊的存在者と人間との間の直接的交渉と定義すれば、アニミ

スティックなあるいは有神論的な体系の中における神秘体験は、ほとんどがその名で呼ば

れることになろう。この定義を、ただそうした千と一の名を持つ同種の体験をくくるため

にだけ使うのでは、シャーマニズムは、アニミズム的・有神論的な世界のなかの神秘体験

の別名に過ぎなくなってしまい、そこから何らかのまったく新たな知見が出てくる類いの

ものとはなり難いであろう。  

 ここでは、そうした拡散的（応用的）な宗教誌の方向ではなく、むしろ求心的（基礎論

的）に、シャーマニズムにおけるトランス・憑霊・脱魂という三つの主要素の関係の再考

に向けて、少数の事例を収斂させたい。  

 「真正」シャーマニズムの成立に、トランス（シャーマニック・トランス）を最少の必

要条件とする立場が優勢であり、そのあとに（その中で）起こる憑霊型・脱魂型の違いは、

当該の文化の宗教的世界観（その内の特に霊魂観）において優勢な解釈の差異に解消され

る、とするのが一方の定説である。しかしもちろん、ほかの異文化とまったく隔絶してい

る秘境でもあればともかく、一般に文化は、一通りの源泉からのみ発するものではない。

文化全般としてはまとまっているように見えても、そこから個々の要素を取り出して見た
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時、それらが異なる文化的源泉を持つことは少なくなく、むしろそれが通常であろう。こ

れをシャーマニズム研究に当てはめてみると、同一のシャーマニック・トランスが、文化

的解釈の違いにより憑霊か脱魂として二様に現れるという説は妥当としても、文化は交流

しており、その交流の中には、多分シャーマニズムに直接関接に関わる要素も含まれてい

るので、異文化の交流があらゆる面で起こり、伝統的に純粋な文化――もしあったとして

――が深層で混血をはじめた場合、その土壌に発現してくるシャーマニズムが重層的にな

ることは十分に予想される、ということである。日本の民衆レベルにおけるシャーマニズ

ム的伝統が圧倒的に憑霊型であることは、議論の余地がない。しかし例外的には、また特

に多少の意識的反省を経た場合のシャーマニズム的営みは、時として脱魂型を採ることが

ある。 

 行法という、部分的にせよかなりに意識的な反省を有する主体的営みは別として、もっ

と突発的な一例として、たとえばわれわれは、平田篤胤の『仙境異聞』に載る「仙童寅吉」

の異界旅行の物語りをあげることができよう。そしてもし、ほとんどの「神隠し」がこれ

と類似のものと解釈してよければ、脱魂型シャーマニズム的フォークロアは、日本におい

てもそれほど例外的ものではなくなる。ともかく、民俗レベルでも脱魂型が存することは、

まず明らかなのである（３５）。 

 さてここで、シャーマニスティックな行法としての鎮魂行法をみよう。神道思想がすで

にその成文化以前に、中国の道教思想の強い影響を受けていたことは繰り返すまでもない

が、その道教には、異界に遊ぶという観念が根強く存している。これは、脱魂を前提とし

て初めて起こる霊界旅行の一例であろう。そして、道教的要素を色濃く有する修験道とそ

の周辺の実践を、神道史の一環に組み入れてよければ、この霊界旅行の伝統は、神道史に

一貫しているものといってよい（近代以降の神道行法の中にも、この系統に属する典型を

見る。第六章の第一節を参照）。遠い過去においてすら事情はこの通りであった。まして近

代以降における宗教的思想・実践は、外来の夥しい文化的影響と独立に成立し得たもので

はない。以下に、そうした雑多な土壌に発生したと思われる三つの鎮魂行法を、トランス、

憑霊、脱魂の各シャーマニズム――この三態を三つのシャーマニズム類型とすることがで

きるかどうか自信はないが――にかなり強引に相当させ、便宜的に整理してみる。  

 第三章で扱う大本系の鎮魂帰神行法のうち、帰神法には他感法・自感法・神感法の三法

があり、この内前二者は憑霊型としてよく、後者は脱魂型とも読まれうる。つまり同一系

統の教団の中に憑霊・脱魂の二型が併存するのである。ただしこれら二型には優劣があり、

憑霊型の方が圧倒的に優位である。そしてこの両者が起こるのは、「幽冥の交通圏」とされ

るが、これはほぼシャーマニック・トランスに対応させることが不可能ではない。  

 第四章で扱う川面凡児所説の鎮魂行法は、肉体鍛練的な方法によって身体の膨張感・力

の噴出感を達成し、それにより外来の霊魂に対抗し、被・侵入感を相殺しよう、さらには

逆転させようとするものであるが、これは行法の半ば以上が奏功したあとは、明らかに脱

魂型と同じ方向性をとる。ただしその脱魂は、通常は中枢意識を含むものではない。そし

て普通にシャーマニズム研究でいう中枢意識の脱出と人格神（霊）との邂逅を伴った脱魂

は、夢でも現
うつ

つでもない「イメの境」においておこるという。「イメ」はシャーマニック・

トランスに相当させることの可能な語である。  

 第五章で扱う田中治吾平の鎮魂行法は、憑霊、脱魂に相当する用語を提出していない。
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しかしその記述をみると、通常の意識状態とは異質な「タノシ」の一語に代表されるよう

な一種の変性意識状態が述べられる。すなわち、シャーマニック・トランスに相当する状

態変化が明らかに起こっているものと判断されるのである。しかしそれ以上には、「霊魂の

幾何学」が述べられることは、ほとんどない。たしかに、奇魂・幸魂を出し入れする「大

国主命の霊法」として、魂の分出を説く箇所があるが、それは田中独自の鎮魂行法の実際

には反映していない。また憑霊については、田中はそれを説明して、潜在していた穢れの

カタルシス、ないしは潜在していた能力の顕在化であるとする。つまり実体的な霊魂が外

から内へ入ってくるようには説かないのである。これをみれば、田中の鎮魂行法を、シャ

ーマニック・トランスに相当する状態を説きながら、憑霊・脱魂といった方向性をともな

った解釈をしていない行法、として捉えることができそうである。  

 こうして、行法としてのシャーマニズム――あるいは用語を新たに造ってよければ、行

法的シャーマニズム――の三類型を並べると、それらは憑霊型と脱魂型、そしてそのどち

らの幾何学的方向もとらない、いわばトランス型という、三つにかなり明確に区別できそ

うに思われる。  

 鎮魂行法の検討から得た「行法的シャーマニズム」という領域設定がシャーマニズム研

究にもたらす知見として、とりあえず次の二点が指摘されよう。（一）憑霊型か脱魂型かの

区別は人文地理的に決定されるとは限らない、少なくともその決定は固定したものではな

い、そしてこの両型は場合によっては選択・変更の可能性がある、ということ、（二）儀礼

的シャーマニズムにおいては独立した類型としての存在を主張できない、いわばトランス

型とでも称すべきものが、行法的シャーマニズムとしてはそれを主張できる、ということ、

この二点である。  

 （二）については、その理由も一応指摘できるように思う。これは多分、儀礼的シャー

マニズムが、クライエントや共同体の成員を眼前にして行わなければならないのに対し、

行法的シャーマニズムが、原則としてそういう存在を考慮する必要がない、個人的な営み

である、という所に、その理由の一半があろう。後者は、霊的存在との直接的交渉により、

何らかの他界の情報を現界の他人にもたらすことが求められない。すなわち、託宣を求め

られないシャーマン（補）は他界に赴く必要もなく、他界の神霊や霊魂にこちらへ来ても

らう必要もないのである。  

 なお（一）については、その選択・変更がいかにして可能とされるのか、またそれはど

のように心身相関論的に解明できるのか、という困難な問題がある。全般にわたっての具

体的なアプローチの目途はいまだついていないが、ただ漠然と身体論的に、体験型の変換

による霊魂運動の方向性転換、という方向で若干の説明を試みることになる（第七章を参

照）。 

 以上、「儀礼的シャーマニズムと行法的シャーマニズム」という設問の下に、近代以降の

神道史の一分野をなす鎮魂行法研究の立場を論じてみた（３６）。もとより、このような見通

しだけでシャーマニズム現象が明らかになるわけではないし、鎮魂行法が明らかになるわ

けでもないが、少なくとも行法的シャーマニズムとでもいうべき研究分野に向けての視点

設定はできたものと思う。  
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附 節  

本章でわれわれは、まず行法研究の一般的立場と方法とを、岸本英夫の「行」研究を手

がかりに探って、行法の身体論的扱いという方法論を定めた。こうすることで、生物学的

意味での身体が不在の営みは、必要があって言及する場合以外は、考慮外の扱いに止める

ことが可能になる。次にわれわれは、鎮魂行法を広義のシャーマニズム現象の一環として、

ただし従来の多数派の扱い方からみればかなり周辺的になるであろう、「行法的シャーマニ

ズム・シャーマニズム的行法」として位置付けた。こうすることで、その行法の扱いに際

して、一方ではシャーマニズム研究のもたらす豊かな知見を自由に援用しうる道を開きつ

つ、他方では、その夥しい報告の内の大多数を占める各地のシャーマニズム誌を過度に考

慮することから、免れることが可能になった（３７）。 

 このようにして、筆者はここで二重三重の意味で、マージナルな位置に立つことになる。

岸本宗教学が宗教学研究史において周辺的である、と言っては語弊があろうが、それは少

なくとも研究史の主流をなすものではなく、研究対象にしろその方法論にしろ、かなり孤

立していると言わざるを得まい。またシャーマニズム研究は今日盛んであるが、それらの

研究対象は多くの場合、行法と呼び得るほどに体系的・意識的なものではない。それは民

間の素朴なものであったり、あるいは長い伝統を有しながら、もう当事者にも意味の不明

になったものであったりする。ヨーガ行法に匹敵するほどの体系化は求めないにしろ、内

部ですでに高度に成文化された行法関係の資料の扱いを伴うシャーマニズム研究というの

は、稀なのである（３８）。そのような現状のなかで、ともかくある種の知的反省を経て「組

織化」された行法的シャーマニズムといった対象分野を設定すれば、それは直ちに、きわ

めて少数派の立場に立つことを意味する。さらに、筆者が直接の研究対象とする鎮魂行法

――一般に神道行法――というのは、宗教学、神道学の研究史の中では無視されてきたに

等しい。それを取り上げるということは、ここでも、というよりここでこそ最も極端に、

マージナルな立場に身を置くことになる。  

 マージナルな立場というのは、有利に援用できる先行の有難い業績も少ないが、参照せ

ざるをえない先行の業績も少ない、ある意味では不自由な、逆の意味ではきわめて自由な

ものである。その自由さを活用しつつ、一方の不自由さを何らかの方法で補うことができ

れば、と思う。そしてまたそれはまんざらの不可能事ではない、とも筆者は思う。岸本の

「行」研究、行法的シャーマニズムの研究、鎮魂行法の研究、この三者は、それぞれに独

立しては、豊かでかつ整然とした結果が得難いであろうが、一方の単調さは他法の豊かさ

で補い、逆に一方の複雑さは他法の明確さで整理する、という方法が採り得るからである。

こうしたその場をその都度しのぐような扱いが一体妥当であるのかどうか、また有効であ

るのかどうか、または生産的であるのかどうかは、全体の最終的結果によって判断するし

かないであろう。  

 なお本章の冒頭で、本書の方法論は一つには「シャーマニズム研究の驥尾に付す」と言

った点に関連して、そこでの霊魂観の扱いについて若干補足しておくべきことがある。と

いうのは、シャーマニズム研究の基礎論的な問題とされる「脱魂」型と「憑霊」型のせめ

ぎあい、シャーマニック・トランスの解釈、などについては本書の各所で言及することに

なろうが、シャーマニズムが前提とする霊魂観の問題には、暗黙の了解があるものとして、

本文中ではあまり触れていないからである。  
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 シャーマニズムを、超自然的・超人間的・霊的存在との「直接交流」ができるとされる

職能者（シャーマン）をめぐる宗教文化、というふうに定義する場合、シャーマニズムの

前提とする霊魂観は――意志の疎通が一方通行にならないために――、人間的意志を了解

できる人格を持つ霊魂、という条件を最低限満たさねばならない。こうした霊魂観が個々

の研究においてどれほど満たされているのか、シャーマニズム研究の全体に不案内で先学

の目を通して関接的にみるだけの筆者にはよくわからない。しかしキリスト教神秘主義研

究を専門とする鶴岡賀雄氏によれば西洋人には人格――氏は「意識」とも表現したが――

のない霊魂などというものはおよそ考えられない、ということである（３９）。これをわれわ

れの研究対象にあてはめれば、欧米のシャーマニズム研究ではこの意志性・人格性をもつ

霊魂という条件が暗黙のうちに一貫して満たされているのではないか、と考えたくなる。  

 ところがこれに対して日本におけるシャーマニズム研究では、シャーマンとみなされる

職能者が関わりをもつ霊的存在は、必ずしも明確な対話が成立するようなものには限られ

ていないようである。そしてそれを記述する研究者も、霊魂の人格性の有無については、

とくに反省的ではなく、むしろ欧米のシャーマニズム研究と国内のシャーマニズム研究の

基本的異同への関心は、多くの場合脱魂・憑霊の規定をめぐって問題とされているようで

ある。少なくとも私はそういう印象を持っていた――というよりもそういう印象を無反省

に持っていたことに無自覚であった――ので、霊魂の人格性・意識性という問題に言及す

る必要を、ほとんど認めなかったのである。  

 このことは二つの問題の存在を示唆する。つまり、内外のシャーマニズム研究の異同の

問題がもっぱら脱魂・憑霊の解釈を焦点として論じられているのは、（一）内外の霊魂観―

―シャーマンのあるいはシャーマニズム研究者の――の発想上の基本的な差異に関してわ

れわれが無反省であるからなのか、それとも（二）霊魂観に関しては内外のシャーマニズ

ム研究者には特に断絶がないか、どちらかである。（一）の場合、日本の研究者である我々

が欧米のシャーマニズム研究の前提とする霊魂観との相違を自覚する必要があり、（二）の

場合はキリスト教神秘主義研究者の視野に入るような西洋人と、西洋のシャーマニズム研

究者との間に霊魂観の断絶があるのではないか、という疑いを持っておく必要が出てこよ

う。 

 いずれにせよ、こうみてくると、われわれの研究対象である日本人シャーマンの霊魂観

が時に人格性（意識）を帯びていないことがあるという事実、そしてそれを研究する側も

その人格性の有無に無自覚であるという問題は、明確にしておかなければならない。実は

この問題は、本書で論ずる川面凡児の鎮魂行法の前提とする霊魂観において、先鋭な問題

として表面化してくるのである（第四章参照）。  
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第三章 大本系の鎮魂帰神行法説  

――シャーマニズム基礎論の観点から 

 

序 節 

 七〇年をこえる大本研究史は、（一）神道系新宗教の一としての教団史研究の方向と、（二）

出口ナオ、および出口王仁三郎のライフ・ヒストリーやパトグラフィー研究によるシャー

マニズム研究・教祖論の方向と、この二つの流れに沿って大小の研究成果を点在させてい

る（１）。戦後の諸新宗教の発生母胎の一つでもあったため、それらとの関連から言及され

るものも含めると、大本研究には質・量ともに他教団のそれを圧倒することおびただしい

ものがある。にもかかわらず一方では、そうした方法の粗い網から漏れて、つい最近まで

正当な研究対象としてとりあげられたことのない、しかしながら大本教、およびその周辺

を理解するには欠くことのできないテーマが、教学・実践の「秘教」的部分を中心に残さ

れている（２）。 

 それらのすべてが、それ自体として現時点での学的考察の対象となりうるかどうか、な

お疑問であるが、少なくとも本章で論じようとする「鎮魂帰神」と呼ばれた行法をめぐる

諸説に関していえば、そこでは、シャーマニズムの基礎論と平行する、神人交渉の興味深

い種々の議論が展開されており、それを検討することで「シャーマニズムの本質はエクス

タシーかポゼッションか、あるいはトランスか」といった、シャーマニズムの定義にかか

わる基礎的問題への、ささやかながら明確な示唆が得られるのではないか、と考えられる。 

 じつにこの行法は、名のみ知られて、実の知られることの至って少ないものであった。

大本研究者の多くは、興味の中心が行法にないという事情は別にしても、短い言及から伺

うかぎり、この行法を単にただいかがわしいだけの、学的に論ずることの不可能なものと

考えて深く疑わず、「鎮魂帰神のかみがかり（３）」くらいの理解で済ませてきたうらみがあ

るが――理解の不正確さでは多くの「実践家」のほうも同程度である――、大向う相手の

派手な宣伝文句に辟易せずに、その背後と周辺で展開された議論を冷静に総合してみるな

らば、「所謂
いわゆる

」付きの鎮魂帰神の説が、正当かつ明快な学術的検討および批判の可能な範囲

内にあることは、見紛うべくもないのである。  

 ところで、鎮魂あるいは帰神といえば、特に両語をつなげた場合、大本教との連想が強

いであろうが、もちろんこれは大本教とその周辺の専有物ではない。文書を現在容易に入

手・閲覧しうるものにかぎってすら、種々の鎮魂法、あるいは帰神法と称するものが見ら

れるからである。しかしそれらは、共通の名称をもつとはいえ、内容的には異種の、ただ

しおのおの明らかに幾筋かの歴史的継承関係を辿りうる、数種の系統をなしている。つま

り、すべてが同一物ではないが、すべてが別物というわけでもない、というのが実情であ

る。したがって、「大本教をその内に含む鎮魂法および帰神法の系統」と限定していえば、

それはほかの同名の行法とは別の、ある共通の枠をもったものの集合と考えてよい。ここ

で「大本系鎮魂帰神説」いうのはその意味であって、「大本系」と冠したのは、あくまでも

知名度の上からの便宜的呼称にすぎないことを断っておく。  

 かくして本章の目的は、この大本研究史の死角に資料を求めて踏み入り、鎮魂帰神の具

体的内容を、シャーマニズム基礎論を念頭におきつつ、宗教学的議論の俎上に正確に載せ

ることにある。このため本論は次のような次第をとる。まず、大本系鎮魂帰神説の最初に
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位置する本田親徳の所説を検討し（第一節）、次に、本田の直弟子である長沢雄楯の断片的

所説を復元し、あわせてその直接の延長上にあると判断される友清歓真、佐藤卿彦の所説

を検討してみる（第二節）。これを受けて、大本の一方の教祖である出口王仁三郎の所説を

検討し（第三節）、また大正中期の大本幹部たちの鎮魂帰神理解の種々相を検討してみる（第

四節）。叙述の順序が時間的に前後するのは、構成上の意図として、第一・二節と第三・四

節との間にある隔たりを際立たせることを目的としているからである。続いて、この系統

で目についたそのほかの所説を採録し、異形の幾つかを点描する（第五節）。次にやや方向

を転じ、「鎮魂帰神」という名称からは外れるが、救世教の「浄霊」や真光教団の「真光の

業」その他を、宗教史的には正しくこの流れに棹差すものとして位置付けたい（第六、七

節）。そして最後に手短に、副題に呼応する形で結論をまとめ、あわせて今後の展望を述べ

る（終節）。これらの作業により、世に行なわれている混乱した鎮魂帰神理解を、なにがし

か整理できればと思う。 

 

第一節 本田親徳の鎮魂説および帰神説 

 本田流・大本系の系譜の先頭に位置する本田親徳
ちかあつ

の鎮魂・帰神説が、さらにさかのぼれ

ば何に由るのか、文献上に直接の先行物をみるのは難しい。平田篤胤の有形無形の影響は

たしかに大きいし、とりわけて霊魂の行方を訪ねるという発想は共通する（４）。しかしこ

と鎮魂行法・帰神行法の実際に関する限り、本田説の直接の典拠とも言うべき記述は、篤

胤にはないようである。むしろ、本人の言を借りて漠然とした言い方をしてよければ、本

田の鎮魂帰神説は、材料を直接には記紀神話や「狐憑き」の実見、社寺巷間の口寄せ、稲

荷降ろし、行者の所説（素朴なものであったろうが）などに求めながら、それらをかなり

体験的な試行錯誤で自己流に体系化したもの、くらいに考えておくのが、妥当であろう（５）。 

 その体系化の最たる表われが、帰神法における（甲）帰神の対象としての神霊の区分（有

形と無形、正神一八一階級、邪神一八一階級、合計して三六二階級）、（乙）帰神行法の方

式区分（自感法、他感法、神感法）という、それぞれの区分である。本田自身の遺した図

式を引用しよう。  

 

「正神界ニ百八拾一ノ階級アリ、妖魅界亦之ニ同ジ。…… 

        帰神標目  

     無形 

    自感法  上中下  三法 

    他感法  上中下  三法 

    神感法  上中下  三法 

             合九法 

     有形 

    自感法  上中下  三法 

    他感法  上中下  三法 

    神感法  上中下  三法 

             合九法 

    有形無形合拾八法。  
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    妖魅界  前ト同ジク拾八法。 

     巫或ハ法華僧ノ行ハ此等外下々下等也。  

     邪神界ト称スルモ妖魅界ニ同ジ。  

     之ヲ分テ三百六拾二法トス（６）。」 

 

 まず（甲）について。およそ霊的存在の憑依を身に受ける者にして、いま我が身に憑っ

てきているのはどのような霊的存在者か、自覚的にしろ無自覚的にしろ、何らかの反省を

しないものはない。またその霊的存在者の弁別を、善悪という単純な二分法以上に、特定

の数字や構造をもった霊界地図にまで発展させて表明することも珍しいことではない。が

これは、ことさらに行法の実修上の問題というよりは、より一般的に神格論、霊魂観、宗

教的世界観の問題であり、そうした神学を、それ自体を目的として検討する作業は、本章

の主目的とは二次的にしか関わらない。したがって（甲）の問題については、他日の作業

を俟つことにして、ここではこれ以上の言及をひかえよう。問題は（乙）である。  

 帰神はまた「幽斎」とも呼ばれ、「神界ニ感合スルノ道」と定義されている（７）。一般的

な心構えは省き、具体的な形式の例をあげると、次のようなものがある。  

 

「婦女ヲ台ノ上ニ座セシメ、指ヲ組合セ、旡眼口ヲ閉チ一心ニ神々ヲ念思セシメテ然

シテ、後チ貴君ハ竹笛ニテ  

ヒト フタ ミ ヨ イツ ムユ ナナ ヤ ココノ タリ モモ チ ヨロツト

心ニ念シテ吹カルベシ。吹キ様ハ、……  

フキ終リテ又始ノ如ク……百篇クリ返シ……如此シテ日数ヲ重ヌル内ニハ必ズ神懸

リアルナリ。其始ハ其婦女ノ身ガ振ヒ終ニ寝入リタルガ如ク覚ヘザル也。ソコデ神ノ

御名御尋ネ申上グレバヨロシ（８）。」 

 

 被憑依者を指を組んで座らせる、そして対座した者が笛を吹くうち、神霊の憑依がおこ

る、というのである。じつはこれは、本田自身の遺著に明確にそう書き記されているわけ

ではないが、関係者一同が共通に、本田が帰神の形式区分としてあげた三法の内の「他感

法」に当たるものと理解しており、本田流の帰神法における標準的な形式とみなしてよい。

被憑依者は「神主
かんぬし

」と呼ばれ、それに対座して憑依を促し憑霊の後はこれを統御する者は

「審神者
さ に わ

」と称される。後者の役割はもう少し具体的に、前者に憑依した神霊の真偽正邪、

功業その他の属性、「公憑」か「私憑」か（公共性を持つ託宣か私的な尋ねに応じるものか）、

などを弁別することとして、重視されている（９）。 

 帰神法の形式には、この他に「自感法」と「神感法」があげられている。前者は上のよ

うな神主・審神者の対座形式をとることなく、自ら一人のみで帰神を追求する行法、後者

は対座の形式をとらないだけでなく帰神の意向もその準備もない人物に、神霊の側が一方

的に憑依してくるもの、とされる。しかしこのうち後者は、人間側の準備的営みを何ら必

要としないので、とりたてて行法と呼ぶのはふさわしくないであろう（１０）。 

 なぜこの帰神行法の方式区分が問題になるのかというと、そこに出てくる「自感法」が、

鎮魂行法との異同をめぐって、本田親徳の鎮魂帰神説のなかで相互にどのような位置を占

めるのか、微妙な問題を提起するからである。実際、本田流の鎮魂帰神説を標榜するもの
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の中には、この「自感法」を、本田の図式からはみ出して理解しているものが少なくない

のである。 

 ところで、大本では、「鎮魂・帰神」とつなげて表現されることが多かったが、もとの本

田説における「鎮魂」「帰神」とは、多相で微妙な関係にあるものの、いちおう区別された

実践である。とはいえ両者は、並べて記された箇所では明らかに区別されるようでいなが

ら、ほかの箇所では間々そのいちおうの区別を曖昧にする表現もなされないではない。つ

まり、大体において「帰神」＝憑霊（シャマニズム研究でいう広義・狭義の）と等置して

かまわないが、「鎮魂」のほうは、ある場合は帰神の準備的・基礎的行法、ある場合は帰神

と区別のつかないもの、ある場合は脱魂型シャーマニズムに近いもの、という具合に、説

明――むしろ読み手の側の印象というべきか――が動揺する。したがって結果的に、鎮魂

と帰神の区別が曖昧になってしまうことを避けられないのである。この焦点の定まらない

問題点を、シャーマニズム基礎論風に立てなおすと、「鎮魂と帰神の区別は、憑霊と脱魂の

区別とどのような関係にあるのか」となる。これはシャーマニズム基礎論をそのまま含む

問題である。ひとまずこのように設問したところで結論を先に述べたほうが読者の理解に

便宜であろう。複合的な事象を整理するには、いったんさまざまに読み分けたうえ、再統

合するのが有効である。よって、本田の鎮魂説・帰神説をあえて多義的に理解しようとす

ると、次のようになる。 

 鎮魂とは（一）日常的な霊魂の訓練のようなものとして、（二）帰神＝憑霊のための準備

的行法として、（三）帰神＝憑霊に類義のものとして、（四）自他の霊魂を外部の物体に憑

依集中させることとして、説かれる。それぞれに対応する表現を順に引用すれば、次のよ

うになる。 

 

（一）「霊学は心を浄くするを以て本と為す。故に皇神鎮魂を以て之を主と為す。百姓

尊奉して日に真心を練る（１１）。」「此鎮魂法ハ……上ハ天皇ノ治国平天下……下ハ人民

修身斉家ノ基本、……宜敷朝夕之ヲ行ヒ、霊魂ノ運転活動ヲ学習スベシ（１２）。」 

（二）「無形ノ神界ヲ探知スルノ基礎（１３）」 

（三）「大御神ノ御心ノ憑付玉フ三種ノ神宝（１４）」「霊魂ノ其物体ニ憑依スルノ神法（１

５）」 

（四）「霊魂ヲ鎮安スルノ神法（１６）」「天照大御神ノ玉鏡剱ニ御心ヲ付ケ玉フ（１７）」  

 

 （一）（二）はとりあえずおくとして、（三）と（四）を比べると、（三）はどちらかとい

えば憑霊的な現象、（四）はどちらかといえば脱魂的な過程を多く含む現象、といえる。つ

まり本田の鎮魂説には、憑霊型と脱魂型とが混在しているようにみえなくもないのである。 

 一方帰神説をみると、（五）おおむね広義・狭義の憑霊に等しいものとして説かれるが、

他方（六）自己の霊魂が天御中主神の許に至ることによる神人感応としても説かれている

かのようであり、その場合、霊魂運動の方向は、憑霊よりもむしろ脱魂に近いものに表現

される。（五）の表現は夥しいので、（六）に対応する箇所のみを引くと、次のようなもの

がある。 

 

  「一意ニ吾霊魂ノ天御中主太神ノ御許ニ至ルヲ憶念スベシ（１８）。」 
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 この引用文は、「吾霊魂」や「天御中主太神」を象徴世界の実在として図式化すれば、自

身の霊魂が神霊の所在を目指して身体を脱出していく図に読める。そしてこれは、何度か

読んだ印象では、帰神法の一つである「自感法」の説明になっていると考えられる。つま

り、（五）が典型的な憑霊型の実践であるのに対し、（六）は、典型的とはいわないまでも、

少なくとも霊魂運動の方向としては脱魂型と共通する実践である、といえる。ということ

はとりもなおさず、帰神説の中にも憑霊型と脱魂型の双方が併存する、ということにほか

ならない。 

 このように、本田の鎮魂説および帰神説は、単純にまとめようとしてもどちらも一義化

できず、よく見比べればわかるように、（二）（三）の意味での鎮魂と（五）の意味での帰

神とは区別が曖昧であり、（四）の意味での鎮魂と（六）の意味での帰神との区別は、かな

り紛らわしい。鎮魂説・帰神説のそれぞれに逆方向の意味が含まれ、しかもその重複が反

復されているのである。 

 こうした重層性が生じてくるのは、一つには本田親徳の考えた鎮魂・帰神という二つの

実践が、きわめて近接した領域をなしているからであろう。もちろん、その前後関係をい

えば、「鎮魂ノ法ハ……現世神界ノ学則ナレバ……霊魂ノ運転活動ヲ学習スベシ」とされて

いるように、鎮魂がより基底に位置づけられ、その霊魂活動の訓練の完成をまってはじめ

て帰神が実行される、という順序がある。少なくともその逆の順序はない。この不可分で

不可逆な前後関係があればこそ、そこに連続性がつよく生じるわけでもある。したがって、

（二）から（五）への連続性は、特に問題とするに値しない。あとに残るのは、（三）と（五）

の異同、（四）と（六）の異同である。議論の便宜上対比的に命名すれば、（三）（五）は鎮

魂的憑霊と帰神的憑霊との異同、（四）（六）は鎮魂的脱魂と帰神的脱魂との異同、という

対比になろう。  

 この対比はまた、（三）と（四）の区別、（五）と（六）の区別、というように交差させ

て考えることもできる。上と平行的に図表化すれば、（三）（四）は憑霊的鎮魂と脱魂的鎮

魂との区別、（五）（六）は憑霊的帰神と脱魂的帰神との区別、ということになる。以下こ

の点をめぐって、より詳しく論じていこう。  

 すでに鎮魂法の四つの意味に相当するものとして引用した箇所のうち、（三）（四）の引

用文はじつは同じ文脈に出てくるものである。原文通りにつなげて引用すると、次のよう

になる。この部分は、鎮魂の典拠としてしばしば引用される天孫降臨神話と、『令義解』の

該当部分（鎮魂祭の義解）を併せて、解釈したものである。「憑付」（自動詞に読める）「付

ケ玉フ」（他動詞に読める）などの語に注意されたい。  

 

「後世鎮魂ノ大本トシテ皇孫命ニ三種ノ神宝ヲ授ケ玉フ段ニ、招之
オ キ シ

玉鏡剱トアリ。是

其鎮魂ノ大本タル処。オギシハ招也。乃チ大御神ノ御心ノ憑付玉フ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

所ノ三種ノ神宝也。

令義解ニ云ク、人之陽気ヲ魂ト云フ、鎮ハ安也、言フ義ハ離遊之運魂ヲ招キテ身体ノ

中府ニ留ム之ヲ鎮魂ト云フトアリ。天照大御神ノ玉鏡剱ニ御心ヲ付ケ玉フ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

モ、離遊ノ

運魂ヲ招キテ身体ノ中府ニ留ムルモ自他ノ違ヒアルノミニテ、其ノ霊魂ノ憑付ク所同

義ナルモノナリ（１９）。」（傍点引用者）  
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 これをみると、三種の神宝に、（Ａ）主格としての神が自らの分魂を憑せ付けることが鎮

魂とされている一方、三種の神宝に（Ｂ）神の分魂自体が主格として憑り付くこと、およ

び人間の遊離魂が本人の身体に再び憑り付くことの両者が、その「憑付」（自動詞、他動詞

の両義にかかる）という共通の点で、鎮魂とされている。この（Ｂ）の場合、被憑依者が

「玉鏡剱」という物体であったり、人間に憑依してくるのが自身の遊離魂であったりする

ことから、これを標準的な語義内容での憑霊と考えることには若干の問題があるが、少な

くとも本田の鎮魂説の一部分をなすものとして、自他の霊魂が人間の身体に憑依するとい

う憑霊の義がある、と理解できる。神の分魂憑依の場合、憑依の対象が物体であるが、別

の箇所では神が自分の霊魂を草木に著けることも鎮魂とされている（２０）。もしこの対象の

範囲を無生物や植物から動物へ、さらには人間にまで拡大できれば――自らの霊魂の再憑

依先はまさに人間の身体なのであるから――、鎮魂の語義として神の分魂が人間に憑依す

ることも含ませうる。そしてその場合、憑依的鎮魂・鎮魂的憑依は、憑依的帰神・帰神的

憑依とまったく同じ一つの現象を指していることになる。また、（Ａ）の場合、中心的動作

主体たる神の働きは憑霊とかかわらないが、霊魂の憑依という点に限っては（Ｂ）と共通

する。つまり、上の説明では、起こった事実としての鎮魂は、憑霊とほとんど区別がつか

ないのである。ただしそこには、霊魂の憑依という現象を、憑依させる神の側から見てい

るか、それとも逆に憑依される人間の側から見ているか、という視点の違いと、およびそ

こから生じる霊魂の運動方向の対立――霊魂が自分の体外に出ていくか、それとも逆に体

内に入ってくるかという――がある。 

 次の引用文も、上の（Ａ）と（Ｂ）の両義を混在させているが、最後の文が示す「招」

字の解釈を重視すれば、鎮魂の語義の中心は決定的に（Ａ）に移り、結局「鎮魂」とは自

分の分魂、あるいはほかの霊魂を物体に憑依させる技法、となってくる。分魂というから

には、当然それに先立って部分的な魂の脱出がなければならず、その内容は脱魂に近いも

のとなる。これは、単なる字面の穿鑿ではなく、鎮魂および帰神という、どちらもともに

霊魂の運動を目的とする行法の動作主体がどこにあるか、という問題の核心に関わるもの

である。 

 

「令義解云、鎮安也招離遊之運魂……トアリテ招之字乃チ眼目ナラム。書記石屋戸ノ

章ニ招祷云トアリ、大穴持命ノ幽界ニ隠レ給フ章ニ、ミスマルノ玉ヲ披テトアリ。神

功皇后ノ征韓ノ章ニ、荒魂ヲ撝テトアリ。古事記天降ノ章ニ、袁岐斯トアリ。……飾

字ニハ非ザルベシ。必ズヤ霊魂ノ其物体ニ憑依スル
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ノ神法アリテ、確乎トシテ動ス可

ラズヲ信ズ。出雲風土記素戔雄尊ノ己尊ノ霊魂ヲ草木ニ著ケジ
・ ・ ・

ト宣ヒ、又神賀詞ニ和

魂ヲ八咫鏡ニ取託テ
・ ・ ・

云々、之ヲ以テ見ルトキハ霊魂ヲ鎮安スル
・ ・ ・ ・

ノ神法ハ、招字ノ中ニ

含有シタルコト火ヲ見ルヨリ明ナルモノナラム（２１）。」（傍点引用者） 

 

 「鎮安スル」ことは「招」字に含まれる、といっているのには注意を要する。招魂と鎮

魂が同義・類義と考えられているのではなく――両者を区別しない考え方のほうがむしろ

普通なのだが（２２）――、招魂という、より広義の呪法の中に、特に鎮魂と呼ぶべき作法

がある、という考えであろう。ほかから招じた霊魂、あるいは「鎮魂」の動作主体である

人間からの脱魂を、対象の物体に憑依させるのが、本田のいう意味での鎮魂なのである。  
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 このように、鎮魂を憑霊型シャーマニズムか脱魂型シャーマニズムのどちらかに等置す

ることはできないわけであるが、ただし次のような区別はありそうに思われる。つまり、

何かの物体に霊魂が憑依するという一つの事象に対して、それを霊魂に憑依される受手の

側に焦点をあてて見たとき、帰神＝憑霊型シャーマニズムと区別のない説明になっており、

逆に霊魂を物体に憑依せしめる仕手の側に焦点をあてて見たときには、憑霊とは明らかに

方向の異なった、むしろ自らの分魂を外部の物や自身に憑依させたり――これは脱魂型シ

ャーマニズムとの関連が強い――、あるいはほかの霊魂をまず招いた上でそれを物に憑依

させたりする技法、といった説明になっているのではあるまいか。  

 鎮魂に関するこれまでの引用文をみると、憑依せしめられる霊魂の種類は、「大御神ノ御

心」「離遊ノ運魂」「己尊ノ霊魂」などとあった。これらは神霊の分魂であるか、あるいは

人間の分魂であり、その分魂を憑依させる能動主体は、神霊および人間である。一方、憑

依される受動客体としては、「三種ノ神宝」「物体」「草木」「身体の中府」などとあった。

そしてこれら能動主体・魂・受動客体という三者は、文脈により特定の組み合わせで説明

されており、たとえば神霊が自らの分魂を憑依させる対象は、「物体」「草木」としか言及

されていないし、人体に憑依させられるのは、人間自身の「離遊ノ運魂」としか言及され

ていない。しかし試みにその組み合わせをゆるめて、たとえば神霊が自らの分魂を人間に

憑依させることも鎮魂と呼んでみれば、これは人間の立場からみれば、まさしく（五）の

意味での帰神にほかならない。  

 またこうして拡大解釈した（四）の意味での鎮魂法は、主体と客体がちょうど逆になっ

てはいるものの、自らの脱出魂を他に憑依せしめる、その霊魂の運動方向を見ている視点

は、（六）の意味での帰神と等しい。  

 本田流における鎮魂と帰神のこうした微妙な関係をみると、憑霊という一つの事象に対

してそれを被憑依者の側の受動的な立場で表現すれば「帰神」となり、憑依せしめる側の

能動的立場で表現すれば「鎮魂」となりがちだ、という傾向が、一層浮き彫りになってく

る。こう考えてよければ、本田親徳は一つの霊魂憑依という現象をめぐってその二つの側

面を対立させた上で、憑依させることを「鎮魂」と表現し、憑依されることを「帰神」と

表現したのではないか、といういちおうの結論が得られるのである。すなわち、帰神する

とは鎮魂されることにほかならない。この両語の関係は、かりに「帰神は鎮魂の受動態」

という公式にまとめると効果的である。同じ行為の仕手と受けてを表わすのに、能動・受

動という態の対立ほどコントラストの明確な表現はないからである。これで（三）（五）の

憑霊的鎮魂と憑霊的帰神の異同は、いちおう明らかとなった。（三）と（四）が同じ実践を

指示していることもほぼ自動的に明らかになる。図式化すれば、この関係は次のようにな

る。 
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 本田の鎮魂説を多少拡大解釈した上で、「帰神は鎮魂の受動態」と述べたが、この表現を

妥当なものとするには、帰神説にも多少の拡大解釈を施さなければならない。というのは、

帰神とは種々の霊魂がもっぱら人間に憑依すること、としてのみ説かれているが、この「人

間」を動・植物、さらには無機物にまで拡大することが求められるのである。こうすると、

本田説そのものではないが、それと矛盾はしない、むしろそれに一通りの整合的な説明を

与えて一般化を可能にする、「帰神は鎮魂の受動態」という公式が得られる。  

 この鎮魂・帰神における鎮魂と帰神の関係は、たとえば性交時における射精と受精の関

係に、能く喩えることができようか。精子と卵子をそれぞれ霊魂とすれば、男性が能動主

体として精子を体外に放出し、女性が受動客体としてそれを体内に受容する。この全体は

性交と呼ばれるが、受精（帰神）または射精（鎮魂）のみを指して性交（鎮魂帰神）と呼

ぶのはやや不正確であり、逆に性交を単に受精、射精と呼ぶのも正しくない。まして受精

（帰神）を指して射精（鎮魂）と呼ぶなど、まったくおかしいことなのである。  

 ここでの喩えから得られる、鎮魂・脱魂・射精←→帰神・憑霊・受精という対応関係に

因んで、われわれは直ちに、脱魂・霊界旅行は男性シャーマンに優位で、憑霊・託宣は女

性シャーマンに優位な傾向がある、というシャーマニズム研究内の一指摘を想起したくな

る。そしてついでながら、その一般論を本章のおもな研究対象たる大本教に適用させよう

とすると、期待に違わず女性の開祖・出口ナオが憑霊型を示し、男性の聖師・出口王仁三

郎が脱魂型を示した――王仁三郎がシャーマンか否か、またその体験が脱魂か否かは議論

のあるところだが――と言われているのである（ただし彼らが、それぞれ変性男子・変性

女子と称していることは、また別種の厄介な問題を提出する）。蛇足を加えたようだが、「帰

神は鎮魂の受動態」という結論も、対応関係をこう辿ると、そう突飛なものではないこと

がわかるであろう。  

 次は（四）と（六）の区別、脱魂的鎮魂と脱魂的帰神の異同であるが、この両者は霊魂

を憑依させる対象として、（四）は物体に、（六）は神霊にである、という点のみによって

しか区別されない。  

 鎮魂の主意は、これまでの幾つかの引用文をみて明らかな通り、脱魂型シャーマニズム

とはいえないが、それと同じ霊魂運動の方向を示す実践である。すなわちある種の鎮魂と

は、神なり人なりが自分の霊魂を外部の物体に憑依させることであるが、そのためには当

然のこと、自分の霊魂を体外に出すという段階が先行しなければならない。そしてこの段

階において、脱魂型との類似を呈するのである。ところが（六）は、自らの霊魂が天御中

主太神の許に至ることによる帰神とも読めるので、これは脱魂型との類似どころか、脱魂

型シャーマニズムそのものに属する実践と言わねばならない。  

 霊魂の運動方向という点では区別ができないこの（四）と（六）を、先の図を援用して

説明すれば、仕手の立場でこの図をみる点は等しいが、受手の側が（四）では物体であり

（六）では神霊である、という差異が指摘できる。この対象の違いをみて初めて、（六）が

鎮魂ではなく帰神＝神懸りの一形態とされているのもそれほど不思議なことではない、と

わかるのである。どちらがどちらにやってきたか、という途中の道程を問題にせず、憑依

の現場をみてみると、（六）では神と人の霊魂が一致しているからであり、本田親徳は帰神

＝幽齋＝神懸りを定義して「宇宙ノ主宰ニ感合シ親シク八百万神ニ接ス」ることとしてい

るからである。確かに（六）は神懸り（＝帰神）に分類されていても、まったく不都合で
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はない。これに対して（四）は、いわば物がかり
・ ・ ・ ・

にしかならない。  

 以上、本田親徳の鎮魂帰神説に含まれる憑霊的要素と脱魂的要素を、かなり図式的に抽

出してみた。単純化の弊をおかしてはいるが、いちおうのわかりやすい大枠を定めてみた

わけである。ところで、ここまで意図的に無視していたのだが、気にかかることが残って

いる。それは（六）をめぐる解釈である。  

 先に（六）に相当する箇所として、「一意ニ吾霊魂ノ天御中主太神ノ御許ニ至ルヲ憶念ス

ベシ」という一節を引用し、それをいちおう帰神の一種である自感法をさすものとしてお

いたのは、これが「帰神」＝「幽斎」の方法として示されているからであるが、しかしそ

の直後に但し書きの形で「自修ノ法ヲ明ラカニ」したのだ、とも付記されている。「自修ノ

法」＝自感法としてよいのであろうか、というのがここでの疑問である。  

 帰神の法という表現を重視すればこれは帰神の一種、自感法とも読めるが、交渉する神

霊が「天御中主神」であることを重視すれば、この神霊は本田親徳によれば無形の神とさ

れているので、そう読むのにはやや不都合が生じてくる。というのは、本節の冒頭にあげ

た「帰神標目」の表によれば、自感法が目標とするのは無形の神のみではなく有形の神を

目標とする自感法もあるからである。したがってこの「自修ノ要」というのは、「自感法」

よりも狭い範囲の実践を意味している。  

 問題がここまでくれば、無形の神、有形の神の区別を考慮にいれないわけにはいかない

が、筆者はこうした神観念を正面から扱うだけの神学的能力を有しないので、側面からの

検討を試みるしかない。すなわち有形の神とは、天照大神、大国主神、月読神、その他、

人魂、動物の魂神、などを指し、対するに無形の神とは、天御中主神、産霊神、その他、

記紀神話に出てくる自然神を指しているとされる（２３）。別の箇所では無形は「人間ノ思義

スベカラザルモノ」とされ（２４）、また「鬼神ハ皆有形（２５）」とされる。これらの表現に

加え、天御中主神が「万物の原質たる五十霊」「五十元（２６）」とされている部分を考慮す

ると、有形の神が一定以上の人格をもって何らかの明確な意思表示をする他者を指すのに

比べ、無形の神とは個別的人格をもたない、いわば物言わぬ本体的な質料を指している、

と言えそうである。  

 非人格的な霊質との接触・交流、すなわち無形の神を標目とする帰神は、他界の言説を

もたらすことがない。人格的な八百万神と交渉するのが帰神の実用的、応用的側面とすれ

ば、これはいわば、最も基礎的、練習的な帰神ともいえ、（二）の意味での鎮魂にきわめて

接近することになる。すなわち、「自修」とは「練習」「準備」「予備」の意味にも読めるの

である。シャーマニズム論との対応をいおうとすると、この状態は憑霊型とも脱魂型とも

言いがたく、むしろ――かなり安易な当てはめであるが――方向性の中性的なトランスの

段階に相当するものとすべきであろう。  

 以上、きわめて機械的な読み分けであるが、こうしてみると、本田親徳の説いた鎮魂帰

神行法は、単純に「鎮魂」と「帰神」という二分法では整理のつかない複合的なものであ

ることがわかる。そこでは、憑霊傾向と脱魂傾向が相互にからみあっており、何か単純な

一対一の対応関係にはないのである。本田親徳の説自体がこうした微妙な多義性、多面性

を孕んでいるので、その説や法を継承すると称する者たちの理解がまちまちであるのも、

無理のないことではある。  
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第二節  長沢雄楯、友清歓真、佐藤卿彦の鎮魂帰神説  

 本田親徳の弟子の中で、その鎮魂法・帰神法を最もよく伝えるものは長沢雄楯
かつたて

とされる。

長沢は静岡県の神職で、若くして本田に師事、その学と行法を伝えられた。しかし本田か

ら学と行とを伝えらえたものは、一人長沢のみに限らない。近代日本の宗教史上における

彼の重要性は、のちの出口王仁三郎を初めとする多くの神道系教団の創始者に、本田親徳

の鎮魂帰神説を伝えたところにある。これらを称して便宜的に大本系新宗教教団とするこ

とはすでに述べた。 

 ところで、最も知名度の高い大本教の内に行なわれた鎮魂帰神理解――単数ではない―

―は、文書として残った限りの本田説とはかなりの乖離を示す。というのは、大本系の鎮

魂帰神説は出口王仁三郎を一応の起点としながら、そのほかに各幹部がそれぞれの鎮魂帰

神説を展開しているのである。そこでただちに出てくる疑問は、その乖離がどの時点で起

こったのか、つまり誰が本田説に修正を加えたのか、ということである。長沢か、王仁三

郎か、それとも大本の各幹部の段階においてであろうか。大雑把な印象を述べると、本田

から長沢に移った段階で、説の若干の展開がすでに起こっている。がそれは、鎮魂・帰神

の枠組み――これを図式化したものが前節の公式「帰神は鎮魂の受動態」であるが――の

全体を積極的に組み替えるものではない。  

 また旧大本幹部の友清歓真
ともきよ よしさね

は、鎮魂帰神なる行法に初めて触れたのは大本においてであ

ったが、その後、直接長沢に師事している。師事の事実が必ずしも所説の直接の継承に結

びつくわけではないが、少なくとも両者の遺文を対照した限り、友清は長沢説を比較的忠

実に継承していると判断できる。そしてこの両者による展開は、本田説の補足・整理とも

位置付けられ、本田・長沢・友清の三説を折衷することで、先の公式はむしろ補強される。

これに比べると、出口王仁三郎の説は公式からやや外れ、その他の幹部も時として異色あ

る説を展開している。本節ではこれらの諸変化のうち、長沢雄楯と友清歓真、それに長沢

雄楯の正統を伝えるとも評される佐藤卿彦の場合を検討する。 

 帰神説における展開としてまず指摘すべきは、本田が帰神の対象としてあげた「無形」

「有形」の区別を、無形の神懸りは「幽の帰神」、有形の神懸りは「顕の帰神」と断定した

点が著しい。ここで長沢が「顕・幽」といっているのは、もっぱら憑霊現象（霊媒の人格

転換）が外見上はっきりわかるか否か、という区別である。  

 

「無形神懸ハ憑霊現象ノ形ニ現レズ
・ ・ ・ ・ ・

甚シキニ至リテハ自己モ之ヲ知ラザルコトアリ。

一ニ幽ノ帰神ト云フ。有形神懸ハ普ク行フ者ニシテ形式アリ、憑霊現象ノ外形ニ現レテ
・ ・ ・ ・ ・ ・

一見憑霊ト知ラル者ヲ謂フ。一ニ顕ノ神懸ト云フ（２７）。」（傍点引用者）  

 

 原点である本田のいう「無形」「有形」とは、残った文書をみていくと、確かにこのよう

に憑霊現象の現われ方の強弱の別と解釈しても特に不都合のない部分もあるが、文面上は

「天真中主神」「三皇産霊神」等が無形の神であり「天照皇太神」「大国主神」などが有形

の神である、あるいは「無形に在るを天神といい、有形に在るを地祇という」、などという

一種の神格論が説かれているにすぎない（２８）。それを長沢は、帰神＝憑霊の発現形態の潜

在・顕在の区別に置き換えている。つまり神格論が憑霊の現象論に転じているわけである。  

 有形・無形という二つの神格の範疇を、それぞれ憑霊における「顕・幽」の違いに等置
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する長沢の理解が、本田説の順当な展開かどうかの判断は、両者間の交渉が文書を介した

間接的なものではなく直接のものであったことを考えると困難である。本田から長沢への

口頭による伝達内容が文書に表われず、それが長沢の本田説理解に影響している可能性が

非常に大きいからである。ここではいちおう、現在一般に知られた文献上の本田説には、

無形・有形＝憑霊の幽・顕とする恒等式はない、とだけ述べておこう。  

 もうひとつの展開としては、形式的なことだが、本田説の説明のために、「欧米の心霊学」

「降霊術」「交霊術」「心霊哲学」などを援用したことがあげられる。対比の具体例を多く

並べる余裕がないが、その基本的態度は、「吾国の霊学と欧米の心霊学と比較するに、心霊

学者中に説に異同ありと雖も吾説と能くその主旨の一致せるは前掲の如し」というもので

あった（２９）。  

 長沢におけるこの二つの展開が、ともにもっぱら「帰神」に関してのものであることに

注意しておいて、次に友清説の検討にはいる。  

 友清の帰神理解は、大筋においてこの長沢における展開を踏襲している。友清もまた、

「無形」「有形」の語を、「無形は幽……有形は顕」のそれぞれ神懸り＝憑霊とし、また大

正時代の知識人の一部に「近時学界の一大驚異」と受け取られていた心霊哲学・心霊科学

の所見に、説明上の主要な役割を担わせているからである（３０）。 

 一方、鎮魂説に関しては、注目すべき二つの展開が見られる。一つは、友清の鎮魂理解

には、前節で便宜的・暫定的に導いた「帰神は鎮魂の受動態」という公式を補強するもの

がある、というよりも端的に、先に公式を導く際、鎮魂を行なう――正確には、自他の霊

魂を自分の肉体や外部の物体に憑依させる――対象を、かりに動物さらには他人の肉体に

まで拡大してみたのだが、まさにそれを同様の拡大を、友清が行なっているのである。  

 

「鎮魂が利くやうになると……やがては蝋燭の炎などに鎮魂して、その炎を二三寸四

寸の長さにもすることができる。……動物に対しても人間に対しても真の熟達に連れ

て驚異の霊力は殆んど無限に活用せられる（３１）。」 

 

 こうなると実際、鎮魂の対象も「殆ど無限に」広がることになる。 

 もう一つは、鎮魂という操作を受けて運動する霊魂の出自について、前節では「自らの

分魂」と「他の霊魂」との区別が考えられると指摘したが、この点について本田の遺文と

友清の説明を対照してみると、興味深い示唆が得られることである。  

 石への鎮魂法として、本田が弟子に伝えた覚え書きに、次のような一節がある。  

 

  「次ニ、三産霊神ヲ一心ニ祈里幽山貫徹ノ加持ヲ冥中ニ行フ。  

  但玉石ニ鎮ムルニハ前以テ其目方見置く可シ。  

  一、生産霊ノ鎮ル時ハ以前ヨリ軽クナル  

  一、足産霊ノ鎮ル時ハ前ト平均ナリ  

  一、玉留産霊ノ鎮ル時ハ以前ヨリ重クナル  

     右何レノ神鎮リテモ同断也（３２）。」 

 

 引用文中の三柱の産霊神は、たとえば折口信夫などもきわめて特殊な扱い方をしており、
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いわば霊魂の素のようにも考えていたらしく思われるが（３３）、本田もそれと遠く隔たらな

い発想で、三産霊はそれぞれ「動物之本質」「植物之本質」「山物之本質」であるとしてい

る（３４）。ところが友清は、同じこの石への鎮魂に関して、「鎮魂の石（鎮魂玉）」に憑依集

中させるのは、「吾が霊魂」であるとする（３５）。 

 本田の考えは、所在の特定できない霊魂、あるいはどちらかといえば外来魂の憑依と読

まれやすいのに対して、友清の考えは、明らかに鎮魂行者の分魂・脱出魂の憑依と読まれ

る。この差異は、友清が本田説を、それと意図せずに展開した偶発的結果なのであろうか、

それともはっきりそれと知った上での意図的なものなのであろうか。いずれにせよ、鎮魂

という操作を受けて対象に憑依せしめられる霊魂の出自は、体験的には内とも外とも記述

できるような性質のものであるらしく、本田説において実践者は外来の霊魂を操作して対

象に憑依させるのに対し、友清にとってその霊魂は、自らと浅からぬ親縁性をもっている

のである。こういう差異を除けば、友清のこの鎮魂理解は、霊魂を外部の物体に憑依せし

めるという、帰神＝憑霊とは逆の立場に立つという点で本田説と連続しており、しかも自

分の分魂を脱出させる、すなわち脱魂と共通した方向性をとる点で、本田説の孕む潜在的

な公式を一層鮮明にしているものと思われる。  

 友清の鎮魂理解における具体的展開は以上二点であり、先の公式によく合致する。  

 では次に、帰神理解が長沢のそれの忠実な継承であるというすでに指摘した点について、

資料閲覧の不如意な長沢に比べ、友清の方は「実験例」を夥しく載せた文書が容易に閲覧

できるので、具体的内容を二、三みてみる。たとえば、「自己モ之ヲ知ラザルコト」がある

憑霊を、友清は長沢に倣って次のように述べる。  

 

「普通に言って居る神懸りは何れも顕の神懸りで、神が懸られたといふことが本人に

は固よりのこと、傍の人にさへ其の様子で文明に看取されるものを指して言ってゐる

のであるが、此の外に幽の神懸りといふものがある。これは本人も御存じない位ゐの

もので、古来詩人や芸術家がインスピレーションに接するなどと云ふのも其の由って

来る処を探求すると、本人は知らぬけれども或る種の幽の帰神である場合が多い。…

…科学的発明の如きも其の多くは幽の帰神の産物である（３６）。」 

 

 シャーマニズム研究がおもに扱うのは、この「普通に言って居る」憑霊であり、他方憑

霊とはわかりにくいにしろ、何らかの心身の異常、生活の不幸が憑霊の結果と解釈される

場合は、民俗学、文化人類学の憑き物研究などで扱われることになる。しかし、発想や着

想、さらには夢中の思考、覚醒時の錯覚までも視野にいれた憑霊論となると（３７）、これは

いまだ正当な研究対象となっていないようである。それはある意味では当然であって、憑

感、霊感とも表現されるような微弱なものにしろ、そこに何らかの神人交感が、当人に意

識可能、あるいは万人に観察可能な形で現象していればこそ、ともかくも研究の対象とな

るので（３８）、自他に「存知」不可能な事象は実証研究の枠を超えてしまう。事実、憑霊の

概念がそこまで拡大されると、何をもって憑霊とするのか、便宜的・暫定的という但し書

きをつけてすら、その基準を立てることは不可能に近い。たとえば次のような引用文をみ

るとき、これは現在の行き詰まった実験的超心理学の設問をそのまま先取りしたものとい

える。 
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「霊体を見たと云ふ場合に大体に於て三通りの区別の存することを知らねばならぬ。

第一には所謂神経作用、妄想である。第二は或る霊が其人に憑って見せるもの、この

第二と第一を混同する人が多いので、せっかくの問題がフヤケて了ふことが多いから

充分に注意しなければならぬ。第三は霊が其人に憑いて見せるのではなく実際に霊が

物理的作用を起こして姿を現はした場合で、この第二と第三とが真面目なる学者の研

究を乞はむとする目的物である（３９）。」 

 

 この内の「第三」は、心霊研究が心霊の物質化 materialization と呼ぶもので、「真面目

なる学者」の間でも肯定・否定が相半ばするが（４０）、その物理現象の説明は人文科学的研

究の埒外にある。むしろここでは「第一」と「第二」とを弁別するすべが欲しいところで

あろう。すなわち、そういう知覚が（１）従来の心理学、精神医学、深層心理学の対象と

なる錯覚・幻覚なのか、（２）ESP（超感覚的知覚）なのか、（３）肉体と独立に実在する

霊魂の作用なのか、と設問するのが超心理学的発想である。（１）は引用文の「第一」のも

のに、（３）は「第二」のものに、それぞれ相当する。そして（２）は（１）の延長線上に

考えられるものであるが、研究者によってはいかなる超常現象もこれによって説明しよう

とする。これは（３）の立場を認めず、すべてを（２）に還元する、いわゆる超 ESP 説の

立場である。  

 ところが、形式的な可能性を言えば、（２）と（３）の区別を原則的に認めず、かつ（２）

を（３）に一元化する逆の立場も成立しうる。友清の行なっているのがそれにほかならず、

超 ESP 説に対して、これは汎憑霊説とも呼びうるものである（４１）。友清自身の言葉では

それは「憑霊の原理」となる。そしてこれは説明原理というに止まらず、宗教活動の低迷

はまさにこの「憑霊の原理」に遠ざかったため、といわれるような実践原理でもある。補

足すると、宗教活動の核心部は多く憑霊現象と表裏し、憑霊を積極的にめざすにしろある

いは逆にそれを排除するにしろ、憑霊の原理に精通していなければその過程を制御できな

い、という主張が「憑霊の原理（４２）」なのである。こういう汎憑霊的世界観の形成に資し

た第一は、やはり大本での鎮魂帰神体験であったろう。  

 ところで、この憑霊を受容するか否かの選択は、帰神と鎮魂の区別に直結する契機にほ

かならない。しかし「憑霊の原理」とは、この原理にのっとれば憑霊現象の制御・選択が

可能である、といった処方を含むものではなく、むしろ、憑霊＝帰神の圧倒的な優位を示

す表現なのである。たとえば次の引用文は、鎮魂と帰神を判然と分けて行なうことが困難

であるとの実感を洩らしている。鎮魂は憑霊に対して間一髪の隙もない、いわば宗教的身

体境界の固体化 solidification をめざす営みである一方、帰神は逆にそれのなにがしかの

流動体化 fluidization をめざす営みである、との発想がここにみてとれる。がその方向性

の明らかな区別にもかかわらず、実際の運用上、前者は往々後者に融かされて押し流され

る、というのであろう。 

 

「憑霊は其の種類上下雑多であるが要するに他の霊が憑ってきて作用を起こすので、

鎮魂と帰神とは絶対に区別して考へなければ到底その神髄に透入することが出来ない

のみならず、其の結果は往々にして危険を伴ふことさへあるから注意しなければなら
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ぬのである。鎮魂して居ると其の機会に乗じて他の霊が憑依してくることは無論ある。

が、その境地にある間は鎮魂の堂に入ったものとは謂へない。いよいよ其の術に達す

れば……その間には他の霊の憑依し来るべき一髪の隙
・ ・ ・ ・

もあるべきものではない。……

尤もたとひ鎮魂と帰神の区別を明らかにしたからといっても審神者、神主に一点でも

迷信的要素のある間は、その系統のものに愚弄されるだけのものであることは申す迄

もない（４３）。」（傍点引用者）  

 

 次の引用文は、祈祷による菩薩像の振動が鎮魂の作用か帰神の作用かを論じたのに続く

一節であるが、こと仏教者の実践に限っては、ほとんどが憑霊の作用であるとでも言いた

げな口調になっている。つまり、密教行者が憑霊を期待しない――警戒もしない、そもそ

も「憑霊の原理」を弁えない――にもかかわらず、彼らの観念に乗じて憑霊が起こる、と

いう説明である。  

 

「真言密教の事相の法は、……帰するところ其の原理は一種の観念法であると見做さ

れて居る、……某博士などが瑜伽
ゆ が

の行法を研究所して観念生物説と云ふやうなものを

唱へ、観念そのものが生物であると云ふ見地から観念の力によって神通力が得られる

と言ふ風に説く。併しながら……観念其のものは生物ではない。……観念によって或

る霊に感合し、其の霊の力によって或る現象が起こされてくるのである（４４）。」 

 

 こういう友清の筆致をみてくると、世間多くの宗教活動はすべて邪悪な憑霊の危険に包

囲されているかのようであり、まさに「油断も隙もならぬ」「物騒千万」な「霊の世界」の

様を描いて余りある。ジャーナリスト出身者特有の扇動能力に長けていた、と評される一

端がここにも遺憾なく発揮されているというべきであろう。  

 とはいえ、こうした友清の鎮魂帰理解に、前節で得た「帰神は鎮魂の受動態」という公

式が一貫して保たれていることは、少なくとも確実である。つまり、本田も友清も――そ

しておそらくそれをつなぐ長沢も――、「鎮魂」の語で自他の霊魂を物体に憑依させるとい

う能動的方向を、また「帰神」の語でほかの霊魂に憑依されるという受動的方向を対立さ

せて考えているのである。  

 最後に、組織的にも長沢の設立した稲荷講社の傘下にいる佐藤卿彦
あきひこ

の鎮魂帰神説を、ほ

かとの違いに焦点を当ててみておこう。  

 まず鎮魂石について。実修に鎮魂石を用いること自体は本田以来の伝統であるが、佐藤

は鎮魂法として、あらかじめ他人から「天宇受売大神の御霊を鎮祭してもらった生石」に

「『吾が霊魂が鎮魂石に鎮まる』という強い思念を四、五回送る」ことを説いている（４５）。

こういう説明は、少なくとも公刊された範囲での本田の遺文やほかの人物の所説には見る

ことはできない。すなわち、ここでいう鎮魂には、（１）あらかじめ神霊の分魂を憑依集中

させた石に、（２）自分の分魂を憑依集中させるという、いわば二段階の行事が含まれてい

るが、佐藤はもっぱらその後半部のみをさして「鎮魂」と称して、前半部は特に問題にし

ていないのである。誰の段階でこうなったのかは特定できないけれども、これがおそらく

本田説の誤読から出た説明であることは次のような点から指摘できる。  

 前節でみたとおり、鎮魂の典拠、「鎮魂ノ大本」として本田があげた『記紀』の故事は神
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器の授受の場面であり、それに伴い霊魂が移動するという説明であった。そしてその要点

は、たとえば伊邪那岐尊が自らの分魂を珠に憑けて天照大神に与える、また天照大神が自

らの分魂を三種神器に憑けて皇孫に与える、ということであった。つまり、器物の与え手

がそれに自らの霊魂を憑けることこそが「鎮魂ノ大本」とされているのであり、受け手が

それを奉齋することは、付随的な祭儀にすぎない。ところが上の佐藤説では、解釈の重心

がその付随的な祭儀の方に移ってしまっているのである。  

 次に具体的な実修をみると、先の公式との異同がもう少しはっきり指摘できる。「同」と

は、まず鎮魂石に吾が霊を鎮めると述べている点が、当然ながらそれに属する。加えて、

帰神の一形式である他感法の説明に際して出てくる「転霊」の語が、公式によく合致して

いる。つまり、「転霊を行うのには、審神者は鎮魂力を備えて居なければならない。その鎮

魂力に依り、霊魂を神界に到らしめ、而して自体に降臨願う……、直ちに神主に転霊する
（４６）」というのであるから、後半部は神主を帰神に導く霊魂の運動に加勢することになる

からである。  

 一方「異」としては、すでに述べた鎮魂石の扱いのほかに、鎮魂を「霊肉分離」の境地

と説明する点が注目される。これは、きわめて曖昧には「無我」「深い統一状態」とも表現

されるが、宗教的身体感覚のレベルでは脱魂感を指すものと解釈できるであろう（４７）。し

かし、本田説、およびそれをある意味で整合的に祖述解釈した友清歓真によれば、鎮魂と

は一つには自己の遊離魂を身体に再び「集中鎮定すること」であり、その場合霊肉は分離

するどころか、「その間には他の霊の憑依し来たるべき一髪の隙もあるべきものではない」

ほど鞏固に結合しているのである（４８）。また鎮魂石に自己の霊魂を集中させる場合でも、

これはたしかに段階として一種の脱魂感を経ざるをえないが、しかしそれは「霊肉分離」

と表現されるような全面的脱魂とは異なった部分的脱魂であり、むしろ前節末尾で言及し

たような能動的方向性、「内から外へ」という霊魂運動の方向性と相関関係にある、宗教的

身体境界の固体化、つまり霊肉の結合へ向かうと考えられていた実践なのである。  

 本田、長沢の正統とされる佐藤にしても、基本的な面で本田との間にこのような齟齬を

生じていることを指摘して、いよいよ次節からは、本章の表題でもある名高い大本教団の、

おもだった人物たちの鎮魂帰神説の検討に入る。  

 

第三節 出口王仁三郎の鎮魂帰神説 

 この節で論ずるのは、大本霊学の実践面の中核をなす鎮魂帰神行法に関する出口王仁三

郎説である。大本教祖の一人である出口王仁三郎が、本田親徳の鎮魂帰神法その他の霊学

を伝えられたのは、直接には明治三一年四月、本田の弟子の長沢雄楯を通じてであったが、

神話的にはすでにその一月ほど前、郷里高熊山
たかくまやま

での修行中に、霊界の本田親徳（神名は

異玉彦
ことたまひこ

命）を通じて伝えられたとされる。高熊山の修行とは、侠客とのいざこざから暴行

を受けた王仁三郎が、夢遊状態で山頂の岩窟に至り、そこで木之花咲耶姫
こ の は な さ く や ひ め

命の使いである

松岡芙蓉
ふ よ う

仙人の導きで富士山に連れていかれたり、霊界の本田親徳から霊示を受けたり、

また宇宙の過去と未来を見せられたりしたとされるもので、典型的な召命体験である（４９）。 

 ところがまた王仁三郎は、自分はすでに七歳の時から神懸りで、予言をしたり病気を治

したりした、とも述べている（５０）。いわば先天的な素地があった上に召命体験を受け、そ

の上で治病や憑霊を中心とする思想と技法――大本でいう霊学とはおもにそのような鎮魂
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帰神説のことであった――を受けたわけで、習得が速やかであったとされるのも容易に納

得できるところである。 

 しかし王仁三郎は、必ずしも「本田流の」鎮魂帰神を標榜し通したわけではなく、「大本

の」鎮魂帰神などという場合には、本田説に見られない展開を示している。そして王仁三

郎を通じて鎮魂帰神に触れた旧大本幹部の鎮魂帰神理解は、さらにそれを特殊化する方向

での展開を示している。 

 初期の教団での用語法は混乱しているが、あえて対照させてみると、病気直しとしての

「鎮魂」に対して、霊的存在の憑依あるいは潜在的憑霊の顕在化を導くための「鎮魂」＝

「鎮魂帰神」＝「神懸かり」、という大雑把な使い分けがあったようである（５１）。病気直

しとしての鎮魂についていえば、出口王仁三郎の鎮魂はよく効いたと伝えられており（５２）、

こうした傾向は、のちの教団幹部の間で用いられたとされる「病気鎮魂」という慣用表現

に痕跡をとどめている（５３）。 

 このように、大本に導入された鎮魂帰神法は、人為的な操作による治病力や霊媒能力の

発揮を目的としたものであったのだが、一方、教団のもう一人の中心者である開祖出口ナ

オに起こる神懸かりは、まったく非人為的な不可抗力によるものであった。  

 出口王仁三郎は、幼児期からの霊体験や意図しない霊界旅行体験を出発点としつつ、本

田親徳の霊学に触れ、自ら憑霊体験をも重ねたのち、その出口ナオの神懸かりに出会った

ので、いわば世界観を編み上げるべき典拠が単数でなかった。直接体験の稀薄なほかの幹

部にとっては、事情はさらにこみいっていたであろう。それらを同じ名称で呼んで各自の

鎮魂帰神説の中に組み入れようとした所に、「大本の」鎮魂帰神説が錯綜した要因の一つが

認められる。  

 ここでは、まず出口王仁三郎の最終的な鎮魂帰神説を整理し、次節では鎮魂帰神に関心

の強かった幹部を数人選んで、おのおのの鎮魂帰神理解を整理して、相互の異同を対照さ

せてみたい。  

 鎮魂あるいは帰神、あるいは鎮魂帰神という言葉は、初期の大本でも頻繁に用いられた

が、王仁三郎独自の鎮魂帰神説が本格的に発表された初めは、大正八年の『神霊界』誌上

においてである（５４）。以後所々で断片的な発表がみられるが、最も完成した鎮魂帰神説は

『霊界物語』の第四八巻、第一篇、第一章の「聖言」において発表された（５５）。ただしこ

れはもっぱら帰神をめぐる説であって、帰神と独立した鎮魂については、宮中鎮魂祭や記

紀神話を解釈したり（５６）、あるいは本田説の短い引用や断片的な効能書き程度にとどまり、

量的質的にまとまった独自の鎮魂説の展開はついぞ見られなかったことを指摘しておかな

ければならない。その鎮魂説は、断片的な材料から再構築するほかはないのである。  

 「聖言」に述べられた帰神説の骨格は、（一）守護神における本・正・副の三区分、（二）

神人交渉の経路としての直接内流、間接内流、直接外流、間接外流の四区分、（三）神人交

渉の等級としての帰
き

神
しん

・神懸
しんけん

・神憑
しんぴょう

の三区分、の三つの用語群から成っている。以下その

「聖言」を中心に、もしそれだけで不足、疑問がでてきた場合はほかの資料で補充すると

いう手続きで、出口王仁三郎の鎮魂帰神説を整理してみる。  

 さてそこでは、「鎮魂帰神なる神術
かむわざ

」が「霊界に通ずる唯一の方法」として定義されてい

るので、ことの次第として――はなはだ陳腐ながら――「霊界」とは何か、という問いか

ら始めなければならない。  
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 霊界とは「現界＝自然界」（単に「世界」とも言われることがある）と対に考えられるも

ので、その中には「高天原＝天界」「中有界＝精霊界」「根底の国＝地獄界」の三つが区別

される。高天原はさらに天国と霊国に二分されたりする（５７）。そしてそれぞれの世界には

特定の霊的存在が割り当てられる。いわく、高天原＝天界には天人が棲息し、天国には天

的天人、霊国には霊的天人が棲息し、また地獄界には邪鬼、悪霊、邪霊が棲息する、とい

う具合である。  

 名称が一様でないが、ともかくここでは、他界が善悪にしたがって大きく二、三に分か

たれ、またその中でも等級によって細かく区別されているという、ごく類型的な他界観が、

おのおのの名称にそって漠然と確認されればよい。それ以上に細かい穿鑿は、特に大きな

矛盾さえ生じなければ、鎮魂帰神説との文脈で問題にするべき場面はごく限られてくる。  

 むしろここで留意すべきは、その善悪両界の間に位置付けられる「精霊界」の存在と、

その界則である。なぜなら、われわれ多くの人間の本質は「善悪正邪の分水嶺に立つ」精

霊であり、「大抵の人間は神界より見れば、肉体を宿として精霊界に彷徨してゐる者である」

からである（「聖言」）。そして種々の霊的存在がどこからやって来ようが、それと人間＝精

霊との交渉が起こるのは、どこかの目路はるかな世界においてではなく、精霊である人間

自身のごく近傍、すなわち精霊界においてであるからである。われわれの当面の関心事が、

王仁三郎の世界観全体ではなく、あくまでも彼の鎮魂帰神説――人間と霊的存在の交渉の

在り方を説く霊学――に限定されていることを再確認しよう。であれば、われわれの設問

が鎮魂帰神理解にとって生産的であるためには、「霊界とは何か？」という茫漠としたもの

であるよりは、むしろ「霊界の一領域をなす精霊界において、人間はどのように生じ、ど

のように生きており、どのように成り行くべきものなのか？」というような、人間存在に

焦点を絞ったものとするべきであろう。  

 そうするとそこに、精霊が形成され、維持されるに際しての霊界からの働きかけを表現

するものとして、「直接又は間接内流」という用語が出てくる。詳しく引用すれば次のよう

になる。ついでに、同じテーマをめぐる別の表現を、並べて引用しよう。  

 

「人間は霊界の直接又は間接内流を受け、自然界の物質即ち剛柔流の三大元質によっ

て、肉体なるものを造られ、此肉体を宿として、精霊之に宿るものである。」（「聖言」） 

「霊なる者は神の神格なる愛の善と信の真より形成されたる一個体である。」（同） 

 

 こう二通りの表現を並べてみると、直接・間接の内流とは、より高次の世界からの構成

的な影響の仕方を表わしていることが、とりあえず明らかである。そしてここに、その「内

流」を説いた文脈で「守護神」にも言及し、かつ「外流」への言及も含むかと思われる一

節がある。用語群の（一）と（二）をどうにか網羅しているので、長くなるが次にその部

分をまとめて引用しよう。  

 

「精霊の善なる者を正守護神といひ、悪なる者を副守護神と云ふ。正守護神は神格の

直接内流を受け、人身を機関として天国の目的即ち御用に奉仕すべく、神より造られ

たもので、此正守護神は副守護神なる悪霊に犯されず、よく之を統制し得るに至れば、

一躍して本守護神となり天人の列に加はるものである、また悪霊即ち副守護神に圧倒
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され、彼が頤使に甘んずる如き卑怯なる精霊となる時は、精霊自らも地獄界へ共々に

おとされて了ふのである。此時は、殆ど善の精霊は悪霊に併呑され、副守護神のみ我

物顔に跋扈跳梁するに至るものである。そして此悪霊は、自然界に於ける自愛の最強

き者即ち外部より入り来る諸々の悪と虚偽に依って、形作られるものである。かくの

如き悪霊に心身を占領された者を称して、体主霊従の人間といふのである。現代の人

間は百人が殆ど百人迄、本守護神たる天人の情態なく、何れも精霊界に籍をおき、そ

して精霊界の中でも、外分のみ開けてゐる、地獄界に身をおく者、大多数を占めてゐ

るのである。」（「聖言」） 

 

 （一）の本守護神・正守護神・副守護神の関係について、一読した印象をまとめると次

のようになる。まず、精霊は高次の霊界からの影響である「直接内流」を受けるときは「精

霊の善なるもの」＝「正守護神」となり、「自然界に於ける自愛の最も強き者即ち外部より

入り来る諸々の悪と虚偽に依って、形作られる」ときは「副守護神」＝「悪霊」となる。

これが正守護神と副守護神との区別である。こういう区別が起こるのは、精霊の「内分」

が「上方」に向かって開いているか、あるいは内分が閉じて「外分のみ開け」ているか、

の違いによるという。次に、この正守護神が悪霊に犯されずこれを統御しうるようになれ

ば「本守護神」となって「天人の列に加はる」とされる（「聖言」）。であれば、本・正の違

いは、正守護神が向上したものが本守護神である、ということになる。つまり、本・正・

副守護神とは、人間の本体である精霊自身の三つの在り方を表現するものであり、ほかか

ら憑依したり影響したりする別の精霊ではないのである。こう理解しても「聖言」の全体

と特に矛盾はないので、人間自身である精霊の善悪、その理想状態を表現するために、本

守護神・正守護神・副守護神の用語が区別されたものと、一応ここで納得しておこう。  

 「一応」などと歯切れの悪い言い方をするのは、これらの精霊の状態に応じてほかの精

霊が憑依影響する場合、その外来の精霊を、正守護神、副守護神と称することがあるから

である。それについては、「聖言」の祖述が一段落した時点でたち戻ることにしよう。  

 次に、（二）直接・間接の内・外流の異同について。二種類の「内流」については、「大

神の愛善と信真より成れる神格の直接内流や其他諸天使の間接内流」（「聖言」）という一節

が両者を対照させている。「大神の愛善と信真より成れる神格」とは善言美詞の重複で、何

を言わんとするのかややわかりにくいが、別の箇所を補いとすれば、すでに述べた層状の

世界観に対応する、次のような神の階級構造の説明がみられる。  

 

「神ノ分ケ方デスガ、之ニ幽ノ幽トイフノガアリマス、幽ノ現、現ノ幽、現ノ現ガア

リマス、幽ノ幽ト云フコトハ幽霊ノ幽デ、幽ノ幽デアルカラ最モ無形、無声ノ神様デ

アル、之ヲ天御中主神様ト斯ウ申上ゲテ居ルノデアリマス。其ノ幽カラ現ガ出テ来ル、

其ノ幽界ノ天御中主神尊ガズット表現サレタモノガ幽ノ現デアッテ、是ハ天照大神様

デアル、是ガ幽ノ現デアル……又現ノ幽ト云フノハ現界ニ生レテ居ッタ人ガ死ンデシ

マフテ霊界ニ於テ神様ニナッテ居ル大国主命ヤトカ……是等ハ現界ニアッテ幽界ニ行

ッタカラ現ノ幽、現ノ現ノ神様ハ上ハ天皇ヨリ下巡査ニ至ル迄、是ハ百八十一階級ノ

神様デアル、……（５８）」 
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 「幽ノ幽」から「現ノ現」まで、いずれも本田親徳の用語であるが、その「現の現」と

は現界の人間のこと、「現の幽」とは死後「形体を脱出したる人の本体即ち精霊」（「地上天

国」『霊界物語』四九巻）のこと、「幽の現」とは八百万の神々のこと、そして「幽の幽」

とは本体神としての天御中主神のこと、と王仁三郎は説明している。このうち最後の「幽

の幽」の神が、「大神の愛善と信真より成れる神格」に相当するものである。そうした本体

神からの影響力が人間に直に流入することを、王仁三郎は「直接内流」といっているので

ある。これと比べた「間接内流」とは、「霊国に在ってエンゼルの地位に進んだ天人が人間

の精霊に降り来り、神界の消息を人間界に伝達する」ことをいう。別の説明ではこれはま

た、エンゼルがいわば本体神の直接内流を受けて「其言葉を予言者に伝うる者である」の

で、「流入ではなく伝達といふべき」であるとされている。すなわち「間接」とは、精霊が

本体神と交渉するのに、中間の天的存在者を経由する、その間接性をいうのである。公判

ではそういう媒介者を「媒介天人」という言葉を使って説明している（５９）。ある意味では

現界の知性の在り方を代表する裁判官に向かっての説明だけに、われわれにもこれが最も

わかりやすい表現となるであろう。  

 では外流とは何か。「聖言」にははっきりとした説明が出てこないが、やはり同じ公判記

録に該当箇所があるのでそれをみてみよう。  

 

「或時人ニ聴イタノガ先入主ニナッテ居ッテ、ソレガ一緒クタニ出ルコトガアル、ソ

レハ詰マリ間接外流デス、詰マリ一旦消化シテシマッテ、頭ニ入ッテシマッテ、消化

サレテ出テキテ居ル、ソレヲ間接外流、又直接外流ト云フ方法モアルノデス、……（６

０）」 

「神ガ憑ッテ来ルノニ付イテハ自感、他感、神感ト云フ銘々ニ深イ浅イガアリマシテ、

自感ハ自ラ感ズル、他感ハ他カラ感ズル、神感ハ直接内流デス、他感ハ直接外流デス
（６１）。」 

 

 最初の引用文は『霊界物語』の内容がいわゆる「神示」なのか、それとも王仁三郎自身

の感想なり思い付きなりを書いたものではないのか、と裁判官に問われたのに答えたもの

である。そこでいわれる「間接外流」はこのままでもよく理解できる。現実の生活で書物

やその他を通じて見聞きしたことがすっかり消化吸収され、つまり潜在記憶化して、それ

が折りにふれて第二人格の言葉のように出てくる、というのである。これはまさに、憑依

現象を潜在意識の顕在化であるとする深層心理学的解釈――中村古峡以来（６２）今日でも

まだ盛んである――にそっくり重なるものである。しかし自身でこうした説明を認める一

方、王仁三郎はそのほかに神人交渉の三態があるとし、それこそが神がかりなのだとして

いる点に注意しなければならない。王仁三郎によれば、潜在意識説で説明されうる憑依現

象は、神人交渉の四態の内のたかだか一つ、しかもその最も末梢的な一つにすぎないので

ある。 

 次の「直接外流」についての説明は、本田親徳の鎮魂帰神説に対応する形で説かれてい

るので、本田説を念頭におかねばならない。本田説についてはすでに第一節で論じたが、

そこで区別される帰神法の三態、自感法・他感法・神感法のうち、他感法のみが神主（＝

被憑依者）と審神者（＝コントローラー）の二者が対座して行われるものであった。「直接
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外流」とは、その本田のいう「他感法」に相当するというのであるから、二者対座の形式

で、コントローラーの操作によって被憑依者に種々の神霊の憑依が出現する過程が「直接

外流」と表現されたのである。大正中期、教団としての大本が「鎮魂帰神」の名で信者に

盛んに施したのは、まさにこれであった。  

 また本田のいう自感法と神感法は、この二者を一人が兼ねる独修形式で行われるもので、

相違としては、神感法は神霊の側から人間に一方的に憑依するもの、自感法はこちらから

神霊の方へ憑依していくものという、いわば参加が受動的か能動的かの違いがある。この

内、より受動的で制御不可能な「神感法」が、王仁三郎の用語によれば「直接内流」に対

応させられている。では残りの「自感法」は、「間接内流」「間接外流」とどのような関係

にあるのであろうか？ 結論を述べれば、これらは便利な機械的な対応関係にはない。そ

もそも新たな用語群を提出するというのは、先行する分類に納まらないものがあったから

であろうから、これはむしろ当然のことである。  

 これでいちおう、（二）神人交渉の経路としての直接内流・間接内流・直接外流・間接外

流の四区分についての説明は整理できた。残るのは（三）神人交渉の等級としての帰神・

神懸・神憑の三区分である。  

 本田親徳による帰神法の三形態のうちの「神感法」が、王仁三郎のいう「直接内流」に

そのまま対応することを今みたが、次の引用文をみると「直接内流」はさらに「帰神」に

重ねられている。  

 

「人間の精霊が直接大元神
だいげんしん

即ち主
す

の神（又は大神といふ）に向って神格の直接内流を

受け、大神と和合する状態を帰
き

神
しん

といふのである。帰神とは我精霊の本源なる大神の

御神格に帰一和合するの謂である故に……」（「聖言」）  

 

 本体神（天御中主大神）の「直接内流」を受けることが「帰神」であるということだが、

これが本田親徳のいう「神感法」に対応させられているということは、「帰神」は他人の介

添えなく、しかもこちらの意思によってではなく、大神の意思によって起こるものと考え

られていたことになる。 

 しかし、そういうまったく受動的なものだけを「帰神」と考えていたかというと、そう

でもないうようである。また王仁三郎の「神感法」の理解にもやや疑問の点がある。その

疑問は次のような点から出てくる。 

 本田が「帰神法」を説いた中に、「自修法ノ要」として「一意ニ吾霊魂ノ天御中主大神ノ

御許ニ至ル事ヲ黙念スベシ」という問題の一節がある（６３）。これは帰神の一法である「自

感法」の心得なのか、それとも帰神の準備のための「鎮魂」の心得なのか、区別が微妙で

あり、弟子たちの理解もまちまちである。ところがこの心得を、王仁三郎は「神感法ノ心

得」として記憶していた時があるのである（６４）。 

 本田のいう「神感法」を王仁三郎は「直接内流」と等置し、しかもその理想の神人合一

は大本の二人の教祖に限られるともしているので、こう記憶していた時の王仁三郎は、天

御中主神との合一は通常人には不可能であると考えていたか（６５）、あるいは直接内流はほ

かの人間にも起こり得ると考えていたか、いずれかである。どちらにしても、示唆的な記

憶違いではある。  
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 なお、理想状態であるだけに言語化はどれもやや抽象的なレベルに終始し、したがって

本田説とも相違点よりは類似点のほうが目立つ。ただし身体レベルでは、「帰神」は次のよ

うに生々しく記述されてもいる。「本体神」の流入
・ ・

が特定の身体感覚
・ ・ ・ ・

を伴うという注目すべ

き証言である（６６）。 

 

「教祖は何時も神様が前額より肉体にお這入りになると云はれて、いつも前額部を右

手の拇指で撫でてゐられたことがある。前額部は高天原の最高部に相応する至聖所で

あって、大神の御神格の直接内流は必ず前額より始まり、遂に顔面全部に及ぶもので

ある。」（「聖言」）  

 

 さて次に、「媒介天人」を経由して大神の影響が人間に伝達されるという「間接内流」に

よる神人交渉の在り方が、「神懸」とされている。  

 

「大神の御神格に照らされ、智慧証覚を得、霊国にあってエンゼルの地位に進んだ天

人が人間の精霊に降り来り、神界の消息を人間界に伝達するのを神懸
しんけん

と云ふ。又之を

間接内流とも云ふ。」（「聖言」）  

 

 この「エンゼル」は、精霊の向上した存在であるから、王仁三郎による神格の四区分に

従えば「現の幽」の神に相当する。他方、「幽の幽」は大元神＝天御中主神のみであるから、

その下位にある「幽の現」の神も、ここに含まれなければ、神人交渉に占める場がなくな

ることになるであろう。つまり、霊界の個々の
・ ・ ・

善なる精霊が人間に憑依・影響することを、

「神懸」といっているのである。  

 最後に残った「神憑」については次のように述べられる。  

 

「外部より人間の肉体に侵入し罪悪と虚偽を行う所の邪霊がある。之を悪霊又は副守

護神といふ。此状態を称して神憑といふ。」（「聖言」） 

 

 悪霊＝副守護神の憑依を「神憑」という、とするわけである。「直接内流」が「帰神」に、

「間接内流」が「神懸」に対応したのであるから、（二）の用語群との関連で、この「神憑」

が直接・間接の外流のどこかに対応するものと期待されるところだが、これはそのどれと

も対応しない。むしろこれだけは、（一）の用語群、つまり精霊の善悪、守護神の類別に関

わるものとなっている。 

 しかし守護神について、先に「聖言」にもとづいて「一応」納得しておいた理解によれ

ば、「副守護神」とは人間の精霊の状態を指すもので、ほかから憑依影響するものではなか

った。それが「神憑」に関連して、「外部より」憑依する精霊とされるのを、どう整合させ

ればいいのであろうか。 

 守護神がその人間自身の天賦の精霊であるのか、それとも後天的憑霊であるのかについ

ては、王仁三郎が大正八年に次のようなことを述べている点が参照される。そこでは、副

守護神は自己の精霊の悪化したものではなく、むしろほかからの憑依霊として説かれてい

るようにしか読めない。 
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「他神の憑依したのを神懸
しんけん

又は神憑
しんひょう

と云ふのである。……要するに真正の守護神は自

己特有の真心の別称で、副守護神と称するのは、他から妨害に来て居る悪霊を指した

り又た善神の憑依したのを云ふのである（６７）。」 

 

 上の引用文は「聖言」の表現とくいちがうところがある。これについては、昭和三二年

記録の座談会の中で、次のような応答がなされている。  

 

「桜井 本守護神、正守護神、副守護神とこう三種類あると。ところがそれでなく外

部から来た副守護神という意味も言われていますか。……  

浅井 聖師様のお示しの中にも、本守護神が堕落した情態から副守護神が生まれる

ということも言っておられますね。  

木庭 正守護神、副守護神の解釈には二通りありますね。けっきょく善良な場合は

正守護神といい、堕落して本質を失うと副守護神だというのが原則です。この応用と

（して）正守護神には他からの木花姫命のごときを、また、善良なる守護霊を正守護

神という場合がある。また他から体欲に応じてはいってくる悪霊を副守護神と言向け

和わしていう、この例外もあるわけですね。……肉体に住んで守るのは悪霊で、善良

の場合は必ず霊に住むと書いてあります。そこは感応の問題ですね。……だから肉体

にはいったら悪霊なのです。そこで厳重に差別してありますね（６８）。」（（ ）内は引

用者の補い）  

 

 ここで言われているのは、正守護神・副守護神というのは、一方では人間の本質をなす

精霊の善悪を表現するものであり、他方ではその本人の精霊の善悪の状態に応じて感応し

てくる外来の精霊を表現するものであるという、二本立ての守護神理解である。もしこの

守護神理解が、王仁三郎の一貫した守護神説そのものであるとすれば、これに関して大正

中期頃『神霊界』誌上で展開された大本幹部――多くは新参の知識人であった――の守護

神説は、号ごとにかなり変動を繰り返し、所によっては出口王仁三郎の守護神説と異なる

ものになっていると言わざるをえない。  

 以上王仁三郎の帰神説を、おもに『霊界物語』中の「聖言」にもとづき、三つの用語群

をめぐって概観してきた。やむをえず多岐にわたって言及したため、整理というにはほど

遠く錯綜してもいるので、ここでさらに焦点を絞って、人間がより高次の存在と交流する

ためにはどのような回路を選んで開くべきか、という設問に応える形で王仁三郎説をまと

めなおしてみよう。  

 人間の本質は精霊界の存在としての精霊であるが、それが自然界の肉体に宿って、霊と

肉の結合した「一種の機関」をなしている。この機関は背反する二方面に向かう志向性を

もつ。一方は天界＝神界（これは端的に「想念界」とも呼ばれる）の「影像」に向き合う

志向性であり、他方は自然界の「世間的影像」に向き合う志向性である。そしてこの二つ

の領域はそれぞれ「内分」「外分」といわれる（６９）。内分は霊界に向き合い、外分は自然

界に向き合う。ところが、劣位の霊界である「地獄に向って内分の開けてゐる」ことがあ

り、その場合「内分は外部に向か」っているとされる（以上『霊界物語』四九巻「地上天
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国」から）。  

 通常人は内分が閉じて外分が開けた状態にあり、その場合「外部より入り来る諸々の悪

と虚偽に依って」、悪霊＝副守護神が「形作られ」、心身はそれらによって占領されること

になる。この状態が「体主霊従」であるという（「聖言」）。したがって、志向性を自然界に

ではなく霊界に向けること、しかも邪悪な地獄界にではなく高次の天界へと向けること、

こういう回路を作って、内分が天界に向かって開けた、いわゆる霊主体従の状態としなけ

ればならない。そのための方法、「霊界に通ずる唯一の方法」が――すでに冒頭で述べたと

おり――「鎮魂帰神の神術」とされたのであった。  

 しかし、ではそのための具体的方法はというと、初期に自らさかんに他者に施した自己

流の病気治しや憑きもの落とし、あるいは本田親徳流の実践、などのほかには、のちに至

るほどことさら特殊な技法を説くことはなくなり、最終的には、『霊界物語』を読めば「魂

に力がつき、そこに内流が降り、判断力となる。こういうことを聖師様は常におっしゃっ

た（７０）」といわれるような、経典崇拝的な指示に収束していくことになる。  

 こうしてみると、教団としての大本が万人に向けて喧伝した「鎮魂帰神」による神霊実

在の体験という大向う相手の看板は、王仁三郎が立てたものではないことがわかる。出口

王仁三郎はひたすら天性のシャーマンとして、「霊界」の情報を「現界」にもたらしつづけ

たのである。  

 なお、王仁三郎は精霊の統御、予言、病気直しなどのあらゆる種類の超常能力、超常現

象を示したとされるが、ここでは特に霊界と現界との自由通行人としての出口王仁三郎が

どのような通行を果たしたかについて、付記しておこう。  

 『霊界物語』の口述をはじめとして、王仁三郎が種々の霊的存在の憑依・影響を受けて

いたという証言をみれば、これが憑霊型シャーマニズムの典型に属することは疑問の余地

がない。しかし有名な高熊山の修行での霊界旅行に加えて、次のような証言をみると、王

仁三郎はまた何らかの脱魂体験をもったことが明らかである。その脱魂体験が、「霊界」で

もなく「現実」でもなく、次のように「地図」「室」「模型」といった抽象度の高い世界に

おけるものとして描かれていることは、注目すべきであろう。  

 

「わたしは明治三十一年二月、高熊山修行中、重要なる世界の各地を皆見せてもらっ

たが、その有様はこうである。神使にみちびかれてある大きな室に入ってゆくと、い

ま弥勒殿にかかげてあるような大きな地図がかかっている。神使はある地点を指さし

て、そこは、某地点であるということを示される。つぎに他の室へみちびかれて入っ

てゆくと、その地点の大きな模型が備えつけられてある。神使は一々詳しく説明して

下さった。だから私はその地点を踏まないでも、実際行ったと同じように知っている

のである。……今でも必要があってこの地点を見たいと思う場合にはさっと地図がか

かり、模型が出てくる。模型というても実際歩くことが出来るほど大きなものである
（７１）。」 

 

 最後に、「鎮魂」に関する王仁三郎説を簡単にまとめておこう。鎮魂とは、帰神＝憑霊の

準備のための行法、治病術などとして説かれているのだが、そうした最終の効果ではなく、

最も直接の目的、効果、過程をいえば、次のようになる。三箇所を引こう。  
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「故その御珠の名を、御倉棚のかみとなす。これ其御魂を取憑けて、日の大御国の主

宰神、足しめなんと神定め、玉ひし畏き神術なり。是鎮魂のはじめにて、治国の道の

要義なる（７２）。」 

「大本にては鎮魂を教授すると共に、其人の御本尊たる霊魂、即ち守護神を鎮斎しま

すのは、日本神道の最要なる神術神業であります。……自分の霊魂、即ち守護神の幾

分かが遊離して外国へ国造りせむと運動して居ては、充分の神業を遂行する事が出来

ない……所へ、自分の守護神が俄に本体に帰り来られ、其霊魂を三諸山に鎮斎して、

弥国土経営の大業を成就されたのであります。故に人間も其通り、自分の守護神を尊

敬奉斎して、惟神の日本魂に立帰り、他人を力と為ず、大神と守護神を第一に置き、

以て凡ての事業に着手したながら、如何なる事も成就せない事は有りませぬ（７３）。」 

「他の邪霊と云ふ泥水や、異物が混入して居る霊体は、人としての味も力も香も無い、

是を大本では体主霊従、悪霊の宿と云ふのである。此の悪霊の宿を清めて大神の御在

所と改造するのが鎮魂の大目的である（７４）。」 

 

 最初の引用文は、首飾りに霊魂を憑依させてそれを相手に与えること、次のは遊離して

いた自分の霊魂を復帰させること、最後のは憑依の邪霊その他の不純物を除払すること、

をそれぞれ鎮魂としている。どれも霊魂の操作であるが、これらの内のどれかの操作によ

って、あるいは病気が治り、あるいは憑依霊の顕在化により憑霊現象がおこり、あるいは

帰神＝直接内流による本体神との合一が導かれる、ということになるのであろう。  

 ほかに関連して述べるべきことはあるが（７５）、大枠の理解に寄与する所は少ないので、

出口王仁三郎の鎮魂帰神説に関してはいちおう以上とし、次節では知識人幹部層の説を検

討しよう。 

 

第四節 大本幹部の鎮魂帰神理解 

 大本全体として、シャーマニズムとの関わりで論ずべきことは多い。たとえば二人の教

祖、出口ナオと出口王仁三郎がともに天性のシャーマンであったこと、その内の出口王仁

三郎は自身の思想・実践を克明に記録する人物であったこと、その周囲には大小の呪術宗

教的職能者がいたこと、また一時期知識人層が蝟集して彼らの手になる霊学の解釈が試み

られていたこと、また思想面では、霊学の世界観が類型的な重層構造を示すこと、などで

ある。 

 しかし、鎮魂帰神という「霊術」を中核とする大本「霊学」に特徴的だったのは、何よ

りもそれが、シャーマニスティックな実体験の機会を広く一般人に提供するとされたとこ

ろにある。これは、擬似的ながらシャーマン体験が万人に誘導可能であるという主張にほ

かならない。入信者の多くが「鎮魂帰神」の名に期待したのも、まさにそのようなシャー

マニスティックな実践であった。アマチュアリズムとしてのシャーマニズムともいえよう

か。次に引くのは、それに関する浅野和三郎の文章の一例である。  

 

「皇道大本の特色として数ふる神人合一は単に教祖一人の神人合一を指すのではあり

ません。従来とても一宗一派の開祖と言はれた人は、大小高低の差こそあれ多くは神
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人合一でないものは滅多にありません。……只是等は大抵自分一人丈の神人合一で、

其門下徒弟を誘導訓練するための方法手段を講ぜず、或者は却て勿体を附けんが為に

自己の霊能の由来を神秘の幕に包み隠して、独りよがり、お山の大将をきめたのでは

ないかと、疑えば疑はるる種類の人も居たやうであります。開祖達は相当に偉いが、

他はポカンと指を銜へて居るのみで、一人も有力な後継者、補助者が無かったのであ

ります。所が大本では全然之に反して、あらゆる人を神人合一状態に導くべき手段方

法を講じて居る（７６）。」 

 

 ところが、こういう主張の先鋒にたったのは実は聖師・出口王仁三郎ではなく、浅野を

筆頭に大正半ばに入信した知識人層の幹部たちだったのである。『神霊界』の大本通信をみ

ると、外来者が浅野による鎮魂を受けたという記事が頻出し、この時期の鎮魂帰神の指導

は、もっぱら浅野が中心となっていたことがわかる。天性のシャーマンである出口王仁三

郎は、ことさらな人為的工夫の必要を認めなかったばかりか、そのような手続きで導かれ

る神人交渉は理想的なものから程遠いと考えていたらしい。王仁三郎はむしろ、弊害の大

きさからそれを制止する立場を強くしてゆく（７７）。それに対し、天性の資質の稀薄な幹部

たちは、ともかくも霊的な世界の体験を切に求めたように思われる。  

 彼ら相互の説の異同を対照させるためには、「守護神」をどうとらえているかという設問

を軸に据えるのが有効と思われるので、以下、おもに守護神理解に注目しつつ各幹部の所

説を検討していこう。  

 まず『神霊界』編集長として「大本の浅野か浅野の大本か」ともいわれた浅野和三郎か

ら。浅野は鎮魂帰神の原理を「神と吾人の霊魂との感応也」とし、理想的には人間の本霊

である神とその分霊である人間、その「分霊と本霊との合一」が目指されるとしている。

が、そういう理想の合一が起こるには人間の霊魂が天賦の理想状態になければならず、そ

うでない場合――これがほとんどなのだが――人間の霊魂は本霊以外の低級な霊と感合す

るという。そしてその感合＝憑依が一時的でなく恒常的である時、その憑依の霊を「守護

神」と命名する、という。鎮魂帰神によって発動（＝顕在化）するのはこの守護神である
（７８）。  

 これをうけて、今日大本で行う鎮魂帰神の意義は、その「未だ帰順せざる守護神を喚び

起して、迷夢を覚まし、改心を迫り、向ふべき方向を示し」、王政復古ならぬ「神政復古」

をはかるところにある、とされる（７９）。ここでは、鎮魂帰神という霊術が、立替え立直し

という予言成就のための有力な手段として説かれている。もともとは別のものであった霊

学とお筆先とに同時期に触れたため、浅野はその連関を必然的なものして受容してしまい、

そのことがかえって布教上の効果につながったようにも思われる。  

 この文脈で浅野和三郎が特に強調したのは、天授のものである大本の鎮魂帰神法の実践

は「正神界」の直接的指定・庇護のもとにあり、大本は守護神を審判する全権を委ねられ

ているという、以下のような宣言である（守護神の審判をする者が「審神者
さ に わ

」と呼ばれる

のは本田親徳以来である）。  

 

「本邦天授の神法たる帰神法が、単に其人の守護神を発動せしむる丈のものならば、

何等他の邪法邪術と選ぶ所なし。ただ帰神法には絶対的に他と相違せる一個の要点あ
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り。他なし、正神界より直接指定されたる審神者のあること是也。真の審神者はいか

なる守護神をも発動せしむるの特権を有すると同時に、其発動せる守護神が実神なり

や偽神なりやその品位は上中下何れに属するや等を看破し、確定するの注意、胆力、

識別力及び手段を有し、尚ほ、歩を進めて其守護神に向ひ、退去又は改心を迫る丈の

全権を掌握す（８０）。」 

「審神者は神勅を受けて其任に当たるべき特権を付与されたものであらねばならぬ。

神界の秘奥に通ずれば、この審神者が皇道大本以外の他の何処にも無いことが知れる

のである（８１）。」 

 

 正神界の神勅という、このたった一点の権威によって、彼は大本の「霊術と霊学」を、

スウェーデンボルグやブラヴァツキー夫人の大じかけな霊学にはるかに優越するものとし

て、位置付けることができたのである（８２）。  

 上にみたのは浅野の初期の守護神理解であるが、彼の「守護神」説はこののち若干の変

化を示し――王仁三郎の示唆によったのであろう――、「天賦に憑けられて居る神を、自分

は正守護神と呼んで居る」とするにいたる（８３）。しかしそれはいわば理論面においてであ

って、実践面においては「守護神の改心」に専心し続けた（８４）。 

 ところで、鎮魂帰神→守護神発動というこの過程は、通常のほとんどの人間にありがち

な現状、つまり理想とはほど遠い状態における、鎮魂帰神の過程である。そうした現実の

鎮魂帰神による守護神発動とその改心を迫る模様を活写する際の浅野は、あたかも臨床家

風の態度である。では理想的な状態における鎮魂帰神の在り方を浅野はどのように考えて

いたのであろうか。こう設問してみると、浅野の鎮魂帰神説では理想と現実とがかなり乖

離しているのに気づく。「鎮魂帰神」として理想と現実を説きながら、浅野和三郎が大本で

かかわりえたのは、もっぱら平均的な一般人を対象にした、現実の場面のみであったから

である。浅野による理想の鎮魂帰神とは次のようなものである。  

 

「鎮魂、帰神共に神人感合の法たる点に於て同一なれど、実は其運用と目的との上に

於て截然たる区別を有す。鎮魂法にありては、一切の妄想を除去し、感覚を蕩尽し、

意念を断滅し、一意我が霊魂の宇宙の大元霊天御中主神の許に到ることを期す。令義

解に、之を解して曰く、鎮。安也。人之陽気曰魂。言招遊離之運魂。留身体乃中府。

故謂之鎮魂。と。之を要するに、鎮魂は霊魂の保安、休養、集中、増力等を主眼とし、

静的状態に在りて、運転活動の準備をなす。帰神法は一に神懸りといふ。鎮魂にて養

はれたる霊魂が動的状態に移りて幽冥に通じ、以て神通力を発揮するを主眼とす。其

最高力を発揮するには、即ち神の分霊たる吾人の霊魂が、其本霊たる神と感合する場

合なるが、普通は吾人の守護神の発動にかかる（８５）。」 

 

 この引用文中で問題になるのは、（一）まず鎮魂と帰神を同じく神人感合の方法としてい

る点、（二）次に「一意我が霊魂の宇宙の大元霊天御中主神の許に到ることを期す」という、

本田説の一節を鎮魂法の説明としている点、（三）鎮魂を帰神の準備とする点、の三点であ

る。この三つは、見様によってはどれも同じことをいっているともいえるのだが、要する

に浅野は鎮魂と帰神を連続した密接不離の関係にあるものととらえているのである。確か
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にそのような理解は、本田親徳の中にもあり、王仁三郎の中にもみられたが、彼らはそれ

以外に、帰神から独立した鎮魂をも説いていた。浅野においてはその部分がほぼ欠落して

いるため、彼の鎮魂帰神説では、鎮魂はすべて帰神に解消されることになってしまう。筆

者の印象では、現在これが内外一般の鎮魂帰神理解に直結している。「鎮魂帰神の神懸かり」

といった短絡的な受け取り方は、まさにこの浅野説の嫡流といえよう。  

 次に、浅野和三郎におくれて大本に入信した谷口正治（雅春）と、井上留五郎の場合を

みてみよう。彼らの鎮魂帰神説が発表されはじめるのは、浅野の文筆活動による鎮魂帰神

解釈が一段落した大正八年の半ばころからであるが、谷口と井上の理解はよく似通ったも

のになっており、この時期教団で一定の鎮魂帰神説が行われていたらしいことがわかる。

それは同時期に王仁三郎が、教団で通用している守護神や帰神に関する解釈に対し、それ

を匡すような論説を載せたことからも推察できることである。したがって、以下にみるの

は彼ら自身の解釈というよりは、むしろ一部に共有された解釈――それがどのようにして

出来上がったものかはにわかに判断しがたい――をそれぞれがどう表現したか、その特長

にすぎないことを断っておかねばならない。  

 谷口は、早大に学んだ文学青年らしく、入信以来小説めいた文章を幾つか発表していた

が、大正八年四月と六月の『神霊界』に彼の理解した鎮魂帰神を発表している。そこでの

特長をあげると、（一）後天的に憑依した霊を顕在化させて神懸かり状態を導く方法を単に

「鎮魂法」として「帰神」の語が出てこないこと、（二）審神者の役割を、半物質的な性格

を帯びた霊魂を被術者に向けて放射集中することとしていること、（三）鎮魂は催眠術では

ないという説明のため、憑霊現象の「潜在精神説」を否定していること、（四）守護神には

先天的な憑霊である「正守護神」と後天的の憑霊とがあり、そのうちの正守護神は先祖の

霊魂であるとすること、この四点である。  

 （一）（二）をあわせると、浅野和三郎が同じ一連の過程をしばしば「鎮魂帰神」と呼ん

だのに対し、谷口が一貫して「鎮魂」と呼んでいるのは、おそらく審神者と被術者の役割

を分割し対比させたのではないか、とも考えられる。すなわち、審神者が被術者に向かっ

て霊を放射する行為を限定的に鎮魂としたのではないか、と思われるのである。その鎮魂

によって、被術者は神懸かり状態を呈する、というわけである。該当箇所を引用すれば、

次のようになる。  

 

「催眠術の根本原理は潜在精神説……以上は催眠術の極めて簡単なる概略であるが、

これだけの予備知識をもってゐても、もう皇道大本の鎮魂が催眠術でない事は知り得

る、大本の鎮魂においては、被術者に……唯或る一定の形式に手指を組み合さしめ、

それを軽く胸前に保たしめて、瞑目を命じるだけである。……審神者が霊を伝へると

各人各様の運動が被術者の肉体に起こるのである。それは実に意想外の霊動であって、

その霊動の如何は被術者に宿る所の守護神の性質如何によるのである。……試みに霊

動を起した所の被術者に『貴方は誰方ですか』と問へば、憑依の霊が、被術者の肉声

を使って術者も被術者も意想外の事を発言する。……眼に見えぬ霊魂体を幽体とかり

に云ふのであるが……それは或は寒天の如く、或は瓦斯体の如く、圧力によって押出

されるものである。……憑依の霊は圧力に依って圧出されて糸線のやうな形をとって

放射されるのを霊眼で見ることが出来る。……霊は圧力によって如露の水の如く寒天
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の如く押出されると共に、遠心力によって振り出されるものであると私は考へる。…

…霊の放射の最も容易なるは両手の指先である。皇道大本の鎮魂に用ふる両手の組み

方は神授のものであるのであるが、凡ての霊の放射が両手の人差指に集る点に於て、

霊の放射の強さを得る点に於てこの手の組み方に優るものはないと考へられる。……

人は自己の霊魂の他に出産の刹那に憑けられたる正しき守護神を有するものであるが、

その後、その人の精神行為の善悪に応じて、狸や狐や野天狗が入り来りてその肉体を

自己の巣窟とするものである。通常鎮魂の場合審神者（術者）が『誰方ですか』との

問に答へて出て来るのは、これら狐狸天狗などの霊であるので潜在意識でも霊子の作

用でもない（８６）。」 

「潜在意識と心理学が呼んでゐるものの中には実に左の数種の別個の人格が包含され

てゐるのである。  

一、自己の人格内容に貯蔵されたる意識。  

二、先天的憑霊の人格内容に貯蔵されたる意識。  

三、先天的憑霊の現在意識。  

四、後天的憑霊の人格内容に貯蔵されたる意識。  

五、後天的憑霊の現在意識。  

……普通吾々の現在意識は実に多数の現在意識の複合せるものである。先天的憑霊と

いふのは、吾々が出産の刹那に産土神の命令を受けて吾々の肉体を守護すべき、吾々

の霊統の先祖である霊魂が入り来るのをいふ（８７）。」 

 

 なお谷口の鎮魂帰神説の特徴として先にあげて四点の内の（一）（二）については、次の

井上留五郎もやや近い傾向をみせている。また（四）については浅野和三郎ものちに所々

で同じことを主張するようになる。おそらく、夥しい霊術の実践により多くの憑依の人格

がそうした発言をした、その実験例の蓄積からくる共通の見解によるものであろう。 

 山陰地方の医師・井上留五郎の鎮魂帰神に関する説は、谷口と似たもの――どちらがど

ちらにかはにわかに跡付けられない――なので、彼との対比でまとめよう。（一）（二）に

ついては、審神者の役割が鎮魂でありという点は同じだが、それを受ける被術者の役割が

帰神である、という役割分担が一層明確にされている点で違いをみせる。（三）（四）につ

いては、谷口と同じ顕在意識・潜在意識、先天的・後天的憑霊の図式を採用している。大

体よく似ているわけであるが、鎮魂帰神の現場を図式化している点は注目される。異同が

どの程度かは次の二つの引用文にみてとれる。前者は（三）（四）にかかわる部分で、後者

は（一）（二）にかかわる。  

 

「潜在意識には本人の貯蔵意識以外に更に種々の意識があるのである。……人は霊と

体との結合より成り、此結合が所謂妊娠にして、此妊娠と同時に正神界より指定され

たる神霊が其出生を待ち、分娩の瞬間に憑依し臍下丹田に鎮まり、生涯其人を守護指

導するのである。故に是を守護神と云ふ。此守護神は常に吾れ吾れの霊統の祖先の霊

魂にして、……人が此生まれたまゝの状態を保って生育するならば、善の人、誠の人、

日本魂の人、即霊主体従の人として初めて天賦の霊能、体能を発揮し、所謂天地経綸

の主宰者たり得るも、悲しい哉成長に伴ひ、大部分は体欲の奴隷となり……かゝる時
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は其人に守護神は屏息し、代わりて種々の邪悪なる堕落霊の憑依感合によりて、斯く

左右せらるゝのである。現代の社会状態が即是である。正守護神即先天的憑霊に対し

て、此堕落霊を後天的憑霊と云ふのである（８８）。」 

「鎮魂帰神
ちんこんかみがかり

は催眠術、幻術、稲荷降し、太霊道などとは根本より異なりたる我神国独

特不可犯の天授の神法にして、破邪顕正の大機関である。……今単簡に其要点を述ぶ

れば、 

一、鎮魂の際瞑目せしむるは、視界の関係上魂の脱出を防ぐためである。……  

三、石笛は天然の笛にして声楽の始めである。此声遥に幽界に響き種々の神霊集合し、

笛声不純なれば邪悪の霊来集するのである。  

方法は只是れだけである。是等の方法によりて散逸し居る魂を其人の臍下丹田に集む

るのである。……  

▼鎮魂＝審神者は被術者の意識を制限すべき暗示を用ゐず、審神者の身に受けたる神

霊を矢の如く放射し、神霊の威力により被術者の憑霊を改心帰順せしめ、魂を召集す

る（下図参照）。大本にては一方神諭並びに講演によりて心を正道に導きつつ、前記鎮

魂法の手続きによりて被術者の散逸せる魂を召集するのである。……憑依し居れる邪

霊等の為魂の充実困難なる故、審神者より霊を補充してやるのである。ところが審神

者にして只の自己単独の力のみなる時は、不完全を免れざると同時に、審神者自身も

魂の輸出はタマラヌのである。只背後に必要に応じてイクラでも補給せらるゝ大霊即

指令在すを以て、完全にして大丈夫なる所以である。……  

 

 

 

 

 

 

   

 

鎮魂の際被術者に霊が充実すれば、其人に憑依し居れる後天的憑霊が居たたまれず、

表面に飛び出すのである。……かゝる発動状態に於いて天言通、天耳通、天眼通等の

霊覚が開きたる時は、即是が帰神であれども、実は下らぬ帰神にて……大本に於いて

は是等の関係を極めて赤裸々に判別するの機能を与へられ居るを以て、随時適宜の処

置をとり、根本より人間を改造するのである。……斯くして教育せられたる人々は茲

に初めて正守護神の守護に帰し、必要あれば随時更に高級の帰神ありて絶大の威力を

発揮し、日本民族の本領を現はし得るのである（８９）。」 

 

 『神霊界』の発刊から二年半をけみした時点で、二人の幹部によるこのような相似た文

章が掲載されているので、これはおそらく『神霊界』誌上で論を展開した幹部たちの到達

した共通の人間観を表わすものであろう。  

 この両者の説で注目されるのは、まず霊魂を「寒天」「瓦斯体」様のものと表現したり、

その操作を「圧力」「放射」「遠心力」などと表現したりするする用語法である。ここには



96 

 

霊魂の半物質的性格が意識化されているが（９０）、このような主張が積極的に打ち出された

裏には、欧米の心霊実験が仮定したエクトプラズム説や、神智学のエーテル体説などの影

響があるであろう。  

 次の特長としてあげられるのは、この両者の「鎮魂」理解が、先に本田説の考察から筆

者が導いた公式に、ある意味でよく当てはまるということである。ただし、帰神理解には

異質なものがある。つまり、本田鎮魂説の中核的語義は自他の霊魂の外物への憑依集中で

あり、帰神とは外来の神霊の憑依であるが、両者をやや語義核大の上あわせると「帰神は

鎮魂の受動態」とすることができた。その公式を図式化したものの内の施術者周辺と、こ

こに井上のあげている図の審神者周辺とは、矢印の方向などかなり近いものがあるのであ

る。 

 こうした幹部の鎮魂帰神説が固まりかけたのにちょうど対応するかのように、出口王仁

三郎は井上の鎮魂帰神説が掲載されたのと同じ『神霊界』九一号に、自らのまとまった鎮

魂帰神説の一端を発表した。その内容とその後の展開については、前節で概観したのでこ

こには繰り返さないが、要点だけ述べると、守護神には本・正・副の区別があり、そこで

は本守護神は一貫して自己の霊魂とされるが、正・副の守護神は、一方では自己の霊魂の

状態を示すものとして、あるいは他方ではその自己の霊魂の状態に応じて憑依してくる外

来の霊魂として、二重に説かれるのである（９１）。この二重性を弁えていなければ、王仁三

郎の守護神説は混乱したものに読まれるであろう。  

 そしてこの文章が公になった一月ほど後、「本守護神」と「正守護神」の異同について信

者の各層から疑問が多数提出されたのに答える形で、王仁三郎の用語法と先の井上の図と

を調和させる次のような解説文が谷口正治によって書かれている。この記事は、幹部の用

語法と王仁三郎のそれが微妙な点ではっきり異なっていたというよい証拠である。そして

それをみると、王仁三郎の守護神説の反映が顕著であり、結果として従来の幹部用語が王

仁三郎によって修正されたことになる。また言葉遣いからみて、このような図解が講習会

で用いられていたのであろうから、幹部層が共通に了解した教学がここに出ているものと

期待される。  

 

「八月一日号の教主の随筆に、『本守護神』と云ふ言葉が使ってあります。『本守護神』

と『正守護神』とを混同して種々の疑問を提出せられる人がありますから、簡単に説

明いたしたいと思ひます。……茲に例の大本霊学の説明に用ひる図解を、掲げて説明

する事にします。  

 

 

 

 

 

 

 

図示の『霊』は吾等が妊娠受胎の刹那に、男女弐柱の国津神の御分霊が、神懸りして

来って結合構成する所の吾等の天賦の霊で、これを大本で本守護神と云ふのでありま
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す（９２）。」 

 

 また、同稿では「守護神奉齋」の具体的作法についても触れており、次のように述べら

れている。 

 

「自分自身の天賦の霊を、教主様が鏡なり石なりに鎮魂して下げて下さるのでありま

す（９３）。」 

 

 守護神奉齋を言い出したのは王仁三郎であるから、これは王仁三郎の言葉の祖述であろ

う。そしてこれをみれば、「鎮魂」の語で霊魂の移動を操作する実践を意味していることが

わかり、本田説に石への鎮魂が説かれていたものとの連続性を辿ることもできる。もっと

も、物体への霊魂の憑依はかなり一般的な民俗であるので、ことさらに本田との連続性を

云々しても、あまり意味はないのだが。  

 ちなみに、鎮魂帰神法の実際の作法がどのようなものであったかを彼らの文章の中に探

ると、形式にあまり意味はないというものが目につくが（９４）、中には谷口正治のように、

手の動きやその片方か両方かの差異、指先の重要性などについて強度の関心を寄せるもの

もある（９５）。また二、三箇所で言及されて目につくるのは気合にかんしての記述で、「先

方が病人なるときには、もっぱら霊の発動を鎮めることに注意し、矢鱈に気合をかけるこ

となどをせず」とあったり（９６）、「審神者は人差し指から放射する何物かを振り注ぐやう

な態度をしながらウーンと息みます（９７）」とあったりするのをみれば、憑霊状態を誘導す

るのに、気合いを用いたことが知られる。  

 さて以上、機関誌『神霊界』を舞台とした三人の幹部たちの鎮魂帰神理解をみてきたが、

最後に、言い残したことをまじえながら、この節を短くまとめよう。  

 王仁三郎が止めていた鎮魂帰神を浅野和三郎が再興した、という王仁三郎の発言の記録

もあるように（９８）、『神霊界』発刊当初は浅野の活動の影響が支配的であり、その具体的

活動はもっぱら潜在的に憑依している邪霊を顕在化させ、その告白を聞き、それに離脱あ

るいは改心を迫る、というものであった。第一次大本事件前の警察記録をみると、この鎮

魂帰神による精神障害その他の弊害が当局の注目する所になっていたことがわかる（９９）。

そして王仁三郎が鎮魂帰神を中核とする霊術・霊学についての独自の所説を発表しはじめ

た時期は、警察による聴取書を取られ始めた時期と重なっている。王仁三郎の直接の意図

がどこにあったかはともかく、これには、浅野らを中心にして行われていた素人相手の派

手な憑霊実験を牽制する効果もあったものと思われる。  

 本田説との異同をいえば、初期の浅野がそれから一番遠く、谷口や井上は部分的には本

田説とのかなりの類似を示すものを発表している。また王仁三郎説との異同をいえば、『霊

界物語』の講述開始は大正一〇年からであり、そこでの鎮魂帰神説はこの時点では未知で

あったから、前節の中心部との差異があるのは、当然のことである。  

 

第五節 荒深道斉、宇佐美景堂の鎮魂帰神説 

 荒深道斉
あらふか みちなり

は、浅野和三郎ら大本関係者との短い接触から間接的に鎮魂帰神を吸収し、宇

佐美景堂
けいどう

は大本で過ごした若年の数年間に鎮魂帰神に触れた。しかし彼らの大本体験は微
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弱で、それぞれのちに説くにいたった鎮魂行法は、大本のそれとは異なる印象を引き起こ

すものになっている。二者の間には特に関連はないが、便宜上まとめてとりあげる。  

 

  荒深道斉 

 荒深道斉の鎮魂の実践は、三つの段階を経ている。最初は「我流鎮魂」「自己鎮魂」の時

代、次は大本系の人物の審神者のもとに鎮魂帰神を執行した時代、最後は道 臣 命
みちのおみのみこと

の霊示

によって受けた鎮魂法の時代である。  

 最初の我流鎮魂の時代は省いて、大本系の人物の下で大正一三年夏に初めて鎮魂帰神法

を行なった時の様子からはじめよう。最初の鎮魂帰神体験は次のとおりであった。  

 

「教を乞はんとしたるに、老師『既に帰神状態に入り居らるゝを以て審神者となりて

神を出し見ん』と、勤めらるゝ侭初めて其前に座したるに、審神者の問に対して突如

として『イワヰ
マ マ

ヌシ』と名乗りたるを発端として、爾来十数日間、毎朝参坐して帰神

状態を現しつつ只不思議の感のみを以て経過せし内、……大正一五年四月八日、不思

議にも真澄法を感得して初めて鎮魂の極致を体得するに至りしと共に漸次道斉許に研

究に来らるゝ有志多きに及びて之れを授けつゝあり（１００）。」 

 

 また同じことを別書中では、「神懸式を初めて行ひたる時、イワヰヌシと霊名を発して以

来……大正一五年長寿法として真澄術を受け、従来の鎮魂法に一新紀元を為すに至れり（１

０１）」と表現しており、用語法が典型的に大本風の混乱を示している。これは大正一五年

から昭和三年にかけて、浅野和三郎の「審神者のもとに鎮魂」した様子を伝える記述でも

同様であり、「憑談
かみがかり

」「帰神
かｍがかり

す」「鎮魂帰神状態に入り」「鎮座数分の後帰神あり」などの表

現が混在する（１０２）。これが独自の鎮魂法に移行するのは、大正一五年四月八日、道臣命

の霊示により「長寿法としての真澄術を受け」て以来であるが、そこでは「悪霊憑依を退

散せしめ」る法とする傾向が強まってきており、真澄息吹
ますみのいぶき

（長く緩やかな呼吸法）により

依霊
よ り ひ

「（または附霊
つきたま

、身外霊
み そ げ

。憑依霊を意味する霊示中の用語）が次第に身を離れていく、

これを「御魂鎮め」という、とする（１０３）。ここでは、鎮魂は憑依霊の除去を第一の目的

とする呼吸法として説かれている。最も狭義の鎮魂説である。  

 これに対して最も広義の鎮魂説は、「鎮魂法を修するには、水滌厳法
みそぎいづのり

、真澄息吹法
ますみのいぶきのり

、

身添気祓法
み そ げ は ら ひ の り

、零穂凝法
ぬ ほ こ の り

を厳修しなければならない」とまとめられているように、狭義の鎮

魂法（呼吸法）を包含する数段階の階梯をさす。そしてこれらの「階段順序」が踏まれた

のちにはじめて、自己の心が鎮まるとされる（１０４）。  

 水滌厳法とは、水で体を洗う時に心根も洗浄するとされるものである。真澄息吹法とは

「静かに緩やかに長く丸く」の四条件を満たす呼吸であり、これにより人間の本霊
も と ひ

＝直霊
な ほ ひ

（あるいは「すくひ」とも訓ずる）が呼び戻され、依霊・雑霊は驚き恐れて逃げだすとさ

れる。これらにより多くの依霊＝雑霊＝禍霊＝附着霊は退散するが、さらに頑強なる附着

霊がある場合、祓戸大神の援けを得て除去する、これが身添気祓法である。これらを修す

る内に、「雑念煩悩は雲散して真澄状態に入ると同時に、顕神明憑談を受け」るようになる、

この全体が鎮魂修法で、「万人必修の修養法」とされる（１０５）。  

 零穂凝法は「一種の運動を加へたる観念力」とされ、古典中では天照大神のイヅノオタ
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ケビ・イヅノコロヒに相当し、「天津力素
あ ま つ ち か ら

」「心の力」を「身体の中府に凝めて、其処より

霊光（紫光線的の光）を発せしめることを云ふ」とされる。説明の中に「強き発声」とい

う語があり、また川面凡児（第四章参照）の禊会や気合術へも言及されている所からみて、

発声を伴う何らかの運動もなされたらしいことがわかる（１０６）。 

 狭義の鎮魂は広義の鎮魂のための一手段であり、広義の鎮魂の最終的状態は「神懸り身

となる」ところにあるので、この広義・狭義の鎮魂の関係は、大本系の鎮魂説・帰神説を

単純化してまとめた「帰神は鎮魂の受動態」という公式に、よく合致するともいえる。た

だし、その鎮魂の実際の方法が呼吸法を主とする点で、まったく異なるのである。荒深の

文体、印刷の文面から受ける印象としては、大本の鎮魂帰神の騒がしさと比べて、やや静

かな印象は受ける。次のような霊示も、その参考になるかもしれない。  

 

「鎮魂とは、世人の思へる鎮魂といふ事当らず。その様々の依霊を鎮め服はせつつ一

つ去り、二つ去り、三つ四つ五つを去りて、本心を表はすことぞ。その後此の魂真澄

に鎮まりし時には、自づから神依ありて導きますものぞ。今世の禍教の鎮魂は、鎮魂

にはあらで魂荒びぞ（１０７）。」 

 

 しかし、荒深道斉とその関係者が実際にどのような実践を行っていたのか、外部からの

観察記録がほとんどない――あっても未見である――ので、はっきりしたことは言えない。

わずかに、多くの「所謂神懸り」が下品愚昧であるのに辟易していた人物が荒深の帰神状

態をみて、その「崇高味を加へて、下卑なところなど兎の毛で突いた程も見られない」の

に感動したという内部証言から（１０８）、少なくとも荒深道斉本人の帰神が静謐なものであ

ったことを推察するのみである。もっとも、大本系の審神者を受ける直前には、「朝、手の

激動するに至れり」「昼座にて、霊気満ちて心天に遊ぶ。
ママ

の一句を突如として大声す」「朝

座にて……ウオーと三声を発したり。其声大きくして、家族は悉く驚きて余が修行間に入

り来り、戸外には四隣の人々皆出でて、何事ぞと騒ぎ居たり」などという経験が続いたり、

また実修者に対して「練習中突如として大声を発し、且又飛び上る如き事ある時は、既に

弱小雑霊去りて稍強霊の脱出する名残を発する時なれば最も注意を要す」という注意書き

が出されていたり（１０９）、またすでにみたとおり実修の中の零穂凝法
ぬ ほ こ の り

が大声発声法とされ

ていたりするので、まったく静寂の中で行わたわけではない。  

 なお斎主道臣命の霊示には、依霊＝附霊＝身外霊をはじめとして、古代風の、あるいは

擬古代風の雅びな訓を伴う興味深い用語――「古典にもあらざる処の新語」――が頻出す

る。たとえば霊魂観にかかわるものとしてはこの他に、分霊
わ け ひ

、醜霊
し こ ひ

などがある。生成論的

ともいうべき用語もあり、霊流芽
ひ る め

とは光のことで、霊流凝
ひ る こ

とは生物の精神であるという。

また現止
よ と

というまったく聞き慣れない用語は人霊を表わす、というものもある（１１０）。全

体に、「霊示」とされる文章は文学的魅力のある文体であって、明治大正の美文家にして英

文学者の浅野和三郎が「未だ曾て斯の如き高級霊に会はず」と驚嘆したのも無理からぬほ

ど、きわめて高雅、かつ格調の高いものである。比較の一例として、出口王仁三郎の口述

の『霊界物語』と比べてみると、『霊界物語』の各所に織り込まれる七五調の文体が近世歌

謡的性格のゆえにやや通俗性を帯びるのに対し、この荒深を通じた霊示は韻律をまったく

伴わず、古雅な用語ともあいまって、記紀本文を彷彿とさせる叙事詩的な語り口になって
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いる。広範な大衆を引き付ける要素に乏しいことは明らかであり、一方荒深道斉の鎮魂説

が一読して高踏的な印象を与えるのは、この文体に負うところが大きいのである。  

 

  宇佐美景堂 

 宇佐美景堂は、荒深道斉よりもさらに大本と隔たった鎮魂説を展開している。宇佐見の

鎮魂理解は、若年のころは、大本の一異形ともいうべきものであった。  

 

「吾人の心霊を鎮める事と、然して其の霊魂を運転活動せしむる業を修するのが鎮魂

の法なので有る、……右の例に依って吾人の霊魂が、時と場合に依って雲状の形態を

なして身体より放散する事の有るを悟られたと思ふ、是を即ち離遊の運魂とは言ふの

で有る。鎮魂とは是等の運魂を――死霊と生者の霊との区別なく――吾人の肉体へ帰

着せしめるに外ならない、是と同じ形式で自己以外の霊魂を招き鎮めるを帰神法と称

するのである（１１１）。」 

「この霊（守護霊、副霊、第二霊のことをさす。引用者）の憑依、離脱はその自由で

あって何等の拘束を受けない……鎮魂などの場合に発動してくる霊は、大体はこの副

霊であって、その主霊の発動するやうなことは、数百件の鎮魂をした私としても、僅々

四五名にしか上っていない（１１２）。」 

 

 前者の引用文は、エドワーズの著作の翻訳『愛と死』の中にみえる心霊実験に基づき、

放散離遊の運魂を肉体へ帰着させるというもので、『令義解』の「離遊の運魂を身体の中府

に鎮め……」にのっとった説明であるが、後者の引用文では「鎮魂などの場合に発動して

くる霊」などと、典型的な大本流の用語法である。  

 ところがこれが後年の著述になると、鎮魂とは、われわれの周囲に蠢く「浮浪の精霊」

に対する鎮祭、鎮霊のための験者的法術と解されるにいたる。人間やその霊魂を対象にす

るのではなく、浮遊のあるいは憑依の精霊に直接対峙するのである。  

 

「今日的な感覚からすると、鎮魂は霊能開発の一種と誤解されているが、その当初の

目的は武術以前の神法であり、精霊の制御・浮浪霊の霊縛に使用されている（１１３）。」 

 

 ここでの「鎮魂」は、離遊の運魂やほかの霊魂を自他の肉体に再帰着させたりすること

からはかなり離れて、肉体をまとわない精霊と直に対面する意味を強めている。しかし普

通に鎮魂といえば、成仏せず中有に迷っている死者への回向、くらいの意味に聞こえるの

ではあるまいか。自分から放出された霊魂を肉体に帰着させることや、外来の憑霊の準備、

潜在する憑霊の顕在化の準備、といった理解よりは、荒れすさみ嘆き悲しむ浮浪の霊魂の

慰撫、鎮静化、といった理解のほうが、現在の一般人のもつ「鎮魂」の語感に近いように

思われる。この意味で、「精霊の制御」という説明は、特殊な本田流・大本系の語法から、

むしろ一般的語法に近付いている。鎮魂が「霊能開発の一種と誤解」されるとあるが、そ

うした「誤解」はむしろ特殊な世界の住人に特異な反応であって、一般人の与らないとこ

ろであろう。さてその浮浪霊の鎮魂について、宇佐美は次のように述べる。  
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「浮浪霊の鎮魂は、今までその処を得ず、鎮まるべき処を持たなかった浮浪霊（精霊）

にその霊格に応じた坐を与え鎮めようとする作法であります。この場合には、その霊

格に相応した憑り代が必要であります（１１４）。」 

「浮浪霊の性格が明らかになって来ると、みだりにこの種の精霊に対処することの危

険であることがわかる。しかもこれを鎮めるには、今のところ法術に頼るしか方法が

ないとされている現状です。法術とは密教における事相であり、これには霊封霊縛な

ど、その名は異なるが法力というものが信じられ、神道では鎮魂があるが、その何れ

にしても、いまただちにそれ等の法力を自分のものにすることは至難のことである（１

１５）。」 

「物部氏が鎮魂の宗家であり、各氏族の信仰してきた神号を奉ることのできない精霊

（モノ）を鎮魂してきた事実にみると、大物主神は、モノ（精霊）の主であったと解

すべきであります（１１６）。」 

「忘れられている神々の鎮祭こそ緊急の問題である、と言うのであります（１１７）。」 

 

 四つの引用文をとりまとめると、宇佐美のいう鎮魂とは、浮浪の霊魂を制御したり、永

久的な憑り代を用意してそこに精霊を憑依鎮定させたりする法術、ということになる（１１

８）。霊魂自体を法の直接の対象にするという点で、これは荒深道斉の鎮魂説に類似する。

しかし荒深の鎮魂説が憑依霊の除服の意味にとどまったのに対し、宇佐美のそれは除服後

の霊魂の去就も操作するという点で、教団としての大本の標準的理解から完全に離れたも

の、といえる。  

 ただし、それはあくまでも教団としての大本から、である。というのは、その源流にあ

る本田親徳の鎮魂説には、自分の霊魂を外在化し外物に憑依集中させること、および外在

のほかの霊魂の外物への憑依集中をも説いているからである。すなわち、一つの鎮魂法と

して、「三産霊神ヲ……玉石ニ鎮ムル」作法が説かれていた。「三産霊神」と「浮浪霊」と

の違いはあるが、霊魂を物体に憑依集中させるという点ではまったく同じなのである。  

 こうした鎮魂理解の出てきた背景は、一つには宇佐美の心霊研究の動機が祖父の霊魂の

行方を確かめることにあったこと、またもう一つは宇佐美が戦後不特定多数の死者の浄霊

祭を執行してきた、その中でも特に大阪夏の陣の戦死者の供養をした際の経験に求められ

る。第一章「群像」でみた通り、宇佐美の一家では祖父が死後「桃山御殿」にいった、と

いう伝えがあった。また戦後間もない春、霊相道の斎場で浄霊祭が行われたが、その趣旨

は前年に各方面に発送された案内状によれば、次の通りであった。祖父が死後桃山御殿に

安住しているのに比べ、余りに多くの死者の霊が浮浪している、との考えである。  

 

「社会浄化、世界平和の基本は霊界の浄化にあることを悟り、公共殉難者、天災横死

者はじめ因縁先亡のために浄霊祭を執行させて頂きます。……戦後に定まったように

天災地変が起り、流行病の蔓延するのは、戦死者の霊が、その処を得ずにさまよい続

けるからで、また奇怪な現象の起る場所が古戦場であったり、墓地の跡であったりす

るのも、心霊との関係が考られます（１１９）。」 

 

 この浄霊祭の目的は「死者に死を自覚させ、その処を得さしめる」ことにあったので、
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死者の宗旨を考慮して、祭員には各宗派が依頼された。しかしこれ以後、霊媒能力のある

妻に「浮浪霊」の憑依が次々に起こるようになり、さらに大阪城での「回向」を独力で試

みた結果、身内に不幸がうち続いたので、これは「死者の霊が押し寄せて来たために霊相

が乱れ」たせいだ、と解釈した。そして「大衆はやはり大衆の力でないといけないので、

取り敢えず、御一人一個ずつの自然石を御寄進願って、それを大阪城の戦死者の鎮め石に

したい」として、友人知己に憑り代としての石の寄進を募っている。そして数年後には「魂

鎮めの石」を集めて豊臣家の供養塔を京都府亀岡市の郊外に建立している。こうした経緯
（１２０）と宇佐見の鎮魂説を見比べてみるならば、心霊研究と平行して行なった死者供養の

経験が、浮浪霊の鎮魂という説にそのまま反映しているのは、明らかであろう。  

 具体的な作法は未見であるので――実見しても祭儀自体に特にもの珍しい意匠があると

は思われないが――、およその雰囲気を伝えるため、最後に「精霊（浮浪霊）鎮魂詞」と

いう祝詞の一部を引いて理解の資に供したい。  

 

「精霊
も の

の類おびただしく、猛きあり弱きあり、人の心の隙間を窺うあり、……茲に吾

等世に出でなんとする精霊
も の

の意思
こ こ ろ

を探り、その示現の様相
す が た

より推し量りて霊統
たますじ

を正し、

その霊格
みくらい

のほどほどに、聖座を捧げまつらんとす。これ鎮魂者の責務
つ と め

なればなるべし
（１２１）。」 

 

第六節 世界救世教の浄霊 

 以上の節でわれわれは、大本とその周辺で実践された鎮魂帰神法をめぐって考察を進め

てきたわけだが、以下では、別名の、しかしながら内実は鎮魂帰神法と同類の実践をとり

あげる。すなわち、本節では世界救世教の「浄霊
じょうれい

」を、次の第七節では世界真光文明教団

の「真光
まひかり

の業
わざ

」とその系統である。これらの教団、それぞれの有する呪術宗教的実践の連

続性は、教団史的な面からもたどることができるが、「同類」と位置付けるからには、むし

ろ実儀の性格自体の共通性を示すことが必要であろう。  

 大本とその周辺――世界救世教、世界真光文明教団とつながる系列もいうまでもなくこ

れに属する――の連続性を端的に示すものとして、「神の経綸
けいりん

」という用語をめぐる一貫し

た姿勢がある。すなわち、当教団こそは主宰神の「経綸」の、地上での正統な代行者であ

る、という異口同音の声明である。分派独立した教団には、歴史的出自を自らはあまり語

りたがらない場合と、むしろ好んで語る場合とがある。世界真光文明教団はどちらかとい

えば前者で、世界救世教は後者に近い。しかし両教団とも、きわめてよく似た「主神の経

綸」の代行を存在理由としている点では変わるところはない。そうした上で「母教団」の

先行活動を中途挫折したものとみなすか、あるいは擬似的なものとみなすか、あるいは教

団名に一切触れずにすませるか、いずれかであり、まったく否定してしまうというような

ことはないのである。その「神の経綸」は文化の万般にわたるが、中でも人間の心身の健

康、そのための霊魂の理想的在り方、その理想の実現のための実践方法、という領域は、

これらの教団において最重要な一角――むしろ中枢といおうか――を占めているのである。 

 「鎮魂帰神」あるいは単に「帰神」とは、前節までをまとめると、種々の霊的存在者と

の意図的・無意図的、自発的・強制的、能動的・受動的な交渉であり、特に限定的には、

神霊の憑依を誘発する種々の実践を指す。広義にも狭義にもいわゆる「神懸かり」の方法
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である。そしてそれと意識的に区別して言われる時の「鎮魂」とは、霊的存在の直接的統

御を指し、特徴的には治病法を指す。「病気鎮魂」という用語が、一時期大本の幹部たちに

よって頻繁に用いられたのは、その傾向を端的に示すものである。そして世界救世教にお

ける「浄霊」は、ほかならぬこの後者の治病法的意味での「鎮魂」を選択的に継承したも

のであり、その浄霊をさらに継承したのが真光教団における「真光の業」であり、憑霊を

排除し、自分の霊を浄めることにより病気は治る、として布教される。ここにわれわれは、

ある種の霊魂を癒す呪術宗教的実践が心身の癒しに直結する、という牢固とした発想が一

貫しているのをみる。そして代々受け継がれる「霊主体従」の標語は、まさにこの発想の

表現なのである。「霊主体従」という、大枠では共通する人間観をめぐって、類似ながらも

一様でない治病法が摸索されているさまを描き分けられれば、この系統の連続性と断続性

は多少とも明らかになろう。  

 

  浄霊 

 岡田茂吉は病気の一掃が地上天国の鍵であるという意味のことを繰り返し述べているが
（１２２）、ある箇所では端的に、本教は「治病第一を以て進む」と述べている（１２３）。世界

救世教における治病儀礼である浄霊の重要度は、この一節によく表現されている。ところ

でその浄霊を説明するには、単にその実儀と意味付けだけではなく、周辺を囲む世界観、

霊魂観、身体観、疾病観などを見ておく必要がある。それらの交差点に浄霊が成立してお

り、かつ浄霊はそこでの種々の問題を万能的に解決するとされているからである。まずそ

の前史ともいうべき所から入って、続いてこれらに説き及んでいこう。  

 世界救世教の「浄霊」が大本の「鎮魂」の延長上にあることは、すでに第一章の「群像」

の中で指摘しておいたが、この中核的実践は、初期には「鎮魂」のほか種々の呼称で呼ば

れた（１２４）。いわく、日本の医術、私の医術、新医術、本医術、霊的医術、我指圧療法、

本教の病療法、神霊療法、などなどである。すべて同じことを指しているものとしてまっ

たく支障がない。そしてそれにともない、浄霊を取り継ぐ人は、浄霊施術師、施術者、術

者、などなどと呼ばれていた（１２５）。 

 大本入信後の茂吉がまず心引かれたのはお筆先にある「薬毒」の考えであったが、その

後に没頭したのは、心霊研究と「鎮魂」による病気治しであった（１２６）。昭和元年に、観

音菩薩が茂吉の体を使って救済の業を遂行するという神示を受け、その後腹の中に最高の

神霊である「光の玉」が宿る、という体験を経て宗教家としての自覚を深めていく（１２７）。 

 その後立教までは、大本の鎮魂法から巣立って自らの浄霊法を確立していく時期である。

たとえば、出口王仁三郎が杓子に和歌を書いて拇印を捺した「御手代
み て し ろ

」に対するに、茂吉

は扇に和歌を書いてたものを御手代として身近な信者に与えて「鎮魂」＝治病にあたらせ

た。また出口ナオが書いて信者に与えていた「おひねり」に対して、神仏その他を書いた

書画や、「ひかり」「光」と書いて畳んだ「おひねり」を与えて、大きな治病効果をあげた
（１２８）。こうして大本の実践に倣いつつ、いわば換骨奪胎するかたちで浄霊法を確立して

いくわけである。そして昭和六年六月一五日の「霊界の夜昼転換」の天啓以後、自覚をさ

らに深めることになる（１２９）。  

 「霊界の夜昼転換」は、浄霊法の確立に密接な関係にあるものと位置付けられているが、

それは霊界において火素
か そ

が増量し、それにより現界の毒素を溶解することが容易になった
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とされているからである。「霊界の夜昼転換」の啓示とは、霊界において秘かな神事が行わ

れ、霊界が暗い夜の時代から明るい昼の時代に転換したというものであった。このように

霊界の長い夜が終わって黎明が訪れたことを霊界の夜昼転換といい、何千年目か何万年目

かにやって来た時間の一大切換時とされた。茂吉の世界観――一般的に大本系教団の世界

観――によれば、霊界と現界は密接不離に影響しあっている。そして霊界に起こったこと

は現界に「移写」してくるので、世界はこれから暗黒世界から光明世界へと変化していく

が、ただしその際、霊界・現界ともに火の要素が強まる。これが「浄化作用」の強化につ

ながっている、とされた。この浄化作用の強化が浄霊という治療法の出現に直接関わって

いる。そして霊主体従の法則により、浄化は霊魂から肉体へと及ぶのである（１３０）。  

 次に問題となるのは「毒素」および「浄化作用」という用語である。人間は生活してい

く過程で日々心身に汚物を残留させ、それは生体にとっては「毒素」となり、それが滞留

すると「毒結」となり、同時に霊的には霊の「曇り」となる。逆に悪を思い行なうと霊が

曇り、その曇りが肉体の固結として表れる。その場合霊と体は、おもに血液を介して不即

不離の関係にあるとされる。また悪しき想念や言葉は不可視の霊界に影響し、霊界に曇り

が生じる、と説かれる（１３１）。  

 これらが積もると人間の健康や自然の健やかな運行に支障が出るので、霊界と現界にわ

たる法則として、毒素や曇りを融解・排泄する「良能」が備わっている。これが「浄化作

用」であって、この良能は肉体的には病気を現わし、その他種々の事故の原因となり、ま

た自然現象としては風水害その他の天変地異となって、一見不幸な姿を現わす。しかしこ

れらの不幸は忌むべきものではなく、むしろ真の幸福の先駆けとされる。この意味で、救

世教では特に病気を「浄化」と呼び換えることがなされる。そしてこれまでの医学は、こ

の自然に備わった良能である「浄化作用」を阻害してきたことが指摘され、批判されるの

である（１３２）。  

 ここから「薬毒」の問題が出てくる。本来の健康は浄化作用= 病気によってのみ回復さ

れるにもかかわらず、従来の医学は自然良能の作用である病気の症状の抑圧に努めてきた。

すると体内に滞留した毒素は融解されることなくむしろ凝固される。これは「固め療法」

とも表現される。さらに医療のために用いられる薬は、新たな毒素となって体内に蓄積す

る。これは「薬毒」といわれ、病気を癒やすよりは逆にそれを悪化させるものである、と

される（１３３）。  

 「浄霊」はこうした今日的な「固め療法」の対極にあるもので、掌から「神霊放射能」

を相手に照射することによって、霊体の曇りと肉体の毒結を解消するものである（１３４）。

この掌から放射される神霊放射能は他に「霊波」「神秘光線」「■（〇の中にゝ）の霊光」

「観音力」「観音治病力」など種々に表現され、その本質は火素を中心とする人体の霊気で

あり、その本源は太陽の精気である、とされる（１３５）。「霊界の夜昼転換」により霊界に火

素が増量して霊界、現界とも全体的に浄化作用が強まっているので、この時代には病気の

発生が促進されもはや旧式の固め医療は不可能となる。そうした中で、火素の治病効果を

応用した浄霊が行われて、浄化作用が相剰されることになるわけである。  

 初めは教祖一人のみが治療能力をもっていたが、のちに次第に多くの弟子に授けられ、

昭和一〇年からは、救済力のある「お守り」を持つ人に可能とされるに至る。お守りは、

初め「ひかり」「光」の文字を書いたものであったのが、後に「光明」の文字と印刷した千
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手観音像を一緒に袋にいれて首からかけるものに変わった。これはその所持者の病気を治

すものであったが、ほかに浄霊を取り継ぎ施すことのできるお守りとして、特に「治療（ま

たは治病）観音力」と書いたものが用いられた。これはのちにさらに大衆化され、現在は

入信時に「おひかり」というペンダントをもらい、それを首からかけることによって、誰

でも浄霊を取り継ぐことができる、とされるにいたっている（１３６）。 

 浄霊が最終的に大衆化された段階で、茂吉は次にように説明している。 

 

「浄霊の方法として現在行っている方法は、光の文字を大書した紙片を与えるのであ

る。それをお守りとして懐へ入れることによって効果を発揮する。それは光の文字の

墨色から強力な光波が放射し、術者の身体から腕を通して掌から放射される。そうし

て此光の文字から光波が放射されるということは一体如何な訳かというと、私の体か

ら霊線を通じ個々の光の文字へ一瞬にして伝達するのである。丁度放送の無線電波と

よく似ている。……それは私の腹中に平常は直径二寸位の光の玉がある。……此の光

の塊から光波は無限に放射されるのである。然らば此光玉の其本源はどこにあるかと

いうと、之が霊界に於ける観世音菩薩の如意の玉から、私に向かって無限光を供給さ

れるのである。之がすなわち観音力であり、不可思議力、妙智力とも言われるもので

ある。如意輪観音が持し給う玉もこれである。……之を判り易く言えば、観世音菩薩

の如意の珠から発揮される光素が、私の体を通じて観音力の発現となり、それが私の

信徒を通じて浄化力となるのである（１３７）。」 

 

 「放送の無線電波」という比喩がよく示すように、浄化力・治病力の根源からの電波を

中央局である茂吉がまず受信し、それを放送すると、しかるべき受信装置を備えた信者が

受信する、という通信網のような図式を考えていたのである。  

 このほかに、大本の鎮魂帰神説との関連で指摘しておくべきは、守護神に関する説であ

ろう。そこには、鎮魂帰神をめぐる大本内の議論が、そのまま反映している（１３８）。一方、

大本との違いとしては、鎮魂帰神の実践が多くの場合憑霊現象を呈したのに対して、浄霊

に言及した教団刊行物では憑霊的な現象が説かれることがほとんどない、という点が注目

される。しかし教団幹部によれば、実際の浄霊の場面では、憑霊現象は大本の場合に劣ら

ぬほど頻発したらしい。ただ茂吉は憑霊・帰神が危険でおおむね無益なことを強調し、ま

た興味半分で憑霊にかかずらわって浄霊本来の役割が歪められることを避けるために、そ

の類の記事を掲載することを止めさせていたとのことである（１３９）。これをみると、茂吉

自身が「霊憑りの危険な事は、常に私は注意しているに拘らず、今以て止めない人がある

が、これは断然やめるべきである（１４０）」と強調しているのは、浄霊の現場に対する現実

的な注意だったのであろう。  

 「地上天国」などその他の用語、思想の継承については、浄霊とは直接かかわらず、ま

たこれを論じた作業もほかに多いので、ここには省く。  

 

第七節 真光の業、炎の業 

 「病気鎮魂」という用語が、一時期大本の幹部たちによって頻繁に用いられた、その治

病法としての「鎮魂」を選択的に継承したのが、世界救世教における「浄霊」であった。
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その浄霊をさらに継承したのが真光
まひかり

系教団における「真光
まひかり

の業
わざ

」であるが、その実践はむ

しろ、大本の鎮魂帰神における憑霊操作の実践に立ち戻っている。そしてこの世界真光文

明教団から分派した教団で、時間的にみて最も新しい一つ、ス光光波世界神団
びかりこうはせかいしんだん

で行なわれ

る「炎
ほのお

の業
わざ

、浄光
じょうこう

」も、この傾向をそのまま受け継いでいるものである。  

 

  真光の業 

 世界真光文明教団の創始者・岡田光玉は、昭和三四年二月二七日（誕生日）の朝、はじ

めての神示を受け、以後数々の神示を受ける。その内容を簡単にとりまとめると、人類は

昭和三七年より、主神
ス し ん

（「スのかみ」とも）の神意を忘れた人類に対する神の裁きの時であ

る「火の洗礼期」に入っており、これからのち、地上には、毒化された世界を浄化する現

象が頻発する、というものであった。それは天候や気象の異変、地震や火山の爆発、大事

故や大災害などとなって現われ、あるいは個人的には業病増加、経済難、不和などの不幸

になって現われる。これを乗り越えて来たるべき世界に少しでも多くの種人
たねびと

を残すために、

主神の地上における働きの座である主座
ス ざ

、世界総本山を建立し、また日常的には手かざし

による「真光の業」により個人や生活環境を浄化しなければならない、そのための 魁
さきがけ

の

メシア、ヨの役を担わされたのが岡田光玉である、となる。  

 現在、真光系教団の各支部で行われる初心者むけの三日間の研修会では、このような終

末論的世界観と救済観が説かれ、そのための日常的実践方法である真光の業が実施される。

特に真光の業は、人間の不幸の八〇パーセントを占める、祖先や恨みを持つ霊の憑依によ

る「霊障」を、特効的に解決するとされる。  

 研修会を受けて入信した信者（組み手、神
かみ

組み手、陽光子
よ う こ う し

と呼ばれる）には「御
お

み霊
たま

」

と呼ばれる首飾り状のものが授与され、誰でもそれをかけることで「真光の業」（「お浄め」

「手かざし」ともいわれる）が可能になるとされる。御み霊は円形のペンダントであるが、

これが、少なくとも外見上、世界救世教における「おひかり」のスタイルに類似するのは

明らかである（１４１）。  

 真光の業が二人対座して行われるのは、鎮魂帰神や浄霊と共通である。異なっているの

は、その対をなす両者が、鎮魂帰神では「審神者・神主」と呼ばれ、浄霊では「施術者・

患者」と呼ばれるのに比べ、真光の業では「施光者・受光者」と呼ばれることである。し

かしそれにもまして、憑霊操作、治病儀礼としての真光の業が、鎮魂帰神や浄霊と著しく

異なっている点が一つある。それは、「浮霊
ふ れ い

」し、「霊動
れいどう

」が出てきた時に、「おしずまり」

という声とともに「八」の字を頭から下に描くように「鎮魂の業
わざ

」を施して霊動をおさめ

るという作法を説く点である。これは大本の鎮魂帰神や世界救世教の浄霊の実儀にはみら

れなかった要素である。実際光玉は「今の皆さんなら平然として『オシズマリー』とやれ

るが私はその当初は言霊の研究などしていないから、何と言って鎮めたらいいのかわから

なかった」といっている。しかしどのようにして制定されるにいたったかは今のところ質

問の機会を得ていない（１４２）。病気治しを第一義とした浄霊をはさんで、鎮魂帰神と真光

の業がともに憑霊操作になっていることを、隔世遺伝的、先祖帰り的である、と先に指摘

したが（第一章、第一〇節）、それはこの「おしずまり」を「鎮魂の業」と表現するところ

にも伺われる。  

 大本、および世界救世教との連続と断絶、という視点から世界真光文明教団、およびそ
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の真光の業をみると、そのほかに次のような諸点が指摘される。  

 大本の鎮魂帰神説の中で鍵となっていた守護神説に関して、世界真光文明教団では大本

の本守護神に当たるものを「本霊」と呼び、額の奥約一〇センチ前後の所にあり、良心を

司っているとされる。これに対抗する副霊――大本の副守護神に相当する――はへその一

寸下に宿っているとされる（１４３）。こういう風に場所を公式に特定するのも、大本や世界

救世教の中では目立たなかった点である。  

 人間が積み重ねた罪は貧乏や病気や災難などの不幸な現象となって現われる、その過程

や、また神がこの世のケガレを浄めるため焼き払う過程は、世界救世教では「浄化作用」

と呼ばれたが、世界真光文明教団の神示はこれを「清浄化」「クリーニング」と言い換える
（１４４）。そしてそのあとにくる世界は、大本では「五六七

ミ ロ ク

の世」「水晶の世」などと呼ばれ、

世界救世教ではもっぱら「地上天国」と呼ばれ、理想郷の印象を惹起するのに対し、光玉

の神示には「マコト文明」「神文明
か み の よ

」などといいう理想的呼びかたの一方で、「恐ろしくて

楽しき世」という厳しい表現の含まれる点が注目される（１４５）。最後の表現には、単なる

言い換えにとどまらないものがある。  

 隔世遺伝的連続性を示すものとして、神示中に大本のお筆先風の言葉使いが頻出するこ

と、特に「大本に言わせし、『コロリコロリの世』も来るなり」などという名指しの一節が

でてくるのが興味深い。これをみれば、根本教典のレベルで大本との連続性が認められて

いる、少なくとも否定されていないのは明らかである（１４６）。しかしこれに対し、世界救

世教という教団名への直接的言及はみられないのである。  

 これら教団全体として、教義面・実践面からみた異同とは別に、光玉は王仁三郎や茂吉

と、いくつかの個人的な共通点をみせる。  

 まず、火・熱ということに関して、「火の洗礼」を強調する光玉は、周囲の空間を熱くす

るとされていた。これは王仁三郎と茂吉も同様であり、たとえば王仁三郎は冬でも暑くて

扇で扇がせていたというし、茂吉も腹中に「光の玉」「火素の塊」があるため普通人より熱

く、暖房の代用品だという笑い話がでる程であったといわれる（１４７）。ただし、強調の度

合いをみれば、熱さや火の主張は光玉に至ってもっとも大きくなったといえる。「火の洗礼」

という言葉は王仁三郎も説き（１４８）、茂吉はそれに加え霊界における「火素」の増加とい

うことも説いたが（１４９）、この語を最前面に押し立てたのは光玉であったからである。  

 またこの三者は、織田信長、明智光秀、豊臣秀吉、徳川家康など、戦国武将の生まれ変

わりであると主張していた点でも符合し、それぞれかつての師匠が述べていたことを我が

身に継承した形になっている。これは、自分の理想とする教祖といったん同化した上で、

その同一化が教祖の理想とした当の人物にまで遡及し、師匠にとって代わるのであるから、

いわば変身願望の膨脹、あるいは親殺しとでも説明されるのであろうか。  

 

  炎の業 

 ス光光波世界神団の創始者・黒田みのるは、世界真光文明教団の岡田光玉から、同教団

の中核的実践である真光の業を学び、のちにそのスタイルを多少変形させた霊魂浄化、憑

霊操作の方法を説くに至り、それを「炎の業」「浄光」と称している（１５０）。  

 「真光の業」が片手をかざす姿勢で行われ、その掌から浄めの光が照射されると説明さ

れているのに対し、「炎の業」「浄光」は両手で中空の球体を形づくる姿勢をとり、そこに
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できた超越的な球形空間から光が照射されると説明される。そしてその光は、人間の手を

通じた照射に比べて直接的である分だけパワーが強い、と主張されている（１５１）。浄光＝

炎の業は入信者すべてに伝えられるが、この教団では「遠隔浄光」などの、いわば特殊技

術が制定されており、それらの高度な浄光を行うのは、浄光士
じょうこうし

と呼ばれる一定の資格をも

った者に限られ、この点、世界真光文明教団とはやや異なっている。浄光士になるには所

定の浄光士訓練会を段階的に受講し、そののち実習が課されるが、所要期間は一日八時間

で数週間ほどである（１５２）。なお、浄光士には、初級のＥから始まりＡに至るまでの五ラ

ンクがあり、現在その数は全部で約八〇名、構成員の階層は大体各地の支部長クラスであ

るという。 

 一風変わった点としては、浄光の様子をビデオで見ていた者に浮霊、霊動が起こったと

いう現象をきっかけにして、視覚メディアによる浄光が試みられている点があげられる。

実験的ながら、直接の浄光と同様の一定した効果をあげているといわれ、ビデオ浄光、テ

レビ浄光などと呼ばれている。これに対する信者側の要請は少なくなく、教団側でも組織

的な活用を検討して近く積極的に導入する段階にある（１５３）。  

 八王子の東京本部のビル内には、世界真光文明教団の祭壇形式を彷彿とさせる神殿があ

るほかに、浄光のための個室が数室設けられている。また浄光によらず直接神の光を浴び

るための「光界室
こうかいしつ

」があり、これは黒田みのる自身のデザインによる。  

 かつての帰属教団である世界真光文明教団との教義上の差異としては、憑霊現象がより

いっそう強調されている点が著しい。その説明として、二〇年ほど前より半物質の世界で

ある幽界が急速に物質化しようとしており、この時代の変化に恐怖と焦燥を感じた憑依霊

がきわめて表面化しやすくなっているからである、とされる。しかしこの変化は神の経綸

に沿ったものであって、現在は現幽界統合の時代である、という風に説かれる（１５４）。そ

うした点を除けば、全体として、創始者自らも認めるように、岡田光玉の思想の影響が強

く反映している。たとえば、この「二〇年ほど前」という時期にしても、光玉が神示を受

けた昭和三七年「火の洗礼の第一年」に相当するのは、明らかである。  

 信者は界徒と呼ばれる、その志願者がまず二日間の研修会を受講するという布教形式を

とっているのは、世界真光文明教団の方法を踏襲するものである（１５５）。また、浄光が浄

化作用と活性化作用を起こす、という説明も世界真光文明教団――さかのぼれば世界救世

教――の教義と基本的な違いのあるものではない（１５６）。ただし、界徒が首にかける「ペ

ンダント光」は、その形式が一見、世界真光文明教団の「御み霊」との連続性を示し、さ

らにさかのぼれば世界救世教の「おひかり」にまで先行形態を求めることが可能であろう

と思われたが、教団側の説明によると、これはむしろお守りであって、「浄光」とは直接関

係がない、これをつけなくても浄光は業
わざ

として可能である、という。 

 前頁にかかげた①から⑦の写真（原著 220～221 頁、ここでは削除）は、平成二年一月

に筆者が教団本部で職員の協力を得て撮影した「眉間浄光」の連写である。「主
ス

神」礼拝

「主之神祈言
ス の か み の り ご と

」奏上に続き、浄光に入る。両掌で球体を作り、その球体を通じて「超光」

と相手に眉間に照射する。中間に「目による浄光」が挟まれ、再び両掌で作った球体によ

る浄光を行なう。この間に憑依霊が浮霊することがあると、それとの対話・説得が試みら

れるという。そして最後に、両手を脳天から左右に振り降ろす「鎮魂
ちんこん

の業
わざ

」が施されて、

眉間浄光が終わる。所要時間は五分ほどである。この「鎮魂の業」は、同じ名で呼ばれる
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真光の「鎮魂の業」とやや異なり、真光では「オシズマリー」という唱え言葉とともに手

が比較的ゆっくり「八」字を描くように振り降ろされるのに対し、浄光では唱え事はなく、

また手の動きも竹を割るように素早い。このように、動作を見た印象はむしろ異なるので

あるが、二つの教団がそれぞれの業
わざ

を「鎮魂の業」と称して保存していることは、これら

の実践を鎮魂帰神の系譜に並べる本書の視点を支持するささやかな事実と言える。  

 なお、教主が大勢を前に両手をかざす一斉浄光のスタイルについて、簡単に説明を加え

ると、岡田光玉およびその分派教団の教主にも、これと同様のものが見られる（１５７）。ス

光光波世界神団は教団の実践を、片手の「真光の業」から両手による「炎の業」へと、単

に形式のみではなく教義的に変えたのであるが、大人数を対象に一斉に行なう「浄光」に

おいて、このように先行教団の作法が踏襲されていることは注目される。一般に、先行教

団との断絶を強く打ち出す教団では、最も特徴的な実践は無理をしてでも変えられる傾向

にあるが、その周辺部は徐々にもとに回帰する傾向がある。  

 

 以上、前節とこの節で、鎮魂帰神の一つの異形ともいうべき浄霊から、真光の業、炎の

業・浄光へと、実践の系譜を跡付けてきた。鎮魂帰神法と浄霊法では、手をかざすという

大きな形式上の変化がそこに起こったが、基本的な面での連続性は茂吉自身も否定せずに

認めるところであった。また浄霊以降の実践は、細部の相違はともかくとして大枠では同

一の思想と方法に基づくものであって、すくなくとも信者のレベルで共通して「手かざし」

「お浄め」と通称されていることからみても、その連続性は否定できない。一般に、甲か

ら乙への連続と、乙から丙への連続は、かならずしも甲から丙への連続を保証しないが、

しかしこの実践の系列の場合、真光の業と炎の業が憑霊操作として鎮魂帰神への強い親近

性を示しており、そしてそれは単に偶然に親近しているというのではなく、浄霊において

は潜行させられていた憑霊操作という側面が再び表面化したものにほかならないので、断

絶のない連続体をなしていると言えるのである。  

 

第八節 神想観、統一行 

 布教と教化の現場における大本の鎮魂帰神が、憑霊操作を有力な手段にした病気治しと

いう側面を強く持っていたことから、以上の二つの節においては、その系統の実践――た

だし異名の――を「浄霊」→「真光の業」→「浄光」とたどってきた。この三つの実践は、

あとにいくほど憑霊操作が前面に出てくる傾向にある。  

 しかしこの節では方向をかえて、大本あるいは出口王仁三郎の鎮魂帰神説が持っていた

理想としての側面、すなわち、じかに「神人合一」をめざすための実践の系統を引く二つ

の行法を取り上げる。どちらもやはり異名であるが、一つは生長の家の「神想観
しんそうかん

」、もう一

つはそこから派生した白光真宏会の「統一
とういつ

」あるいは「世界平和の祈り」である。この二

つの実践は、意図的に憑霊操作的性格を否定したもので、一方は自らを「最も有効なる坐

禅」とも説明し（１５８） 、他方は自らを「念仏の進歩したもの」とも説明する（１５９）  。日

本を代表する知性・霊性として今世紀の西洋に知られた鈴木大拙が『日本的霊性』の中で

論じたのが、ほかならぬ坐禅と念仏であったが、周知のようにそれは西洋的知識人にもさ

したる抵抗なく受け入れられた。これら二教団を信奉する者の中に近代的文化人が多いの

も、不思議なことではない。  
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 ところで、浄霊・真光の業・浄光（＝炎の業）の系列が、外見上類似しつつも互いの相

異および当方の優越を強調する――特に新しいものが先行するものに対して――のと同様

の「加上の論理」が、ここにも見られる。実際、これら相互の間には異・同の両面がある

のだが、部外者にとって連続面が目につきやすいのとは逆に、内部者にとっては当然なが

らその断絶面が強調される。そして生長の家と白光真宏会との場合、五井昌久が旧師谷口

雅春の「人と思想」に言及することが多かったため――ほかの教団の場合に少なかったと

いうわけでは必ずしもなかろうが筆者の手持ちの資料では量的にまとまった言及を集める

ことができない――、その「異」の焦点がどこに絞られて主張されているか、ある程度正

確に指摘することができる。以下まず、大本の鎮魂帰神行法の現場での憑霊傾向へのアン

チテーゼとしての神想観を概観し、つづいて、その神想観の自力傾向および偏狭な国家主

義へのアンチテーゼとしての「世界平和の祈り」による「統一」行を概観する。  

 

  神想観 

 大本時代の谷口雅春の鎮魂帰神説は本章の第四節でみたが、第一章の系譜の箇所でも少

しく言及したとおり、生長の家が神人合一の方法とした神想観は、かつて属した大本の「人

生の妖怪化」的実践への反動から、観念論の極点に達したものとなっている。  

 生長の家の修行としての神想観は、谷口雅春の「唯神実相哲学」にもとづく観念法で、

「実相」――神、仏、イデア、タイプなど、究極的存在・実体・原理を示唆する古今東西

の種々の用語で言い換えられる――を観想することにより、この現象世界の迷いを消滅さ

せる、というものである。したがって神想観を論じるには、その理論的背景をなす「唯神

実相」哲学をみておかなければならないが、著作が量的におびただしいわりには繰り返し

が多いこともあるので、本書に必要な範囲であえて単純化して言えば、「唯神実相哲学」と

は「実相たる神」のみが真の実在であり、そのほかはその「実相たる神」＝「神である心」

が仮作する現象世界であるという、唯心論の――したがってまたその根源にあるイデア論

の――一亜種である。これに深層心理学――そしてその先行物である唯識論――の分析傾

向が加わると、目前の世界が苦痛に満ちているのは自分の心が自らそうしているのであり、

その苦痛は本来は実在していないもの、となる。逆に説けば、心の持ち方を変えることに

よって世界はどのようにでも変えることができる、となる。これらの前提にプラグマティ

ズムが加味されたところに出てくる実践的指示が、理想実現のためには「理想の思いを持

つこと」となるのである。  

 ある意味で生長の家の教え全体がこれを繰り返し説いているともいえるのだが、特に「神

想観」という名で、そのための具体的実修方法を定めたわけである。そこでは徹底した真・

善・美の言葉がしばしば縷々と唱えられ、理想世界のイメージを喚起するあらゆる方策が

動員されて、意識と無意識の光明化が図られる。谷口はこの神想観を、仏教の六波羅蜜の

内の第五番目の「禅定」に相当させている。たしかに、神想観により真理が会得されて実

相の世界が実現されるという生長の家の教えは、禅定を修めることにより般若の智恵が体

得されるという仏教の教えに重なるものとも言えなくはないが、しかし神想観、あるいは

生長の家思想から実際に受ける印象はむしろもっと密教的に華麗なものである。また禁欲

的な禅と異質なものを感じさせるのは、そこでの理想が彼岸的（＝根源回帰的）というよ

りはむしろ現世的（＝政治参加的）であり、信者への指示がときにアメリカ流のサクセス
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志向――これは谷口が不遇な青年時代に影響を受けたニューソートにも顕著な特徴であっ

た――をまとわせられているから、という点にも理由の一半があるように思われる（１６０）。 

 実儀面をみると、神想観では姿勢にはこだわらないと言うが、一応標準的な姿勢という

ものは定められている。これは教祖がある熱心な祈りの最中、自然にとっていた姿勢に由

来する。坐り方の基本は正坐に近いもので、合掌した手を顔前すれすれにもってくるよう

に腕をあげ、目は閉じる（１６１）。この姿勢が定まったところで、「生きとし生けるものを生

かし給える御祖神元津霊ゆ幸え給え」に始まる「招神歌
かみよびうた

」四首を唱える。続いて「イユゥ

ー」という気合いをかけるが、これは相手を活かす気合いとされる。これらが済むと、い

よいよ神想観にはいる。生長の家の神の導きを祈り、「吾、今五官の世界を去って実相の世

界に坐す。……自分は今神の子として神より無限の生かす力の供給を受けつつある」と黙

念する。基本的な目的は神と人との分離感を取り去り、大生命の無限力に生かされている

という実感を潜在意識に徹底させることであるとされる。「潜在意識」の語からも推察され

るように、これは谷口の精神分析学の知識に基づく説明である。そのための方法は、息の

流入する感じと充満した感じ、それと生命力の充ち満ちた感じを調和させることが眼目と

されており、呼吸法の指示では、種々の工夫で「満たされた感じを持続する」ことが強調

され、同時に「神の無限の力、吾が内に流れ入る……神の無限の生かす力に満たされてい

る」と繰り返す。神想観は普通に約三〇～四〇分行ない、その最後には「天照す御親の神

の大調和
み す ま る

の生命射照
い の ち い て ら

し宇宙
く に

静かなり」という光明思念の歌を二回唱え、二拍手して終る（１

６２）。 

 これを簡便化した「最も簡単にして本質的な神想観」としては、「わがたましいの底の底

なる神よ。無限の力よ、湧き出でよ」と呼びかけ、「人間の力は無限だ」と繰り返せばよい、

とされる。さらに簡便化した「絶対者と一つになる神想観」としては、「吾が中に、神が今

ここに、そして天国がここにある」と念ずればよいともされる。なお、ここに述べたのは

「基本的神想観」と言われるもので、このほかに「各種の神想観」として「神を讃える神

想観」「自己礼拝の神想観」「和解の神想観」など、また仏教の観法と類似した「如意宝珠

観」などが説かれ、無限供給の世界観に基づいて、それぞれの目的のための善言・美辞・

確言が唱えられる（１６３）。 

 なお、谷口は神想観を説くにあたって、大本の鎮魂帰神によって体験した憑霊現象に言

及し、「日本古来の霊法たる鎮魂」において、直接指導の場合は審神者
さ に わ

が神の「霊波」を処

理するが、「真の指導者は『肉体なる人間』がするのではなく、指導者の背後にある守護神
エ ン ゼ ル

がする」ので、たとえ直接指導であってもその審神者の守護神の神格が低いと「決して安

心がならない」と批判する。そしてそれと対比的に、「生長の家の神想観の指導は、私の守

護神がするのではなく、今後人類光明化の大運動を神界より人間に向けて始められた唯一

神の救いの霊波の人格化なす神界の大天使たる『生長の家の神』がせられるのであります」

と言って、神想観が高級かつ安全であることを強調している。大本での鎮魂帰神体験がは

っきり否定されているのである（１６４）。  

 憑霊現象に代表される心霊主義的色彩を一掃したこともあってか、全体として神想観は

端正であり、さらに谷口の知識を総動員した言葉に飾られて荘厳でもあるが、他方またそ

のために「懇請的」「依存的」というよりはむしろ「自力的」「断定的」あるいは「命令的」

な印象を与えるものにもなっている。  
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 生長の家信者としてかつて神想観を実践し、次第にこういう印象を持つようになった五

井が、のちに神想観に代わる精神統一法として定めた実践が、次のように逆に単純化と他

力の極点に達したものとなっているのは、神想観のこうした複雑さと自力的傾向への意図

的な反動なのである。  

 

  統一（世界平和の祈り） 

 さきに神想観の具体的指示を「理想の思いを持つこと」と表現したのは、白光真宏会の

「統一」の指示と対比させる意図があってのことである。すなわち、「理想の思いを持つこ

と」はよほど意志の強い人――「特別な人」――でなければ難しいとして横におき、その

代わりに「神から下された光のエレベーターである世界平和の祈りに乗ること」を指示し

たのが白光真宏会の世界平和の祈りと統一である、と表現できるからである。この指示は、

いわば生長の家の指示から種々の「ねばならない」を外したものと言える（１６５）。 

 谷口が神想観を禅に比定したのと、五井が世界平和の祈りを念仏に比定したのは好一対

であるが、これも多分に五井自身の意図的な対抗であろうと思われる。谷口が「他力とか

自力とかを絶した絶対力」などという表現をしたのを引いて（１６５）、五井は「『絶対力』な

どという言葉は安易に言える言葉ではない」と批判し、統一は単純に他力であり、世界平

和の祈りは念仏の進化したもので誰でも簡単に唱えられる（１６７）、しかもそれは神が私に

約束した「個人人類同時成道」の道（１６８）、とする。このような、教えとしての究極性を

実践としての暫定性から区別する注意と、しかも最終的な救いを保証する明言とが、随所

に連動して見られるのである。そして両者をまとめると「世界平和の中心者」「祈りの本尊」

である五井先生にまかせなさいというような、生神信仰の傾向を強く帯びた他力信仰にも

なる（１６９）。  

 他力ということに関して、白光真宏会の教義で最も重要な役割をはたす装置は、「守護霊

守護神」の存在である。五井はしばしば「法則の神と救済の神」という区別を述べ、法則

の神には祈れないが、守護神とは救済の神であり、もともと人間を救うために作られてい

る、そして守護霊とはその下にあって働く「先祖の悟った霊」で、もっとも身近な専属の

守護者とされる。「系列」という表現と考えあわせるとここで五井の強調しようとしている

ことが理解されやすいであろう。実際この「守護神守護霊」の比重は重く、「守護神守護霊

ということばは昔からあるが、はっきり出したのは私だ」「守護神守護霊を専門に教えるの

が私の役目だ」「私の教えは守護神守護霊教と言ってもいい」とすら述べているのである（１

７０）。 

 「統一行」と「世界平和の祈り」は、「世界平和を祈っている時は統一していることにな

る」といわれるように、区別のしにくい不可分のものである。これは実際面でもそのとお

りであって、本部で毎週開催される「統一会」においては、五井の「世界平和の祈りを致

しましょう」という先導によって、「世界平和の祈り」が一斉に唱えられ、それに続いて五

井が口笛と柏手によって信者を「統一」させたのである。ただし、目的としては「世界平

和の祈り」の語のほうが中心になり、「統一」の語はそのための方法として用いられる傾向

はある。実践方法を中心テーマとする本書の立場からは、「統一」の実儀を詳しく記述しな

ければならないであろう。  

 五井生前の統一指導を、残された写真や録音テープおよび録画テープ、そして面談によ
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って得た情報を加えて再現すると、次のようになる。  

 まず講話があり、その後で「今日も世界平和の祈りをいたしましょう」といってから「世

界人類が平和でありますように」という最初の一節をゆっくりと唱える（１７１）。それにつ

づいて二句目「日本が平和でありますように」と「私達の天命が完うされますように」ま

で一緒に祈り、「守護霊様守護神様、五井先生有難うございます」は信者のみが唱える（１

７２）。それが終わると、五井が緩急のビブラートをともなった口笛（霊笛
れいてき

と言われる）を

吹き始め、同時に両手は舞うように動き出して、広げられたり打ち振られたり印を結んだ

りする。それがひとしきり止むと柏手が打たれ始める。あとは口笛と柏手が交互に繰り返

され、最後に「えいー」という気合いが入る（このあとさらに柏手で締められることもあ

る）。長さは四、五分から十数分まで幅があるが、特殊なものとして「言霊
ことだま

入り」の統一テ

ープがあり、これには口笛や柏手の中に、二息で数秒ほど警畢
けいひつ

ふうの朗声が入っている（１

７３）。晩年は口笛は吹かれず柏手だけになり、時間も数分になっていた。その間信者は正

坐瞑目し、膝においた手に「如来印」を結ぶだけで、あとは五井の口笛と柏手に耳を傾け

るだけでよいとされる。 

 統一指導中に行なう口笛や柏手や気合いの意味について、五井は自ら次のように述べて

いる。「救世の大光明」とは白光真宏会のキーワードの一つで、「光のエレベーター」とも

いわれるが、ともかく五井の統一指導は、柏手や口笛で信者の業の「波動」を調整するこ

とによって信者をその光のエレベーターに乗せる梯子である、と言うわけである。  

 

「只単に、ああ消えてゆく姿よ、というだけでは業の波動は消え去るものではありま

せん。その業波動を、神の大光明の中に放して、神々に消して頂くのです。……私は

一筋の霊笛を吹くのでも、一つの気合いをかけるのでも、また柏手を打つのでも、常

に救世の大光明の流れの中でやっているのです（１７４）。」  

 

 五井の死去後は二代会長が統一指導を継承したが、口笛はなく柏手のみになっている。

現在の統一会は二代会長の直接指導と五井生前のテープによる二本立てであり、後者の場

合、講師が正面に立って五井の写真を仰ぎ見、「統一テープ」が流れる間じゅう両手を広げ

た形を保つようになっている。  

 なお「統一」とは言わないが、講師以上は小人数の信者を対象にした「お浄め」（一分内

外のもの）を行ない、その中では口笛は吹かないものの、五井に倣って柏手を打ち続ける。

口笛を入れるのはきわめて例外的な長老幹部に限られているようである。また教団では昭

和五九年からフェロー制度を導入しているが（１７５）、これは宇宙子波動生命物理学（略称

宇宙子科学、CWLP）の仕事に協力する要員を募るもので、一定の条件を満たしてフェロ

ーの資格を得た信者には幹部や講師に準じて「お浄め」も行なわせるようになった。そこ

では口笛はもとより柏手が打たれることもなく、フェロー認定の際に与えられた「印」が

組まれるのみである。  

 

 本節で見てきた谷口雅春（生長の家）と五井昌久（白光真宏会）は、いくつかの意味で

大本系とはいえ、その中核的実践である神想観あるいは統一行（世界平和の祈り）は、現

場的意味での鎮魂帰神とはかなり異質なものである。しかし、では彼らが自ら言うように
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坐禅や念仏に近いのかと言えば、教義的にはともかく、実儀面をみればやはり異質なもの

と言わざるをえない。むしろ大本系鎮魂帰神説の理想とした神人合一を前面に押し出して、

それ以外の夾雑物、とくに憑霊的心霊主義を排したところに成立した実践と位置付けるべ

きであろう（１７６）。本章の最後の節では、大本系の鎮魂帰神行法を一応シャーマニズム的

実践としてとらえるので、この節でみた二つの実践はほぼ全面的に考慮のほかに置かざる

をえないが、ただ少なくとも、大本系の鎮魂帰神からは異形としてこのような実践が派生

してくる可能性があったのだ、ということだけは指摘しておかなければならない。  

 

終 節 鎮魂帰神説とシャーマニズム基礎論 

 第一節においてわれわれは、大本系鎮魂帰神説の源流にある本田親徳の鎮魂説と帰神説

を、やや端々の言葉遣いに注意しながら検討してみた結果、「帰神（ほぼ憑霊と等置される）

は鎮魂の受動態」という潜在的な公式を得た。これには、公式化（図式化）と不可分の単

純化の弊をあえて犯してもなお有効な、一視点があった。すなわち、鎮魂の中心的な意義

は霊魂をおもに外物に憑依させるところにあり、帰神のほうは外来の霊魂に憑依されると

ころにあるわけだが、片方だけではおのおの霊魂の行く末と来し方が曖昧であるが、それ

ら双方を一対で考えることにより、鎮魂と帰神における霊魂運動が、いわば同一線分上に

乗り、しかも両端にいる者――explicit にしろ implicit にしろ――から見る時、霊魂は一

方からは出ていくのであり、他方にとっては逆に入ってくるのだ、という区別のある事が

浮かび上がってきたのである。  

 鎮魂と帰神におけるこの運動方向の対立を、最も効果的に表現していたのは、友清歓真

であった。ただし、友清にあってはその方向の対立は対等なものではなく、霊魂を身体外

に脱出させて活動させるような試み――鎮魂の一つ――は、外からの霊魂の侵入・干渉―

―帰神の一つ――に圧倒されがちである、との感触が表明されていた。  

 帰神という圧倒的な被憑依感に包囲されながら、ともかくも所説としてはそれに対抗す

る霊魂運動を意識的に対比させて鎮魂と帰神の関係を述べていた友清と比べ、出口王仁三

郎の場合は、二つの実践を明確に対比させてはいないが、潜在的には共通する方向性の対

立を読み込むことが不可能ではない、そういう説明をしていた。さらに浅野和三郎ら多く

の大本幹部の説では、上のような意味で帰神と対照された鎮魂は具体的に説かれることが

なかった。教団としての大本の標準的鎮魂帰神説はこれらの幹部説であって、あえて極言

すると、そこには本田親徳の鎮魂帰神説の内の帰神説に解消されてしまう内容しか含まれ

ていなかった。したがって、本田に始まる一群の実践を便宜的に大本系鎮魂帰神説とは言

うものの、内容的には断絶するところも少なくないのである。それらがともかくも一系統

の実践とみえるのは――教団史的な連続性はいうまでもないが――源由の本田説において

すら鎮魂よりはるかに優位な位置を占めている帰神法＝憑霊法の共通性によるところが大

きいのである。「真光の業」「炎の業」といった異名の実践がこの流れへの先祖帰りとみえ

るのも、帰神法＝憑霊法としての共通性以外によるものではない。  

 大本系鎮魂帰神説を以上のように理解した上で、以下、それらがシャーマニズム基礎論

にどのように寄与するか、という設問に簡潔にこたえていこう。ただし、（一）シャーマニ

ズムの発現、あるいは解釈には憑霊型と脱魂型との二が区別されること、（二）両型のシャ

ーマニズムはシャーマニック・トランスの後に、あるいはその中で起こること、の二点は
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議論の予知がないものとして前提する。また、ほぼ共通の了解を得ている第二の点につい

ては、鎮魂帰神説の検討から付け加えることは格別ないので、もっぱら第二の点について

コメントを加えたい。  

 憑霊型と脱魂型とに関して、佐々木宏幹氏により適切にも単純化された模式図（下図）

によれば、脱魂型シャーマニズムでは、人間界のシャーマンがトランス状態に移行し、そ

こから神霊界の超自然的存在に向けて魂が「内から外へ」と出て行き、一方憑霊型シャー

マニズムにおいては逆に、トランス状態のシャーマンに神霊界から超自然的存在が「外か

ら内へ」とはいってくる、と対照させられている（１５７）。この明解な図式化のうち、シャ

ーマンに出入りする霊魂の運動方向に着目しよう。そしてその説明中の語を前節までの大

本系の用語のどれかで置き換えると、「トランス状態」は「幽冥の交通圏」に、「憑霊型」

は帰神の「他感法」に、「脱魂型」は鎮魂か、あるいはそれと共通の方向性をもつ帰神法の

「自感法」に、それぞれほぼ重ねることができる。とはいえ、鎮魂法における脱魂がおも

に部分的なそれであることは、断っておかねばならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 両者の対応関係はこれにとどまらない。トランスを「本人も御存知」ないくらいの微弱

なものまで考慮する、あるいは「神感法」という他律的な憑霊も考慮に入れると、これは

シャーマンという限られた呪術宗教的職能者のみならず、非職能者への憑霊現象をも含ん

だ、「憑霊現象論」一般となる。また、しばしばシャーマンの共働者――謎解き人など――

は、彼（彼女）と対話するだけでなく、神霊がシャーマンに憑依する一時的通路としての

役割もはたす。これは「憑貫」などと表現されるが、大本系では同じことが「転霊」と呼

ばれており、またその際、憑依の神霊をシャーマンに移すには、鎮魂という、脱魂と等し

い「内から外へ」の方向性をもった、能動的な霊魂操作の技法が要ることも、多少不明確

ながら、この系統であわせて説かれているのである。  

 さて以上の数行は、シャーマニズム基礎論を大本系鎮魂帰神説の用語で言い換えたもの

で、これはとりもなおさずシャーマニズム研究の側から鎮魂帰神説に照明を当てたことに

なるわけだが、本書の趣旨としてこれとは逆に、鎮魂帰神説の検討から得られた知見によ

り、憑霊・脱魂・トランスの関係はどのように新たな照明を受けるか、という点について

も述べなければならない（１５８）。 局 照
スポットライト

を当てるのは、まず「超自然的存在または領域へ

の関わり方」が脱魂によるのか憑霊によるのかは、文化的文脈で決定される意味・解釈に

違いである、とする説と、次にシャーマニズム（巫儀）は定式的な儀礼行事として執行さ

れて所期の結果に至るとする説と、この二つの文化人類学的な説である。  

 第一の点について、通常日本においては、憑霊型が優位とされるが、特定の行者が著し
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い脱魂傾向を示すような事例も、無論ある。しかしそれは「地域的ヴァリアンテの成立」

と呼びうるほど、ある地域社会の成員に共有されているわけではなく、多く突然変異的な

個人一代の占有物にとどまり、周囲を充たす憑霊の波に常に呑み込まれようとし、事実い

つか呑み込まれてしまう。圧倒的な憑霊傾向（帰神）の中に一縷の脱魂傾向（鎮魂）を含

む大本系鎮魂帰神説は、まさにそうした日本のシャーマニズム状況を一身に備えた縮図に

なっている。そしてそれをみると、脱魂と憑霊の選択は文化的背景に決定されるというも

のではなく、また単に共存しうるというのみのものでもなく、一方から他方へ変換の可能

な技術として考えられているのである。  

 ただし、選択・変換が可能とはいえ、それは同等に可能なのではない。憑霊傾向が優勢

な社会では、そちらを選択するほうが当然はるかに容易であろう。これはすでに次の問題

に関連してきている。すなわち大本では、鎮魂帰神を執行して帰神をめざす場合は容易に

帰神にいたるが、それと対立する鎮魂をめざしても、結果は間々帰神にいたったようであ

る。一般化して言い換えると、巫儀が定式的儀礼として執行されても、それが本来憑霊を

めざす場合は勿論、脱魂をめざすつもりの場合ですら結果は憑霊に至りやすいであろう、

ということである。つまり、シャーマニズムの両型のうち一方が優勢な社会で、他方を追

求することも可能ではあるが、そのためには「定式」以上の何らかの処置が必要なのであ

る。これは明らかに脱日常的な営みであり、呪術・儀礼が文化社会の日常維持、回復のた

めの営みであるのとは異なっている。そして第二章で論じたように、この脱日常的性格こ

そ、身体性とあいまって行法に特有のものなのである。  

 日常維持は無自覚なままでも可能であり、むしろそのほうが便宜なことも多いが、脱日

常にはそもそもの発想からして、何らかの覚醒を必要とする。したがって、儀礼としての

シャーマニズムが文化的に決定された方向性を変え得ないのに比べ、行法としてのシャー

マニズムには、文化的は決定を変換する可能性が考えられるのである。大本系の鎮魂帰神

説とはまさに、そうした可能性を探るための有効な手掛かりの一つを提供するものにほか

ならない。 
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第四章 川面凡児の鎮魂行法説――脱魂型シャーマニズムの身体論 

 

序 節 

 禊の行の大家と称せられる神道家、国家主義全盛期に活躍しそれに理論的根拠を与えた

とすら評される川面凡児にはまた、全著作中のほんの一角を占めるにすぎないとはいえ、

それでもなおかなりまとまった分量の鎮魂行法説がある。それを身体論的な視点から検討

し、川面の説く鎮魂行法の性格の一面を解明しようとするのが、本章の目的である。  

 以下まず彼の身体観およびそれと不可分の関係にある限りでの霊魂観を祖述・整理し（第

一節）、次に鎮魂行法にかかわる限りでの祭神観を整理し（第二節）、その上で鎮魂行法を

検討して（第三節）、続いて、行法を特徴づける力関係を、脱魂型シャーマニズムの身体論

として考察してみる（第四節）。これをうけて最後に、川面鎮魂説の発想をさぐり、同時に

憑霊信仰の優位な日本で脱魂型シャーマニズムの占める位相がどのようなものであるかを

示したい（第五節）。  

 

第一節 霊魂観と身体観 

 川面凡児の霊魂観は、微細な粒子状の霊魂が段階的に集合・構造化し、ついに物体・身

体を現わすという、一種の原子論的な性格をもったものである。次のような表現が頻出す

るのをみれば、その数量的、構造的性格がほぼ察せられるであろう。  

 

「列国の霊魂は、人間動物には一個のみの霊魂を有するものと認めあれど、日本のは

幾千万魂にして、肉体もまた霊魂で、霊魂の集合体となりて居るが如く、万有悉く霊

魂の集合体とはなって居るのであります」１）。」 

「一つの直霊は百千万の直霊を吸収統一して魂と為る。魂の発達してその輪廓を膨張

したるものが荒身魂と為る。……なほ原子が集合して分子を造り、分子が集合して元

素を造るといふ意味にも解し得べし（２）。」 

 

 霊魂は一種類ではなく、さらには尺度
スケール

を異にする多層の段階に亙って存在すると言う。

こうした段階的に構造化する延長線上に身体も考えられているわけで、霊魂と身体は連続

してはいないけれども、両者間には霊魂相互の間にある以上の断絶があるわけでもなく、

この意味で言えば、霊魂と身体をあえて別の範疇で考える必要はない。川面が身体を荒身

魂と表記しているのがそれを端的に示しており、本節で霊魂観と身体観を併せたのもその

ためである。  

 ところで、本体（天御中主太神
あめのみなかぬしのおおかみ

とされる）から「分泌分出」された微粒子が段々と階層

を成して「結晶」しつつ人類万有を形成する、という霊魂観・身体観は、大筋では一貫し

ているものの、細部になると名称その他、著作全集の各所で必ずしも一貫しているわけで

はない。以下本文を引用して、細部のその違いをみていくことにするが、その前に、比較

的具体的な表象を伴った説明と対照させるために、多少観念的に読まれる箇所を引いてみ

る。たとえば、次のような言い方がある。  

 

「霊
み

と云ひ、霊
ひ

と云ひ、魂
たま

と云ひ、 魂
たましい

と云ひ、霊魂と云ひ、神と云ふ……皆是質あ
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り体あり、微細極小なる質あり体あるもので、……裏より観れば霊
み

にして表より観れ

ば魂で、表裏合一すれば霊魂
み た ま

で、その表裏合一したる霊魂を称して神と云ふ。単に単

一の霊
み

のみを称しても神と云ひ、魂と魂との集合体を称しても神と云ふ（３）。」 

 

 ここでは「神」が類概念として、「霊」（み・ひ）、「魂」（たま・たましひ）がその種概念

として考えられているようであるが、議論を一層複雑にすることには、表観・裏観という

聞き慣れない観法が出されている。表観は現象体としての最外体としての形体を、裏観は

その基底をなす実質を、それぞれ観る場合の観点として考えられており（４）、川面の言葉

で言えば、「人類万有の内容外貌（５）」を共に会得するためには、この両者が必要なのであ

る。あるいは表観・裏観とは、客観・主観のことではないか、と思われるかもしれないが、

次うように言われるのをみれば、同義でないことは明らかである。  

 

「空間とは質的静的に、表観
・ ・

し客観
・ ・

し、時間とは量的動的に裏観
・ ・

し客観
・ ・

したるものと

なるなり（６）。」（傍点引用者）  

 

 これらの概念規定や観点について、哲学的に正確な検討をする能力を筆者は有しないが、

ここではただ、川面凡児がこのように多面的な思考と修辞的な言い換えを好む人物である

ことが示されればよい。そうすれば、ひとつの事に多様な説明のなされていることも、所

説の混乱とのみは速断できなくなるからである。  

 以上を前置とし、次にかなり具体的なイメ－ジを描きうる霊・魂・体の説明を引いてい

く。 

 

  霊・魂・体の生成過程  

 霊・魂・体の生成過程を川面は点をもって次のように例える。つまり、一点の霊の周り

にほかの点が集合して魂を成し、その魂が集合して体を成す、種々の魂や体の差異は、そ

れぞれを構成する霊や魂の数量の違いによって生ずる、と。  

 

「一点『・』が霊（み）にして、十点の が魂
たま

であると共に、十点中の中央の一点が

主人公となりて、他の十点・・・・・・・・・・を吸ひ溜め集め合わせて、主宰統一

しつゝあるのであります。魂
たま

も霊
み

の溜りたるもの集合したるものなれば、均しく霊
み

に

して、霊
み

としては同一で一体不二であり平等であり普遍性である。然れどもその溜り

方の形に於ては、十点溜りたる・・・・・・・・・・ものと、二十点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

乃至百点千点溜りたるものとは相違しているので……魂としては差別であり個性であ

ります。……ましてや魂と魂との集合したる体となれば、より以上の個体を顕はし、

より以上の差別を顕はすものであります（７）。」――引用文（一）  

 

 この引用文（一）はそれ自体がきわめて単純な図式であるが、次の引用文（二）は、あ

たかも顕微鏡像を彷彿とさせるような説明になっている。かつ上の二段階の構造化がどの

時点で起こるか――身体は虚空に忽然と生成してくるのではなくまず母胎内に発祥するの

である――が、いわば胎生学的に、書かれている。  
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「母胎に宿りたるものは第一の直霊にして、その第一の直霊が母胎内に宿ると共に、

他の百千万の直霊を吸収して以て神経系の素質を造り、細胞の素質を造り、筋肉……

五官等の素質を造り凝結せしめ、その素質の凝晶体が聨絡統一して発達膨張しつゝ人

身とはなりたるものとす（８）。」――引用文（二）  

 

 わかりやすい説明だが、一応解説すると、受精さらには卵子の発生以前――すくなくと

も同時――に直霊が母胎に入る、それがほかの直霊を吸収して人体の直接の構成要素であ

る「素質」となる、この段階でその「素質」がどの器官を構成するかがすでに定まってい

るように読めるので、少なくともこと人体に関する限り、「物理的」人体が現われる前の「素

質」の段階で構造化が決定的になっている、としなければならない。引用文（一）との差

異は、この「素質」の段階ですでに潜在的とはいえない構造が実現しているとされること、

および、直霊の集合体はそれが複数個
・ ・ ・

寄り集まって身体を成すというよりは、むしろ単一個
・ ・ ・

で身体を成すように書かれていること、の二点である。  

 次に、霊や魂の数量や名称がはっきり指定された説明をひこう。  

 

「主動の霊を「直霊
な ほ び

」と云ふ。直霊が溜りて他の直霊を吸収して魂
たま

となる、その魂を

『和魂
にぎみだま

』と云ふ。和魂と云ふ時は、直霊と他の一霊が抱合し居るものにして、一の霊
たま

の中に直霊が主人公として鎮座し居るのである。この和魂が他より数多の和魂を吸収

結晶して個体を現はす。これを称して荒身魂といふ。この荒身魂にはその中身
ママ

に和魂

が主魂
しゅだま

として鎮座しあるのである（９）。」――引用文（三）  

 

 「魂
たま

」と「霊
たま

」の異同、「抱合」と「鎮座」の異同など、空間図形的に混乱なく表象する

ことは困難だが、それはひとまずおいて、大体、「タマ」を構成する直霊の数が二個
・ ・

である

こと、また「主動」の霊を含む和魂が個体の「中身」の主魂として機能すること、の二点

が述べられているのは明らかである（１０）。 

 あるいはまた、これまでみた霊ないし直霊を生魂
いくたま

と言い換えて、その生魂の集合の順序

によって各々の働きが決定される、とする説明がある。和身魂が生魂の集合体でないこと

にも、注意されたい。  

 

「第一の生魂たる根本魂が直霊にして、第二の生魂が和身魂（意識）にして、第三の

生魂が真身魂（意思）にして、第四の生魂が幸身魂（情）にして、第五の生魂が奇身

魂（智）にして、第六……乃至百千万億無数無限の魂が眼魂、鼻魂……乃至あらゆる

細胞系統魂と発動し来るのであります（１１）。」――引用文（四）  

 

 この説明の後半は、引用文（二）に類似するが、種々の「素質」を現わす霊は吸収の順序
・ ・

でその機能が決定する、という点で、さらに詳しいものになっている。またこの吸収の順

によって魂の働きが決定されるというのとはまったく逆に、真身魂などは、吸収
・ ・

されるの

ではなく、和魂より分出
・ ・

された分魂だ、という説明もある。  
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「最高の心で観ると云ふその主体を直霊と言ひます。……この一なる直霊が一なる直

霊と抱合合体すれば、その第二の直霊を称して和魂と申し、これが今日謂ふところの

意識であります。さうして、その和魂（意識）より分派したところの分魂
わけみたま

を真魂と云

ひ、奇魂と云ひ、幸魂と云ふので、真魂とは今日の意思、奇魂とは今日の智識、幸魂

とは今日の感情と云ふものに当たるのであります（１２）。」――引用文（五）  

 

 解説の必要もあるまいが、これと同様の説明で、ただし分出する主体は和魂ではなく直

霊となり、和魂は逆に分出されるほうにまわっているものがある。  

 

「直霊の一個体として留まり停まりたる体を魂と呼び、その魂を生魂と云ふ。……こ

の生魂の活動につれて他の千百万の生魂を吸収す。これを称して足魂と云ふ。足魂と

は千百万の集合体なり。而してその初めに他の百千万の生魂を吸収したる生魂は主観

としてその千百万生魂の集合体中に留まりてその集合体を統一主宰するものとなる。

これを称して玉留魂と云ふ。……分魂
わけたま

とは和魂
にぎみたま

、幸
さき

魂、奇
くし

魂、術
ばけ

魂等である。この分

魂は主魂たる直霊より分派分出するものなるが故に、その質も体も亦甚だ極小微細な

るものである（１３）。」――引用文（六）  

 

 用語上の説明を補っておくと、玉留魂
たまとまるたま

とは、主宰魂としての生魂
いくたま

であり、足魂
たるたま

とは生魂

の集合体、すなわち荒身魂、肉体を指す。またここで、直霊は複数個集合することで魂と

なる、というのではなく、一個の停止によって魂となる、と説かれている。集合と停止が

どう関係するのか、不審に思われるかもしれないが、「溜まる」「停まる」といえば、語呂

合わせの修辞から出た発想であることは間違いない（１４）。  

 川面凡児の説く霊・魂・体の生成過程をこうみてくると、説明間で相矛盾する説き方を

している嫌いがないとは、言えないようである。  

 まず問題となるのは、霊・魂・体が吸収集合によって生成されていくと説くものと（引

用文（一）～（四））、一部の主要魂は中心魂より分出されることにより生ずると説くもの

と（引用文（五）～（六））の撞着である。「八十万魂は吸収同化せられたるが故に分派魂
わ れ た ま

と

なり分々派々魂となったのである（１５）」という、入ったから出た
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

式の不可解な論理で橋渡

しがなされるのかもしれないが、これでは空間幾何学的な像をかえって曖昧にし、したが

って図式的な理解を当面の目標とする本稿にとっては、ほとんど意味をもたない。  

 もうひとつは数量的な問題である。つまり、魂は霊一個
・ ・

から成るのか複数個
・ ・ ・

から成るの

か、ということで、川面の説明は、「たま」を「水の渟るの渟にて、霊の渟りて集合したる

を意味す」とするか、それとも「停り留る」の意味とするかにより、大きく二つに分かれ

る。引用文（一）において、集まった霊の数がその結晶体である魂の性格を決定するとい

う意味のことが述べられていたが、一般的人間の生成過程において、その魂を成す霊の数

は、引用文（三）などでは、二個になっている一方、引用文（六）では一個になっている

ようである。これは各人間の個体差といふ理由では片づけられない矛盾である。一即多と

いった大雑把な論理以外に具体的かつ正確な記述がなければ、これも図式的理解に資する

処はない。 

 細部の不統一をあげれば、一応右のとおりであるが、全体の印象を言えば、複数の霊が
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集まって一魂を成し、その魂が複数集まって一つの人体、ないしは物体を成す、と理解し

てよいようである。そしてその魂の段階で各々機能分化が決定する、ということである。

こうした一種の霊魂論的生理学とも言うべき説明の視覚的補いとなる図が、全集の中にい

くつか載せられているので、どの説明に正確に対応するというわけではないが、参考まで

に第一巻末の挿図を数葉引いておこう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  各魂の機能 

 これまでの引用文に現われてきた主要な魂に関する説明を、ここでまとめておこう。  

 荒（身）魂
あ ら み た ま

は肉体とされている。和（身）魂
に ぎ み た ま

は心性とか意識とか心とか精神とかされる。

幸（身）魂
さ き み た ま

は情あるいは感情、奇（身）魂
く し み た ま

は智とか「最も神変不可議の活動を顕はす……

知力とか知識」とか言われ、真（身）魂
ま み た ま

は意思、意力、などとされる（１６）。これらは各所

でほぼ一定であるが、このうち特筆すべきは、荒魂と真魂に関する説であろう。  

 荒魂はよく荒々しい魂と言われたり、霊魂の徳用（機能）と言われたり、顕現する魂と

言われたりするが（１７）、川面のように肉体（物質）そのものとする考えは稀である。荒魂

はそれでもまだ古典に典拠を措く語だが、真魂（真身魂）になると、「神典に顕はれてをら

ない（１８）」にもかかわらず、重要なものとして説かれている。これは意思力を発する魂で

あると言い、特に宮廷との関連で言えば、その三種の神器中の御頸珠（普通にはこれを三
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種の神器とはしない）に、天照太神の真身魂が依り宿っている、とする。川面独特の説で

ある（１９）。 

 このほか、術魂
ばけたま

なる語が説明されているのが注目に値する。これは古典中では『旧事紀』

にのみ見える語で、平田篤胤や大国隆正なども言及しているが、篤胤は語義内容不詳と述

べるのみ、隆正も「定理を消して物を造る（２０）」魂と述べる程度であり、比重は非常に軽

い。ところが川面はこれを次のように説明し、霊魂観の中で重要な位置づけをする。  

 

「禍魂
まがたま

とは旧事紀にあるところの術魂
ばけたま

で奇魂幸魂等の悪化凶変して自他を禍する魂で

あります（２１）。」 

「述魂とも書く。述は術なり手段なり。虚偽の手段を述べ帰るなり。術魂を『バケミ

タマ』と云ふは『バケ』は変化にして白が黒に、黒が白に変化するの意味なのである。

また『ハ』は『マ』に通ひ、『ケ』は『カ』に転じ、『まがる』なり『曲がる』なり。

直しきものが曲りたる意味で魔魂
まがたま

となる（２２）。」 

 

 「ばける」と「まがる」が右のように通用するのかどうかはともかく、引用文をわかり

やすく言い直せば、術魂とは、分出した魂――これはまだ術魂ではない――が何らかの事

情で「悪化凶変」した場合、その変化後の魂を術魂と呼ぶのであって、一次的な存在では

なく二次的な存在だ、ということである。よって、川面のいう術魂の何たるかを理解する

には、魂の分出、分魂ということを同時におさえる必要がある。  

 魂の分出とは、全身の統一した状態において、主要な魂が体外に脱出して何らかの活動

をなすことをいう。これは放心状態での魂の遊離という発想の対極にたつもので、無自覚

的・消極的ではない、きわめて自覚的・意志的な状態での魂の分出のみが考えられている。

「全身の統一」ということについては後述するが、もしこの統一に欠陥があった場合、分

出魂はその脱魂してきた元の身体の不調に牽制されて充全な活動をしないまま帰還し、虚

偽の活動報告をなすことがある、という。これが術魂であって、分出魂が正常に機能すれ

ばその魂は本来の名称で呼ばれるのである。そのような正常な活動は、簡単に述べれば次

のように起こる。  

 

「全身の統一を来し、和身魂も興奮し、直霊も開発し、その事業の為に、自己の主観

より、奇身魂、幸身魂等の客観的に脱出し活動することあり（２３）、……」  

 

 なお、生前に分出するのは真魂、幸魂、奇魂以下の魂に限られ、直霊と和魂は原則とし

て死時にのみ肉体＝荒身魂を脱出する、という。ただし、川面は自身の擬死体験を述べて、

その際直霊と和魂が肉体を脱出した、と解釈している。次の引用文はその記録であるが、

これは近時類書に報告の多い臨死
ニア・デス

体験とまったく同じパタ－ンであるばかりか、入眠状態

における 体 脱
アウト・オブ・ボディ

体験とも別のパタ－ンではない（２４）。 

 

「弥々死ぬるといふ時には、この直霊（至上意識・最潜在意識）が荒身魂（肉体）を

脱出する時なのである。……脱出したる直霊は床上に昇り天上
ママ

の空間に留まり、自己

の鎧袖本城たりし荒身魂の肉体を瞰め下し、最後の永訣を惜み、またその荒身魂なる
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枕頭に侍して愁傷しつつあるところの父母……友人等を明瞭に歴観するのである。…

…それ已に直霊は脱出して、生前八十万魂は制御統一し、或ひは制御統一すること能

はざりしその思想言論行為の善悪に相応したる境地に向って神流れに流れゆき、流れ

去る。直霊脱出して後の和身魂（意識）は、なほその荒身魂なる肉体に宿る。その如

何なる宗教たるを問はず、こゝに霊代
たましろ

を設けて祭る時には、その霊代なる御幣、真賢

木、位牌、霊座等に宿り来る。霊代を設けざる時は……室の壁面に宿り居るのである。

……幽霊とは多くは是れ和身魂であります（２５）。」 

 

 川面のいう直霊および和魂の脱出ということと、体脱体験の報告例および脱魂型シャー

マニズム研究を見比べて気付くことは、一方でこれら三者が身体からの中枢意識の脱出と

いう、少なくとも主観的には同じ体験であること、しかし他方、後二者では川面のいう部

分的霊魂の脱出に相当する体験が、はっきり表面に出ていないこと、の二点である。主要

魂の機能については一応以上とし、次に内外の魂の交渉をみる。  

 

  直霊と八十万魂、及び禍津毘 

 霊・魂・体の生成過程の種々の説明に共通して言えるのは、中心となる霊魂があるとい

うことで、この中心霊魂にはほかの無数の魂を主宰統一する――「主宰統一」の具体相は

本稿の全体が明らかにする――任がある、と川面は言う。もしその任が正しく全うされれ

ば、八十万魂（無数の魂の集合体で、肉体のことを言う。八千魂とも）はそれぞれの機能

を発揮するが、そうでなければ各魂は「自己我」を発揮して全身分裂の禍根をなす、この

八十万魂すなわち肉体の主宰統一は、直霊を開発し和身魂を興奮させることで達せられる

が、そのための行法こそが、鎮魂とされるわけである（２６）。 

 さてわれわれは、通常その「主宰統一」が不完全なため、一般に次のような混乱状態に

ある。いわく、「常に眼耳鼻舌肌の五魂に制せられ、八十万魂に制せられつゝ、根本直霊は

奥の奥に幽閉密封」されている、「八十万魂の魂々は分々皆かくの如くに分裂割拠して自己

我を顕」わす。具体的には、「耳魂が音楽欲を起せば、こゝに主動的活動をなし、眼魂に波

動し、細胞筋肉魂に波動し、手足に波動し、耳魂は遂に全身を鼓舞引率して、音楽劇場に

馳せ行くに至る」という具合である（２７）。 

 ここで注意すべきは、右のような混乱は内在因によってよりも、むしろ外来
・ ・

の魂の作用

を受けることによって起こる、とされている点である。もちろん、外来の魂の作用に乱さ

れるのは八十万魂のほうにもその原因があるわけだが、悪の直接の誘因は常に外から来る、

とされ、それは禍津毘
ま が つ ひ

と呼ばれて、次のように説明される。  

 

「禍津毘とは、外より来たりて、我の五官五魂に侵入し、我の五官五魂を撹乱し、我

の八十万魂を分裂せしむるところの気と魂とを云ふのである。……この彼より侵入し

来るところの息気が我を刺激し、我の眼魂なりがその刺激の為に鼓動を始め……為に

我の八十万魂に分裂を招き、我の全身は統一を失うたのである（２８）。」 

 

 けだしこの禍津毘の存在は、川面凡児の鎮魂行法を考えるにあたっては、最も重視され

るべきものである。鎮魂行法の目的は、まずこの禍津毘を身体内から排除し、次には身辺
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に近づけないようにし、終には禍津毘の侵入不可能な八十万魂の結晶体をつくることにほ

かならないからである。 

 川面によれば、虚名虚体のものはないゆえに、この禍津毘は「質あり体」あるものであ

り、その実体は万有の呼吸する「息気」である。そしてそれらは「相互に感応交叉して相

互に浸潤しつゝ（２９）」ある。あるいはもっと感覚的に実感しやすいように言えば「客観上

に於ける四囲の色声香……等との接触により、その微分子が禍津毘となり全身に犯し来り

喰い込み来る（３０）」のであるから、八十万魂の凝結体である人体は、万有の発散する有害

な息気の充満した、「非常に重大な緊張を要する場（３１）」に包まれていることになる。  

 ところが一方また、「太神の分霊、太神の稜威は常住不断に雄走りつゝ我身に天降りつゝ

雄走りつゝ」ある、ともいわれ、これを身に受けることにより、汚・穢・罪等が除かれる、

と言う。つまり、有害な「微分子」のみでなく、有益な「微分子」も降り注いでいる、と

いうのである。かれこれ考えあわせると、川面凡児は、万有の発散する息気（多く有害）

と太神の稜威（有益）が空間中に併存充満している――存在の位相は異にするかもしれな

いが――と考えているようである（３２）。  

 身体外からの侵入物が自分に有益に働くとしたら、われわれはそれを積極的に受けよう

とするだろうし、有害に働くとしたらそれを防ごうとするであろう。川面の説明では、こ

の「息気」も「稜威」もともに霊であるから、どちらが人体に侵入するにしても、少なく

とも字義上ではそれらは広義の憑霊と考えてよい（３３）。すると、「禍津毘を振払除去す」

ることと、「神の稜威を受け（３４）」ることとは、この憑依物侵入物を選択的
・ ・ ・

に拾捨するこ

と、とまとめることができる。  

 御嶽の「お座立て」に関して、中座に憑こうとしている「キツネや犬などの霊や悪霊」

を追い払って「上級神を『降ろす』」のが前座の役目だが、これは「霊的存在との緊張をは

らんだ対決といってよい」とする者がある（３５）。これとの比較で言えば、川面の言う「霊

的な存在」は巫儀のような特殊な状況においてのみ人間と交渉するものではなく、常に我々

に降りかかり浸潤してくる微細な粒子であり、したがってわれわれは常にそれとの「緊張

をはらんだ対決」の姿勢になければならないのである。  

 

  本体と万有の媒介者 

 以上、人身中の霊・魂・体および万有の関係を一通りみた所で、最後にもっと微妙な方

向、本体と人類万有との関係の仕方をみておく。  

 川面凡児は随所でほかの宗義、哲学説に言及する際、そのどれもが「本体と万有とを知

りたるのみ」で、「発展せしむるものと発展するものとの間に媒介的実質
・ ・ ・ ・ ・

あること」（傍点

引用者）を知らない、真如説などは根本義としては強いが発展という点で弱く、汎神説、

原子説などは万有発展の説明には強いが、万有終決の点では弱い、という（３６）。それでは

「日本民族のみ」が正しく知っている「媒介的物質」とは何か。三つほど説明文を引用し

よう。 

 

「大本体が天御中主神にして、その分霊分魂分身は三神にして（裏観すれば霊・直霊・

神直霊の三霊、表観すれば生・足・留の三魂、表裏合観すれば、高皇産霊、神皇産霊、

宇麻斯阿斯訶備比古遅神三神）、この三神より万有は発展すると共に、また神より出で
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たるものは神に還る。……三神は太神と人類万有との媒介者たり父母たるなり。……

一神にして多神、多神にして一神……一神にして常に多神を摂理し、多神にして常に

一神に統一せらる（３７）。」 

「稜威
み い づ

とは天御中主太神霊の息気
い き

なり、威厳
い か

なり。稜威とは霊
み

出づるなり三
み

出づるな

り。霊
み

が生霊
いくむすび

、足霊
たるむすび

、玉留霊
たまつめむすび

の三霊となりて出で居るを意味するものとす。さればこ

の生霊が停り止まれば生魂
いくむすび

となり、足霊が停まり止まれば、足魂
たるむすび

となり、玉留霊が停

まり止まれば玉留魂
たまつめむすび

となる。霊
み

は内に潜み、魂
むすび

は外に顕はれ、表裏一体なるものとす
（３８）。」 

「神に属する時は生魂、足魂、玉留魂と云ひ、人類万有に属する時は生魂、足魂、玉

留魂と云ふなり。神としては息し蒸し結びて生むを意味し、人類万有としては停り溜

って生き、足り・留まると意味するなり（３９）。」 

 

 同音異字、多訓、ふり仮名の有無などが入り組んだ上、誤植の心配もないわけではない

が、大体の所を理解すればムスビの神が本体と万有を媒介する、ということであろう（４０）。

その位相と名称は多様に説かれているが、これは既知の用語を語呂合わせの修辞で読みつ

なげたという印象がきわめて強い。すでにみた「たまる」と「とまる」という語呂合わせ

と同様、「霊
み

」は「三」に対応するとか、人類万有の機能の要素である「生」「足」「留」に

対応する三種の実体が「生魂」「足魂」「玉留魂」であるとか、日本語の言語体系が客観的

実体としての霊魂の事実を忠実に反映している、との信仰なしには読めない部分である。  

 それを除外して読めるのは、霊
み

→霊
むすび

→魂
むすび

→魂
たま

と四段階に表現されるうちの前三段が媒

介的実質である、という点のみである。しかしその「媒介」の機構は、妥当性の検証困難

な「言霊（４１）」による説明しかないため、今は直接の検討ができない。  

 むしろここでは、川面の示した人身構造の模式図をあげる方が、後の説明のためにも便

宜である。すなわち、彼は霊魂の形は球形であると述べたのに続き、「人間万有の如きは球

体でなきが如きも……その輪郭に於ける雰囲気は球体を顕はしてをる……身体より蒸発す

るところの息気発熱は、各自の雰囲気として輪郭を描き居るのです」として、次のような

図を載せているのである（４２）。 
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 この身体論ふうの図式――あたかも原子核と電子軌道の模型図を思わせる――が示すの

は、身体中に霊魂が入れ子状に存在し、最も微細かつ本体に近い霊魂の作用が、内から外

へ働くという発想である。この「内から外へ」という方向性をもった体験型は、あとで川

面の鎮魂行法を考える際に最も核心となるものなので、この図で鎮魂行法理解のための霊

魂観・身体観の整理をしめくくるのが、読者の理解のために親切であろう。  

 

第二節 祭神観 

 祭神の問題は、前節後半部でみた「本体」と「媒介」の周辺で考えられている。多数の

神名について、一音一義の言霊説による解釈があるが（４３）、ここでは鎮魂に直接かかわる

祭神のみを、しかも語義解釈ぬきで扱うことにする。  

 さてその鎮魂の祭神については、次のように大きく二柱が考えられている。  

 

「鎮魂するには祓をなし、禊をなし、振魂をなし、雄建をなし、雄詰をなし、伊吹を

なし、大祓戸神に向ひ奉りては、許々多久の穢と尤と罪とを祓ひ、宇宙根本大本体神

たる天御中主太神に対し奉りては、太神の霊
みたま

太神の稜威に禊がれつゝ、自己根本の直

霊を喚起啓発し、……（４４）」 

 

 大祓戸神と天御中主太神、その二神の機能範囲の別が簡単に述べられているが、二神と

はいうものの、天御中主太神は「根本霊にして、他はこれ分派霊」と言われるような本体

神であり、大祓戸神は、川面によれば十六神を総称した神格である（４５）。そしてその十六

神は、次のように表の四神と裏の十二神というように、表裏の神が正列されている。  

 

「裏に生産
いくむすび

霊神・足産霊
た る む す び

神・玉留産霊
たまつめむすび

神・神直霊
か む な お ひ

神・大直霊
お ほ な お ひ

神・伊豆能売
い ず の め

神・底津綿津見
そ こ つ わ た つ み

神・底筒之男
そ こ つ つ の を

神・中津綿津見
な か つ わ た つ み

神・中筒之男
な か つ つ の を

神・上津綿津見
う は つ わ た つ み

神・上筒之男
う は つ つ の を

神、表に瀬織津比■
せ お り つ ひ め

（口篇に羊）神・速開津比■
は や あ き つ ひ め

神・気吹戸主
い ぶ き ど ぬ し

神・速佐須良比■
は や さ す ら ひ め

神を斎き奉る（４６）。」 

 

 表の四神は大祓詞にみえるもので、これに関する川面の解釈は特に諸説と異なったもの

ではないが、裏の十二神に関する解釈は独特である。表裏の違いは、表の神を祭っておこ

なう「表の神儀、外の行事」は、裏の十二神を祭って「内より汚穢と尤罪とを外に払ひ去

る」という「裏の神儀、内の行事」がなければ、無効である、というものである。具体的

な神格の説明は、次の通りである。  

 生霊神、足霊神、玉留霊神を裏に斎き祭るのは、「人類万有の創造構成成立」を自覚させ

るため、という。この三柱の産霊
む す び

神（霊
むすび

神）は、前節でみた霊
むすび

（魂
むすび

）にほかならない。 

 神直霊神とは、これも前節でみた人体の根本中枢霊魂である直霊の称であり、人間が「生

霊、足霊、玉留霊の集合結晶体であることを自覚」させるために祭るもの、とされる。  

 大直霊神とは、八十万魂が根本直霊（神直霊神）を中心に「集合結晶」し「霊化し同化」

された全体を称するもの、という。いわば、自身が三霊の結晶体であることを自覚するた

めに祭るのが神直霊とすれば、その自覚の完成を確認するために祭るのが、大直霊なので

ある。一方が中枢霊魂で他方は身体であるが、自覚の質は、名称同様に似通ったものであ

る。 
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 伊豆能売神とは「息としての霊の神」である。自己が大直霊であることを自覚した身体

の吐く息は強烈な「包蔵産出の徳と功」を有する霊にほかならない、その女性的霊能を「表

彰」するものだ、という。  

 三柱の綿津見神、筒之男神は、ともにその伊豆能売神という息・霊の活動態の諸相を称

し、これを祭ることによって、「この六神を会得し、この六神を体験し、遂に以て自らに六

神それ自身たらん」ことを期するもの、という。  

 以上の裏の十二神を祭って行なう裏の神儀が終わって後、「表の行事に移る」。すなわち、

「大祓詞を読みつつ……畢りて後に御幣もて、人と境と、四方十表を祓へ、表の四神の大

御名に依りて、その汚と尤と、穢と罪とを垂示に一定する境地にまで祓へ遣り、払ひ送る」

のである。 

 こうして鎮魂の祭神の一柱である大祓戸神の性格をみてくると、特に裏の十二神につい

ては、行者の身体および活動の理想状態をシンボライズした主観的なものかとも考えられ

るが、川面によれば表の四神ともども「主観上に存在するのみならず客観的に実在ましま

す」という。主観・客観という哲学用語はともかく、これらの祭神について確実に言える

ことは、それが人格的交渉の対象ではないということである。そのような人格神は、鎮魂

行法の過程における祭神ではなく、「祓と禊と鎮魂の行事を以て更に神人合一の境に達し」

た時に、つまり行法の結果として初めて感応するものとされている（４７）。それら、本節で

説明の不足した分については、次節で行法の経過をみていく際に、適宜補っていくつもり

である。 

 

第三節 鎮魂行法 

 以上の霊魂観、身体観、祭神観に基づき、本節では鎮魂行法の実際をみる。川面は鎮魂

を大別して、「直系鎮魂」＝天皇の鎮魂と、「傍系鎮魂」＝民間の鎮魂の二種があるとする

が（４８）、行法として典型的と思われる――つまり身体という因子の関与が大きい――のは

後者である。  

 鎮魂とは、（一）祓
はらい

、禊
みそぎ

、振玉
ふるたま

、雄健
おたけび

、雄詰
おころび

、伊吹
い ぶ き

、という六階梯の行事により、第一

の根本直霊を中心に八十万魂が統一・霊化されていく、その一連の過程の全体を指して、

あるいは（二）この六段階の中程の実践を指して（これは特に「大直霊神としての鎮魂」

と呼ばれる）、あるいは（三）この最終段階の境地やそこにおける実践を指して（これは「鎮

魂の境」「鎮魂裏」などと表現される）、そう呼ばれるものである。文脈によりこの三種、

あるいはさらにそれ以外の意味で使われる場合があるので、各所ごとに確認しながら読み

進む注意が必要であろう。まず、語義理解のために、川面の説明を二、三説明することか

ら始めよう。  

 

「『たましづめ』とよみ、また『たましづまり』ともよむなり。『たましづめ』とは直

霊が八千魂を統一鎮定したる意味にして『たましづまり』とは、八千魂が直霊を中身
ママ

点

として自ら結晶鎮定したるを意味したるものとす（４９）。」 

「支那流の鎮魂は禅定と等しく鎮静
・ ・

するのです。……御国のミタマフリは動きつゝ静

なる心と体と現はし、動静一体
・ ・ ・ ・

として鎮魂するのです。……動静不二一体の状態に出

入するのです（５０）。」 
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「日本民族の鎮魂とは、これを物に比喩してその一端を顕せば正しく独楽子の如くそ

れなりき（５１）。」 

「鎮魂とは『しづまるみたま』で、『みたま』の『しづまる』ので『し』を除けば『づ

まる』となる。『つ』は『す』に通ひ、『ま』は『め』に転じ、『すめるみたま』となり

ます。『しづまる』とは統一鎮定なり。『すめる』とは同化澄澂
・ ・

なり。全身八十万魂の

外容を見れば八十万魂が大直霊化して、……恰も白玉
・ ・

の玲瓏たるが如きを意味表彰す
（５２）。」（傍点引用者）  

 

 上の引用文には、行法の過程
・ ・

における力動的
・ ・ ・

性格の語義と、行法の結果
・ ・

としての静的
・ ・

お

よび透徹
・ ・

した状態を表現する語義とが、交錯して出ている。結果を示す「動静一体」「独楽

子」という表現は、回転体が静物よりも慣性モーメントが大きいことを思いおこせば容易

に実感できるが、動と静の二義は、やはり区別すべきである。  

 さらに、行法の結果として、身体状態とは別に、そこで得られる境地は「鎮魂の境」「鎮

魂裏」と呼ばれ、次のように表現される。  

 

「鎮魂裏に於ては主観客観全然一変し、有我無我を超越したるの霊我
び が

、神我として、

その和身魂の五魂五官が開き、直霊の五魂五官が開き、真身魂、幸身魂、奇身魂の五

魂五官が開き、その見る所、聞く所、嗅ぐ所、味ふ所、触るところの対象、対覚は、

奇しや、昨日までの、荒身魂としての五魂五官にて接触したる対象対覚とは比較すべ

きにあらず。……その霊境に立ちてこそ、顕幽漸く感応道交し、初めて神と念ひ、神

と語り、神と行ふことを得るの鳥居を窺ひ得たるものとなします（５３）。」 

 

 ここに限らず、「鎮魂裏に入りて初めて（５４）」という類いの言い回しは随所にみられ「鎮

魂」ということが川面の神道説中でいかに重要な位置を占めるかが窺われる。実際、「祓と

禊よりして鎮魂に入る」「祖神の垂示としては最も鎮魂を尊重し、人間無上の神儀行事とす

る」とあるのをみれば（５５）、川面は禊の行の大家というよりは、むしろよりふさわしくは

鎮魂行法の系譜の中でとらえるべき人物なのである。  

 以下、行法の各階梯を順にみていることにする。  

 

  祓と禊 

 祓とは、禍津毘（外から侵入してくる万有の息気――万有は呼吸している――のうち、

われわれに害をなすもの）を振払・除去することである。これには表裏の意味、行事があ

る（表裏の意味、行事があるのは各行法に共通である）。  

 裏の意味は「張
は

る霊
ひ

」とされ、「根本直霊それ自身の息気を八十万魂に吹き入れて充満
・ ・

せ

しめ、全身の筋肉細胞血管脈絡骨髄等を膨脹
・ ・

し緊張
・ ・

せしむる」（傍点引用者）行事とされる。

「根本直霊」は人身の中枢に位置するので、そこから全身に息を吹き込むというのであれ

ば、内から外へ張り出す「圧力」を考えているものとしなければならない（５６）。  

 一方表の意味は、「ハラヒ」は「ハラフ」に通じて払うこと、「フ」は振るうことであり、

「筋肉皮膚等を振動
・ ・

せしめつつ汚と穢を払ひ除く」（同）ことだという。具体的な方法は、

「御幣を振り、御幣に通じて宇宙根本大本体神の分体たる大祓戸神の霊を受けて、稜威を
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受けて、我が根本霊
ひ

たる直霊を張り、直霊の息気なる稜威を全身の八十八千万魂々に張り

送り、張り充たし、張り足らはし、その八十八千万魂に触り犯しあるところの許々多久の

汚と穢とを払ひ去り、払ひ除くなり」とある（５７）。つまり、御幣を振ることにより「御幣

と風とに通じて」霊を受けるのである（５８）。水による祓である禊との違いは、この「風」

による祓という点にある。  

 この表裏の祓を、のちに出てくる行事と比べると、裏の祓は次段階の「禊」と相通じ、

表の祓は、次々段階の「振玉」と相通じる。行事は一応段階的に分けて説かれているが、

それらは各々表裏の意味を担い、しかも一日の内に連続して、かつ「幾回も幾回も表裏の

振魂……等の行事をなしつゝ」進行するわけであるから、一段階が終了するのをまって次

段階に進むというように厳密に分けて考えられているわけではない。  

 次に禊である。祓と禊とは、一般に祓禊、禊祓と一続きに呼ばれているように、密接な

関係があるが、川面もまた「相互に表裏し、祓は表の行事にして、禊は裏の行事」という
（５９）。ただし、互いに表裏とはいっても、たとえば祓の表と禊の裏が等しいかというと、

そういうものでもない。 

 禊の表の意味は、「水を注ぐが如く神の霊を我の霊に注ぎ入る」ること、裏の意味は祓に

よってもまだ身中に「残留」する垢を「剃ぎ削る」ことだといい、具体的には身を「海川

に投」じ「水と潮とに通じ、宇宙根本大本体神の霊
み

を受け」る（６０）。  

 祓と禊の違いを川面の説明に求めると、霊を水に通じて受けるか否かという一点にしか

ないようである。「地水火風空乃至元素分子原子原々子電子電々子等……悉くこれ霊なり魂

なり神なり」といわれ、また「宇宙根本大本体神の大直霊
お ほ み た ま

は常にもかにも間断なく分出分

派しつゝ……人類万有に天振り天かかりつゝ」あるにしても、とりわけて水は「霊出
み づ

」で

あるとして、その特殊性が強調されるのである。  

 

  振玉（振魂） 

 祓・禊のあとは振魂となる。これは常に「裏伊吹」と同時に修されるので、「裏伊吹振魂

の行」とも呼ばれる。裏伊吹とは次のようなものである。  

 

「身を祓ひて後に冥
ママ

目し、鼻より
・ ・ ・

神の霊
ひ

なる神直霊を伊吸
い す

ひ込み、全身の八千魂に伊

吸ひ込み外には出さぬなり。口より
・ ・ ・

出さぬなり。ただ腹の内にて、全身の細胞内にて

伊吹くなり（６１）。」（傍点引用者）  

 

 すぐ続けて、二分ないし三十分間後に吸気を吹き出すことがいわれているから、これは

数分間の呼吸停止にほかならず、停止した吸気が胸・腹部から細胞に浸潤していく様が観

想されることになる。  

 この呼吸停止の状態のまま、「神代以来伝へ来たる一定の形式に依り全身を振り動かす」

ことが指示される。息を止めて激しく運動するのであるから、「渾身烈火の如く、汗は全身

に流れ出で」るのは当然である。しかし重要なのは、次のように、この振動により全身が

統一されると主張している点である。  

 

「根本直霊を中枢点として八十万魂を振ひ動かすので、眼魂なり舌魂なり……真身魂
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なり等が横逸して分裂を企て、単独に走り出でんとする時は、これを制し、これを威

圧しつゝ猛烈に全身を振ひ動かし、八十万魂を震動せしむるのである。……全身八十

万魂を」振動して、その分裂を制御し、その横逸を制御したれば、……そこに統一の

活動があるからであります（６２）。」 

 

 振動によって穢が祓われるというのは、実感しやすいであろうが、振動によって全身が

統一結晶化するというのは、実感しにくいかもしれない。第二章でみた岸本英夫は、動作

の反復持続が「疲労、倦怠等」の不快をもたらし、それを克服することで「意志の鍛練」

「信念の強化」「精神の統一」がなされる、と説明する（６３）。しかしそうした心理面の結

晶化を考慮するのみでは不十分であろう。岸本自身も述べるように、身体動作と心理効果

の間に介在する生理過程――運動と安静では明らかに異なる――が問題となるはずである
（６４）。  

 具体的な振動方法は、「種々あれども、両掌を十字形に組合せて、渾身の力を入れて漸々

と猛烈に振り動かす」ことが「初歩的な一形式」という但し書き付きで、あげられている
（６５）。  

 この「裏伊吹振魂」の行事内容をみて思いあたるのは、たとえばヨーガの呼吸停止であ

る。しかし、呼吸停止という点では似ているが、そのもたらす結果の印象はかなり異なる。

ヨーガ・スートラに基づくヨーガ行法中の呼吸停止をともなう調息について、呼吸の統御

調整を続けてゆくと「呼吸は次第に細く長く静かになる」と言われている（６６）。この鎮静

化の傾向に比べ、川面の説く「裏伊吹振魂」の行においては、振動による緊張興奮が加わ

って、賦活化への傾向が強いという違いがある。  

 ちなみに、この段階で行者の前身八十万魂が統一した状態を指して、すでに「これを称

して鎮魂とは云ふなり」と「鎮魂」の語が用いられているのが注目される（６７）。本節の冒

頭ですでに注意しておいたように、これは「大直日神としての鎮魂」といわれるものであ

り（６８）、たとえば「汚と穢とを払ひ、『裏伊吹』をなし『振魂』をなし『鎮魂』をなし『雄

健』をなし『表伊吹』をなし」という一節があるが、そこでいう「『鎮魂』をなす」とは、

いわば広義の鎮魂行法全体の中の一階梯としての狭義の鎮魂行法を指しているに過ぎない。 

 

  雄健・雄詰 

 祓より振魂までの行事により「大直霊神としての鎮魂」が完了すれば、これに雄健
おたけび

・雄詰
おころび

の行事が続く。 

 

「『雄健』とは神代以来の相伝たる一定の形式を以て姿勢を正整
た だ

し、常立神
とこたちのかみ

となるな

り。常立とは動かざること巌の如き神体を発顕するを云ふ。雄健終ると共に『雄詰』

となる。雄詰とは神代以来の相伝たる大発声なり。イーエッ、エーイッの大音を発す

るを云ふ（６９）。」 

 

この雄建・雄詰は記紀を出典とするもので、須佐之男の昇天に備えての天照大神の動作

を表現して――記には「伊都之男建。踏建而」、紀には「奮稜威之雄詰、発稜威之嘖譲而」

とある――、また神武天皇の同母兄・五瀬命が崩ずる際の有様を表現して――「男建而」
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「雄詰」――出てくるのだが、これに対する解釈は諸種あって一様ではない。兼惧は「雄

詰責譲ト云ハ、エイエイト云二声也、詰問ト云ハ、後ノワウト云声也」と釈き（７０）、羅山

は「イツノヲタケビ、イカメクツゲシメス義也……イツノコロヒ、イカシクシカル義也…

…後世ニ合センノ時、音ヲ上ル是ヨリ始、エイエイアウト云ナリ。ハシメノエイハヲタケ

ビ也。次ノエイハコロヒ也」と説く（７１）。若干の違いはあるが、両者とも大音発声の意味

にとる点で共通する。同様の理解が近現代にも多いが（７２）、「タケビのタケは武、猛の意。

ビは振舞う意……叫ぶ意ではなく、勇猛の形を示すこと……嘖はせめること。譲は名義抄

にセム。ともにせめる意」として、「タケビ」を姿勢の意味にとる説も一方でみられる（７

３）。雄健を姿勢、雄詰を発声とする川面説は、これにほぼ等しい。  

 具体的には雄健は次のように行う。  

 

「生魂
いくたま

、足魂
たるたま

、玉留魂
たまとまるたま

、何 某 常 立 命
なにそれがしとこたちのみこと

と唱へつゝ、天之沼矛
あ ま の ぬ ぼ こ

を振り翳し、直立不動の

姿勢を構へるのである（７４）。」 

 

「天之沼矛」とは、記紀で伊邪那岐・伊邪那美二命が「滄 溟
あをうなばら

」をかきまわしてオノゴ

ロ嶋を形成した修理固成の具としてみえる名称であるが、ここでは、人差し指と中指を立

て、薬指・小指・親指を折り曲げた右手をそう称する。これは霊魂の姿を表彰し全身を代

表するものという。この手剣を頭に「振り翳す」姿勢が雄健である。  

 この姿勢からそのまま雄詰に入る。「イーエッ」という発声とともに「天之沼矛」を脳天

から左腰に振り降ろし――右袈裟がけになる――、「エーイッ」の発声とともに右手を元の

位置に振り上げる。これを繰り返すこと三度。意味付けは、「『イーエッ』と打ち込みて禍

津毘を威伏懲罰し、『エーイッ』と打ち上げて禍津毘を悔悟復活せしむ（７５）」というもの

だが、これは一音一義の「韻学上」の解釈に由っており、説明は次の通りである。多少長

くなるが、一音一義という発想のもっともらしさと胡散臭さがふたつながらよく表れてい

るので、引いておこう。 

 

「「あ」と云ふ音は天御中主太神の「あ」でありまして、大宇宙の包括したる根本音で、

母音の母音の祖音であります。……後に「イ」は阿行の母音たる「イ」で、「ア」に次

いでの強き威力を有すると共に猛き活動を有する音にして、開き進みて栄え昇るの象

があり、意味があるのであります。「イ」と開き揚げたる後に、その口と唇を閉じて「ウ」

と呼ぶ、……「ウ」には内に向って閉ぢめ満ち溢るゝの象あり意味あると共に、美
ママ

妙

な威力と勇壮しき活動とを有して居るのであります。而して「イ」と「ア」との二音

を合一して一音に発すれば「エ」となり、「ア」と「ウ」との二音を合して一音に発す

れば「オ」となる。「エ」は宇宙包括の『ア』音と、その宇宙の開く『イ』音との合体

したる音なれば、そのいかに勇猛強剛なる音たるかを知らるゝでありませう。……『イ』

といふ音は開き昇り、『エ』といふ音は……その開き昇る強き高き音を下に打込むが故

に反動力のより以上に強くして、圧服するのである。……『エ』と云ふ強き音にで『エ』

と引き上げ、『イ』と引き開きて復活せしむるのであります（７６）。」 

 

 一音一義説は生半可に扱えないので触れないが、言霊一般の定義については、霊魂観と
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のかかわりから言及しておくべきことがある。  

 前々節で霊魂観を整理した際にみたとおり、霊魂は段階的に集合結晶して人身・万有を

構成するわけだが、それと同じ事情で、「言霊とは言語の内外を問はず実質あり実体ある微

分子」であり、その「一言一霊
ひとことひとたま

」の「集合構成」したものが思想であるとされている（７７）。 

 ここで「言語の内外を問はず」とは、発声されるか否かにかかわらずということである

が、雄詰においては発声された言霊
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

が重要になる。つまり、一般に発声によって「我が八

十万魂の分泌分派する分霊分魂」が飛び出していく、「音声と共に、全身の八十万魂が、分

泌分派する分霊分魂
われびわれたま

が息気となりて 醸蒸出する」というが、特に雄詰においては、大音

発声とともに「元気」が煥発し、「潜在渟溜し居りたるところの禍津毘を弾撥して押し出す」

といわれる（７８）。祓から振魂までは人身に即しての浄化強化の行事であったのが、ここに

きて行事の及ぶ範囲が身体外にまで拡大する。つまり言霊は口中より空間に飛び出してい

き、悪しき微粒子（禍津毘）は、身体からのみにとどまらず、周囲の空間からも排除され

るのである。  

 この雄詰にも裏の行事が説かれており、第一略式として次のような作法があげられてい

るが、秘事である故に、またたとえ述べても実践的訓練を要するものであるから会得は困

難である故に、という理由で、内容の詳しい説明はなされていない。  

 

「第三者に此聞こえざる程度の潜声にて、イレイレイレアと上に向って順次発音し、更

に鼻に息を吸ひ込みて、ウウウーウッと順次発音しつつ、一の『ウ』毎に、順次腹と

全身に力を積め入れつつ、堪へ得る限り堪へて、而して静かに第三者の知らざる範囲

に口より徐々と息気を吹き出すので、かくの如くすること三回で、三回繰り返すので

ある（７９）。」 

 

 呼吸停止と全身の緊張が中心的な役割を果たしていること以外、ほかの階梯との区別は

不明であり、類似の行事の反復という印象が強い。  

 

  伊吹 

 次は伊吹
い ぶ き

となる。伊吹伊吸
い す い

の一方を略したもので、呼吸法である。  

 

「鼻より空気に通じて宇宙根本大本体神の稜威を伊吸ひ込み、腹内より全身の細胞内

に吸ひ込みて、充満充実すること三分五分乃至十分間ほどにして口を開き、静かに長

くこれを伊吹くなり。ある限りを吹き出すなり。更にまた鼻より吸込みてかくの如く

すること三度五度乃至八度十度十二度十六度等に及ぶ。そのいづれの度数にても、最

後の時には口よりは吹き出さず、全然腹内、細胞内に吸ひ込み呑み込みて静かに全身

の毛穴より出しつゝ徐々と唇を緩めつゝに出すなり。否最後の時には呑み込み吸ひ込

むと同時に、神を拝して向はんとするところに行き、なさんとする事業に執りかゝる

なり（８０）。」 

「先づ口より静かに徐々に和らかに長く強く息を吹き出し、而して鼻より吸ひ入るゝ

時に、静かに柔らかく長く強く吸ひ入れて、その息気を腹中に溜め、腹部を次第に膨

脹し、漸次力を入れつゝ細胞筋肉血管脈絡等の八十万魂に伝達するのである。……全
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身の毛穴より吹き出すこと、前よりも長くして、暫く息を止め、而して、前の如く鼻

より吸ひ入るゝと共に、全身の毛穴より、同一なる度合を以て、均しく平行的に吸ひ

入れ、同じく腹部を膨張し、細胞筋肉を膨張し、血管脈絡骨髄神経等の八十万魂に伝

達しつゝ、呑み込み、呑み込みて、堪へ得る限りは堪へつゝ、全身に力を入れて全身

を振動させるのである。ウ、ウ、ウ、ウッと云ふ音を、窃かに口中に発しつゝ振動さ

するのである（８１）。」 

 

 全身の振動や窃かな発声、呼吸停止などは、すでにたびたび見たところであり、いよい

よもって同種の祭儀の反復という性格が強まる。  

 具体的な方法としては、六通りの伊吹の法があるという。大呼吸（全身の呼吸機関であ

る鼻、口、肺によるもの、つまり普通にいう意味での呼吸）と、小呼吸（全身各位に存在

する呼吸機関で、たとえば皮膚上のあっては毛穴がそれだ、といわれるようなもの）の組

合せによるというが、ここに引用した第一の行事方法以外は、「裏伊吹に属するもので神の

秘事、神事としてその人ならでは妄りに発表することを許さゞるの禁制あり」として説明

されない（８２）。 

 ただしこの伊吹に関連して、息の重要性が強調されていることを特記しておくべきであ

ろう。すでに引用文中にたびたび出たように、川面は息気＝霊魂と説き、その強弱は人生

万般にわたって強く影響するという。いわく、「自己の息、自己の伊吹が弱」い者は、「外

来の息、外来の伊吹に圧服される」、影が薄いというのは、「口や鼻より出る息は勿論、全

身八十万魂より出るところの体温体熱の息が希薄くなりて、間隙を生じつゝ、死期に近付

きつゝあることを意味したるもの」である。行者や医者が「退治駆除」した病菌病魔は、

行者や医者の「輪郭的周囲に迫りつゝ」あり、彼らが「老衰して伊吹の弱くなり鼻息の薄

くなれば、直ちに肉薄して復讐をなさん」とする。富貴の家には、衆人の「怒りと怨みの

息」が集まり、家門屋敷の「周囲輪郭」を「七重八重に包括群集」しており、少しでも間

隙を生ずると、「その主人その家族の息が薄弱になるから、こゝにその間隙に乗じ、その薄

弱に乗じ」て突貫してくる、などなど（８３）。  

 つまりここでは、「呼吸」や「大音」といった、心理的というよりはむしろ生理的力関係

を前提として物事が考えられており、そのため川面の鎮魂行法は静的ではなく力動的、し

かも身体生理的鍛練を直接の目的とするような印象を与えるのである。  

 

  鎮魂の境 

 以上のように、一連の行を修めた結果――鎮魂の身体的行を修めた結果――は、風をひ

かなくなるとか、肩凝りが解消して体は軽く心は清々しくなるとか、安眠できるようにな

るとかいわれるが（８４）、宗教体験としては、「鎮魂の境」に入る、といわれる（８５）。これ

について川面は、ここには消息の一端しか述べられないと断った上で、その「境」の内容

を、初位から八位まで八段階に分けて説明している（８６）。  

 初位は「平等一体の境」「一色一光の境」、第二位は「和身魂の眼が荒身魂の肉眼を通じ

て緑の光を眺むる「奇身魂としての自己の面貌」が顕われる。第三位は「和身魂としての

自己の面貌が顕はれてくる」「小豆大の濃緑の光を認め得る」「顕界と幽界との分水嶺」「こ

れより初めて幽界に立ち入る」。第四位第五位は、過今来の写像を予知する。第６位は「第
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二位の平等一体……奇身魂はこの平等一体の中を飛び行く」「分身または本体の奇身魂が

輝々たる光を放ちつゝ濃厚なる碧瑠璃の平等裏を雄走りて目的地に達する」。第七位は「拝

神の境」とされて、初めて「神明の御姿を拝する……御声を聞くことを得」、第八位は、人

間の根本霊である直霊開発の鏡であり、「宇宙根本大本体神の天御中主大神に達しまつる」。

ここにおいて、「鎮魂としては初めてその目的を達し、その極所に達したるもの」とされる
（８７）。  

 この全体は、意識の変性状態――あるいは変性意識――と総称される意識状態における

体験といえるが（８８）、具体的な事実として指摘しておくべきは、（一）緑という色彩が語

られること、（二）「分身」または分魂（奇身魂）がその「瑠璃の平等裏」という緑一色の

空間に脱魂していくこと、この二点である。  

 まず（一）につて。色彩の心理学は、ある程度以上の感性を有する普通人の反省をほぼ

そのまま実証するが、それによると緑は、安心を与える色であり、視覚的刺激を与えた時

の反応時間は、灰色などと同程度に遅い（８９）（赤や黄色は速い）。ほかのどの色でもなく、

緑色が知覚空間を支配するのであれば、それは川面のいう「鎮魂の鏡」が興奮状態ではな

く（赤ではない）、不安な虚無の状態でもなく（青ではない）、漠然とした憂欝でもなく（灰

色ではない）、また膨張する状態でもなく（黄色ではない）、圧縮される状態でもない（黒

ではない）、などなどの事情を示唆する（９０）。  

 ちなみに、ロールシャッハ・テスト研究は、色彩に敏感に反応するタイプが情緒的に人

一倍動揺しやすいことを明らかにしているが、これは逆にいうと、情緒的に動揺しやすい

者は色彩反応が敏感だということである。そうすると、内界の色彩表象が安定した者は、

外からの動揺を受けにくいと推察される。そして同じ安定、「静寂（９１）」とはいっても、

それが灰色の支配する曖昧模糊として柔らかく多少沈鬱な静寂ではなく、生命を育む緑色
（９２）の支配する静寂であれば、この「鎮魂の境」が、独楽の回転や球のような力学的に

安定した高密度で硬質な状態にたとえられることがあるのも、少なからず妥当性のあるも

のとしなければならない。  

 ところで、川面凡児の鎮魂行法説を脱魂型シャーマニズムの一環として考察しようとす

る限り、シャーマニズム成立の要件とされるシャーマニック・トランスが川面説の中でど

のように記述されているかを明らかにしなければならないが、今みた「鎮魂の境地」「鎮魂

裏」をそれに相当させようとすると、次のようなことが指摘できる。これは「イメの境」

とも呼ばれ「夢にもあらず現にもあらず幻にもあらざる境地」「幻でもなく歴然たる霊境」

「世の夢と、現と幻を合はせたる境地」などとも説明されるが（９３）、この状態がおこるの

は最終的段階であって、霊魂の脱魂的傾向はすでに行法の最初から起こっているのである。

もう少し詳しく言い換えると、高度に人格的な脱魂はイメの境の中で初めて起こるのであ

るが、それに先立ち非人格で粒子状の霊魂の脱魂はすでに起こっている、ということであ

る。これは脱魂型にしろ憑霊型にしろ、シャーマニズムの発現を分けるのはどの時点なの

かを考える、一つのささやかな示唆を与える説であろう。つまり、可動的な霊魂の運動は

シャーマンの心身の中で突然起こるのではなく、徐々にその趨勢が成長していくのではな

いか、と思われるのである。  

 （二）の脱魂の問題は、本章全体が明らかにすべき中心課題にほかならない。私見によ

ればこれは脱魂型シャーマニズムの範疇で考えるべきもの、少なくとも魂の運動方向では
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それに等しいものであり、川面の説く鎮魂行法の脱魂の機構は、脱魂型シャーマニズム全

体を考えるに恰好の身体論的図式を提供するのである。これについては、全体をまとめる

意味で、次節で詳細に論ずることにしよう。  

 

第四節 脱魂の身体論 

 脱魂型シャーマニズムを論ずる場合、シャーマンの身体論よりは、むしろ空間論――

宇 宙 軸
アクシス・ムンディ

を伝って彼（女）が天上・地下を往来するといったようなになりがちである。つ

まり、魂が身体のどこからどのように脱出していくかという興味もなくはないが、それよ

りはむしろ、脱出魂がどのような世界にいたりそこでどんな行為をなすか、という

「 霊 界 旅 行
エクスタティック・ジャーニー

」の行き先案内図のほうに、興味の中心があるわけである。一方、憑霊型

シャーマニズムを論じようとすると、憑依する霊魂がどこからくるのかという興味もなく

はないが、それよりはどんな性格の神霊がシャーマン（あるいは一般化すれば被憑依者）

の身体のどこにどう憑依し、どう影響するか、といった点――これはかなり身体論的な視

座である――に、興味の中心がおかれる傾向にあるように思われる（９４）。 

 以上は、シャーマニズム研究における二種類の研究動向の大雑把な印象である。事実、

シャーマンと神霊との交渉の現場を問題にする限りは、興味はこの二つの場面にしかこな

い。しかしここでは、興味をシャーマンの身体にしぼってみよう。すると、憑霊と脱魂の

二型に関して、神霊・霊魂はそこをどう出入りするか、という一つの設問でくくることが

できるのである（９５）。その内の脱魂型の身体論を、川面凡児の鎮魂行説を手がかりに論じ

るのが、以下の作業である。  

 前節でみた鎮魂行法の中に、繰り返し同じ印象を与える要素が出てくることを、たびた

び指摘してきた。それをもう一度まとめると、（一）呼吸停止、筋肉緊張、激しい振動その

他の動作、大音発声、などなどの身体的要素。（二）それによる身体内――臓器、管・腺、

細胞などなど――の充実感・充満感という、いわば生理感覚的要素。（三）そうして身体内

に満ちた粒子状霊魂の気体分子的――「息気」という表現をみよ――な外部への噴出感、

および（四）それによる身体内外の不純物――汚・穢・禍津毘――の排除という、いわば

心理感覚的要素。こういうパターンが浮き彫りになる。そこでは、「内から外へ」という方

向性が一貫して重要な契機となっているのだが、そもそもこうした手段と効果が有機的因

果関係にあるうる身体とは、一体どのようなものであろうか。  

 第二節で霊・魂・体の生成過程をみた際、われわれは図式的に、それが段階的に集合・

結晶して構造化するという原子論の一種であることを理解した。ここではその延長上に、

脱魂の図式を描いてみたい。検討すべきは、（一）脱出する魂の種類、（二）脱出を可能に

する機構、この二点である。  

 まず（一）に関連して最初に了解しておくべきは、川面の鎮魂行法にあっては、無数の

霊魂の集合結晶体である身体から無数の霊魂が脱出する、と考えられていることである。

そしてその脱出魂には、「和身魂」や「奇身魂」といった高度の精神機能を分掌する少数の

魂と、「息気」と総称される原子分子に類する非人格的な無数の魂と、大別してこの二種類

がある。これはすでに述べた。  

 さて脱魂型シャーマニズムに関して、神話学の大林太良氏は、脱魂型シャーマニズムは

身体を離れない魂と脱出可能な魂という複数個の霊魂観に適合し、唯一個の霊魂という信
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仰ではその全面的な脱出は危険なのでこちらには適合しないのであろう、と指摘した。そ

れを引いて、佐々木宏幹氏は啓蒙的なシャーマニズム概説の中で、次のように述べている。  

 

「日本のように、通常、単数の霊魂しか人間はもっていないと考えられているところ

では、脱魂型よりも、外部の神霊がシャーマンに憑依する形式の方がより適合的なこ

とも明らかである（９６）。」 

 

 大林氏が無難なことしか述べていないのに比べ、佐々木氏の指摘には微妙に問題が残る

ように思われる。すぐに気付くのは、日本人一般の霊魂信仰が一人一霊魂とされる点であ

るが、これはおそらく、脱魂型は複数魂の観念の土壌に育ちやすいという大林氏の一節と、

日本では憑霊型が優位であるという学問的常識とを短絡させたところに生じた判断であろ

う。しかし日本において――ほかのどこにおいても――憑霊傾向が優位なのは、一人一霊

魂という霊魂信仰によるというよりは、むしろそれ以前に、霊魂が「外から内へ」入って

くるという身体感覚の方が、霊魂が「内から外へ」出ていくという感覚よりも優勢だから

ではなかろうか、と筆者には思われる。以下の論述で、この点を明らかにしてみたい。霊

魂観を身体感覚に還元してしまうような印象が強いであろうが、もともと本書の立場は、

その還元項である身体感覚の重要性を浮きあがらせるところにあるので、あえて論を進め

たい。 

 複数魂の観念が単一魂の観念よりも安全な脱魂を保障する、したがって脱魂型シャーマ

ニズムに適合する、というのはたしかに重要な視点であるが、いくぶんか目的論めいた発

想が感じられる。むしろ逆に発生論的に、何かの活動・機能を部分的に喪失したという心

理的ないしは身体的感覚があり、それが身体に局在する霊魂の部分的喪失という表象を経

て、独立した複数魂の観念に達したものと考えるべきであろう。その場合、その当該部分

が細かく弁別されればされるほど魂の数は増加し、逆に部分が粗雑にしか弁別されなけれ

ば魂の数は減少し、局所性が感覚されなければ魂の数は一個、すなわち一人に一霊魂とし

か解釈されないであろう、という説明が可能である。 

 一方、同様の心身の活動・機能の部分的――全体と無とを含む――変調を、内在する霊

魂の部分的喪失ではなく、逆に外部からの霊魂の憑依によるものと表象する場合、その被

影響体験の諸相は、強度や変調部位の組合せにより、微弱なもの――「憑感」などと表現

されるような――から、人格の全面的変換という強烈なものにまでわたるであろう。しか

しその場合、憑依する霊魂の数や種類は多様でありうるが、憑依される者、たとえばシャ

ーマン自身の霊魂は、いわば分割活動しないので、複数と表象される必然性はなく、ほか

に特別の事由がなければ、連続的一霊魂と解釈されやすいであろ。 

 つまり、複数魂の観念が脱魂型シャーマニズムに適合するというよりは、複数魂の観念

は魂が「内から外へ」出ていくという方向性をもった体験型（９７）と相関があり、この体

験型の土壌で神人交渉が追求されれば、それはシャーマンの脱魂によって成立すると考え

られるに至る、という説明も成立しうるのではなかろうか。これが筆者の仮設的立場であ

る。 

 以上を要約すると、（一）脱魂型シャーマニズムが成立すためには、複数魂の観念以前に、

自身の身体内の霊魂が部分的に外へ出ていくという身体感覚が存在しなければならない、
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（二）この霊魂が「内から外へ」出ていくという身体感覚が複数魂の観念を導きやすい、

（三）逆に霊魂が「外から内へ」入ってくるという身体感覚は単一魂の観念にとどまりや

すい、ということである（９８）。 

 ところで、上の要約の内、（二）と（三）が同時に成立するためには、「内から外へ」と

いう、いわば内在魂流出の体験型と、「外から内へ」といういわば外来魂流入の体験型と、

この両型が対立的でなければならない。なぜなら、複数と単数は対立的でしかありえない

からである。そしてそれが実際に対立的であることを示唆する有力な報告は――やや分野

が離れるが――精神医学の臨床例に求めることができるのである（９９）。 

 自我障害の様態の一つとして、藤縄昭氏によって自我漏洩症状群と名付けられた症状論

が提出されている（１００）。これは「自分の中のなにものかが、自分から漏れて他人に知ら

れ、あるいは他人に影響をおよぼす」という公式に一括できる体験構造を示すもので（１０

１）、具体的には、自己臭妄想、自己視線恐怖、醜貌恐怖、独語妄想、考想伝播、などの症

状を含めて考えられている。これらに共通するのは、悪臭、視線、醜貌、独語、考想など、

自己の内にある「大切なもの」が外に出ていく、単に比喩的にではなく体感的に
・ ・ ・ ・

出ていく

よう体験される点である。身体感覚の対象とならないものまでが体感的に体験されるとい

う臨床報告に、われわれはまず注目なければならない。  

 ところがさらに注目に値する事実として、このような症状を呈する患者には被影響症状

を示す者がほとんどない、すなわち「他者によって侵襲
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

される影響感情、作為思想、幻聴

などを来したことはなかった（１０２）」（傍点引用者）という。ここから藤縄氏は、次のよう

に議論を進める。  

 

「この症例を検討しているとき、患者の自我と外界との境界
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

が篩状に弱化していて、

内から外へ
・ ・ ・ ・ ・

と自己に所属する自我内容が漏れて、流出するごとき印象をもつ、自我漏

洩という自我境界弱化の一様態を仮定してみた。……自我漏洩は……主観体験として

は『内から外へ
・ ・ ・ ・ ・

』という方向性をもった症状系列であり、少なくとも我々の経験例（二

十三例）においては『外から内へ
・ ・ ・ ・ ・

』影響を及ぼす体験形式はみられなかった。……こ

の自己の内側から外へむかって漏れるという特徴は意外に固定性
・ ・ ・

があって、外から他

者の侵襲するという、作為性、影響性の症状と混在することが少ないという事実から、

おそらく自我漏洩症状と作為影響症状とは別個の、あるいは元来対立的
・ ・ ・

な、二つの自

我障害の系列ではあるまいか……自我障害を多様に示す精神分裂病に、自我漏洩症状

を主とする類型と、作為影響性症状を主とする類型とがあるのではなかろうか、とい

うことになる（１０３）。」（傍点引用者）  

 

 引用文をまとめると、自我障害は自我と外界とを隔てる境界が篩状に弱化しているとい

う共通項でくくることができるが、その中に「内から外へ」という方向性を固定的にもっ

た体験系列と、「外から内へ」というまったく逆のそれとが存在し、しかもその両者は対立

的だ、と指摘されているのである。  

 上の指摘で問題になるのは、（一）多様な自我障害を自我境界の弱化ととらえた上で、そ

の弱化は「内から外へ」「外から内へ」という二通りの方向をとるとした分類の妥当性、（二）

この二つの方向性が対立的であるとする推論の妥当性、この二点である。  
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 （一）については、こうした境界の内と外に注目した自我障害の説明は、そう突飛なも

のでもないらしい。藤縄氏は先行する類似の分類として、「自己の一部の客観化」と「外界

の主観化」という対立項（１０４）、あるいはまた世界の侵入（Einbruch）と世界への脱出

（Ausbruch）という対立項（１０５）、をあげているが、これらはどれも、世界（外界）と自

我（内界）の関係の障害を説明するものであって、それぞれ対をなしている内の前者は「外

から内へ」の外物の侵入、後者は「内から外へ」の内容物の流出に、それぞれ相当するも

のである（１０６）。複数の論者が類似の二分法を採用しているのであれから、この二つの方

向性の存在には、一程度以上の妥当性があるものとしてよいであろう。  

 （二）については、二段階に妥当性が問われなければならない。まず臨床上の事実とし

て、藤縄氏は二三例の「自我漏洩症状」に基づいたのみであるが、両者が対立的であると

する知見は症状論としての一般性
・ ・ ・

を主張できるかどうか、次にもしそれが主張できるとし

て、今度は異常者における体験型のそうした対立が、健常者においてもそのまま妥当する

かどうか、いいかえると、健常者においても「外から内へ」「内から外へ」という方向性を

もった体験型は対立的であるかどうか、が問われなければならないのである。第一段階の

症状論としての妥当性は、専門分野での検討にこれを委ねるしかないが、第二段階はわれ

われも問わねばならない。一般に心身の病は人間の潜在的本質を劇的・戯画的に強調する

に過ぎないとされる、それに従えば、確かに二つの体験型は対立的なものであろう。ただ

し、健常者においては境界の弱化が極端ではなく、またどちらかの体験型が固定してもい

ないので――もしそれが強度でかつ固定すれば異常者になる――、時間的にその強度が増

減したり、さらには方向性が交替したりすることは十分に推察される。しかしその場合で

も、方向性が対立的であることに何ら変わりはないのである。こうしたわけで、上の症例

研究が示唆する妥当な仮説として、ここでわれわれは、健常者においても「内から外へ」

という方向性をもった体験型と、「外から内へ」という方向性をもった体験型とは対立的で

あることを前提したい。 

 両体験型の対立性を論じたのは、「内から外へ」という体験型は複数魂の観念を導き、「外

か内へ」という体験型は単一魂の観念を導く、ということを示さんがためであったが、こ

れらには一定水準の蓋然性があるものとして、以下再び脱魂の身体論にもどって議論を進

めよう。引用は特に断らなければ既出のものである。  

 川面凡児の鎮魂行法が成立する基盤としての霊魂観によれば、人間の外の空間に存在す

る霊魂は、ひとつには万有の発散する息気であり（これは時に人身に有害な禍津毘となる）、

ひとつには大神の降ろす分霊・稜威（これは発生的にはより根源的な微細なもので人身に

有益）、というものである。そして行法以前における行者（およびその候補者）は、「彼よ

り侵入し来るところの息気」すなわち禍津毘のまさに「外から内へ」の侵入によって「八

十万魂に分裂を招」いている状態にある。この「外から内へ」という方向性が、好ましか

らざる被影響感を伴っているのは、明らかである。一方、鎮魂行法――特にその内の祓と

禊の行――以後において、行者は、われわれが「生まれて以来これを見、これを知ること

能は」なかった「大神の分霊、大神の稜威」を「水に通じて」身に受け、「我が身の尤と穢

とを剃ぎ、汚と罪とを削づられまつる」という（１０７）。これは、「外から内へ」という方向

性では行法以前と共通するものの、被影響感はすでに好ましいものへと一変している。好

ましい被影響感を、われわれは侵入とは呼ばないであろう。したがってこの変化は、さし
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たる断絶なしに、「外から内へ」という方向性の「内から外へ」という方向性の逆転に、連

なるのである。  

 表の祓の具体的方法は、「御幣を振り、御幣に通じて宇宙根本大本体神（天御中主大神）

の分体たる大祓戸神の霊……稜威を受けて……直霊を張り……汚と穢を振ひ去」るという、

全体に受動的なものであるが、裏の祓の意味である「張る霊」は、「根本直霊それ自身の息

気を八十万魂に吹き入れて充満せしめ、全身……を膨脹せしむる」ことと説かれ、逆に能

動性を強めている。つまり、人身統合の核である「直霊」は「息気」を内から吹き出して

身体に充満させ、次段階での外への息気の噴出を準備するわけだが、その直霊が「内から

外へ」吹き出す息気は、もともと汎神論的な実体から受けた、ある意味では外からの――

この辺りになると内か外かといった「延長」に関わる設問はおよそ無意味に近いが――流

入物なのである。  

 この「流入」――語源的な意味での影響 influence――を「侵入」と表現するか、ある

いは「吸収」と表現するかで、祭儀の印象はまったく逆方向になる。それほどに、この段

階は図式的に明快な理解が困難であり、したがって内・外という発想では捉えきれないよ

うにも思われるが、実は体感的にはそれほど曖昧なわけではない。振魂と伊吹の行段階で

みたとおり、神の霊は「鼻より」吸い込まれる。これは、禍津毘が身体表面から体内に「浸

潤」してくる、というのとは明らかに異種の体験を引き起こす。鼻という特定の器官、し

かも元来が呼吸のために外に開いた器官を通して能動的に吸い込むのであるから、被影響

感は少ない。たしかにまだ「外から内へ」の段階であるが、それを意志的に来らしめるの

は自分であり、まず吸い込んだのは、もともと次に吹き出すためなのである。したがって、

行法全体の体感は、すでに圧倒的に「内から外へ」という方向に傾いている。  

 この中間形態ともいえる段階を経て、川面凡児の鎮魂行法は、いよいよ全面的に「内か

ら外へ」という方向性の固定する段階に入ることになる。呼気、発声、元気、体熱、体温

等、すべて霊魂の集合結晶体としての人体より「分泌分出」した「分魂分霊」が、禍津毘

の充満した周囲の空間にむけて噴出する。そしてこの固定した方拘性がさらに安定的に持

続される「鎮魂の境」にいたって初めて、平均的シャーマニズムで普通に論じられる類い

の脱魂が起こることになる。  

 われわれは、「内から外へ」「外から内へ」という方向性をもった両体験型が、固定的か

つ対立的であるらしいという示唆を、精神医学の臨床報告から得た。そしてそれを念頭に

おきつつ、川面の鎮魂行法を再検討した結果、行法の前後で霊魂の運動方向が、「外から内

へ」という憑霊型に直結するような方向性の優位から、「内から外へ」という脱魂型に直結

するような方向性の優位に逆転する、と考えられていることを、明らかにした。これは換

言すれば、川面が固定的な方向性をもった相互に対立的な体験型を、鎮魂行法によって変

換し得る、と考えていたことを意味する。そしてそのための方法は、激しい身体運動――

振動、発声、呼吸停止など――であり、それによって生理的身体の代謝過程が賦活され、

その結果――川面の主張するところによれば――霊魂が身体内から身体外へ吹き出すので

ある。 

 上のように、身体運動によりある種の体験型の変換が可能であるらしいとはいっても、

そこに介在する生理・心理過程がいささかなりとも具体的に明らかになったわけではない。

「成巫過程」の核心部は依然としてブラック・ボックスのままなのである。しかし少なく
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ともシャーマニズム劇の主要舞台であるシャーマンの身体――登場する霊魂はそこを立ち

廻る――に焦点を定めたという意味で、またその焦点から見て「社会（学）主義的還元（１

０８）」によるシャーマニズム研究の不備を指弾するという意味で、本節はあえてシャーマ

ニズムの身体論を僭称したいと思う。  

 

第五節 発想の基盤とその周辺 

 前節の最後で、シャーマニズムを社会学的に扱うのみでは不備であると述べたのは、も

う少し具体的には次の点を指してのことである。  

 たとえば憑霊型シャーマニズムがある地域にあまねく見られる場合、それはその「地域、

民俗」で一人一霊魂という「世界観や霊魂観」が信仰されているからだ、として片付けて

も、ではなぜ一人一霊魂という信仰があるのか、という問いがすぐに出てくる。それに対

しては「文化的に地域社会の組織構造などによって決定される」といった解答がかえって

くるであろうが、社会体制と社会通念の関係は相互に原因・結果となる類いのそれである

から、上のような社会学的発想では、説明が循環せざるをえない。そして当然のこと、「憑

霊＝トランスの中味」については、「こうした問題は心理学や精神科学の取り組むべきこと」

として、回避せざるをえないのである（１０９）。 

 しかし、社会の組織構造は、社会全体の心性の構造との相関のみでなく、社会を構成す

る個人の心性との相関という観点からも、問われなければならない。吉本隆明氏はそれら

を、共同幻想・自己幻想という形で問題にしたが、その中に述べられた次の一節は、前節

で論じた霊魂運動の方向というテーマが、観念の領域でどう表現されるかということの、

恰好の例である。  

 

「個々の人間の観念が、圧倒的に優勢な共同観念から、強制的に滲入され
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

混乱してし

まうという、我が国に固有な宿業のようにさえ見える精神の現象は、どう理解される

べきか（１１０）」（傍点引用者） 

 

 「固有な宿業」といった修辞はさておき、またこうした民族共通の心性と下部構造や風

土との相関という問題もさておき、ここでは、このいわば観念の力学と霊魂運動の力学と

を重ねながら、脱魂型シャーマニズムをとりまく憑霊型シャーマニズムというテーマを素

描的に論じてみたい。  

 日本において憑霊型シャーマニズムが「圧倒的に優勢」であるのは、まず疑問の余地が

ない。それが、「憑物」などのフォークロアをおびただしく含む霊魂信仰と不可分の関係に

あるのも、同様に確かである。とすれば、こうした中に脱魂型シャーマニズムが起こりう

るという発想が存在することは、いったい「どう理解されるべき」であろうか――これが

川面鎮魂説の発想そのものを問う設問形式である。  

 前節で、憑霊型・脱魂型がそれぞれ単一魂・複数魂の観念ないしは信仰と相関するとい

う指摘を紹介したが、川面鎮魂説は、この素朴な図式にはそう単純に当てはまらない。  

 まず、言語化された観念・信仰としてみれば、川面凡児の霊魂観は複数魂であった。そ

してそれにもとづく鎮魂行法説は、もっぱら脱魂型シャーマニズムに特有の「外から内へ」

という霊魂運動の方向性を目指すものであった。他方、その行法説が生まれたもともとの
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背景、いわば潜在的霊魂観は、周囲から有害な霊魂が気体状に侵入してくるという、憑霊

型特有の「内から外へ」という方向性を示すものであった。ところが、この霊魂観の数量

的性格をみると、やはり複数魂であって、けっして単数ではないのである。これをみれば、

脱魂型と憑霊型は、霊魂の数的観念の違いのみで分かれるという指摘は、多少とも説得力

を減じるであろう。  

 次にわれわれは川面の鎮魂行法を、身体運動による方向性としての体験型変換のための

試み、と捉えてみたわけだが、じつはそうしていった変換された――と主張される――体

験型は、しかし永久的に維持されるものとは考えられていない、という事情がある。「体温

体熱が冷却」したり「老衰」したり「失敗の端を開くとかして少しにても間隙の生ずるこ

と」があって息が「薄弱」になったりすれば、人間を取り巻く「外来の伊吹」「禍津毘」は、

「妖魅の如く黒烟の如く」外から内へ侵入してくるのであり、これを防ぐには、身体的行

法による力、「美挙」「陰徳」などの功による「七重八重の重囲」「慶雲祥気」をまとうしか

ない、というのである（１１１）。  

 こうしてみると、身体鍛練的である川面凡児の鎮魂行法は、身体が何らかの原因で衰弱

すれば、その成果の大半が失われるもののようである。そして人間がかならず老い衰える

ものであることを考えれば、この行法による体験型の変換は、持続の長短はあるにしても、

結局は一時的なものであるといわざるをえない。つまり不断の身体的努力によって維持さ

れている「内から外へ」という不安定な方向性は、その基盤および周辺に、「圧倒的に優勢

な」逆方向の侵入力を恒常的にもつのである。この基盤と周辺を指して、それぞれ個人の

心性・社会の心性と呼ぶならば――吉本氏の用語では個人幻想・共同幻想となる――、川

面凡児の心性も憑霊型そのものであるといえよう。  

 ちなみに山折哲雄氏は、鎌倉時代の武人座像（上杉重房像）にみられる座法が、豪気さ

と覇気に満ちている一方、その不自然な姿勢が長く座るには安定性を欠いていることを指

摘している。像は足の裏をあわせてやや膝をたて背筋を伸ばした姿勢をとったものだが、

山折氏はその背後にある仏教への対抗意識からくる無理な緊張、つまり「身体的な自然さ

を犠牲にしてでも確保しなければならなかった神道的観念の反映」を推定している（１１２）。

川面凡児が何に対抗したかはともかく、そこにはこれと親縁性のある不安定な緊張がある

ようにも思われる。そしてそれが、身体感覚的なレベルにおいて、憑霊傾向に対抗する脱

魂指向となって現れているのであろう。川面凡児の鎮魂行法が「戦う日本」と「ひよわな

花、日本」という印象をあわせて与えるのは、それが昭和初期に辿った歴史のゆえのみで

はないのである。  

 以上、具体的な事実にのみもとづいて、川面説の発想の基盤・周辺を理解するための、

ささやかながら明確な指摘をしたつもりである。ここで「具体的」というのは、特に図式

として表象可能なものを指している。したがって当然筆者は、霊魂の運動方向に関する体

験型を考えるに際しては、ある図式を念頭においていた。ここでそれを示すのが、読者に

とって親切であろう。つまり、ここまでは川面の発想を問題にしたわけだが、以下筆者自

身の発想の是非を問うわけである。  

 シャーマンが霊的存在者とどのように関わるかを類型化するのに、佐々木宏幹氏は次の

ような図を使って説明している。図の「（b）知覚された自己」とは、身体のことだという
（１１３）。  
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 B が霊媒型・憑入型、C は神霊・精霊が自己の身体に触れたりこれを締めつけ内臓に痛

みを与えるなどの状態、D と E が預言者・憑感型と呼ばれているのは、妥当な類型化とし

てよかろう。この図式を修正して川面凡児の鎮魂行法説を表わすと、次の図（1）～（3）

のようになる。  

 ただし、ここでは（a）に相当するものを問題にしていないので、同心円は二重になる。

そして行法の前・中・後の三段階の内、「中」は結果が持続している期間を含み、「後」は

したがってその効果の失せた状態を表わす。また矢印は、内在・外来の霊魂の運動方向を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行法中およびその効果が持続する間は、外から侵入しようとする霊魂は内から吹き出す

息気に「弾撥」されて、身体とその周辺の空間を侵すことができない。これは機械的に何

らか半永久的な耐壁を身体周辺に築くわけではなく、たとえてみれば、飛んでくる矢を盾

で防ぐ変わりに、こちらから逆に矢を逐一打ち落とすようなもので、不断の努力を要する

のである。そしてその努力とは、具体的には「世にいふ呼吸」である。文字通り息もつけ

ない緊張というべきであろうか。  

 呼吸はとうぜん肉体の強弱に左右されるわけだが、それが弱い場合、侵入物を防ぐには、

自己の肉体とは独立の「慶雲祥気」を身にまとうしかない。この雲気によって霊魂の侵入

が阻止される状態を図式化すれば、上の（1）～（3）の図に加えて、（4）の図が得られる。

波線はその雲気を示すが、呼吸と比べても静的な雲気は、侵入物に対してかなり機械的な

障壁――実線で示す――を、ただし語感からしてきわめて柔軟に、形成するように想像さ

れる。 
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 図式を示したついでに、さらに実感に近い直喩をあげると、鎮魂行法中の身体は、管の

先にスポンジ球を突き刺して、管から息を吹き込む状態に似ている。吹き込む息の勢いが

弱ければ外の空気が染み込んできて息と混じり合う。それを吹き出すためには息を強く吹

き入れなければならない。さらにこのスポンジ球を水中に浸せば、水の侵入を防ぐために、

なお一層強く息を吹き入れなければならない。  

 比喩をもう少し正確にすると、人間にはよそから息を吹き込んでもらう管はついていな

いから、このスポンジ球は一方では外気（水）を吸いつつ、一方では外気（水）を吹き払

わなければならない。ただし、吸い込むべきは稜威
み い づ

という有益な微粒子であり、吹き払う

べきは禍津毘
ま が つ ひ

という有害な微粒子である。ところがこの二種類の微粒子は、尺度と次元を

あるいは異にするかも知れないが、空間的には、ともかく人間の周囲に混在しているよう

に表象されるので、スポンジ球はこれを選択的に呼吸しなければならない。その場合、（一）

吸い込み口と吹き出し口が別になっているとするか、（二）一つの口が両微粒子を選択的に

出入りさせるという濾過機能、つまり「マックスウェルの悪魔（１１４）」的機能を備えてい

るとするか、（三）あるいはもっと有機体的に肺のガス交換機能に類似したものがあるとす

るか、いずれかであろう。  

 荒唐無稽な比喩ではあるが、身体的行法の階梯を体感的に理解するには、こうした立体

像の表象も、多少の補いにはなるのである。  

 なお、第三節の冒頭で断ったとおり、川面凡児の鎮魂説には、ここで扱った「傍系鎮魂

＝民間の鎮魂」のほかに、むしろより中核的な祭儀として、直系鎮魂としての「天皇の鎮

魂」が説かれている。しかしその扱いには、身体論的な方法はあまり有効でなく、むしろ

折口信夫の「天皇霊の鎮魂」説との関わりで論じた方が生産的であると判断したので、そ

ちらの作業に組み入れた。あわせて参照されたい（１１５）。  
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第五章 田中治吾平の鎮魂行法説――神秘的合一への階梯  

 

序 節 

 近代以降には、種々の鎮魂行法と称されるものがある。たとえば大本教の「鎮魂帰神」

という呼称はかなり著名であるが、しかしそれはこのうちの一部をなすものに過ぎない―

―大きい一部であるにしろ――ことは何度も断っているとおりである。ここでは、そうし

た行法群のなかにあって、ほかと異質な特徴を持つ一つの典型と考えられる、田中治吾平

の鎮魂行法説を論じる。 

 東西の宗教史を一貫する一つの神秘思想・神秘体験として、神秘的合一 unio mystica

という特定の術語で総称される伝統がある。しかし日本の宗教史には――文献上に連続す

る仏教思想の教説としてはともかく、また突然変異的な個々の体験としてはともかく――、

その伝統が表面化していないように思われる。その中において、この田中治吾平の鎮魂行

法説は、かなり意識的に「合理的」「科学的」な神秘的合一を指向する一つなのである。神

道的伝統に忠実すぎるほどのその行法の外観と、伝統的にはむしろ例外的と思われるその

内実のとりあわせは、伝統主義と近代主義の不思議な同居である。これはちょうど、近代

工法による神社建築を思わせる。遠望すれば古風な神社だが、目を近づけると、素材や細

部の構造は、きわめて近代的なことに気づくのである。本章はその新旧の両面の対照を描

き、最終的にはその近代的な面に焦点をあてた行法理解を試みるものである。  

 このため、まず田中治吾平の全般的な鎮魂理解をまとめ（第一節）、次に祭神観・霊魂観

をまとめ（第二、三節）、次にこれらを背景にした具体的な行法の内容を祖述・整理し（第

四節）、その上で行法の意味を考察して（第五節）、最後に今後の展望をやや自由に述べる

（附節）という次第をとる。  

 

第一節 鎮魂の典拠  

 田中の鎮魂行法の特徴をほかとの比較で簡略に述べると、そのよってたつ神観が「全一

神的・統一神的」といわれるものであることと、および行法の中心的動作が「霊動法」に

あることと、この二点である。神観に関していえば、神道行法実践家の多くが八百万神・

万霊の個的存在を強調するのと違い、それらを積極的には認めず、行法の目的・対称とす

ることはない。神霊の個存在を主張すれば、いきおいその生態・神霊界の社会機構を述べ

なければならず、それは往々にして異端的・迷信的神学の色彩を帯びる。が田中は神霊を

一元化して宇宙の根本精神・大精神・大霊と把えるため、その鎮魂行法は、大霊とその分

霊たる人間の間の交流関係の調節、といった趣を呈している。一般に宗教行法の類型を、

人格的個霊との交渉型と、大霊への帰入型との二つに大別してみるならば、田中の鎮魂行

法が後者に属することは間違いなく、一見合理的・近代的に見えるのはそのためなのであ

る。そして田中は鎮魂行法の効能を次のように説く。  

 

「鎮魂法は、人の心身の奥底に鎮まっておる霊が、その本源たる神霊に融合すること

によって浄化され、その結果、人の魂と精神と肉体が浄化されて性能が高まり、その

運命をも展開させるのが、その特徴である（１）。」 

 



145 

 

 人間存在の層を内奥から順に、霊・魂・精神・肉体とかなり常識的に機能区分したうえ

で、その最奥に位する霊の、本源たる神霊との融合、それによる霊以下の浄化を考えてい

るわけだが、これを田中は、鎮魂に限らず基教のミサ・仏教の坐禅・儒教の慎独敬居など

とも同じく、接神のための行法として、方法は異なるが目的は一つとする。つまり、古神

道の鎮魂は接神のための一法だと定義するわけである。しかし神道史の中に「鎮魂」の語

をみた場合、このような接神法としての性格は、むしろ表面には現われてこない。それは

折口信夫を頂点とする前後左右の鎮魂研究が、もっぱら呪術・儀礼を扱うものであったこ

とからしてあきらかである（２）。神道学研究者としても一家をなしていた田中は当然それ

らを承知していたに相違なく、事実諸家によって鎮魂の原由として指摘される五点を神道

史の中に指適するのだが（３）、ただしその解釈は、定説よりも行法への傾斜が著しいので

ある。 

 まず「天照大神が岩戸籠りの時その出御を請い奉るために行われた神遊び」と、「石上神

宮所伝の布瑠部の鎮魂法」の二つをあげているが、これは折口などがそれぞれ「猿女の鎮

魂」「物部の鎮魂」と名づけており、宮中鎮魂祭祭儀に歴然として残るものであるから、鎮

魂を論じるには、その名義上最少限度に必要なものである。そしてこれらに関する解釈は、

田中も折口らにほぼ等しい。  

 次に、散斎
あらいみ

・致斎
ま い み

、禊をも鎮魂の一種とみなす。これらについては、折口が物忌みの間

に外来魂の附着を待つとしたり、禊は水の霊をつけるのだとしたりした考えとは異なり、

むしろ一方の定説としてふつうに言われる、接神のための浄化という考えである（４）。 

 次には、大国主命（大己貴神）が自らの幸魂・奇魂に邂逅したという故事を解釈して、

これは大国主命自身の魂が「霊から分離して」働いたものとして、その「霊法」を鎮魂の

一原由とする（５）。ここでは分離魂が帰ってくることよりも、むしろ魂が出ていくことに

重点がおかれているので、折口の外来魂による説明とは、発想が逆方向になっている。  

 上の四つは、文書として記された一節に典拠をもつわけだが、これらと別に、文書から

直接想像することは無理があるけれども、皇祖・大日■貴
おおひるめむち

= 天照大神に発する鎮魂法を想

定する。大国主命の霊法が行法の結果の応用である法術的性格を示すのと違い、こちらは

「神霊と人霊の理に基づいて行う修霊法（６）」といわれるように、むしろ行法の過程に焦

点をあてて考えられている。具体的には、鏡・剣・玉および玉矛の四器をそれぞれ知・意・

情および神から与えられた使命の表徴として用い、これらを明・直・浄・神意のままにな

らしめる行法と説かれ、四器は三種神器と伊勢神宮の心御柱として皇室に伝わるという。  

 いうまでもなく、この皇祖による鎮魂行法の縁は天照大神の岩屋戸籠りに附会される。

天の岩屋戸神話は多様に解釈されるが、皇祖の死と再生の神話とする説も有力な定説と言

ってよい（７）。ところがこれを田中は、死から生へと重点を移して、須佐之男の暴虐に会

って絶望した天照大神が、斎殿に籠って反省暝想したのだ、とする（８）。こうなると、岩

屋戸は殯宮などではなく、行法の場となる。こうした附会の発想は、天照大神の岩戸籠り

とそこからの復活が、田中自身の体験と重ねて考えられているところから出てくる。すな

わち、田中は自身の宗教的悩みとその解決を、皇祖も同様に辿ったものと解釈し、この「霊

感」的解決を祭神構造に直接反映させたのである。  

 天の岩屋戸を墓所とみない説は本居宣長もこれをとるが（９）、西郷信綱氏もこの点に注

意をうながして、岩屋戸とはそこに籠って死と復活の擬態を演じる秘儀のための御殿だ、
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としている（１０）。田中の発想はこの西郷氏のものに近い。両者ともに、岩屋戸における天

照大神の、何らかの祭儀を考えているわけである。ところで、天皇の秘儀について潜在的

には常に強い関心を抱いていた折口信夫は、この天の岩屋戸内における天皇の御儀につい

てどう考えていたかとみると、じつはそこでは天照大神、あるいは天皇は仮死状態にある、

という考えであり（１１）、そのかわり別の文脈において、斎戸殿（いわいどの、いわいべど

の）を天皇がかつて親しく鎮魂を修した場と想定するのである。これは神武天皇が自らそ

こに天皇霊を鎮斎した「顕 斎
うつしいわい

」を原型とするもので、場所こそ違え、やはり先の両者と

同じく一定の祭殿での親祭が存したことは推察しているようである（１２）。西郷氏も折口も、

岩屋戸や斎殿での具体的な手続きを述べていないので、これ以上の比較はできないが、田

中のいう皇祖の鎮魂行法、折口のいう天皇霊の鎮魂、西郷氏のいう死と復活の秘儀、この

三者がともに天皇の行法的親祭に焦点をあてていることは、注目すべき共通点と思われる
（１３）。  

 

第二節 祭神観 

 祭祀における祭神を考える場合、祭祀の直接の目的・対象となる主祭神と、その祭祀の

過程や祭場の周辺を補助・守護する役割を担うだけの二次的祭神と、この両者を区別して

考えなければ、祭儀の透明な理解は不可能である。特にこれは実践的見地からしてしかる

べきことで、たとえば以下に扱う鎮魂行法のように、もっぱら神霊との融合をめざす祭祀

においては、前者が不可欠のものとして要請される一方で、後者は代替の利くものであり

うるし、また数の増減も考えられないことではなく、じじつ交替し、増減する（１４）。この

区別を念頭においたうえで、以下行法にかかわる神々をみていくことにする。  

 田中の最終的理解によると、鎮魂行法の実修に際して行場（斎庭と称する）には、「鎮魂

の祭神たる絶対全一の神」を中心に、「その表現たる皇祖神をはじめ、万神の霊と我々の祖

先や教えの主等の霊達」をあわせて祀り、これを天照国照統大神
あまてるくにてるすめおおかみ

と唱えて奉斎するという
（１５）。神名は天照大神の他に、天照国照彦（１６）や統大神（１７）などある神名を田中がとり

まとめて、総合的・統一的神格を持たせたものであろうが、総称して一柱とはいえ、内容

的にはいわゆる多神であるともいえる。しかしこのように多神を一神というのにはそれ相

当の理由があるのであって、その一つは天照大神の神格研究から得た「統一神」なる神観、

もう一つが実践上・安全上の要請というべきものであった。まず前者からみておこう。  

 田中は、天照大神の神格研究の中で、神道における主神の変遷は、気神・国土神・産霊

神・日神・天照大神の順で交替したものだとする。気神は「植物生長の上にみとめられた

神（１８）」、それが国土に生産力が認められてくるにつれ国土神と同一視され、やがて「土

地の神を最も根本的の神と考えるようになる（１９）」。しかし「国土神は気神を統一したけ

れども、ついに天界と人間とを統一する神とはなりえなかった」、それを満たす神として産

霊神が考えられるようになる（２０）。これも前二神とおなじく生産力を表現するのだが、地

上のみでなく「宇宙的生命の躍動の上にその神格が認められ」た（２１）。そしてその産霊の

徳の代表として、日神が最高神の位置に昇るに至った、という。  

 産霊の神までは一応自然的発達に沿った議論であるが、その産霊神から日神への交替に

際しては、田中は人間社会の側の事情を強調しており、さらに日神から天照大神への交替

は自然的どころではなく、まったく政治的に説明される。つまり、日神が産霊神を襲って
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最高神となったのは皇祖が日神を祀っていたからであり（２２）、それが日神にしてかつ皇祖

たる天照大神として確立したのは、「皇室を中心とした綜合的家族制度」がそのまま「神の

世界に反影」したからだ、という議論になっているのである（２３）。  

 成立の歴史的過程はともかく、田中は絶対神と、その最も優れた表現である最高神と、

その他の多様な表現である個々の神霊と、この三種の神を区別して考え、前一者と後二者

の関係を「地」とその上の「模様」と捉え、その全体を統一神教と名付けるわけであるが、

しかし神道史の中に、民族信仰として「このような本体的存在としての一神が見出されて

来た（２４）」かどうか、疑問である。田中は理智派に対して次のように批判しているが、そ

れはそのまま本人に当てはまるようだ。そうした「体系的、理論的衝動（２５）」は神学的営

みに限られる、とするのが妥当である。  

 

「理智派の要求に依って生まれた天御中主神、または国常立神等を最高神の位置に推

し上げようとする運動も起こっているのであるが、然しながらこれら理知派の運動は

其の時代が新しく、かつ民族の極めて小部分の階級の中にのみおこったものであって、

全民族の信仰、神道の実質の上に与えた影響は極めて僅少であったのである（２６）。」 

 

 以上の神格研究とは別に、次に祭神を一柱にとりまとめるに至った実践上の要請を明ら

かにしよう。天照大神の神格研究のみからは、特に祭神を一柱と限定して説く必要性は大

きくない。だから数量の問題は、一にかかって実践上の要請にあるものとしなければなら

ないのである。  

 大正一〇年上梓の『鎮魂伝習録』をみると、鎮魂行法に祀る祭神は一一神とされている。

すなわち、天照大神、宮中鎮魂祭の祭神九座・饒速日
に ぎ は や ひ

神の計一一神である。しかしこのう

ち天照大神に関しては、「天照大神を祀らねば正しい祭りとはならぬ。故に鎮魂の修行に際

して、鎮魂の主祭神を招ぎ鎮める上に」祭り奉らねばならぬといわれ、いわば別格の神で

あるから、鎮魂の「主祭神」はこれを除く一〇神となる。  

 宮中鎮魂祭の祭神とは、神祇官の八神（神魂・高御魂・生魂・足魂・玉留魂・大宮女神・

御膳神・辞代主）と大直日神であるが、ここで注目すべき解釈はこの中の大宮女が天鈿女
あめのうずめ

命、

すなわち猿女の鎮魂法の祭神であるというものである。一方、第十番目の神・饒速日神は

宇麻志麻治
う ま し ま じ

命に布瑠部
ふ る べ

の法を伝えた神であり、物部の鎮魂法の祭神である、と解釈される。

こればかりでも、やや人工的に祭神構成を行なった印象を受けるが、さらに、この十神が

石上神宮の十種神宝に対応し、「十種神宝は一面に於いては鎮魂の祭神の霊代」である、と

されると、鎮魂に関与する伝統的諸事項がうまくとりこまれ、話が合いすぎるほど整理さ

れている――この類いの偶然あるいは作為的一致は間々あるのだが――、と感心しないわ

けにはいかない（２７）。  

 しかしこのような祭神のもとで行った鎮魂行法は、修業者にとって都合のよいものでは

なかった。すくなくとも田中は、その不都合の原因を、この祭神構造にもとめたのである。

不都合とは、修業者（これを命人
みことびと

と称する。これにたいして鎮魂行法の指導者を柱人
はしらびと

と称

する）の中に精神の異常をきたすものが出たことをさしており、田中はその原因を次のよ

うに解釈した。  
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「鎮魂を祭祀儀礼として行うにはこれでも（複数祭神でもの意。引用者）よいが……

修業となると命人は鎮魂の境地に達するのであるから、斎庭の祭神が統一のない多で

あると精神分裂をおこしやすいのである。ここにも鎮魂修行が絶対全一の神を祭って

行う理由がある（２８）。」 

「個々多数の神霊が遊離して存在すると信じる雑信仰にとらわれている人は、修業を

しても霊の正しい統一ができない。のみならず、統一されても狭隘なる統一で誤れる

霊界の消息を伝えたり、あるいはその人の霊が返って分裂してその結果精神分裂をお

こすなどの弊害が生じることもある（２９）。」 

 

 引用文中の「精神分裂」とは、いわゆる憑霊現象のことをさしており、これについて田

中は、鎮魂の過程において「祓われていく穢が第二人格となって意識を占有したもの」が

憑霊現象であり、つまりは「動物、人間、神仏等の霊が幽界に遊離して存在しているとの

考え」「修霊者のもつ潜在観念」が、「一時的に人の精神肉体を占有した状態」にほかなら

ない、と考える（３０）。複数神の併祀はこのような傾向を助長する、というのであろう。そ

こで田中は複数祭神を観念的一神に統合した。無視できないのはその結果で、以後そのよ

うな禍根は跡を絶ったという（３１）。祭神変更の前後で、祭神構造が変わったというのでな

ければ、このことは行法の実践において、祭神その他「背後に予想されたる理論」の主観

的理解の僅少差が何如に重大な契機となっているか（３２）、を示すものとみてよい。  

 ただしこれは、修業者が狂気に至らないゆえをもってその祭神理解が何らか積極的に機

能したという意味ではない。それはせいぜい危険に機能しない、安全な神観といいうるの

みであって、安全とは往々、現状にとどまるかそこから後退するか、あるいは歴然とした

危険な事実に目をふさぐことによって、手に入るものだからである（３３）。 

 行法において不都合な事態が発現しなくなったということは、田中のいうように、鎮魂

状態が統制されるようになったか、それとも全く起こらなくなったか、どちらかであろう。

それを判断するだけの充分な資料をもたないので、なんとも正確なことを述べられないが、

すくなくとも祭神観の違い（しかもそれはおもに数量的なものである）だけにより、同一

人物の行なう同一行法が違った結果をもたらすということは、重ねて指摘するに値するこ

とと思われる。  

 

第三節 霊魂観 

 神道史にいう四魂に対する解釈は特徴あるものではないので、ここでは神道用語を離れ

た霊魂観をみる。ただし、「神と等しいもの、即ち神の霊が人にやどっている」「宇宙間の

一切はこの大霊から分れて生まれた」「大霊は……各人のなかにも分霊として存在される」

などの観念的な説明は省き、田中の立場をよく表す憑霊現象――一般に心霊現象――に対

する説明を取り上げることにする。  

 まず原則として、田中は憑霊を、外からくる遊離魂の憑依とは見ない。祓修業の段階に

おいて一見憑霊と見えるのは、霊にしみこんで内在化していた穢が祓われて外在化してい

くに際しておこるもの、第二人格となって意識を占有し帰神即ち憑霊現象（神懸り）を起

こし種々の霊と称するものが修業者にかかった状態」になったもの、とする（３４）。また直

霊修業の段階での現象は、霊自体の活性化によっておこるもの、「人の霊にはあらゆる性能
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が備わっている……これら眠って働かない性能を目覚めさせるような機械的な方法を肉体

に与えたり、精神的な方法で眠りを覚醒させると」人間や動物の霊が「憑いたといわれる

状態」になるのだ、とする（３５）。いずれの場合も、霊・魂・精神・肉体という層状構造を

なす人間のどこかに、内在あるいは潜在していた力動体が外在化した状態、とするわけで、

前者はコンプレックスの表出と言い換えられるであろう。次の引用文など、近代の深層心

理学の理解にそった、「科学的」「合理的」説明であると思われる。  

 

「修業中に命人の心眼に種々のものが見えてくることがある。例えば大蛇とか死者の

姿とか骸骨が見えるとか、その他恐ろしい不快なものが見える事がある。がそれとは

異なって自然の美景が見えたり、また耳に神の声が聞こえたり、音楽が聞こえたりす

ることや、また神霊の姿が見えたりすることもある。これらの状態もそれぞれの霊が

そこに来訪して示現したものと解釈されがちであるが、そう解釈してはいけない。忌

わしいもの、不快なものの姿が見えたりするのは穢が祓われていくときにその姿がみ

えるのであり、美しいもの尊厳なものが見えたりするのは、霊が神の神徳によって高

められ清められていく状態を左様な形として感ずるのである（３６）。」 

 

 ところが他方で田中は、（一）生人の霊と肉体から分離した魂の働きによる憑霊のありう

ることを認め、（二）また同様の現象をおこさせるものとして、生人の念の力をも認める。

後者については次のように述べ、自他の「共鳴感応」などもありうるとする。  

 

「人間の思念は脳髄の中でおこなわれるが、その思念が強烈であるときは、相手の深

部精神に影響を与えて心霊現象を引き起こさせるのであって、これは神理に基づくも

のであり科学的な説明もなし得る。思念する場合の脳髄は放電作用を起こすから、あ

たかも電波に依って映像を映し出すテレビジョンのように、精神の放電作用に依って

精神中に思念している姿が外界に出現することが有り得る（３７）。」 

 

 この（一）と（二）の違いは微妙であるが、前者のような説明は、大国主命がみずから

の幸魂・奇魂に邂逅した記録を二重身と解釈して（３８）、「魂が霊から分離して働くことの

あるのは常識的にもうなづける」という立場からでてくるのである（３９）。魂の分離が常識

的にうなずけるとも思わないが、それはともかく、生魂の分離が、共鳴感応とは別のもの

として実感されたことは、確かであろう。分離魂による説明と、精神感応による説明とは、

識別が困難であると思われるにもかかわらず、田中があえて二通りの説明を残しているか

らである。ただしこれにはもう一つの理由、すなわち神道に伝統的にある神の分魂祭祀の

事実が、あずかっているものと思われる（４０）。 

 ところで田中は、生霊が分魂を出しうると認めながら、死後霊の存在はあくまで認めな

い。これは奇妙であるが、おそらく死後の人間の本霊は個性を失って一元の大霊に帰すと

いう理想的信仰によるものなのであろう。つまり「大神から独立した霊が存在すると考え

る」のは、大神の万能・絶対全一性に反する。人はその「与えられたミコトが終われば肉

体は死して物理的、生物的法則に帰するが、その霊は大霊に帰元」する、「人の死後その霊

が宇宙のどこかに個性を保って存在している……生時と同じ意志をもつものなら、絶対全
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一の神の存在も差別原因のミコトもないことになる」、よって死後霊は存在してはならない、

というのである（４１）。  

 

第四節 鎮魂行法 

 田中は鎮魂行法を、三段階、八階梯にわける。すなわち次の通りである。  

 

１ 奥津鏡
おきつかがみ

修行 

２ 静剣
しずつるぎ

修行 

３ 静玉
しずたま

修行…………以上、祓修行 

４ 振剣
ふるつるぎ

修行 

５ 振玉
ふるたま

修行…………以上、直霊
な お び

修行 

６ 玉鉾
たまほこ

修行 

７ 幸玉
さきみたま

修行 

８ 辺津鏡
へ つ か が み

修行………以上、神遊
かみあそび

修行 

 

 最も一般的にいえば、祓は「心の歪みから生じた霊の穢を除く」ため、直霊は「自己の

霊とその発現の魂が歪まず曲らず、神から与えられたままの性能に帰り、その性能のまま

にはたらく」ようにさせるため、そして神遊は「心身霊が共に大神と一体」となるように

するための、それぞれ修行とされる（４２）。 

 行法解説の特長は、まず第一に各階梯が詳細かつかなり具体的に説かれるということで、

全体として秘儀的色彩はまったくない。器にあらざれば伝えずとか、口伝にかぎるとか、

神戒により洩らすことはできないとか、そういう理由で説明を中断することがないのであ

る。したがってわれわれは、鎮魂状態の段階的進行と、そのための技法と、この二点に関

して、田中が言葉としてもっていただけの内容は、すべてここにみることができる、と考

えてよい。しかし前者を検討することは、あまり興味を引かれることではない。混乱惑迷

した心身状態が鎮魂により浄化され、神我一体の心境になる、という結論になるのは明ら

かだからである（４３）。よってここではもっと具体的な、より心身――特に身の方――にそ

った技法に焦点をあてて、各階梯をみていきたい。  

 

  祓修行 

 三段階のうちの最初の修行である祓は、「心の歪みと霊の穢をば大神の霊徳を頂いて除

く」ことを目的に行われる。心の歪みとは知・情・意の作用が歪むことで、これを矯める

には、知・情・意の理想としての象徴である「鏡・玉・剣といった器物の観念を借り求も

とめる」方法による、とされる。この器物の観念を借りる根拠については、皇祖オホヒル

メの鎮魂修霊の事蹟によるとされるほかは――伝統的解釈によるものを除けば――積極的

な説明がない（４４）。 

 穢とはその知・情・意の歪みが霊にしみこんだもので、自穢、他穢（親や他人や祖先か

ら伝染移入したもの）先世穢（前世において作った穢）を分類する。  

 この段階の第一階程は奥津鏡
おきつかがみ

修業である。「奥」とは、穢という雲霧が鏡という知性にか

かったため神と隔たり離れた境涯を示し、それを磨いて麗しくするのがこの階程の目的と
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される（４５）。  

 まず神前に着座し礼拝、拍手、暝目したのち、息身
い き み

・息吹
い ぶ き

・みほぎをなす。四拍手は四

魂の調節のため、息身は背を反らしつつの深呼吸で左右へ八回ずつ、吸気の際には神の霊

徳を吸い、呼気の際には心身の汚濁を吐くと思念する。息吹は端座のままの深呼吸（八回）。

以上は準備的な調身調息であり、ここまでは全階程に共通する。  

 こうして雑念が消失したあと、腿の上で両掌を上向きに重ね、母指頭を合わせ、円鏡を

抱いた様子を思念する。この際、実器はなくとも表徴する意味を生かせばよいという。つ

まり、神器や呪物そのものの呪能は、考えられていないわけである（４６）。 

 姿勢が定まると「みほぎ」に入る。「みほぎ」とは「『大神が霊の穢を祓ってくださる』

との一念……を主点として神を念ずる」ことだという（４７）。その他次のようなことがいわ

れるから、他力的信仰・受動的態度を意味するとしてよい。  

 

「鎮魂の修業はみほぎの信を中核にしておこなうもの（４８）」 

「穢れを祓って頂きたいと思う心を転じて、穢れを祓って頂きますとお受けするここ

ろになること（４９）」 

「神が我が身上に御出下されて、我れが神に合体させて頂くの義である（５０）。」 

 

 命人
みことびと

がこのようにみほぎしている間、柱人
はしらびと

は「魂鎮め法」を行う（５１）。手を玉の形（左

の四指を握り、それを右手の四指で包み、親指は並べておき、掌間は中空にしたもの）に

し、まず掌内の空気を吸い込みつつ口笛を鳴らし、大神の祓の霊徳我が霊の中に入ると思

念しながら、神歌を低唱する。神歌は、各階程で重複するものもあり異なるものもあるが、

ここで柱人の歌うものは、『年中行事秘抄』にのせるもののうち、七番目と八番目の鎮魂歌

を足して二分した次のようなものである（５２）。 

 

「アチメオオオ  タマハコモチテイデニシ神ハイマゾキマセル」  

 

 次に息を掌内に吹き入れつつ同じ神歌を低唱する。吸い込む際には火花が心眼に映じ、

吹き込む際には白玉が映ずるのをよしとするが、この映像についての説明はない。笛を鳴

らすのは、石笛に擬した作法であろうともされる（５３）。 

 命人のほうでは、「神に思わせられ、やらされる」境地になるため、まず心を掌の上にの

せる。それから「神意を手掌から全身に入って頂き、心も身も神意のままにならせて頂く」

と念じつつ、柱人と共に「神ながら」の神語を口唱しているうち、声に抑揚が生じ、身体

が律動しはじめる。田中はこれを霊威
ミタマフリ

と名付ける。霊の内部に潜んでいる穢が意識面に上

ってきて消滅するのはこの時とされる。霊動が半時間ほど続いたあとに、柱人が神歌（５４）、

ふるべの歌（５５）、鎮魂祝詞を唱える（５６）。ここで「神意が神歌と祝詞の声にのって自分

の霊に入り込んで頂くと真心をこめて思うほど」、命人の境地は深まるという（５７）。修業

が終わりに近づくと神語の調子も漸次低く緩やかになり、やがて終わる。  

 この階程の中心作法において、外部
・ ・

からの神霊の流入
・ ・

に対して心身が終始開放されてい

ることに、注意しておきたい。  

 第二階程の静剣
しずつるぎ

修業は意志の歪みとそれによる穢、我意を除くことを目的とする。着座
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から息吹までは第一階程に等しい。次に手で剣形をつくり（両手を組み人差し指を立てる。

肘を曲げて指先は上天を指す）、意志の実現をさまたげる穢を祓って頂くよう思念しつつ、

火がたちのぼり火先がたなびく様子を念じる。柱人による魂鎮めのあと、神語「神ながら」

を唱えていると、人差し指に「霊刺（５８）」が起こり、腕は自然と上下しはじめる。ここで

は第一階程よりも激しい霊動が惹起されるという（５９）。終わり方は前に同じである（６０）。 

 第三階程は、感情の歪みとそれから生じた穢――「サムシの心」といわれる――を除く

ための、静玉
しずたま

修業である。両手に玉形を作り（両掌を十字に交差して、指を互いに曲げて

握り合い、そのまま掌間を中空にする）、胸元にもってくる。意は、サムシの心を祓って頂

き、円満正明な心とならせて頂くというものである。「神ながら」の口唱とともに、命人は

水が滝のように落下する状を思念する。そのうち手から自然と霊動がはじまり、全身に及

ぶ。穢が消滅するにあたり、実生活で起こるべきよからぬ動作――泣くとか人を打つとか

ころぶとか――が斎庭の場で起こって解消され、実生活ではおこらなくなるという（６１）。

神歌、ふるべの詞、祝詞が唱えられて、やがて終わる。滝の落下という表現から明らかな

ように、ここでは水による祓が考えられている（６２）。 

 祓修業を全体として見ると、これは潜在意識の浄化を目的とするものと規定できる。一

貫する特徴は、外部
・ ・

からは神霊その他の流入
・ ・

を受け、逆に内部
・ ・

からは種々の穢を排出
・ ・

する

こと、つまり、自己の内外を隔てる境界を透過的にすることで心身の浄化を計る、という

点にある。 

 

  直霊修業 

 第二段階は、振剣・振玉の二階程よりなる。これは前段階の祓修業とは表裏の関係にあ

り、振剣は静剣に、振玉は静玉に、それぞれ対応する。静から動に移ることで意味づけは

より積極的になり、ある程度穢を祓った上で、霊魂の活性化にとりかかることになる。  

 

「直霊修行は、心の根である魂の惰性、即ち過度の魂の働きを除くと共に、その魂の

相対魂を振起させていただいて諸魂の平均を計り、以て霊の内容を調整するのがその

本義である（６３）。」 

 

 振剣
ふるつるぎ

修行では荒魂を振起する。剣は意志にかかわるものであるから、第一段階での静剣

と同じく剣形を作り、使命実現のための力の源となるべき荒魂を持つように思念する。静

剣修行においては火花がたなびいていたのが、ここでは火先の立ち上る状が心眼に映ずる

とされる。穢による障害――横風か――がすでに消滅したという意味であろう。唱える神

語は「神ながら」から「大神ながら」にかわる。これは祓を主とした消極的な考えから、

神意神理に同化融合するという考えに移った意味という。  

 この神語を唱えながら、指先に心をおいて、今度は――ここが静剣と違うところなのだ

が――まず意識的に手を上下させる。と，やがてそのうち霊動がおこってくる。このとき

「神威に充たされて
・ ・ ・ ・ ・

荘厳にして森厳な感じを受けると共に、心身は偉大なる力に

充たされた
・ ・ ・ ・ ・

心地になる」という（傍点引用者）。さきに祓修行においては流入感
・ ・ ・

が一貫して

いると述べたが、ここではそれが充満感
・ ・ ・

に変わっている。神歌、ふるべの詞、祝詞を唱え

て、やがて終わる（６４）。 
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 ちなみに、祝詞が第一階程奥津鏡修行のものと同じであることが、多少気にかかる。「剣」

という同じ趣旨ならば、むしろ静剣と同じ祝詞を用いた方が形式上整うのではないかと思

えるが、もっとも、祝詞の内容自体には特にどの修行に特定すべきものというほどの差異

があるわけでは、かならずしもない。  

 振玉
ふるたま

修行は静玉修行に対応し、和魂を振起するのを目標とする。祭儀は静玉修行に倣う

が、ただひとつ異なる点は、振剣修行と同様、玉形の手をまずは
・ ・ ・

自ら上下させることであ

る。神歌、ふるべの詞、祝詞（静剣修行のものと同じ）があって、やがて終わる（６５）。 

 

  神遊修行 

 神遊
かみあそび

とは、祓・直霊の両修行を終えたあとで行なう、神人不二の境からする修行とされ、

霊動はこれまでよりも振りが大きくかつ緩やか
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

となり優美自然であるという。六、七階程

においては立座すると明言されている。第六階程は玉鉾
たまほこ

修行と呼ばれる。玉鉾とは人の使

命（ミコト）の表徴であり、前五階程で霊を正すことは一応修了しているから、ミコトを

正すことがここでの主眼となる。手の形は玉と剣を合わせた玉鉾形であり、荒魂・和魂の

調和体とその上に頂いたミコトを表すという（６６）。この玉鉾形を、まず頭上高く伸ばし、

次に後頭部におろし（その間指先は上天を差したまま）、また前に戻して上下に動かしつつ

神語を唱える。と手は前後左右に動きだしてとうとう解け、命人は立座するに至る。  

 玉鉾形の手をまず頭上に伸ばすのは柱の意味であろうと思われ（６７）、次に後頭部に持っ

ていくのは、前世の使命を意味するものと思われる（６８）。この修行の終わり近く、柱人が

「柱の詞」――天懸けり国懸ける祭神の徳を称える内容――を唱えると、命人の心境は一

段と深まるという。神歌、ふるべの詞、祝詞が唱えられて終わる。  

 第七階程の幸魂
さきみたま

修行は、社会の美化、善化、幸福化を目指して行なわれる。田中治吾平

における倫理性・社会性・政治性への配慮は、この階程に端的に現れている。「社会を清く

明るく幸福にする人となりうる」「我が身を麗しくすると共に世の中を麗しくする」など（６

９）、また鎮魂祝詞に「我よく人よく今よく後よき」などあるのをもみれば（７０）、それが特

にここで強調されているのは明らかであろう。  

 幸魂という名称は、大国主命が幸魂奇魂の助けにより、国をことむけ大造之績
おほよそのいたはり

を建て得

たという建設的故事にもとづくものである。手には花の蕾をかたち作り（中空の合掌形）、

幸魂を幸わえさせていただくと思念しつつ、これを開閉する。とそのうち、両手が大きく

開いて円形を描く。それから立座して神遊をなす。この時の心境は次のようにいわれる。  

 

「様々な優雅にして神厳な様相を身に現し，また天地が花をもって包まれた景観が心

眼に映じ，香気充ちあふれた中に自分が美化されてタノシにあふれた心境に入る（７

１）。」 

 

神歌、ふるべの詞、祝詞、そして柱の詞が唱えられる。なお、神語は「大み神ほぎ神な

がら」となる。  

 第八階程の辺津鏡
へ つ か が み

修行は、知性の奥の奇魂が清まるのを目的とするもので、それにより

ミコトを正しくさとり、使命実現の第一歩を確立する。作法は第一階程とほぼ同じである。

霊動中の心境は次のようにいわれる。  
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「タノシく明るい荘厳と感激に充ちた神界に遊んでおる心境になり、遊楽して極まる

ところがないのである。この間に霊感と神示を受けるのであるし、……或いは教示を

うける（７２）。」 

 

 この神遊修行が前二段階の祓・直霊修行と異なる点は、祓修行における外からの流入感
・ ・ ・

、

直霊修行における充満感
・ ・ ・

が、どちらも荘厳感と共に空間的に拡大
・ ・ ・ ・ ・ ・

する、ということである。

つまり、神の霊徳などが流入してくるのは自分の身体
・ ・ ・ ・ ・

中だけにではなくて周辺の空間
・ ・ ・ ・ ・

中に

であり、神の霊徳などが充満するのは自分の身体
・ ・ ・ ・ ・

内だけにではなく周辺の空間
・ ・ ・ ・ ・

内に、なの

である。これは、周囲の空間と自分との境界がなくなった、あるいは身体の境界が周囲の

空間にまで膨張した、という身体感覚を表現するものとも言うことができ（第七章参照）、

しかもその空間内は荘厳感、つまり安全感に充ちているのである。この段階に至って行法

の緊張感が失せていると感じられるのは、こうした安全性の高まりによるはずである。 

 緊張感・安全感ということと関連していえば、この三段階は、行法の場が、危険な世界

から安全な世界へ、そしてさらに恩寵に満ちた世界へと変貌していく心境に対応する。そ

の危険な世界から安全な世界へと変化するあたりの心境は次のように述べられる。  

 

「祓修行中は斎庭が狭く障碍の多い場所であり、危険物のある場所のように思えるが、

直霊の修行に入り、殊に振玉の修行に入ると、何の妨碍物もないように思われ、安心

平和な世界であるように思われて来る（７３）。」 

 

 今述べたのは、もっぱら身体外の場の変貌についてであるが、ついでに好ましくない影

響が内から外に出ていくという方向で言い換えると、この三段階は、穢や危険物がまず心

身の芯から、次に心身全体から完全に、そして更に周囲の空間（天地間）から完全に排除

されていく過程とも言えるであろうか。  

 ちなみに、田中の説く鎮魂行法の前後における状態の変化を図式化すれば、次のように

なろう。矢印は侵入物・漏出物を示し、実線は耐・侵入性の高い境界を、破線はまだそれ

の確立されていない境界を示す。内円な物理的身体表面、外円は知覚空間の最外層の表面

である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 行法の前後を通じて変わらないのは、他人の吐いた息をお互いが吸いあうという意味で

の、彼我の影響関係である。これは、息から想念、霊魂の穢れといった次元にまで及ぶも
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ので、つまり人間の存在は身体の境界によっては区切られない、ということである。  

 一方、行法によって変わるのは、身体内をも含めた周囲の空間全体から、危険な侵入物

が抹消され、代わりに神の霊とか徳とかが充満し、それに包まれる、抱かれる、安全に守

られる、という状態に行者が到達する点である。これは空間の表面にそって、いわば空間

的境界が構築されたことを、意味するのである。この空間内で行者の身体内に流入してく

るものは、安全で有益なものであり、その場合われわれは、被・侵入感というネガティヴ

な感覚を持たないであろう。したがってそれは、侵入物と呼ぶべきではない。同様に、行

法後行者の身体から流出していくものは、消極的・否定的なものではないゆえに、それを

漏洩物と呼ぶことも相応しくないであろう。上の図において、空間的境界内に矢印を一切

書いていないのは、この意味である。  

 行法の全階程を一通り見た結果、われわれはこの鎮魂行法が、心身とその周囲の世界の

浄化・聖化を目的としていることがわかった。そのために、最も初期の段階では、直接的

には身体の振動という方法を用い、補うに好ましい影響の流入感を「思念」するという観

念法を用いていることもわかった。そして、これらの導く過程として、身体とそれを取り

巻く空間との関係が徐々に変貌していくことにも、気付くことができた。であれば事の次

第として当然、次の結びの節では、その身体運動（主に生理的なものである）や観念法（主

に心理的なもんである）による心境の変化（少なくとも単に生理的なものではなく心理的、

さらにいえば思想的なものである）、という過程を媒介する心身相関論、あるいは身体論が、

田中の行法説からひきだせるか否か――その解答自体は肯定か否定かという、かなり二者

択一的なものですむであろうが――、という問題も検討の対象となる。結論だけをとりあ

えず一言でのべておくなら、その解答は一応然りである。ただしそれは、細かな祭儀を伴

った身体運動にいちいち即してではなく、振動という一般的な動作の生理心理的効果とい

う点に限ってのみ、述べられるものなのである。  

 以上で、田中の鎮魂行法説の祖述と整理、および検討すべき問題点の所在を明らかにす

る作業が終わったので、次節では、なんらかの点でそれに類似すると思われる数種の行法

をとりあげ、相互に比較していきながら、田中のいう鎮魂行法がどの系譜の――宗教史的

な意味ではない――身体技法に最も近いのかを、明らかにしていきたいと思う。  

 

第五節 非幾何学的行法 

 田中の行法説の特長をなすのは、伝統的神道への考慮から、祭儀が錯綜している一方、

「全一神」的神観から、「他力」的信仰が強調されていることであろう。  

 

「実に真心をもって神拝することこそ、大神を拝み大神に接する初めであり、全部で

あり、根本である。もし神を信仰する真心を欠いたならば、如何に立派な形式を整え

ても荘厳な神壇を構えても、神の徳は新たにはたらかれない（７４）。」 

 

 このように、神の側の働きかけを促すための真心であり、真心を深めるための神語・神

歌・神器なのである。他力的信仰者が一般に告白するように、その信仰が起こるのさえ、

神の恩恵によるとされている。これはほんのすこし言い方を変えると、大事なのは「真心」

であり、形式は二次的なものに過ぎない、ということである。しかし、ではさらに言い方
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を変えて極論すると、「真心」さえあれば三段階八階程のような煩雑な形式は不要であると

いうことに、なるのであろうか。かくも他力的な信仰を強調する田中が、その一方で極め

て人為的・技法的な「行法」を説いてやまない、この一見しては結びつきがたい要素の同

居を、我々はどう理解すればよいのであろうか。  

 身・口（語）・意の三業という便利な用語を身近な真言密教から借りて、ついでにそれと

対比してみれば（７５）、口（語）業や意業は、どちらも何らかの呪言を唱えたり――こちら

にあっては神語・神歌など、あちらにあっては真言――、その響きが我と神仏の間を流通

したり我が身体のうちを還流したりすることを観想する、という点でよく似ている。とは

言え、こうした絶対者との融合のための観想法は、あるタイプの神秘体験家達の言説には、

共通に見られるものであって、特に珍しいものではない。  

 一方、身業となると――この語で身体的な要素が中心にある行為を指すものと約束しよ

う――、両者は決定的に異なっている。というのは、密教の事相においては、身業さえも

「入我我入」という「秘観」、つまり本尊が我に入り我が本尊に入ることを観ずる観念法に

なっていて、純身体的な要素は、その観念の出入りに伴う呼吸法、および坐の作法と手に

結ぶ印の作法にしか存しないのだが（７６）、これに対して田中の行法には、一見してそれと

はっきり解るように、純然たる身体運動という、かなり独立の要素が、大きい比重でかか

わっているのである。ごく一般的な共通点を共有することを一応無視すれば――そのよう

な点に注目しても結局ごく当たり前の所見しか得られまい――、この両者はむしろ互いに

異質な行法と言ってよい。  

 では次に、その密教の源流にあるインドの、宗教史を一貫するヨーガと比較してみよう。

まず古典ヨーガにおいて標準的要素をなすのは、呼吸法・坐法と、それに基づく精神集中

である。先の用語を継続して用いると、これは身業と意業に相当するであろう。さらにあ

る支流においては、呪を唱えることも行われるが、これは口業に相当するであろう。  

ヨーガの祭儀をこうして前段の三つの要素と簡単に対応させてみたところで、もうすこ

し細かく見ていくと、密教との間には注意しておくべき違いがあり、したがって田中の行

法との比較に援用する際には、その点注意しなければならない。それは（一）精神集中の

対象が、密教などと比較にならないほど精緻な、神秘体験的生理学に基づいた「身体」の

各所に置かれること、（二）特にハタ・ヨーガにおいては、身体の関与が単純な坐法といっ

たものに止まらず、これはまたきわめて多彩な動作を含んでいること、この二点である（７

７）。前者について言えば、これは別の観点からは非常に興味深いが、今問題としている純

身体的な観点からは、そのようなおもに「意」の働きに属する営みは、全面的に考慮の外

に置くことが許されるであろう。一方後者は、静的かつ比較的に単調な坐法と異なり、様々

な身体動作からなるという点では、田中の行法との間にある共通点を認めることができる。

しかし、比較をさらに細かくして言えば、ハタ・ヨーガの動作が緩やかで、その重点がむ

しろ動いて到達したある姿勢の静的
・ ・

保持にあるのと比べ、田中の説くそれは数十分の単位

で持続する律動・振動に重点があるので、同質のものではない。事情は、これもやはりヨ

ーガの一系列にあるものとされる道教との関係でも、ほぼ同様であろう。つまり、田中の

行法にみる全身の律動・振動という要素は、これらのどれにも直接の並行物を見いだすこ

とができないのである。 

 ところで、これらは何らかの制度的行法として完成した段階では、行者に多少とも体系
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的な作法を指示するわけだが、宗教的職能者の組織的な団体の外、民間でかなり個人的に

おこるシャーマニズムを見ると――組織的ではないが定式的である――、その一部に振動

という要素がでてくるのに気づく。典型的なものは、たとえば朝鮮の降神儀礼における跳

躍・舞踊にみられる。すなわち、巫堂
ムーダン

は巫儀
ク ッ

において、初めは緩やかに、やがて激しく跳

びはねる。と、神がおりるのである（７８）。これを身業に相当するものとすれば、振動・律

動という要素の顕著な点で、田中所説の行法と類似したものということができる。そこに

はまた口（語）業に相当すると判断される巫歌もある。当事者のシャーマンが何らかの自

己暗示めいた心理操作をおこなっていることも、充分考えられる。というよりもそう予想

するのが適当であろう。これは意業に相当する。しかし、この「口業」と「意業」におけ

る共通点は、先にも述べたように、ある型の行法群にはおおよそ普遍的に共有されるもの

である。したがってわれわれはここで、シャーマニズムの一部との間に認められる、もっ

ぱら身体的側面での特殊な共通点にのみ注目しておきたいと思う。  

 ヨーガとシャマニズムとくれば、ここでエリアーデの著名な研究に言及しないわけには

いくまい。彼がもっぱら達人 virtuoso の宗教に関心を注ぎ続けていたことは、間違いない

からであり、ヨーギンとシャーマンと呼ばれる職能者は、またすぐれて呪術宗教的な達人

の部類に属しているからである。事実すでにこの二つの研究の関連に注目し、山折哲雄氏

は的確にも次のように指摘している。  

 

「彼のヨーガ論の中核部分は、いわゆるシャマニズム論を予想しつつ構想されている

のであり、そのことによっておのずから両者の間の同質性と異質性という課題を究明

する仕組みになっているのである。彼はそのことをかならずしも明示的にのべている

わけではないが、しかしそこには少なくとも次の二点に要約できる展望が示されてい

るのではないかと思う。その第一は、『魔術的な熱』と『上昇し灼熱する火』という身

体的経験においてヨーガ（とりわけハタ・ヨーガ）とシャマニズムとは共通の側面を

もつということ（同質性）。しかし第二は、それにもかかわらず、ヨーガにおいてはシ

ャマニズムにおけるごとき脱魂（エクスタシー）をそれ自体として追求することがな

かったということ（異質性）がそれである。換言すれば、シャマニズムにおいては身

体を離脱し霊魂が他界を遍歴するメカニズムが重視されているのに対して、ヨーガの

陶酔体験はそのような霊魂の幾何学を必ずしも前提していないということである（７

９）。」 

 

 ここで、ヨーガとシャーマニズムの間に「霊魂の幾何学」の有無という違いが指摘され

ている点に注意したい。同時に、それはあくまでエリアーデの研究についての指摘である

点にも、注意したい。なぜなら、ヨーガの持たない「霊魂の幾何学」をもっているのは、

かなり特定の、主に脱魂型のシャーマニズム現象に限られ、シャーマニズムを脱魂型に限

定しない立場からは、シャーマニズム一般が「霊魂の幾何学」を有するとは、とうてい認

められないからである。むしろ、エリアーデが本来的シャーマニズムと認めなかった憑霊

型シャーマニズムにおいては、霊魂観・世界観ともに素朴なものが少なくなく、「霊魂の幾

何学」がないばかりか、ヨーガとシャーマニズムの共有する「魔術的な熱」「上昇し灼熱す

る火」といった「身体の幾何学」の一部に相当するものすら見られないことが、間々ある
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からである。  

 シャーマニズム論一般はともかく、田中の鎮魂行法について言えば、そこには上に見た

ような意味での「霊魂の幾何学」もなければ――霊魂が分割するとか脱出して他界に赴く

とか他界から神霊が憑依してくるとか、そういう何か空間図形的な表象を惹起する説明が

ない――、「身体の幾何学」もない――身体の位置や姿勢に固定的な意味付けをすることが

ない――と確言できる。身体の幾何学という点について補足しておくと、祭儀の導入部に

あっては、手に器を象ることがおこなわれて、「幾何学」とよべないこともないが、それは

あくまで短い一過程で採られる形式であって、祭儀の核心的段階に至るとまったく制御さ

れない。またヨーガにおけるような自然哲学的な解剖学もない。霊魂観・祭神観を検討し

た際に田中の観念論的な傾向を指摘したが、これは言い方を換えると、自然哲学的な傾向

がないということにほかならない。そして中心祭儀である自律的振動・律動は、「非」幾何

学というよりは、より印象に忠実には、「反」幾何学とも言うべき性格のものなのである。 

 

附 節 

 こう見てきたかぎりでの密教やヨーガ、またシャマニズムの中には、田中の行法の身体

的要素の理解に直接資するような並行物がない、といえよう。           

 しかしここに、田中の鎮魂行法を理解するのに最も示唆的な宗教現象がある。それは一

九二四年のインドネシアに興ったスブド Subud である。その中のラティハン・クジワアン

（訳せば「霊的な修練、あるいは魂の訓練」）という一種の非人為的な技法
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

――形容矛盾に

なることをどうしても避けられないが――が、本章で扱っている行法の中心祭儀に、酷似

するのである（８０）。 

 知名度は低いと思われるので、紹介を兼ねて歴史的事実を簡単に述べよう。一九二四年

のある夜更け、ジャワ東部のスマラン市の若い公務員、ムハマッド・スブー・スモハディ

ヰジョヨは、日課の勉強を終えたあと、町を散歩していた。と突然、頭上に光が輝いて辺

り一面を照らし、それが彼の体の中に入ってきた。体が奮え心臓が激しく脈打ったので、

彼は死の恐怖に捉えられ、家に逃げ帰った。信心深いムスリムであった彼は、何が起こっ

たのかわからないまま、ベッドに横たわり、全能なる神に自分自身を委ねた。すると彼は、

自分が死ぬかわりに光に満たされ、一分かそこらののちには、平安と幸福感だけが残って

いるのを知った。その時「目を覚まし、起き上がり、歩きなさい」という声がした。彼は

自分の意志によってではなく、誰かに動かされるように、普段祈りをささげている部屋に

向かい、祈りを唱えた。それが終わると、誰がそうさせているのか不思議に思いながら、

ただし恐れはなく、また寝室に向かって歩かされ、その途中でまったく正常な状態に戻っ

たのを感じた。そしてそのまま眠りについた。この日をはじめとして、同じ体験が一千日

の間毎日おこった――これがこの運動の創始者のもった突発的な神秘体験のあらましであ

る。 

 この逸話の中にわれわれは、神秘体験・回心体験に定形的にみられる諸要素を、かなり

網羅的に読み取ることができる。光が見えたこと、光の玉が身体内に入ってきたこと、か

つてない非日常的な感覚に圧倒されたこと、幸福と平安の感じに満たされたこと、超越的

存在者の臨在感を生々しく感じたこと、それに伴う他動的な自動運動の感じ、など。付け

加えると、この体験が起こる直前の状態は、特別に意図して宗教的に準備されたものでは
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なく、いわばそれは恩寵として、しかも専門的に訓練された職能者ではない、一平信徒に

起こったのである。これらの点に対する筆者の解釈は、つぎのようになる。  

 注目したいのは、（一）これが宗教的にはむしろ非専門家に属する、しかも若年の者に起

こったこと、（二）体験の前中後が他動感で一貫していること、この二点である。後者は或

る意味で、前者のほぼ直接的な結果とも判断される。若い非専門家が意図的な何らかの宗

教体験を準備することは困難だからであり――事実最初の予期せざる体験が起こったのは

きわめて日常的な風景の中においてであった――、ましてその最中の過程を自らの力で構

築・制御することは――それは専門家にとってさえ不可能に近い――、当然さらに困難で

あろうから。しかし別の意味では、やはりそれと独立の注目に値するものとして扱わなけ

ればならない。超越的な存在者の恩寵に満ちた力の介入によって起こる体験が、程度の高

低はあっても、一般的に他動感
・ ・ ・

をその基調とするのは間違いない。しかし、その他動性が、

外に著しく目立つ非日常的な身体運動となって現れるのは、むしろ稀有のことであろうし、

しかも一つの宗教運動となったスブドにおいては、その実践の中心が、ほかならぬこの他

動的・非日常的な身体運動を、一定時間継続するところに存するからである。すなわち、

スブドの訓練であるラティハン・クジワハンにおいては、創始者が神から突発的に受けた

経験、つまり神と人との接触によって湧き起こる他動的な自動運動を惹起するために――

何か人為的に聞こえるがあくまで「訓練」は神からの一方的な働きかけを受けることとさ

れる――、すでにそれを経験済みの者の立ち会いのもと、神の力に自分のすべてを委ねる。

すると、その過程がうまくいった場合、人は自分の内で神の力に触れて、それで満たされ

るという。そのエネルギーの奔流が、身体的には暫時の振動となって現れるわけである。  

 非専門家の若者が創めたということは、複雑な専門知識との連絡がないということにほ

かならない。ここに見る「訓練」の過程に人工的な構築物が皆無であること、かつその意

味付けに煩瑣な神学がないこと、この二点の原因の一半――イスラム教自体に絶対神を立

てる宗教の常として信仰の非人為性の強調があるので（８１）――は、そこにあろう。  

 これと田中の鎮魂行法との異同をみれば、「同」としては両者ともに「唯一全能」の神の

遍在の中で、その神の「生命力と接触」することにより、身体に自動的に起こる律動・振

動を中心祭儀とすることが、「異」としては、スブドにおいては人為的な構築物が考え得る

最少限度に止まっているのに比べ、田中の行法はまさにその逆に、夾雑物とも言いたいよ

うな夥しい人工の構築物でその中心祭儀が囲まれていることが、指摘できる。  

 このスブドとまったく同様の意味で、神的存在者との接触により非日常的な身体の律

動・振動が起こるという宗教現象がもう一つある。それは、これもやはりイスラム教の神

秘主義・スーフィズムの一派、マウラヰー教団における旋舞である。この教団の創始者・

ルーミーの宗教体験、その後の宗教運動における同種の行法の占める位置、その意味付け

が、スブドのそれと酷似しているのである（８２）。 

 ルーミーはスブーと違い幼児期から英才教育を受けた該博な宗教者であったし、また壮

年期にはすでに神秘道の師匠としても一家をなしていた。しかもなおこういう違いに加え、

旋舞を中心祭儀とする行法の直接の契機となった神秘体験をルーミーが持ったのは、三十

代も後半に近い頃のことだった。そして程度の高低はともかく、行・学ともに専門的な訓

練を経ているという経歴面で、ルーミーと田中は似ているが、もう一人のスブーはその共

通点を共有しないのである。  
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 一方、同一種類の祭儀に煩瑣な人工的構成を加えるか否かという点では、田中がほかの

二人のムスリムと異なっている。そのような位置にあるルーミーが、田中のような人為的

構築を何ら行なわなかったのは、おそらくイスラム教にそのような構築を可能にする伝統

がなかったからではあるまいか。逆に言えば、神道の伝統にはそれがあるということであ

る。そしてもしこれら三つの行法の中心祭儀を同一性質のものと仮定すれば、そこからは、

田中の鎮魂行法に含まれている伝統的神道の要素は、その中心祭儀に直接の関連をもたな

いのではないかという予測が出てくる。そしてもしこれを仮設的な結論として採用すれば、

われわれの最終的な作業は、田中の行法から神道的な要素を捨象して、かつその核心にあ

る他動的身体振動という要素をスブドやマウラヰー教団などのそれと等しいものとして、

そこからこの型の行法の身体論、心身相関論を導くことになる。具体的に問題を設定すれ

ば、遍在する神的存在との接触・融合という神秘体験は、身体の他動的振動・律動とどう

いう関係にあるのか、となる。神秘体験と身体の律動の関係はさまざまに論じられるだろ

うが、ここでは身体境界の変容という足場を制限した視点をとってみよう（これは第七章

への布石としての意味をもつ）。  

 さて、（一）身体の振動・律動と（二）絶対者との接触・融合、この両面の相関関係を説

明するには、単にほぼ同種の神秘体験や祭儀を二、三探してきて、それら自身の行なう神

学的説明を並べるのみでは充分でなく――それでは相関の「有効性」「可能性」を実証する

手掛りがでてこない――、それとの対比によって直喩的な示唆ができる、もっと身近な身

体経験に連絡していく必要があろう。 

 絶対者との融合 unio mystica といった神秘体験および思想の伝統が、東西の宗教史を通

じて途切れたことがないということは、「達人の宗教」にわずかながらも興味を持つ者の間

では周知のことである（８３）。かつまた、多くの伝統においてその状態が、男女の結婚、つ

まり陰陽交合の状態に仮託して説かれてきたことも、衆知の事実である。その仮託の程度

はもとより様々であって、童貞・処女の宗教者が単に用語のみを詩的に借りた程度のもの

から、逆に文字通りの行為をもって絶対者との融合体験と同一視するものまである（８４）。

しかし、そうした比喩がかなり普遍的に見られるからには、そこに何らかの必然的な共通

項があるに違いないのである。それは一体何か。  

 （一）田中の行法がスブドやマウラウィー教団の行法とともに、身体の振動・律動とい

う要素を中心にもつこと、（二）絶対者との接触・融合という神秘体験は、一般的に――と

言ってよいであろう――陰陽交合の状態に比定されること、この二点を組みあわせると、

次のような設問が、実証的視点から段階的に可能となる。すなわち、まず第一に、身体の

振動・律動は陰陽二根の融合にとってどのような意味を持つのかという問題。そしてもし

その解答がなにがしか具体的に得られれば、続く第二の問題は、身体の振動・律動が絶対

者と行者との融合にとって持つ意味、それを理解するために、第一の問題に対する具体的

解答が示唆するものは一体何か、という問題、この二つである。以下の短い紙幅でこの問

題を論じつくそうというのでは、もうとうない。が、かつて提出されたこともない問題の

焦点をより絞っておく意味で、はんぱながらあえてそこに足を踏みいれたい。  

 純観念的な orgasumus は別として、両性の性交においては、身体の振動・律動という

ことは、その成立の第一の要件である。それは生体に快感を与え、その上で生理的な射精

ないしは受精を可能とする。ではなぜ振動が必要なのであろうか。振動は固（個）体の境
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界を激しく揺ぶって、その一つの主要な機能――つまり境界の内外を隔てるという――を

部分的に、また一時的に失わせるのである（８５）。 

 この振動－融解－融合－快感という関係は、しびれ感、麻痺感、脱力感、膨張収縮感な

どまでをも一種の振動と見なせば、かなり一般化することができるであろう（８６）。純観念

的なものにしても、陶酔の体験には、必ず何らかのそうした振動感が伴うはずである。で

あれば、この関係を逆に辿り――因果を逆転して「果」により「因」を期待することは、

呪術宗教的に最も基本的な発想の一つであるので――、絶対者の中の一固（個）体が、矮

小な自我の殻を融解し、全体と融合し、法悦に至るために、その一つの方法として最も直

接的に身体の振動という技法を採用するというのも、十分な根拠があるのである。そして

さらに言えば、そこにはある程度の有効性があるものとも、予想しなければならないであ

ろう。 

 われわれは田中治吾平の鎮魂行法を検討して、その中心祭儀が身体の他動的振動にある

ことを指摘できた積もりである。だがその視点からのみでは、すでに述べたように、田中

の鎮魂行法にある三段階八階梯といった、神道にある伝統的な要素を取り込もうとした構

築的な試みは、人為的な夾雑物としてしか解釈できない。ではそれには何らの機能も担わ

されていないのかというと、そこにはすくなくとも次のような機能はあるものと考えられ

る。 

 スブドの実際について、その絶対他力の身体振動が、間々不都合な憑霊的結果を招来す

ることが指摘されている（８７）。またたとえば大本教系の鎮魂帰神法において、帰神＝憑霊

をうけた場合に不都合な結果が頻発することは本書の第三章で見たとおりである。これら

のことを勘案すると、身体境界の決定的な融解とそのあとに続いて起こる「身体外部」の

絶対者との融合に先立つ段階に、田中が長い周到な準備期間を設定したことには、おそら

く重大な意味がある。すなわち、いかに絶対者が遍満しているとはいえ、日常感覚にとっ

ての周囲の空間・環境は、必ずしも常に好意的に天国的であるわけではなく、むしろ意地

悪く地獄的であることも多い。その「外部」が浄化されていないうちに、身体の境界を融

解させることは、ことによると周囲の有害な存在者と融合することにつながるかも知れな

いのである。が「神秘的合一」とは、そのような不幸な状態を目途するものではないはず

である。このような、いわば実践上の準備不足から起こる突発的な不都合を避けるために

は、人為的にせよある種の掃除機的、ないしは安全弁的な階程の設定されることが、その

安全な行法実践のために要請されるのではなかろうか。  

 田中の行法説にあるこの人為的設定物の存在価値を評価するには、次の二つの問題に答

えなければならない。（一）まずそこにおいて構築されている階程・段階が、はたしてその

掃除機・安全弁の役割を充分に果たし得ているかどうか、（二）またその構築物はどのよう

に機能しているのか、という二問である。  

 「いかに」を問う第二の問いは、本節の初めに述べた、振動と融合の関係を問うのと同

じ程度に困難なので、ここではにわかに答えることができないが、端的に「然りか否か」

を問う一番目の問いについては、少なくとも田中その人にのみ限っていえば、迷うことな

く肯定的に答えてよいであろう。なぜなら、次のような心境の変化を示す実感が吐露され

ているのを、われわれはみるからである。第四節の最後にも引用したが、引用する意義が

異なるので、重複を厭わず、ここで再度引用しておきたい。  
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「祓修行中は斎庭が狭く障碍の多い場所であり、危険物のある場所のように思えるが、

直霊の修行に入り、殊に振玉の修行に入ると、何の妨碍物もないように思われ、安心

平和な世界であるように思われてくる。」 

 

 これは、段階的な修行により周囲の宗教的空間が浄化されたという、心境の経時的変化、

すなわち進境の実感を表現するものであるが、その伝統に則った祭儀の人為的構築にはま

た、単にそれにより時間をかせぐというだけではなく、宗教的伝統――田中の場合は神道

――に連なることにより、一定の権威ある信仰が保障されて保持される、という効果も考

えられるであろう。  

 一般的に言って、神秘体験・回心体験は突発的であるが、それを可能にする状態にまで

至る浄化の過程には、ある程度の時間がかかる。選ばれた者はおそらくそれと明確に自覚

することなく、超自然的な「恩寵」によりその過程を導かれたのであろうが、後続の修行

者は、必ずしもそのような過程を経ているとは限らない。したがって、時としては周囲の

空間が不浄のままの状態で、彼我を隔てる殻を融かすわけであるから、身体境界の内外は

はなはだ不都合な混ざり方をすることにもなるであろう。ところが一方田中の行法説では、

まさにそれら浄化の過程をも、部分的にもせよ、行階程の中に取り込んでいるものと判断

される。これは決していたずらなことではないのである。 
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第六章 その他の鎮魂行法説 
 

序 節 

 以上、第三章から第五章まで、おもな鎮魂行法説を祖述・整理の上考察したが、ここで

はそれら以外から、二つの鎮魂行法説を取り上げる。ただし、それらはここに取り上げる

趣旨が異なる。  

 第一節の宮地水位の霊胎凝結の説、およびそれにつづく宮地厳夫の鎮魂行法説は、明治

期から実践された説であり、宮地神仙道の名で知られている。そして内容的にみて後者は、

鎮魂法の名によって、ほかの鎮魂行法にみられない純粋に道教的な実践を説いている点が

注目される。実儀の側面で鎮魂行法の全体像を補充するという意味で、これを概観する意

義は小さくないであろう。またそれに付随して、宮地厳夫の鎮魂法が、友清歓真――第三

章で一応大本系に分類しておいた――の説く「浄身鎮魂
みきよめたましづめ

」の法と親縁性をもつことを指摘

して、友清における鎮魂法の出自の多源性を示すこともできるのである。  

 第二節の山蔭基央の鎮魂行法説は、最近になって世に出てきたもので、本書の対象とし

ては最も新しいものの一つに属するが、山蔭神道に伝わるとされる「自霊拝」の実践が鎮

魂行法の一環として説かれていること、また現役の実践家によって展開されている説であ

ること、この二つの点で注目すべきものである。また鎮魂という多義的な語が、今日の神

道界・神社界でどのような意味合いでとらえられているのか、山蔭の鎮魂説の全体をその

一つの具体例として推察することができそうにも思われる。というのは、たとえば本書で

大本系として位置付けた世界真光文明教団やス光光波世界神団が新宗教として――あるい

は西山茂氏の命名にしたがえば新新宗教として――とらえられやすいのに対して、山蔭神

道のほうは教義的にも実践的にも、また組織的にも人脈的にも、伝統的神社神道に近いか

らである。 

 

第一節 宮地水位の霊胎凝結法説と宮地厳夫の鎮魂行法説  

 

  宮地水位の霊胎凝結法説 

 宮地厳夫の鎮魂行法を検討するに前に、宮地神仙道の祖とされる宮地水位
す い い

（堅磐
か き わ

）の神

仙道説の中にある「霊胎凝結」の法について述べておかなければならない。  

 宮地水位の所説の用語法に道教的色彩が濃厚であることは、弟子も認めるところであっ

て、それ以前に彼自身が道教教典の書名を明記した直接的引用を夥しくしている。じっさ

い、道蔵に関する造詣は深く、関係の蔵書はただならぬ量であったというが、しかしそれ

は宮地水位が漢籍を通じて学んだ神仙道を祖述したという意味ではなく、宮地水位自身、

直に神仙から道を教授されたもので、共通するのはどちらも「天来のものたること勿論」

だからである、とあわせて主張される（１）。  

 宮地水位は、父の宮地常盤
と き わ

の影響もあり、少年時より異境、神仙界に遊んだとされ、そ

の際に見聞したことを綴った典型的な霊界旅行記を残している。そしてその霊界旅行は、

おもに「脱魂」法によったとされている（２）。ではその脱魂はどのようにして訓練され実

現されたのか、というのが、本書の立場からの差し当たっての関心となる。  

 まず宮地水位は「我が神仙の玄旨」として次のように述べている。 
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「故に道を奉ずるの士は神仙の玄旨に随ひて長生久視を得、永く人間に有りて天に随

ひ君に忠し親に孝し、私欲を消除し天神の賜を穢さず、天に通じ神祇に謁し真一を抱

て霊妙不測の門を経て元始天尊の胎に入り玄胎を化し作りて永く天地の間にありて上

は天皇の長命を祈り、中には国の静謐を願ひ下は群生の安穏を祈りて只四海の平治無

恙なることを祝ふ。これ我が神仙の玄旨なり（３）。」 

 

 この中には、長生が人生第一の目的であるという、ほかの箇所でも繰り返し説かれる主

張（４）が出てくる一方で、さらに「玄胎」を化成すべきことが最終目標として説かれてい

る。いかほど長生しようと結局この肉の生身は死ぬのであって、神仙道の目的は長生の極

まるところ、すなわち永生不死にあるからである。「養生の術をさとり得て其術を修め得る

とも、感一の法並に玄胎仮作の術を知らざれば、妙理に達する事を得むや（５）」といわれ

ている通りである。弟子も「養生の諸術も長生久視の道も、帰するところ玄胎仮作への階

梯に過ぎぬ（６）」と述べて、そのことを強調している。そしてその方法は遺文中でも最も

重要な秘文とされる「霊胎凝結口伝」にみることができる（７）。 

 玄胎はまた「霊胎」「妙胎」とも言われ、霊胎凝結は次のように行われる。  

 

「目前に空中より一点真精の元気流動して二元素となり、分れて五元素となり、散じ

て七十有余の元素と分離し宇宙に瀰満し漸々に凝結して造化の状を見し混成の有体を

見る……此を以て有体物は元素の変化なれば、万物皆一体の理あり、故に人を以て小

天地となしたるは是なり。又有体物変ずる時は無形に還る、此を以て有無入出輪転す

る事環の端なきが如し。……  

夫れ人は元素至妙凝結の最貴なる者にて、体中に元素の霊物を有し、万物の霊長たる

神識の最優なる者なり。此の神識霊を以て妙理を推究めんとするには、身神を鎮め安

坐瞑目して天地に先立たる思をなして、意にうつし、意より念に及す時には神霊識凝

結す。この時念力を以て感じ、我が無形物の霊魂を以て、身外無形物の元素を有形物

に結造せんことを思ふ時は、自然にして元素の霊物に交る事を得べし。……  

右の有形物を凝結せんとする時、感念の霊物身体を脱せんとするに至りては、空より

来る生物ありて恍惚の間に交る。時に自己の身体あるが如く無きが如くして形体将に

解けんとす。……然るに右の霊物と元素と空より来る奇妙の生物と凝結して、身外又

霊妙神化の身を現ず。是造物主の分霊と元素と自己の霊魂とを感念の術を以て結ぶ処

の霊胎なれば（以下略）（８）」 

 

 大極に発する陰陽や五行とはところによって用語が異なるが、内容的にはまさしく陰陽

五行説的な宇宙発生論であり、その発生過程を「念力を以て」、「感念の術を以て」再現す

ることで霊胎凝結が可能になるとされているのである。気、元素、理、神、識、霊などの

背後に連綿とある中国思想史を扱うことは、本書のまったくの埓外にあるが、右の引用文

中には本書の目的からみて注目すべき一つの点がある。すなわち「霊胎」「玄胎」に関する

説である。 

 宮地水位は道蔵中の「玄胎」説について、それは粗雑で誤っているので行っても無益で
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ある、といっている（９）。かなり類似の説が道蔵中にあるのであればこれは道教に出典を

持つことになるが、どの程度の記述か不明である。しかしいずれにせよそういう問題も本

書の目的からは二次的な重要性しかない。これに関してここで指摘しておくべきは、（一）

霊胎凝結に際して、「空より来る奇妙の生物」「造物主の分霊」が化合してくるということ、

（二）その際には一種恍惚として身体感覚の融解を感じるということ、（三）霊胎が生存中、

しかも身体外に形成される分身であること、である。さらにほかの箇所から補って指摘し

ておくなら、（四）したがってこれは死後の復活体である「尸解
し か い

」ではないとされること、

（五）霊胎は初め不可視であるが、「霊胎の童子長じて面貌身体己れに異なることな」い状

態になると人の目にも見えるようになるということ、（六）そしてやがて「自己の元素は彼

の霊胎の引気に引かされ、肉身憔悴し終に自己の霊魂霊胎に転入し、前身死」に至ること、

などの点である（１０）。  

 （一）は憑霊論の立場から興味深いし、（二）は最終章の宗教的身体境界論の立場から興

味深い表現である。そして（三）から（六）までは、いわば脱魂論の立場からみて興味深

いものがある。  

 脱魂論とのかかわりでは、次のような一節が注目される。  

 

「此に於て思を重ね、心を彼の道に棲し、感念の術を勤め、よく凝らし、能く行ひて

倦ざれば、其功漸々に積り、終に彼の霊胎を感化凝結するにいたるべし。偖この階梯

に登らむとするの初は心を散乱せざるにあり。……  

心を坐前に止めて想像し見るときは一物一色のあるを視る。其色変転して数色替るが

はるあらはれ、終に又本の一色も還る。（数色の中に童子の形の見ゆるを以て最もよし

とする）是を脱魂凝結の始とす。……  

畢に堕ち留まりて物に当りたる思を忽ち発して、感念の力消え茫々として空に帰し乍

ち我身を覚ゆる事もあり。是れ魂の正気魄の濁気と混交せる故に、凝結の霊胎は更に

て脱魂の術さへも得る事あたはず（１１）。」 

 

 これをみれば、脱魂と霊胎凝結は同義ではなく、脱魂のほうがより初歩的な「感念」の

操作による術であるのに対し、霊胎凝結のほうはその安定的完成をあいまって初めて達せ

られる価値的な実現のようである。それはすぐ数行後に「霊胎を結ぶの順序ある者なれば

そを過りては霊胎を結ぶ事難し」とあるとおりであり、弟子がこれを「修煉の究極」とし

ているとおりである（１２）。なお、別の弟子によれば、脱魂は使魂や飛魂と同義、同儀とさ

れる（１３）。 

 ところで、幾人かの道教研究者の指摘するところによれば、死すべき肉体から不死の身

体への転換は、この肉体に即して追求され、あるいは死すべき肉体の「内部」に不死の身

体の完成が追求される、という。それら研究者の多くが、こうしたテーマになるときまっ

て引用するのは、アンリ・マスペロ（Henri Maspero, 1883～1945）である。実際、道教

の実践的側面の研究者として後学に大きい影響を及ぼしているそのマスペロは、不死の身

体について、数箇所で次のようにのべている。  

 

「道士たちは『長生（Longue-Vie）』を求める場合、それを精神の不死としてではな
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く、肉体そのものの物質的な不死として考えた。……問題は、これを、この死すべき

身体を、延命させること、というよりもむしろ、生きている間にこれを不死の身体に

とりかえること、すなわち、死すべき器官にとってかわる不死の器官――皮膚・骨な

ど――を身体そのもののなかに生みだし、これを発展させることであった（１４）。」 

「常に気を臍の下（すなわち丹田）に引きとめておく人は、自己の精をからだのなか

に守っているのだ。精と気とは結合して、『神秘なる胚芽』（玄胎）を生む。『玄胎』は

凝結して一つの身体を生みだす。これが不死に導く『内丹』の方法である……  

実際に、この「玄胎」こそ不死の身体なのである（１５）。」 

「不死の身体は、死すべき生身の身体のなかで神秘的に形成される。死すべき身体の

もつ滅びやすい要素を不滅の要素に置き換えることで不死の身体ができあがり、骨は

金となり、肉は硬玉となる。実際には、死すべき生命と不死の生命の間には断絶はな

のだから、一方から他方へといつの間にか移ってゆくわけで、それ以外のあり方のあ

ろうはずもない（１６）。」 

 

 令名高い碩学のこの言を信用すれば、宮地水位のいう「霊胎凝結」法はあるいは彼のか

なり独創的な説であったのかもしれない。なぜなら彼のいう霊胎は、先の引用文に明らか

なとおり、身体の外に形成されて、ついにはもとの身体の元素、霊魂を奪うものとされて

いるからである。ただし、批判のために「内部の玄胎を以て身外の玄胎を感じ作り……」

という一節が道蔵中にあることを引いているので（１７）、まったくの独創とはいえないであ

ろうけれども。  

 「脱魂」とそれに関連して出てくる「玄胎凝結」の法に限定して、膨大な宮地水位の神

仙説の一角を瞥見したが、そこでは「鎮魂」の語がほとんど目立たなかった。わずかに、

弟子が師説を目録風にまとめて「霊魂論の玄義より、養生の術たる導引、養気、房中、吐

納、胎息、錬丹還精の諸法、諸真形図施行法、感念、感想、凝念、使魂、鎮魂、尸解、霊

胎凝の各伝」としたのが目につく程度である｛１８｝。宮地水位自身の文中には「安座瞑目」

の語がむしろ頻出し、「鎮魂」はそれとの関連で「瞑目し、空に向ひて鎮魂し、魂の安座せ

んことを思へば」という文脈で出てくる程度である。これをみれば鎮魂は、おそらく安座

瞑目と同じような意味で使われているのであろう。そして同じ文脈は使魂、つまり脱魂を

準備する段階を説いている箇所なので、彼の用語法の中での鎮魂は脱魂の前段階に位置す

る実践であることが推察される（１９）。 

 ところで、宮地水位がほかの名称のもとで説いているそうした実践のいくつかを、宮地

厳夫はのちに「鎮魂法」の語のもとにまとめた形になっている。神道学者・宮地直一が「そ

の初め堅磐翁の流れを汲み、後に独創的境地に進んで、遂に一家の説を打立てられたのが、

即ち厳夫大人である」といっているのを先にみたが（第一章の第一五説を参照）、確かに―

―少なくとも名称上は――単なる継承には留まっていないようである。そしてじっさいに、

その目的、実儀において、方向を異にするのである。  

 

  宮地厳夫の鎮魂行法説 

 宮地厳夫は鎮魂行法の趣旨を次のように説く。  
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「夫鎮魂の法を修めむと思はゞ先人身の本源を明にし、其理を究め其道を修めざるべ

からず……抑人身は霊魂と肉体とも以て成れるものなり……知るべし霊魂は人の身体

に来り、寓りて之が主宰を為すものなりと雖、其元太陽天日に属して、実は天日の微

分子なることを……人の霊魂は風火の二種より成れるもの……常に上に昇らむとする

ものなり、また肉体は水土の二種より成れるものなれば、常に下に降らむと欲するも

のなり……霊魂を其欲するに任せて上に昇らしめ、また其の降らんとする肉体を、欲

するに任せて下に降らしむれば、頭熱足寒の人となりて身体虚弱に陥り、……遂に霊

魂と肉体との結束断絶して分離するに至る。之を死と云ふ、是を以て鎮魂の法たる…

…肉体と霊魂との結合、最も鞏固にして……其極遂に無病長生不老不死なるに至り、

道を得るの緒に就くものとす、此れを自修鎮魂法の要訣と云ふ……要は此の霊魂と肉

体との二種を妙応感合して一体を成しめ、永く相離るゝこと無らしむるの道を求むる

の外無し……（２０）」 

 

 引用文中前半では、霊肉二元論的人間観が説かれ、後半部では霊と肉の関係がどう調整

されるべきかが説かれている。道教的色彩で一貫しているのは言うまでもないが、一言注

意を促しておきたいのは、ここでの目的が、宮地水位が「我が神仙の玄旨」として説いた

内の一つ、「長生久視」にもっぱら限定されているということである。 

 そしてこういう目的のために、「自修鎮魂法秘訣入門」と題された次のような実儀が処方

される。 

 

「午前二時後、五時前を以て、鎮魂法を行ふ……  

先、東或は南に向ひて安座す。  

両の母指を内にし、四指にて握固し、両手を左右の腹腰間に柱つ。  

次に 濁気を吐くこと三回。  

次に 歯を叩くこと……合せて三十六回。  

次に 気を引て息を閉づ。  

気を引て息を閉づるは、最もこれ修錬の要妙なり……  

次に 心を想ひて炎火の如くならしめ、光明洞徹にして、下腹即ち臍下丹田の内に入

らしむ。腹満ち気極まれば徐々に口より気を出す……斯くすること三回。  

次に 出入りの息調和するを俟て、即ち舌を以て唇歯の内外を撹き、津液を漱錬す。

…… 

次に 津液口中に満れば少く頭を低て嚥下す。気を以て送りて丹田に入る。意を用ふ

ること猛精にして、津と気を合し、谷々然として、声有りて径ちに丹田に入る。  

此れを第一順序とす。…… 

斯くの如くにして、気息を閉ること通じて九度、津液を嚥むこと通じて三度にして止

む。 

次に 頭を左右前後に動かしまた左旋右旋すること各三回。  

次に 左右の肩手を聳かし及び摩づること凡五回。  

次に 左右の手の指を練る。  

次に 両手を以て眼両耳項等を摩す皆極熱せしむ。  
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次に 両手の指にて髪を梳る如くすること凡百。  

次に 左右の手もて両乳及び臍下丹田を始め賢堂腰脊間を摩し皆熱撤せしむ。……  

次に 左右の足部を摩づること凡五回。  

次に 左右の足の指を練る。  

次に 左右の脚心所謂湧泉の穴を熱摩す。  

次に 立て或は仰ぎ或は臥し、或は伸び或は屈みて、身体を練り、気血をして全身に

満しむ。 

次に 寝床上に安座、息の出入りを数ふること凡そ二十五。  

息は鼻より引きて、口より出すべし。 

右畢りて更に安臥……委しくは口授を要す。以上（２１）」 

 

 長い引用になったが、これが宮地厳夫の自修鎮魂法のほぼ全容であるとすれば、むしろ

簡にして要を得たものとも言うべきであろうか。これらの作法が何に由来するかは、用語・

次第をみれば疑問の余地はない。これは四肢の曲げ伸ばし、按摩、呼吸法、叩歯、嚥津な

どを含む、導引と総称される長生術、つまり道教の実践の内、最も「宗教的性格をもたな

い」「生理上の実践」に由来する、というよりも端的にこれは、『太清導引養生経』に載る

「赤松子導引法」や「彭祖導引法」、『鐘離八段錦法』に載る「鐘離導引法」などの引き写

しにほかならないのである（２２）。 

 われわれはこれと類似の記述を、道蔵のみではなく、宮地水位の遺文中にも見ることが

できる（２３）。しかし水位の文は、同じ実践が「鎮魂」の名のもとで説かれていないという、

いわば名義上の違いがある。そして内容的には、宮地水位の「安座瞑目」（鎮魂と類義に使

われていると判断される）が「使魂」（脱魂、飛魂と類義とされている）のための準備段階

であるのに対して、宮地厳夫の場合は、霊魂と肉体の結合を鞏固にして、無病長生不老不

死を第一の目的とする、という大きな違いがある。脱魂や、さらには身体外に霊胎の凝結

を図るのとは、これはまったく方向性の異なった実践である。  

 宮地水位の霊胎凝結法はかなり呪術宗教的な性格を帯びているが、宮地厳夫の自修鎮魂

法は逆に生理的な性格を強くもっている。鎮魂行法の一つの典型として、宮地厳夫の説く

生理的な身体技法は、これまでに見たいくつかの同名の行法とはかなり異質である。しか

し、用語の正統な意味では、これこそ鎮魂と呼ばれてしかるべきものなのかもしれない。

なぜなら、折口信夫以来つい先ごろ――といっても二〇年ほど前――まで「鎮魂」は日本

製の語で中国にはなかったという説が繰り返されてきたが（２４）、じつはやはり厖大な道蔵

中の『雲笈七籤』に「鎮魂」の語が確かにあるからであり、また鎮魂祭の初出とされる天

武天皇の「招魂
みたまふり

」は道家の手にかかるものだったとされるからである（２５）。 

 一方、鎮魂法の一系統とされる「猿女の鎮魂」は、天岩屋戸神話に由来するというのが

定説であるが、そこでは霊魂は「招」されたり「憑」したりするもので、「鎮」するあるい

は「鎮」されるものではなかった。おそらく古伝を奉じた者たちは、それを漢字化するに

あたり、この祭儀・信仰に「鎮」の字を用いることをふさわしいとは考えなかったからで

ある。また「物部の鎮魂」については、『先代旧事本紀』に「鎮」の字が確かに出てくるが、

これは選述の時期の新しさゆえであろう。古伝は正しく万葉仮名で「布瑠部
ふ る べ

」と残されて

いるのである。選述の時期が記紀とそれほど隔たらない頃であったならば、「鎮」よりは「振」
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の字が採用されていたはずである。  

 陰陽五行思想その他を含む道教の国家的規模での導入は七世紀になされたという（２６）。

がその時期の確定はともかくとして、神道思想・神道祭祀の中核部にこれら舶来の文物が

厳存していることをみれば（２７）、中国伝来の導引法が鎮魂という漢語と結びついて伝わっ

ていたとしても何ら不思議なことではなく、あえていえばそれが原初的正統であり、ほか

はむしろ経年的な附会、訛伝なのかもしれない。  

 自修鎮魂法の意味するところに若干触れておくと、この自修鎮魂法が霊と肉の合一によ

る不死の身体、「骨は金となり、肉は硬玉となる（２８）」ような硬質な身体への希求を示し

ている点が注目される。これは第三章でみた大本系の一部の説が、「感覚を蕩尽（２９）」「霊

肉の分離（３０）」といった表現を用いることと、きわめて対照的だからである。これらはあ

る意味では肉体から意識を離す試みであるが、それには身体感覚の流動化・稀薄化・空無

化――漸進的にせよ突発的にせよ――が先行しなければならない。宮地厳夫の自修鎮魂法

ではこれと逆に、身体感覚は覚醒させられ、さらには強化・硬化されるのである。  

 これを実際の作法上にみれば、呼吸法と内観により身体内部の活動が賦活され、皮膚摩

擦と四肢運動により身体表面部の活動が賦活される。そして両者あいまって、身体感覚は

覚醒するにいたるのである（３１）。 

 こうした説明は、宗教的行法にはふさわしくないと受け取られるかもしれない。がそれ

は本書にとって不都合であるよりは、むしろ好都合の反応である。なぜならば筆者はこの

鎮魂法を、観想法のような精神活動としてではなく、心身の健康法としてとらえたいから

である（３２）。これはいくつかある鎮魂法の中でも、最も身体性のまさった行法なのである。

ほかにも身体性の強い鎮魂行法はあるが、それらの多くは霊的存在の介入を説いて止まな

い。その一例として、多くの共通する実践から成る宮地水位の霊胎凝結法が、異名ながら

恰好の対照をなすであろう。こうしてみると、行法の具体的過程で身体運動をもっぱらと

する宮地厳夫の自修鎮魂法が鎮魂行法の諸相の内、身体的行法の最右翼に座を占めるべき

ものであることは、ほぼ確実である。  

 なお、「自修」という語にこだわったのは、次の「神人感合説」と題する講演の要録によ

ると、宮地厳夫が「鎮魂」について次のように述べているからである。  

 

「情欲を除却して純粋なる霊魂のみに成りさへすれば神と人と少しも隔てが無くなり

所謂神人感合して一体に成るもので、是は争ふべからざる所にて、我日本は云ふまで

もなく支那印度欧羅巴にても各其伝承もあり、また修行の法式も伝はりて居りますの

で、本邦にては之を鎮魂法すなはち霊魂鎮めと云ひ、……又欧羅巴にては之をエキス

ターズと云ふ……  

故に鎮魂とは、其の離遊の運魂を引戻して常に身体の中府に鎮むれば我身体は甚だ安

泰なものであります。……霊魂降
み た ま ふ

ると云ふ、是は雨の降ると同じことで、段々と心内

の鎮む可き所へ霊魂が降りて増加て来ると遂には天津神の霊魂と一個になる、即ち神

人感合と云ふは此処の事であります（３３）。」 

 

 これが「自修」鎮魂法と異質な実践を説いているのは明らかである。一つにはかなり高

度な神秘体験として説き、一つには放散した魂の集中法として令義解の一節を引き、一つ
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には霊魂の「降り」と「増え」を説く鈴木重胤の鎮魂説を引く、というふうに、多義的な

鎮魂説をそのまま提出したもので、これを整理するのが本書――および姉妹篇（３４）――

の目的の一つでもあるので、これについてはここではもう何も言うまい。 

 宮地厳夫の鎮魂行法をこうしてみてくると、友清歓真がこれと類似の実践を「浄身鎮魂」

として説いていることとの関連が、問題になってくる。大正八年、九鬼盛隆とともに執行

した帰神の際に神授された法というが、後年に至って宮地水位との霊的交渉を主張したり

するなど、宮地神仙道との何らかの関連があるのは否定できない。しかしその関連は、宮

地神仙道の側からは法を盗んだものとして、しばしば厳しく批判されているのである（３５）。 

 出自はともかく、友清の説くそれをみると、全体は「浄身」と「鎮魂」の二つにわけら

れており、「浄身」の前半にあたる部分が、宮地厳夫の説く――個人名でいうよりは道教的

といった方がふさわしいであろうが――導引・胎息の体術に類似するのである。概要がわ

かる程度に引用しよう（原文全カタカナ）。 

 

「汲みて少しも留めざる水を取り、この水を一含み飲み下し……  

ゆばりたれものを出し、身内に留まる塵くずを出して、身内を安らかになし、うがひ

をなし……東に向かひ……膝を屈ふも高床に掛くるも時の便りのまま……  

双手を上げ、両の眉より面の両側を撫で下すこと八度……  

弓手を上げて、うなじを支ふ、次には馬手を上げてうなじを支ふ、かたみにかくする

ことあはせて八度……  

次に双手にて伊吹きの洞
ほら

（肺のこと。引用者）を撫で下すこと八度……  

この三度の業終りて、双手を以て剣の形を結び、これをこのまま左より上げて右に廻

らし円かに描く……  

これは高天原の神中の、その中の大神の天都霊鉾
あまつのりほこ

に形取りたるもの、これを左より右

に円かに廻らすこと三度、諸々の禍津の寄り来るを薙ぎ払ふ意なり……これにて浄身
ミキヨメ

は済みたるもの、これより鎮魂
タマシズメ

にかかる、」 

 

 室内清掃、うがい、用便を終えた後、両手で頬やうなじや胸を撫でる、そのうえで剣を

両手で作り、胸の前で廻らして「禍津
ま が つ

」を払うのである。これが終ってから鎮魂に移る。  

 

「（これより形をもって示されたることを説明す。先づ鎮魂の印を結びて其れを結びた

るまま指頭を両眉の中間即ち鼻柱の真上にあたる眉と眉とのつけ根に中央に軽くあて

……チヨヨロズ。コトタリテ。キビヤラカニ。タマヒカル。オホラカニ。フラセタマ

ヘ。の神言を一度静かに唱へ、次に心を静めてアメノウズメノオホカミ、マモリタマ

ヘサチハヘタマヘと唱ふること三度、それよりそのまま……無念無想の状態に入るや

うに心身を鎮静にす）かくして、心を静めて、魂
たま

消らかに、何のかげりもささぬやう

に成る（３６）。」 

 

 印を眉間にあてて瞑目、心を静めて無念無想の状態に入るなど、霊魂および身体の動き

はむしろ一切制止され、かなり静的な行法になっている。全体に本田流・大本系の鎮魂帰

神行法と異質であることは一見して明らかで、他方、浄身の導入部分で明確に指示されて
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いる道教風の作法に宮地神仙道との親近性があるのも明らかである。  

 

第二節 山蔭基央の鎮魂行法説 

 現存の神道行法実践家の内、著述宣伝活動、実践指導の面で一般向けの知名度が比較的

高い一人として、山蔭基央があげられる。  

 山蔭神道の中で「鎮魂」――何を意味するかはひとまず問わず――がきわめて重いもの

として強調されているのは、次のような表現が頻出する所にも伺われる。  

 

「神道は実に『物心一如』の哲理を真面目とするものとして神道を体認する『鎮魂』

に重点をおいたのである（３７）。」 

「神道では古来“鎮魂”をやかましく言ってきた……その大事な鎮魂が指導されてい

ないのである（３８）。」 

 

 ではそのように重視される鎮魂とは何であろうか。人脈的にも伝統的神社神道と近く、

神道の思想・祭祀・行法を統合的に構築し、日本の核にあるものとして、その神道を来た

るべき二一世紀の人類世界の指導原理にしようという実践的、総合的な意図をもつ山蔭は、

鎮魂に関してもいきおい網羅的な説明を試みており、したがっておよそ鎮魂の名で呼ばれ

うる実践はほとんどそう呼ばれることになる。たとえば極端な話、「行住坐臥、人の生活万

般の中に鎮魂の行を求めることができる」とまで言われるわけである。これほど極端では

ないが、最も広義、一般的、辞書的には次のような表現がある。類似の箇所は夥しくある

が、目についた四つほどをあげよう。  

 

「『鎮魂』は神人交感の道である（３９）。」 

「禅はサンスクリットの dhyana の訳で『心に思うこと』である……神道の鎮魂も『想

念を清く澄ませて宇宙の真生命を直感的に体認する』ことである（４０）。」 

「大波涛にもてあそばれる小舟のような魂を、大磐石の錨をおろした方舟の如く、ま

た大きな根をもつ大岩石の如き生命力を養うことが鎮魂の修行である（４１）。」 

「『自己疎外』を起し、人格の分裂を起している私達の全人格を統一することが鎮魂の

意義である。……霊感、透視などの神秘的技術を習得する方法も加えられている精神

統一法もある。だがこれは決して鎮魂と同一なものだと断ずるわけにはいかない。そ

れは鎮魂の根本義は『人格錬磨』にあるからで……社会に献身する使命感を旺盛に感

じるようになる。これが精神統一と鎮魂との相違である（４２）。」 

 

 最後の引用文中では、精神統一や特殊能力開発との共通点も述べられているが、他方、

後半部では神道行法としての鎮魂に特有な日本的社会性、つまり「天皇に帰一する」こと、

「国体観の把握」も強調されている（４３）。ここのみに限らず、山蔭はしばしば自分の説く

鎮魂行法とヨーガには共通する点が多いといい、ある箇所では端的にヨーガと鎮魂を等置

しながらも（４４）、両者の大きな差異として、ヨーガが基本的に「“個”の思想」に基づく

ものであるのに対し、神道行法としての鎮魂行からは「団体的影響」「団体社会（運命共同

体）の霊的意義」という要素を外すことができない、という（４５）。しかしこの社会性、国
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家性の強調は鎮魂行法のみにかかわるものではなく、また山蔭に特有なものでもなく、む

しろ神道思想史の主流に一貫するものなので、ここではこれ以上触れないことにする。本

書の当面の課題は、まさにそのような鎮魂行法から国家社会的要素をひとまず捨象してみ

て、宗教行法の中の純粋に身体的な実践としての記述、分析を試みることにあるからであ

る。 

 これらやや抽象的表現に比べ、具体的な作法はたとえば次のように説かれる。  

 

「天皇は毎朝“鏡拝”をされていたのである。山蔭神道における“鏡拝”の行法は、

この“伯家部類”に淵源をみるわけだろうが、これを名づけて「自霊拝」と呼ぶ……

“鎮魂行法”は、この鏡の前において行うがよろしい……巨岩があれば、それを鏡と

して、その前で独座瞑想することが一番“すなお”であろう。そのような岩は古来『鏡

岩』とよく呼ばれる。……神霊を此の巨岩に迎える。これによって、神霊は巨岩に降

臨する。……深い鎮魂を求める媒体として、正しく神霊の降臨を仰いだならば、その

鏡はもはや物体ではなく、聖別された“神聖な御神体”となるのである。……鎮魂帰

神の秘儀は、『沖津鏡、辺津鏡』の相対的な表現で示唆するが、この『沖』は“彼方”

の意であり、『辺』は“此方”の意である。なお『沖』には“神霊”の意があり、『辺』

には“我”の意もある。……この二種の鏡は『神霊に相対する我が霊魂』を表象する

ものだということがわかる。……この二面の鏡が照らし合わさることによって、鎮魂

は深まる。……沖津鏡と辺津鏡の融合である（４６）。」 

 

 鏡あるいはそれを象徴する岩を憑り代として神霊を降臨させ、それに対座して神霊との

融合をはかることが「自霊拝」あるいは「鎮魂」と説明されている。ここにいう「自霊拝」

――古書には「爾霊祀」「玄霊祀」と呼ばれるものを山蔭基央が現代風に言い換えたもの―

―とは山蔭神道所伝の秘儀であり、古記録や伝統祭儀の根拠をなす神霊の分魂祭祀の信仰

にもとづき、人間の自霊も分魂・分霊でき、画像や彫塑像などに憑依させることができ、

それを自ら祀ることができる、というものである（４７）。これは伝統的信仰であるので、山

蔭に限らず本田親徳やそのほかの大本系の実践家にももちろん見られた。そしてそこでも

一言述べておいた通り、分魂を身体外の物質へ憑依させるという発想は、霊魂運動の方向

性において脱魂型シャーマニズムとの類似を示すものである。ともかく、こうして自霊拝

と並記される時の鎮魂の説明には、憑霊的要素は稀薄である。ところがこれと連続するか

のように、「鎮魂帰神」を次のように説明する箇所がある。  

 

「“自霊＝直霊”を鏡として、神を己れに迎える在り方を鎮魂帰神というのである（４

８）。」 

 

 ここでは、鏡や岩といった外物を憑り代とするのではなく、自らの根本霊魂である直霊

を憑り代として、神霊の降臨を直に受けることが、鎮魂帰神とされており、憑霊型シャー

マニズムの霊魂運動にきわめてよく合致するものである。しかし一つ前の引用文でも、最

終的には神霊と自己霊が「融合」するといわれているので、これらをみる限り、「鎮魂」と

「鎮魂帰神」の差は、憑霊が媒介的・間接的におこるかあるいは直接的におこるか、とい
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う所にしかないようでもある。であれば、「鎮魂」は「鎮魂帰神」のいわば一階梯に過ぎな

いものになる。そして次の説明をみると、山蔭においては、両者がまさにそのような位置

関係にあるものとも考えられているのである。  

 

「『外在の神を我が内に迎える』という在り方を説いたが、いまひとつ『我が内なる神

を開く』という鎮魂帰神もあることを知らねばならぬ。……『我が内なる神を開く』

には、単なる個人の精神統一だけでよく、インドのヨガや、仏教の禅などと同じ次元

の方法でよい。いうなれば鎮魂帰神の基礎訓練ということになろうか。……だが一方、

神道の鎮魂法は、これら『ヨガ、密教、神仙道』などより超越的な技法を伝承してい

るのである。つまり神道行法とは、前述のように『自然霊と接触することによって、

内なる神を刺激して呼び醒す』方法である。……そのためにはあらゆる障害物を除去

しておかねばならない。その障害物とは“心の雑念・心の妄想”である。……鎮魂と

はかくの如きプロセスを踏んで、我が内なる直霊を開くのである（４９）。」 

 

 「鎮魂」と「鎮魂帰神」の使い分けが混乱しているが、それをやや強引に読み分けると、

この引用文では、「我が内なる神（直霊）を開く」ことはヨーガなどにも通じる鎮魂法であ

り、それが基礎訓練となって「外在の神を我が内に迎える」鎮魂帰神が可能になる、ただ

し神道行法に特徴的な鎮魂として、外在の神の刺激で内在の神＝直霊を開く方法もある、

と言われているようである。この後者の場合、すでに「鎮魂」の段階で、憑霊的方向性を

もった神霊からの影響が及んでおり、準備段階、基礎訓練というよりは、連続的な実践の

中の終着点に近い過渡的な段階を、鎮魂と呼んでいるのである。脈絡なく読むと、「あれも

これも鎮魂」という印象を持ちかねない。  

 とはいえ、標準的な実践過程として、鎮魂行法に階梯が説かれるのはほかと同様であり、

ある箇所では鎮魂行法をもっとも狭く区別して、山蔭神道所伝の鎮魂行法は「十種神宝の

鎮魂法」であるとしている。その説明は、十種の神宝にそれぞれ行法の段階を象徴させる

という、ほかでもしばしばみられるもので、たとえば二つの鏡は神の霊と我が霊に出会う

段階を表わし、剣と二つの玉は神人直結し、智慧と力を得た状態を表わし、最後の五つは

「自己の修養」を完成した者が得る各種の霊的能力を表わす、という（５０）。 

 しかし、そのための具体的方法としては、その前の禊祓、座法、振魂、調息によるほか

はないので、事実上これらをあわせた全体が、山蔭神道の鎮魂行法になる。そしてその方

法の具体的な要とされるのは、次のように調息と、その半ば自動的な産物である振魂にあ

る。その結果が鎮魂状態――一様には記述できない――に至る、というのである。  

 

「『息の調整』こそは鎮魂行（ヨーガ）の本命である。これこそ山蔭家の伝である。鎮

魂とは調息からはじめるものであり、鎮魂には振魂
ふるたま

という異常な狂気状態……を経て

深い鎮魂に入るのである（５１）。」 

 

 こうして最も限定した段階での具体面をみても、山蔭のいう鎮魂行法が決して一通りの

実践ではないことがわかるであろう。実際、別の箇所では鎮魂行の中に「座法」「調息作法

（息長の法）」「振魂（霊動）秘事」「鎮魂法秘事」「霊感法秘事」「分魂を出す法」「病人加
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持法・諸種」「前生調査の秘事」「神気・霊気鑑別法」が含まれているほか、天皇霊の鎮魂

や「神懸」による霊感も「鎮魂式」として説かれているのである（５２）。この内、「霊感法

秘事」以下は行法によって獲得された力能の応用であり、十種神宝のうちあとの五つの玉

と比礼
ひ れ

が象徴する段階にほかならない。これをあくまでも鎮魂に含めようとするならば、

他者のための鎮魂とでも分類するのがよいであろう。そして、これまで引用したのがもっ

ぱら自己の霊魂を扱う営みとしての鎮魂行法であったのと異なり、次に引く一節は自身以

外の他の霊魂を対象とした、いわば「他者鎮魂」を目的とする実践である（５３）。これは、

特に意識的に「鎮霊」と書き分けられる場合もある。  

 

「霊を鎮めることに就いては、世の概念上自己の『みたましずめ』が中心になってい

るようであるが、他人の霊を鎮めることもある……霊を鎮めるとは、云うまでもなく

霊を静かに中心統一させた状態のことであって、荒びている霊の行動を、平和な状態

にすることである。……鎮魂祭も大意は異ならず……他霊を鎮める場合があることを

わかってもらえば、この項ではよいのである。そこで他霊と云っても、死人の霊、生

きている人の霊、他の生物の精霊などもあるわけで、鎮魂祭は神道の重大秘儀の一つ

である。……荒び迷い、悲しみ、濁り、悩んでいる霊の活動を、澄みきらせ、円満な

活動に導き……霊の活動を統一することが鎮霊なのである（５４）。」 

 

 この意味での鎮魂（鎮霊）理解が、大本系の宇佐美景堂の後期の鎮魂説の骨子と共通す

ることは、いうまでもない。そして「荒び迷い、悲しみ、濁り、悩んでいる霊の活動」を

鎮静化させること、このような語義がむしろ一般的な鎮魂理解に近いことも、宇佐美説を

検討した際に指摘しておいた通りである。  

 「鎮魂」と呼ばれるにしろ「鎮魂帰神」と呼ばれるにしろ、ともかく憑霊的な意味が加

わることがあるのはすでにみた通りであるが、端的に憑霊として読める所をさらに三箇所

ほど引用しよう。  

 

「神の聖霊の臨在を受けて聖化する……『みたましずめ』はその修行方法の一つ（５５）」 

「神徳気霊は現世及び幽世の諸人に憑依して妖邪を禊祓して下さるのである。鎮魂修

法の理由はここにある（５６）。」 

「絶対神の分霊である聖なる言霊の霊体＜神直日神
かんなおひのかみ

＞が宇宙を流れていて、その言霊

の霊体と我々は遭遇することができるのである。その言霊が我が全身全霊を覆い包ん

でくれたとき、我々の人格は大革新を起すのである。……このことを神直日神の鎮魂

帰神と言う、とは古神道家の伝である（５７）。」 

 

 ところがこういう単に一面的に憑霊的説明だけでなく、また先にみたようにかならずし

も連続的な実践としてでもなく、次のように鎮魂と帰神（鎮魂帰神）を対照させるような

説明もある。  

 

「鎮魂帰神は神を我が自霊に迎えること＜鎮魂＞と、神の内分に迎えられること＜帰

神＞を意味する（５８）。」 
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「『太陽の如く輝ける神霊』を暝想して、神を我が霊の中に迎える瞑想を行うのである。

それを『鎮魂帰神
チンコンキシン

』と云う。また『鎮 霊
ミタマシズメ

』と云って、この太陽の如く輝ける高級神

霊の計り知れない＜愛と智恵と勇気と平和と喜悦と寛容＞の精神に同化するのである
（５９）。」 

 

 一番目の引用文で、神を自霊に迎えるのが「鎮魂」で神の内分に迎えられるのが「帰神」

だとしているのと、第二の引用文で、神を我が霊の中に迎えるのが「鎮魂帰神」で神霊の

精神に同化するのが「鎮霊」だとしているのは――用語が性格に対応していないが、前者

の＜鎮魂←→帰神＞という対比と後者の＜鎮霊←→鎮魂帰神＞という対比は、どうにか重

ねてみることができる――、鎮魂（鎮霊）と帰神の説明がほぼ逆に入れ替わっているよう

にも受け取られる。  

 粗
あら

探しのためにこのような事を指摘しているのではなく、実践家に特有の文章の不統一、

論点の飛躍を含む実感的説明の中に厳密な一貫性を求めるのがあまり意味のないことを言

いたいのであって、われわれはここでもまた単に、鎮魂・帰神の名のもとに説かれる思想

と実践の多様性がみられることを指摘したいのである。ついでにいえば、憑霊的性格がこ

のように示唆されるかと思うと、他方では「鎮魂は化成神や人格神の憑依を求めることが

主目的ではない（６０）」としてそれが否定されるようでもある。もっともこれは、鎮魂で接

触するのが非人格的な神霊であることの強調であるから、矛盾とはいえないけれども、一

見の理解には躓きとなる説明の仕方であろう。  

 このほかに、「鎮魂は自己の四魂の働きを調整するために自霊に全速回転を与えること」

という風に動的印象を与える説明がなされる一方で、「中休み、骨休めという鎮魂……この

休憩は『息の調整』『精神の調整』である（６１）」という風に静的印象の強い説明もなされ

る。憑霊か否かに関する説明の曖昧さは、論じられる実体験の複雑さ、微妙さ、言語化の

困難さによるところが大きいからとも言えるが、この動的・静的な二つの鎮魂は、ほとん

ど別種の生理心理過程、体験を同一語のもとに説いているのである。  

 実はこうした、鎮魂という同一語で呼ばれる多様な実践、現象の不統一性とその類型化

の必要性は、諸説を取り込んだ山蔭もこれを自覚していて、次のような鎮魂行法の分類を

試みている。  

 

「各古神道家の常識によれば、“心を清く明るくする”ことが鎮魂の第一条件である。

が、それだけではない。その鎮魂とは、（１）心の平安、（２）心を清く明るくするこ

と、（３）第六感以上の透視、予知、予感、予言などの霊感を強めること、（４）生命

の波動を強くすること、（５）他の生命に、自分が持つ生命磁波を放射して、霊癒させ

る力を増大させること、（６）健康力の増大、錬磨、調整、統一をはかること。加うる

に、智慧の力を増強する訓練と調整。統一と純粋化の修練などを含むものである（６２）。」 

 

 「古神道家の常識によれば」といっている箇所は、おそらく山蔭基央と交渉のある神道

関係者の多くが、心を清明にすることをもって漠然と鎮魂ととらえている事情を、問わず

語りに示すものである。それはともかく、これは各種の鎮魂行法のもつ最終的目的あるい

は効能ではあっても、そうした結果的段階がいったいどんな具体的心身技法によって達成
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されるか、という実践過程を分類したものではない。しかし行法といえば、その結果もさ

ることながら、むしろ結果に至る過程、そこでの具体的技法に関心が集中するであろう。

もしも方法は種々あるが目的・効能は共通とするのならば、共有される結果を並べるより

は異なる過程を並べる方が生産的である。ましてや種々の方法がこれまた種々の目的・効

能に至るのだとすれば、そのような異なった結果を事実上かつ必然的に引き起こす過程の

どこかに、それぞれの行法全体の特長を決定的に規定する契機があるはずなのであり、そ

れこそが、われわれが比較宗教学の徒として明らかにすべきことなのである。結果は、そ

の見えやすい反影に過ぎない。  

 

 さて、こうして量的・質的にもっとも重要な大本系の鎮魂帰神行法説から、現在活動中

の山蔭神道の鎮魂行法説までを概観してきて、実践家の間で鎮魂の語がどれほど多様に用

いられて不統一であるか、その雑多な全体像を鳥瞰するための縮図を、あらかた示し得た

のではないかと思う。ここで名前をあげていない群小の鎮魂行法説も、本書で論じた多種

多様な実践のどれかに類似して多分そこに解消され、しかも全体としては不統一な実践領

域を曖昧に形成しているのである。  

 したがってわれわれの次の作業は、これらの鎮魂行法の種々の過程を、その差異を規定

する契機を見いだすところまで読解した上で、類型化することになる。続く第七章の作業

はその一つの試みであり、宗教的身体境界の透過性という指標をめぐって、各鎮魂行法の

異同を浮き彫りにしてみたい。  
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第七章 鎮魂行法の身体論とその類型化  

――宗教的身体境界の観点から 

 

序 節 

 明治以降の神道の実践的分野を見ると、そこでは「鎮魂」と称せられる行法に関して、

一通りではくくれない発想基盤から各所説の展開されてきたことが、残された文書を暼見

した段階で、まず推察される。そして、神道行法実践家の物したそれらの記録を検討して

いくと、同一名称で呼ばれながらも相互に異質な行法群が、雑然と並ぶ姿をわれわれの前

に現わすことになった。 

 個々の鎮魂行法説を祖述の上考察する作業をわれわれはすでに終えたので、本章ではそ

れらを整理して、全体像の中におのおのを位置づけるための、二つの類型化の作業を試み

る。  

 とはいえ、第一の類型化は、行形態とそれが前提する霊魂観という二つの分類基準を交

差させただけの、たぶんに出来合いのもので、各行法の特徴の差異を的確に描き出すもの

ではない。ありていに言えばその意義は、第二の類型化の効果を際立たせるための布石た

る所にのみ、存している。  

 第二の類型化は、宗教的身体境界という新たな概念を導入することによって、試みられ

る。これは、同境界の浸透度の高低と、障壁度の高低を交差させることで得られる四つの

類型に、典型的な鎮魂行法の経過および最終過程を対応させる作業であり、これにより各

行法の差異を、その与える印象に忠実に描き分けることが、期待される。逆に言ったほう

が、誤解がないであろうか。つまりここでの類型化は、この四つの典型に関して筆者のも

った印象を忠実に差異化するために、模索されたものなのである。  

 本論は、まず各鎮魂行法の紹介を兼ねて第一の類型化を手短に行い（第一節）、次に心理

学的身体境界の概念を説明し、それを援用してその直接の延長線上に宗教的身体境界の概

念を導き（第二節）、その上で宗教的身体境界の観点から鎮魂行法を記述し直し（第三節）、

最後に鎮魂行法の第二の類型化と若干の展望を行う（第四節）、という次第をとる。  

 

第一節 鎮魂行法の類型・その一 

 類型表を作成する場合の常套手段として、複数の分類基準から適当な二つを取り出して、

それら二軸の直交する座標上に、目的の類型を得ることが行われるが、行法を研究対象と

する作業にとって考えうる分類基準とは、いった何であろうか。  

 まず、行法の意味づけという観点から、行者の有する霊魂観――特に身体近辺の――と

いう問題が、浮かび上がってくる。一般的に言って、宗教的行為がほかと異なる所以は、

その動機を産みだす世界観の内に、中核的な一分野としての霊魂観を含む点にあるからで

ある。その、行法の「背後に予想された」理論としての霊魂観は、各鎮魂行法説を精粗に

検討した結果から帰納すると、実在的な霊魂――アトム的なものにしろマナ的なものにし

ろアニミズム的なものにしろ――を考えるもの（realistic）、憑霊現象その他、すべて観念

的世界の出来事と見做すもの（idealistic）があり、そしてそのほかに、行法説を見る限り

霊的存在への配慮が稀薄なもの（absent）、の三つがある。  

 次に、岸本英夫が明快に指摘したように、行法の特徴はその脱日常性と身体性にある。
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脱日常性はひとまずおき、身体性とはこの場合、個人の身体の状態が行法の過程・結果に

どう係わるかということであり、最も単純に二極化すればそれは、行法の契機となるのが

身体の運動か、それとも身体の静的状態か、という二分法になる。というよりも、一般に

あるパフォーマンスに対してわれわれは、それが動きに充ちているか動きが少ないか、と

いう判断を反射的に下すものである。したがってわれわれは一つの分類基準として、「行形

態」が動的か静的か（dynamic or static）という軸をここに設定できるであろう。  

 この霊魂観の三分法と行形態の二分法とを組み合わせると、単純に考えて次のような鎮

魂行法の六類型が得られる。類型化が多少とも不可避的に伴う単純化をあえて犯して、以

下この六つの欄に各鎮魂行法を帰属させる作業を試みる。  

 

      行形態 

霊魂観 

  動的 

（Dynamic） 

     静的 

（Static） 

実在論的（Realistic） R・D 型 R・S 型 

観念論的（Idealistic） I・D 型 I・S 型 

稀薄（Absent） A・D 型 A・S 型 

 

 まず明らかに日常と区別された運動を伴うもの D 型（dynamic）から。 

 川面凡児所説の鎮魂行法は、形態的には激しい全身運動・呼吸法・発声から成り、最も

動的である。またその霊魂観は、森羅万象は単子様の霊魂が段階的に結晶して構造化した

ものの表現としたり、鎮魂行法は無数の霊魂の集合結晶体である人身――これを八千魂
や ち た ま

と

か八十万魂
やそよろずたま

とか称する――の精練を、まずその前半の課題とするとしたり、また分子論・

原子論・電子論などの用語が頻出するところからして、物理学的といったほうが適当なほ

どにも、実在論的である。すなわちこれは、R・D 型の欄に該当する行法といえる。  

 田中治吾平所説の鎮魂行法は、形態的には比較的緩やかな上半身の律動を中心的な行儀

とする動的なものである。一方、霊魂観は、本田流・大本系の鎮魂帰神説が説くような遊

離魂・自由魂の存在や、その作用による憑霊現象・帰神現象などを否定して、それらは大

霊たる全一神の中に存する限定的存在である個々の霊に潜在する穢や、あるいは未知の機

能が発動したものだ、とする説明に端的に伺われるように、多分に観念論的なものである。

すなわちこれは、I・D 型の行法と判断される。 

 宮地厳夫所説の鎮魂行法は、形態的には四肢の曲げ伸ばし（矯）、身体表面の撫でさすり

（摩）と圧し揉むこと（按）、つまり按・摩・矯の動作により、心身の調和をはかるもので、

それほど著しい動作ではないが、静的といわんよりはやはり動的である。またこの行法に

際しての指示を見るかぎりでは、霊魂観が不可欠のものとして説かれているわけではなく、

それが積極的に前提された上での営みとのみ解釈する必然性は見出せない。霊魂観が説か

れないというのではないが、その意義が稀薄なのである。よってこれは、A・D 型に属す

る行法と判断するべきであろう。  

 以上三型とは逆に、特定の動作がないあるいはどちらかというとむしろ静的状態を指示

する S 型（static）を考える。  

 本田親徳所説の鎮魂帰神行法は、形態的には一人静座あるいは二人対座して――鎮魂の

場合は常に一人である――、手に特定の印を結ぶほかは、何の動作も必要としない。つま
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り静的である。そしてその目的は、鎮魂行法においては自分の魂を分出して外物に付着さ

せたり遊離魂を再付着させたりすること、また帰神法においてはほかの神霊・死霊・生霊・

精霊を自分の身体に憑依させることである。つまりどちらの行法においても、明らかな実

体――しかもそれは複数魂でかつ人格的である――を、前提している。これが先の表のど

こに該当するかは、したがって疑問の余地がない。これは、実体論的霊魂観をもち静的行

形態をもつ R・S 型の、まさに典型なのである。これにはほかに、友清歓真をはじめとす

る本田流・大本系の諸説が属する。  

 平山省斎所説の鎮魂法は、具体性の乏しい記述から推察するしかないという事情もあっ

てのことであろうが、何らの身体動作を伴うものではなく、その霊魂観もきわめて観念的

なものである。よってここではいちおう暫定的に、I・S 型に属するものと判断しておきた

い。 

 A・S 型は、何の特別な身体動作もなく、霊魂観も考慮されない営みということである

が、こうした非宗教的な行為をしも強いて鎮魂行法と呼ばねばならならないとすると、こ

の欄にはたとえば、「中休み、骨休めという鎮魂」を該当させるしかない。  

 さてこうして類型表に各鎮魂行法を当てはめていくと、本書で扱った複数の行法を一応

別の物として区別することが可能で、特に、第一印象からそれぞれ互いに異質かつ特徴的

であると判断した三者――大本系、川面凡児、田中治吾平各所説の――が区別されている。

これだけでも、鎮魂行法という同一名称をもった行法群の種々多様さを示すに不足はない

であろう。しかし筆者には、この類型表が各行法の特性を、その与える第一印象に忠実に

記述し得ているもののようには、思われない。それはなぜか。  

 行形態が動的か静的かというのは、最も外面的で、一見すれば直ちに了解されることで

あり、それにより機械的な分類は可能であっても、行法の内容を理解しようとする目的に

とっては、そのままではほとんど意味がない。また霊魂観というのはある程度の反省を経

た思想的産物であり、行法という身体的な営みとの係わりは一対一の機械的な対応関係に

はない、いわば宗教的「上部構造」の一支柱である。しかもここでは、霊魂観を三分して

みたわけだが、一口に実在論的といっても、川面凡児の原子論的霊魂観と大本系の心霊主

義的霊魂観とでは、その与える印象はかなりに異なるのである。つまり、あまりに外面的

な基準（行形態のいかん）とあまりに内面的な基準（霊魂観のいかん）を交差させるのみ

では、その間に介在する多層の局面――この不可視の生理・心理過程をこそ筆者は知りた

い――が視野に入ってこないのである。  

 以下においては、その多層の生理・心理過程の中から、身体境界という、比較的に身体

側に近い平面上の概念を取り出して、それにより各行法がどう記述し分けられるか、とい

う観点からの作業を試みることになる。境界というからには当然、その内と外があり、そ

こを出入りするもの、その通行の仕組み、境界面の構築と維持、破壊の危険性など、考慮

すべき点が多々ある。物理的あるいは心理的な世界のなかでわれわれが物理的・心理的な

身体境界を持つように、もしわれわれが宗教的世界観のなかでもあくまで周囲から独立し

た宗教的個体としてあろうとするならば、内外を確固として隔てる宗教的身体境界を持た

ねばならないであろう。また逆に、はかない個体性を越えて全体との融合を求めようとす

るならば、その境界はむしろ、破壊されなければならないであろう。  

 



180 

 

第二節 心理的身体境界と宗教的身体境界  

 身体境界 body boundary（あるいは身体像境界 body image boundary）とは、もともと

精神医学の分野で用いられた概念で、身体像 body image という概念を前提として論じら

れるものである。これらに近似の概念として、前者には自我境界 ego boundary が、後者

には身体図式 body schema、体位図式 postural schema、身体我 Körper Ich、自己イメー

ジ self image、などがある。これらはそれぞれ成立の過程を異にし、したがって内容も当

然同じではないが、一方、重なる部分も少なくない。そして心理および病理現象を説明す

る有効な分析概念として、随所で、ただし各研究者それぞれに多少のバイアスのかかった

限定的意味を付与されて用いられる（１）。そうした中でそのような分析的な方向とは逆に、

身体像に実用的な価値を担わせるのだとして、次のような総合的な定義を提出するものが

ある。 

 

「ボディ・イメージとは自分自身の身体についての概念である。それは知覚的プール

と経験的プールの相互作用によって形成される……したがって、ボディ・イメージは

可塑的で力動的な総体であり、新しい知覚や新しい経験によって絶えず改変されてい

るのである（２）。」 

 

 われわれが自己の身体に関してもつイメージは、生理的・感情的・知的・社会的なすべ

ての受動的なあるいは能動的な経験によって刻々と形成されていく、可塑性の力動的な総

体であり、それを身体像と定義する、というのである。これは広義に過ぎてあまりに一般

的であるが、しかし類型論という、事象を単純化した上で整理する作業には、こうした定

義こそ「実用的な価値」を有する。本章で前提とするのは、このような一般的意味での、

可塑的・力動的な身体像概念である。  

 さてその身体像の中には、体形、姿勢、態度、各器官、さらには分泌物、匂い、服装、

身体周囲の空間もとりこまれるが（３）、これらの中にあって、個体の統合・同一性にとっ

て決定的に重要な意味を持つと考えられるのが、身体境界という要素である。  

 フィッシャーFischer, Seymour H. は、「からだの境界はどのように防衛されるか」と題

する一章において、この身体境界の安定と不安定、確立と崩壊、侵略と防衛が、身体像と

どうかかわるか、通俗かつ具体的に論じている（４）。宗教的身体論は、とうぜんながらそ

の視野に入っていないが、しかし心理的身体境界をめぐる考察は、宗教的身体の境界を考

えるうえでの、直接的示唆を含む。  

 フィッシャーは、人がこの世界内で安定感を持って生きるには、「最も根本的な基盤であ

る身体」に関して「『外部』のあらゆる形の危険」から安全に守られている、という確信を

持つ必要があり、そのためには、自分の身体を、外界の事物から内部を区別する境界で保

護されたもの、もっとはっきり言うと、外部の有害な侵入物を防ぐ境界を持つものとして、

明確にイメージ化できなければならない、もしこの、心理的な水準での身体境界の確立が

不完全であれば、人は自分の身体境界の「保護能力」について不安になり、不可避的に何

らかの補償の途を――それが心理的な水準で行われるにしろ肉体的にはっきりした表れを

とるにしろ――求めるようになる、と結論している。つまり、どのような水準での方法に

よるにしても、またその効果がどうであれ、人は堅固な身体境界を形成し維持するべく定
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められているのだ、身体境界確立はいわば本能的ともいうべき防衛の要請なのだ、という

考えである（５）。次の一文はその要請の不可抗性がよく表現されている。 

 

「人々は昼も夜も、境界線を維持するために戦っている。様々な様相を展開する世界

空間の中で、自己統制を保持していうために行うこの努力は、多くの点で、単細胞生

物がそれを包む皮膜によって外界から自分自身を防衛している方法と比べ、ひどくか

け離れているようには、私には思われないのである（６）。」 

 

 ところで、防衛とは具体的にはどういうことなのか。境界とは何よりも内と外を持つも

のであり、身体境界はしたがって、個体としての人間を内外二方向の危険物から防衛しな

ければならない。まず外に目をむけると、そこは身体内に侵入しようとする危険物でいっ

ぱいである。われわれは有形無形の「有害な侵入物」「得体の知れない破壊的な侵略」の力

の包囲されている。「何時オオカミが襲ってくるか」もわからないのである。他人の強い情

動表出、肉体的な攻撃、医療器具・薬物の肉体内への侵入、核爆発や汚染された大気・水

等に対し、われわれは自己の身体を防衛しなければならない。次に内側に目を向けると、

そこには「外に出すべきでない『中身』……悪質な空想や欲望や情動」が充満しており、

その内圧が高まると、破裂・爆発の感覚に圧倒される。このように、身体境界は内外両方

向からの強い圧力に耐え得るものでなければならないわけである。  

 そしてそれだけの身体境界を確立する具体的な方策については、たとえば次のように述

べられる。すなわち、きわめて軽い境界崩壊状態に直面することによって、独立した統合

体としての自分自身に確信がもてるようになるとか、身体を触ったり、撫でたり、熱いシ

ャワーで皮膚を刺激したり、体にぴったり合った服を着るとか、身体の特定な部分に注意

を集中して、たとえば皮膚と筋肉の意識を増大させることで、境界感覚を強化するとか、

リズミカルな運動により筋肉を全体的にマッサージして活性化させ、その外縁を強化する、

とかである（７）。つまりこれらを見ると、意識の心理的集中であれ身体の物理的刺激であ

れ、何らかの手段により身体境界を強めるというのは、フィッシャーが外部 exterior と表

現した身体境界部位（皮膚、随意筋、四肢）の生理的活動量を高めることにほかならない

ことがわかる（８）。 

 ここで述べたのと同様のことが、宗教的世界観の中でも起こっている。宗教的個体の外

部には有害な霊魂が充満し、内部には「業」や「穢」が充満しており、それに正負に対抗

すべく種々の努力が試みられているのである。そしてわれわれの最終的な設問は――本章

で詳しく論じることはできないが――、こうした生理量の変化が宗教的身体境界にどう反

映するか、ということである。  

 しかし、律動的な運動や感覚刺激で身体表層部の境界感覚を高め得る一方で、逆に身体

境界を弱める方法も存在する。ことさらな方法を用いるまでもなく、危険物・有害物の侵

入能力に思い至れば身体境界は動揺するわけであるが、それとは別に、内外からの浸透力

で破壊されることなく自ら殻を破る方法として、感覚遮断、幻覚剤（LSD など）摂取、性

交渉、刺激の流れの中への埋没、そして「注意を体内（たとえば胃や心臓）に集中させる

ように教示すること」などがあげられている（９）。身体境界の喪失に関してフィッシャー

はここであまり立ち入った説明をしていないが、これは――先の身体境界感覚の強化とは
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異なり――意識の変性状態において起こる身体感覚の変容を利用するものなのである。  

 チャールズ・タート（Charles T. Tart, 1937）によって提唱された「意識の変性状態

Altered State of Consciousness（ASC）」とは、斎藤稔正氏の定義によると次のようであ

って、トランス、類催眠状態、暝想性注意集中状態、無意識状態、意識水準の低下した状

態、などの用語と類似・近縁の状態をさすもの、とされる。  

 

「ASC とは、人為的、自発的とを問わず、心理的・生理的・薬物的、あるいはその他

の手段方法によって生起した状態であって、正常覚醒状態にいる時に比較して、心理

的機能や主観的経験における著しい異常性や変容を特徴とし、それを体験者自身が主

観的に（もしくは他の客観的な観察者によって）認知可能な意識状態である（１０）。」 

 

 これはさらに、W．ジェイムズのいう意識の神秘的状態、A. マスズローのいう至高体験

peak experience、M. ラスキのいう恍惚的体験 ecstatic experience などを包摂するものと

して考えられているが、同研究者はそれらを総括したうえで、ASC は現実志向のための行

動体系 Behavioral System of Reality Orientation（BSRO）が機能低減もしくは停止する

ことで起こる、としている。その結果が空間感覚・時間感覚・自己感覚の喪失、主観客観

の区別の喪失となるわけである。言われていること自体は耳新しいことではないが、ただ

用語がほかと比べて中性的で過去を曳きずっていないため、誤解を招きにくいと思われる

ので、以下しばらくこの用語を用いて説明を続けよう。とりあえず身体境界の喪失に ASC

が先行すること、さらにその ASC に BSRO の機能低下・放棄が先行することを、押さえ

ておきたい（１１）。  

 さて、ASC を導き、その結果身体境界感覚を曖昧にする BSRO の機能低下は、種々の

原因によって起こるとされる。同様の指摘はすでにフィッシャーも行っているが、両者比

べてみると、検討すべき問題の焦点が定まってくる（これに関連してのわれわれの最終的

設問は、先と同様、そうした生理・心理的過程が宗教的身体境界にどう反映するか、とい

うことになるであろう）。 

 フィッシャーによって身体境界強化のために有効とされた中に、熱いシャワーで皮膚を

刺激するとか、一定したリズミカルな運動とかいう方法があったが、たとえばシャワーを

長く浴びたり、律動的運動を長時間続けたりすれば、結果はどうであろうか。  

 心理学で、被験者に連続的単調刺激あるいは作業を課す実験は、vigilance task と呼ば

れる。この実験では、（一）その刺激あるいは作業以外は注意野から外れる、（二）実験開

始時の能動的注意集中は徐々に注意エネルギーを必要としない受動的注意集中へ変容する、

（三）単調刺激から心的飽和が起こり、生理的には疲労が生じる、という三つの理由から、

BSRO の機能は徐々に低下し、その結果 ASC が導かれる、と説明される（１２）。これから

すると、長時間シャワーを浴び続けたり律動的に動き続けたりすれば、場合によっては身

体境界が強化されるどころか、ASC においてそれが曖昧になることも、むしろより高い蓋

然性を持って考えられる。つまり、シャワーを浴びたり律動的に運動したりすることで身

体境界が強化されるというのは、時間的な但し書きを付さねばならない方法なのである（１

３）。 

 またフィッシャーは、皮膚と筋肉に注意を集中してその意識を増大させことで境界感覚
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を高めるという方法もあげていた。そして逆の方法として、胃や心臓に注意を集中させれ

ば境界感覚は曖昧になる、というのがあったが、これは単に注意集中部位の違いによるも

のであろうか。次の指摘と考えあわせると、単純にそうではないように思われる。  

 

「BF 法（バイオ・フィードバック法のこと。引用者）で弛緩を得るためには、注意

集中の仕方が受動的でなくてはならない……弛緩しようと努力すれば、それはすなわ

ち緊張であり、増々弛緩が困難になる。そのため、能動的な注意集中では不適当で、

結局は成瀬（1963）のいう瞑想性の注意集中のような受動的な型のものでなければな

らなくなる（１４）。」 

 

 引用文のあとにはすぐ続けて、バイオ・フィードバック法による身体弛緩は、自律訓練

法による弛緩と同様、ASC に導く、と言われている。であれば、皮膚や筋肉に「瞑想性」

の受動的な注意集中が行われると、そこに弛緩が起こり、結果として ASC が、さらには

身体境界の喪失がおこる、と考えなければならないだろう。したがって、身体の「外部」、

表層への注意集中により身体境界が強化されるという方法にも、その「注意」の性格を指

定する但し書きが、付せられなければならない。そしてその「注意」は、持続時間の長短

によっては微妙かつ決定的に変化してしまうものであり、やはりここにも、時間が重要な

契機として関与してくるのである。  

 ところで、身体境界に関するこのような一般読者向けの啓蒙的著述の一方で、実験心理

学者としてのフィッシャーは、バリア・スコア barrier score と境界浸透度スコア

“penetration of boundary”score という心理学的尺度を設定して、実験結果を考察して

いる。前者は被験者が自分の身体境界に与える確定度を、後者は身体境界がたやすく浸透

されるという感情の度合いを、それぞれ表すものと定義されている（１５）。フィッシャーが

設定した尺度のスコアリングは、投影法（絵画統覚法テスト、家－木－人物 HTP 描画法

テスト、そして特にロールシャッハ・テスト）によっておこなわれる。これらのテストで、

保護的な境界を表す反応があればバリア・スコアの得点があがる。逆に、浸透や崩壊や貫

通を表す反応があれば境界浸透度スコアの得点になる。もうすこし具体的には、前者は「岩

壁で囲まれた洞窟、花瓶、武装した騎士」「獣皮が特徴的であったり異常である下等動物」

「水に取り囲まれた陸地」などの反応で得点があがり、後者は「出口や開いた口や膣」「綿

アメ」などの反応で得点があがることになっている（１６）。このスコアの生理学的相関その

ほかも論じられており（１７）、また類似ながら別名の尺度を提案する研究者もあるが（１８）、

どれもいまだ定説として依拠するに足るほどの完成した議論を展開しているわけではない。

しかし、これら対をなす二尺度は、「境界」一般、そして当然その一部をなす宗教的身体境

界を考える上で、きわめて有効である。  

 そこで上の種々の問題点を考慮して、この二尺度を以下の応用に適するように仮設的に

規定しなおすと、次のようになる。  

 宗教的世界観の中での境界浸透度スコアとは、宗教的侵入物によって宗教的身体の境界

が侵されて破られるという、宗教的実感を示す尺度とする。これを以下「境界浸透度」と

呼ぶ。「宗教的」という語を冠すべきだが、ここでの説明でも分かる通り一々限定するのは

煩雑なので省き、次節から特に断らない限りこの意味で用いることになる。一方バリア・
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スコアとは、同じ世界観の中で行者の宗教的かつ立体的身体に侵入しようとする宗教的存

在者の侵入を阻止して、あくまで外界と隔てられた宗教的個体としての独立を保証する、

そのような立体的な境界面の防破能力に対して、行者が与える確定度を示す尺度とする。

これを以下「境界障塞度」と呼ぶ（同様の理由で「宗教的」の語を省く）。そしてこの二尺

度は、本章では独立のものと仮定する（１９）。  

 ここでわれわれは、きわめて厄介な問題を残したままであることを、認めなければなら

ない。すなわち、今われわれは、「心理的」身体境界概念を、単に「宗教的」と形容し直し

ただけで、それらがかなり連動するものと暗黙の内に想定しているのであるが、この両者

間の相関については、何ら厳密に論じていないのである。しかし、宗教活動の一部を成す

個人的行法を、まず心理的現象であるとみなしてよければ、その世界観の内に存在するも

のの種類が通常とやや異なるだけで、まったく別種の法則に従うものとする必要はない。

それはたとえば、異常心理学が通常の心理学の延長線上にあり、そこから新たな知見を加

えるのと同様の事情であると思われる。しがたって本章では、「宗教的」身体境界とは、「心

理的」身体境界の一異形として宗教的世界観の内で成立する概念である、とするほどの前

提に止め、両者の相関の検討は他日を期したい。  

 準備的作業は以上とし、次節では各行法説の語る言葉が宗教的身体境界のどのような状

態を反映しているものなのか、という設問を念頭に置きつつ、それらの所説を再記述して

いくことになる。その際、心理学的身体境界に関して本節で言及したことが、直接間接に

参照されていることは、いうまでもない。  

 

第三節 宗教的身体境界の観点からみた各鎮魂行法 

 宗教的世界観にあっては、身体内外に存在するとされる有害物の種類が通常と異なって

いることは、ただちに了解されるであろう。一般的に言って、それは物理的には幽かにな

るが、そのためかえって侵入能力、あるいは漏洩能力を増し、より深部にまで達したり深

部で破れたりして、宗教的個体の統合を損なうことになる。宗教的身体境界とは、このよ

うな、いわば、宗教的個体の崩壊を防ぐための装置なのである。  

 本書第三章から第六章までにみた四つの鎮魂行法説――大本系、川面説、田中説、宮地

説――を宗教的身体境界の観点から記述しなおしてみると、次のようになる。  

 まず川面凡児の鎮魂行法説にあって、無数霊魂の結晶体である人身の統一を破るのは、

外から侵入してくる粒子状の禍津毘であった。これは、およそ萬有の発散する息気のうち、

八十万魂の結晶統一に害となるもので、人間はこの有害な微粒子に取りかこまれており、

そればかりかすでにその侵入を被っており、したがってわれわれの人身は異種の粒子を混

合したアマルガムの状態になっているのである。ここから出発し、いわば精練作業により

不純物を除去し、純粋、かつ侵入物に対して強固な人身を再結晶させるのが、川面の鎮魂

行法である。そこで用いられる方法、つまり水中に入ったり滝に打たれたり、身体を振動

させたり緊張させたり、呼吸を激しくしたり大音声を発したりといった、おもに身体的な

方法は、前節で見たような心理学的扱い方からすると、通常の身体感覚の覚醒作用を持つ

――呼吸と発声を別にすれば、特に限定して「身体の外層にもたらす強い覚醒作用」を持

つ――と解されるであろう。しかし、そこで表象されるのが膜・殻・カプセルといった中

空密閉状の容器であるのに対し（２０）、川面がこの行法によって達成されると説いているの
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は、隙間のない保護膜であるよりはむしろ、いかに微細になろうともあくまで間隙を有し

ていて透過可能な結晶体、ないしは網状の被服なのである。その場合、不透過性の膜に包

まれて坐していることはできないのであって、身体外から身体内に侵入してくる分子は、

丁度矢で矢を迎え撃つように、またミサイルをミサイルで迎撃するように、個々にこれを

「弾撥」しなければならない。  

 不純物の混入した状態から純粋な結晶体に至るこの行法過程は、では身体境界の浸透

度・障塞度という用語を用いて翻訳すると、どう記述されうるであろうか。まずその前に

明らかとなるのは、ここでの身体境界が静的なものではなく、絶えざる活動・興奮によっ

て維持されなければならない動的なものだ、ということである。  

 ところで、こうした絶えざる活動・興奮により心理的身体境界を維持することについて、

フィッシャーは多少否定的な口吻で言及している。堅固な心理的身体境界が確立していな

いから、補償の道の一つとして忙しく活動するのだという意味である（２１）。しかし、心理

的身体境界が半永久的に確立されるものとは彼も確言しておらず、それどころか、一度被

透過の危険な可能性に思いいたれば身体境界は動揺して不安になる、と指摘している。し

かも各研究者の意見は、身体境界を含む身体像は可動性 mobility に富み、可塑的 plastic・

力動的 dynamic である、との認識で一致している（２２）。したがって、心理的水準での身

体境界確立および維持の努力は、何らかの意味で絶えず持続されなければならないのであ

る。 

 一般的にいって、宗教的水準でも事情はそれほど変わるまい。つまり、身体境界は本来

不断に形成・維持するべきものであって――少なくとも実践の初期の段階ではそうである

――、いったん形成されればあとは自律的にかつ半永久的に存続する、といった性質のも

のではないであろう。ことに川面の所説においては、その著しい傾向が行法の初めから終

わりまでを一貫し、しかもそれは、身体境界形成・維持の努力（身体の純化・結晶化）を、

おもに肉体の鍛練・強化的な運動に求めるのというものである。ここでは、肉体的な活動

による内圧
・ ・

が宗教的な侵入物の外圧
・ ・

に対抗しうるものとされている。しかし、すでに見た

通り、病気・老化・死時その他において肉体が衰弱すると呼気（息気）の噴出力が弱まり

（つまり内圧が弱まる）、禍津毘の侵入力（外圧）を防ぎきれなくなるという。そして肉体

をいつまでも若く保つことはできないゆえに、この行法により宗教的空間内の身体境界を

終身確立しておくことは、できないのである。全身の運動・緊張・呼吸停止その他による

身体の充満感・膨張感、激しい呼気・発声による噴出感などによって保たれる身体境界は、

これらの身体活動が弱まると、「外来の息、外来の気吹」に直ちに侵入されるわけで、これ

は文字通り、一息つく暇もない行法と言わねばならない。  

 この行法説にそって宗教的身体境界を考えると、まず、行法の前・中を通じて禍津毘の

侵入・浸潤の危険を強調したり、また「神の霊なる神直霊を伊吸ひ込み、これを全身に伊

吸ひ込み」というように、有害ではなくむしろ有益なものだが、ともかく何らかの力の流入
・ ・

をも強調したりするところから、境界浸透度は非常に高いと判断されるであろう。先には

それを、憑霊傾向が強い、と表現したわけである。一方、このような環境の中で身体を「何

者も我を襲ひ、我に迫り来る事能はず」「玲瓏たる白玉のごとき」結晶体となしていくのが

行法の過程であり、又その間の記述に「結晶」「統一」「充満」「膨張」といった、その浸透

度の強さに強烈に対抗するような語が頻出するのを見れば、境界障塞度も同程度に高いと
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しなければならない。つまり、脱魂傾向と憑霊傾向がせめぎあっているのである。そして

その高さの程度は、浸透度の高さに接近し、ただしそれを確実に上回るものに違いない。

なぜなら、この行法説の与える闘争的な印象は、浸透度・障塞度という両尺度がきわめて

接近しているところからくるのであるし――両尺度がかけ離れていたらそもそも闘争にな

らない――、しかし他方同時に、行法はその釣り合いが常に障塞度の優位のうちに進行す

る――でなければ肉体の結晶化は川面の説くようには容易に達成されない――からである。 

 次に、ある意味では川面説と類似の身体運動により、身体境界確立のために何らかの努

力をしていると認められるものに、宮地厳夫の鎮魂行法説がある。しかしこれは、四肢そ

の他の伸縮、皮膚の摩擦などによる生理心理的身体境界の強化の営みとして、前節の範囲

内の意味でも充分に説明が可能である。ちなみに、友清歓真が説いている「浄身鎮魂
みきよめたましずめ

法」

の前半部はこの宮地の行法説に等しいことを指摘したが、後半部に至って、手に鉾形を作

って巡らし「諸々の禍津毘の寄り来るを薙ぎ払ふ」という、宗教的存在を対象とした呪術

的な所作が現れている。換言すると、友清のいう「浄身鎮魂法」は、いわば生理心理的な

「浄身」と呪術宗教的な「鎮魂法」の二つに別れるのであるが、宮地の鎮魂法全体はその

前半部の「浄身」にほぼ正確に対応し、後半部に対応するものを欠如している。したがっ

てこの類の行法の過程を身体境界の観点から記述し直してみようとすると、川面の行法説

が「宗教的」身体境界の観点から適切に扱い得たのとは異なり、特に「宗教的」という但

書を冠するよりは、むしろ前節の範囲内の意味での身体境界を確立・強化する営みである、

と位置づけておくのが適当である。つまり、生理心理的身体境界の障塞度は、この行法に

よる身体表層部の活性化にともなって、しだいに高くなっていく一方、その境界浸透度は、

これにより一応逆に低くなっていく――ことが期待されている――ものと判断される。し

かしそこには宗教的存在者の関与が稀薄なのである。  

 ところで、霊魂観の関与の度合い、また運動の激しさの度合いの相違はともかくとして、

ある種の運動による身体境界強化が追及されるのは、その暗黙の前提として身体境界面に

何らかの不安がある――生理的か心理的か宗教的かはまだ問う必要がない――からに違い

ない。川面所説の鎮魂行法にしろ宮地所説のそれにしろ、この潜在的な浸透度の高さ、お

よび身体運動によりそれを克服する（つまり浸透度を下げる）、あるいはそれに対抗する（つ

まり障塞度を上げる）意図をもつことでは何ら異ならない。ただ侵入物の性格と、それを

克服しうる、あるいはそれに対抗しうる手段の有効性に関しての理解が異なるのみである。 

一般的にいって、浸透度と障塞度のこの関係はすべての行法において妥当するであろう。

すなわち、上の両概念は、もともと前者がまず自覚された後でないと後者は成立しようが

ない、換言すると、身体境界の障塞度の高まりには浸透度の高まりが先行する、また浸透

度を下げる営みに先だち、浸透度がまず高まっておかねばならない、ということなのであ

る。したがって何らの意味でも浸透度の高まりが見られない場合、それに対応するべき障

塞度も当然のようにごく低いであろう。そしてそれには、まだ一度も浸透度の高まりを経

験したことのない場合と、いったん高まりはしたが完全に克服された場合とがあるはずで

ある。 

このように区別された二つの場合のうち、前者は侵入可能な存在者にほとんど無自覚の

状態――潜在的にも――と考えてよい。いわばこれは、宗教的に無垢な処女の状態であり、

ある意味では行法に入る前の段階、行法による身体境界確立の必要性をいまだ何ら感じな
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い段階といえる。一方後者は、その無垢の状態から一度は浸透度の高まりを経験しながら、

何らかの経過を経てそれを低下させたか、あるいはそれに対応する障塞度を高めて、しか

もその高まりが浸透度と不釣り合いなほどに圧倒的であったため、浸透度が無化された―

―潜在的にも――状態であって、ある意味では行法が完成したあとの、きわめて安定した

段階ともいえるものである。これに該当するものとして、田中治吾平の行法が到達する状

態を、考えることができる。  

 田中治吾平の説く鎮魂行法は、まず内は全身全霊に宗教的汚穢のしみこんだ状態、外は

周囲の空間に危険物の満ち満ちた状態において行なわれる。そこには内外ともに宗教的個

体としての統合に不都合な夾雑物が含まれており、さらにそれらは相互にかなり障害なく

交渉している。つまり、内外を隔てる境界はまったくといってよいほど、確立していない。

これは、浸透度が高く障塞度が低い状態と記述できる。これが、全身の自律的振動を中心

とする祭儀を経て、最終的には、身体内外に宗教的な夾雑物を含まない状態に達すること

が主張される。そしてそこにおいては、周囲の空間は「神徳」といった恩寵に満ち、しか

もそれは行者の全身全霊に絶え間なく流入してくるという。明らかに、ここでは内外を隔

てる境界はない、つまり障塞度は低い。一方、「神徳」などの流入はあるが、「浸透度」と

は宗教的個体の統合にとって好まからざる侵入物に侵されるといった感覚の度合いを示す

ものであるから、こういったむしろ好ましい流入感は、それのみでは浸透度の高まりには

寄与しない。つまり、この意味では浸透度も低い。  

 川面凡児などの鎮魂行法説においては、侵入物に対抗する手段を講じることによって障

塞度を高め、結果として浸透度の高さを相対的に下げており、また田中治吾平の鎮魂行法

説においては、最終的には侵入物の存在を無化することによって浸透度が下げられている

わけだが、これらがともかくも被侵入感に圧倒されることを免れているのと比べ、浸透度

を下げることも障塞度を上げることもできず、ただ被侵入感に圧倒されているのが、大本

系の鎮魂（および帰神）行法説である。そこでは、身辺に浮遊する神霊・精霊・生霊・死

霊の憑依という信仰に基づく浸透度が一貫して高いのに対し、一時的にしろそれを確実に

防ぐ何らかの有効な境界が確立されることはない。つまり障塞度は一貫して低いのである。

この系統の行法が危機的印象を与えるのは、こうして宗教的個体の統合が不断に脅かされ

ているからなのである。  

 田中治吾平の鎮魂行法説と大本系の鎮魂行法説を、次節の類型化のために一応上のよう

に記述してみたわけだが、これらはその文脈を少し離れると、また別様に記述できる。  

大本系の行法にあっては、独立した鎮魂――もっともその成立は困難であるが――よりは

むしろ帰神に、その比重がある。そしてその場合、内外の交通をさまたげる身体境界の存

在は、不都合どころか、目的にとってまったく有害となる。なぜなら、帰神は被憑依者（霊

媒）の身体境界の崩壊を、一時的にせよ不可欠のものとして要請するからである。したが

って帰神を最終目的とするこの系列の行法において、身体境界確立のための積極的処置が

採られないのも不思議な事ではない。そのような境界は、さらさら必要ないのである。さ

らに視点を換えてみると、「幽」の帰神（無自覚的な憑霊を意味する）の存在を日常的に認

めるこの系列の世界観――それはいみじくも「霊の世界観」と呼ばれている――において

は、霊的存在に満ち満ちた周囲の空間から個体を区切る、宗教的に実効ある何らの境界も、

そもそも存在し得るはずのものではない。  
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 田中治吾平の鎮魂行法説では、その最終段階においては浸透度も障塞度もともに低い、

といったのはどういう意味か、また別様に表現してみよう。  

 これまでは、もっぱら身体の物理的な表面に沿った身体境界の強度、その確立や崩壊を

考えてきて、それで用が足りたわけだが、田中の行法はそれのみでは特性が充分に記述で

きず、むしろ身体境界の設定部位――空間内の定位――の変化、あるいはまたさらに言い

換えて身体境界の拡大縮小、という観点から見る方が、より所説に即した理解が可能とな

る。 

 つまり行法によって身体内をも含めた周囲の空間全体から危険な侵入物が抹消され、代

わりに神の霊とか神徳とかが充満し、それに包まれる、抱かれる、安全に守られる、とい

う状態に行者が到達するというのは、空間の表面に沿って、言わば環境境界が構築された

とも、言えるのである。 

 こう見れば、田中の行法によっては身体境界の障塞度の高まりが見られない、またその

最終段階における状態は浸透度・障塞度ともに低い、という評言には、「ただし知覚空間の

最外層に沿ってははなはだ強固な境界が確立している」、という注意書きが必要なのである。

したがって、もし身体境界の概念を一歩拡大して、物理的な身体表面と全く独立に定位し

うる「空間境界」をもその外延に含むものと規定すれば、田中の鎮魂行法によって、その

境界の障塞度は、ある意味で、潜在的には残存するかもしれない浸透度をゼロと感じさせ

るほどにも高まる、と言うことができるであろう。  

 細かく言えば以上のように言えるし、また言うべきでもあろうが――書く労と読む煩を

厭わなければさらに述べる言うことも無理ではない――、こうした定位の自在なものまで

も考慮にいれることは、類型化の作業の第一目的である、単純化の弊をあえて犯しても求

める明快な全体像の理解をかえって妨げるのである。その空間境界の範囲（どこまで広が

るものか不明）や、その外部（というようなものが考えうるのかどうかも疑問だが）から

の侵入物との交渉、といった問題については、物理的身体表面に沿った身体境界概念の特

性を援用することで、個々の目的に好都合なように所説を構築することが、困難ではなか

ろう。またここで、「浸透度」をもっぱら被害
・ ・

的な侵入感の度合いに限定したのも、かなり

操作的な定義であったことを強調しておかねばなるまい。有益なものの恩寵的な流入・漏

洩を表現すべき尺度を設定することも不可能ではなかったが、説明が二重三重に煩瑣にな

ることをおそれて、それは避けたのである。  

 以上、宗教的身体境界の観点から、各鎮魂行法説を記述し直してみた。終節では、これ

を基にして、最終的な鎮魂行法の一つの類型（表）化の試みを行ない、あわせてその理解

を容易にするための図式化をも提示する。  

 

第四節 鎮魂行法の類型・その二 

 まず境界の障塞度と浸透度に関して次のような表をつくってみよう。  

（A）の欄は浸透度も障塞度も高い状態で、川面凡児の鎮魂行法に典型的に見られる。

侵入物の力に対するに内からの力を以って防ぐという、緊張に満ちた闘争的な印象を与え

る。 

（B）の欄は、浸透度は（A）と同様に高いが、障塞度が低いため、侵入してくる物の力

を防ぐことができないという、無防備な印象、侵入力に圧倒されるのではないか、という
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危機感を覚えさせる。これは大本系の鎮魂行法に典型的に見られる。  

 

       障塞度 

浸透度 

   高 

    

   低 

    

    高   （A）   （B） 

    低   （C）   （D） 

 

 （C）の欄は、浸透度は低く障塞度は高い、という状態である。侵入物が客観的に存在

しないか、あるいは客観的には存在するかもしれないが主観的には存在しないか、それと

も主観的に存在はしてもそれは考慮に入れないでも支障ない程度のものであるか、いずれ

かである。障塞度が高いということは、侵入物もなしに防壁が築かれることを意味する。

これは危機的な印象とは無縁な、健康的状況であり、じじつ、導引術に類する宮地厳夫の

鎮魂法などは、この中で行われると考えられる。  

 （D）の欄は、浸透度・障塞度ともに低い状態であり、先に、浸透度が低ければ障塞度

も低いはずだ、と述べた通りである。ところで、これは（C）には妥当しない。これはど

う説明するべきであろうか。（C）と（D）を比較して考えてみよう。 

 （C）欄において障塞度が高いというのは、やはり、切迫はしていないものの、何らか

の侵入力が予感されておりその侵入力に備えている、ということではなかろうか。つまり、

境界が崩壊して内外が混ざりあうことへの抵抗がある、と考えられる。したがって、（C）

欄における浸透度の低さは、いつでも高まりうる傾向を、潜在的に有している、としなけ

ればならない。これに比べて（D）欄は、その潜在的な傾向もまったく考えられていない

状態としなければならない。侵入や漏出や内外の混ざりあいを、力をもって抗すべき危険

と見ないわけで、闘争的な性格のほとんどない、いかにも安穏平和な印象を与える。田中

治吾平が、行者の至るべき状態を、神徳に満たされて何の危険物もない安心平和な世界、

と表現しているのが、その典型である。  

 前節ですでに言及したように、より正確な身体境界概念を持とうとするならば、浸透度

はその潜在的な傾向をも考慮しなければならない。さらにその潜在的な浸透度は、障塞度

の高まりを未経験の場合と、それを経験中、あるいは経験済みの場合を区別しなければな

らない。つまり、同一の行法でもその前・中・後では、身体境界の在り方が異なるのであ

る。また身体境界の定位も、物理的身体の表層にのみ沿うとは限定せず、周囲の空間にま

で自在に膨張・拡大しうる可能性も、考慮しなければならない。しかしそうした操作は、

この単純化した表を手掛かりに、適宜に可能と思われるので、本章では、この表をこれ以

上いたずらに複雑にする作業は行わず、このやや一面的な表を、そのまま鎮魂行法の類型

表として採用したい。ともかく、この二尺度を交差させて得られた四つの欄は、相互に著

しい対照を見せており、しかもそれは、各行法の与える印象をきわめて忠実に反映してい

るのである。これはおそらく、着目した箇所が各行法中最も特徴的な段階だからであろう。  

 ここで先の表を書き換えると、次のような鎮魂行法の類型表になる。ほぼ機械的な書き

換えだが、ただ一点、浸透度も障塞度も低い欄を二つに分けている。これは、宗教的身体

境界の確立の過程を想定した場合、ここが（1）に先立つ状態とも位置づけられるからで

ある。ついでに結論めいたことを述べると、この（0）～（4）の順位は境界確立の段階を
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示すものと筆者は考えている。その前後関係――断るまでもないであろうが、これは何ら

かの意味での価値的なものではない――は以下に説明する通りである。  

 

       障塞度 

浸透度 

    高 

    

    低 

    

    高 鎮魂行法類型（3） 鎮魂行法類型（2） 

    低 鎮魂行法類型（1） 鎮魂行法類型（0） 

（4） 

 

 説明の都合上（言葉を節約するために、という意味で）、以下では、客観的な宗教的事実

としては身体の外に侵入可能な存在がある――それがたとえば atomistic なものか

spirituaristic なものかはともかく――と仮定して説明を進める。  

 まず類型（0）にある者は、侵入物の存在にいまだまったく気づいていない、したがっ

てまた、どのような次元でも、何らかの境界を構築する必要を生じていない。つまり宗教

的な意味での内外の分節という観念が、ないのである。  

 次に類型（1）にある者は、何らかの意味での外敵が意識に上ってきており、それに対

抗する手段が講じられている。しかしその被侵入感は宗教的な浸透度にまでは至っていな

い。だからこそ、前・宗教的な手段で充分に対処できるわけでもある。  

 次に、類型（2）においては、宗教的な存在物が、防ぎようのない侵入能力とともに前

面に現れる。しかし類型（1）のもつ身体境界はこの侵入物に対しては無力であり、しか

も新たな境界を確立する術もないまま、その被侵入感に圧倒される。すなわち、浸透度が

高く障塞度は低い。そしてその差は、時として著しい危機と感じられる。  

 次に類型（3）になると、この宗教的侵入物に対して、これを防ぐ力、ないしは壁が作

り出されて、身体境界を成す。浸透度はいまだ高いが、障塞度も対抗的に高まっている。

そしてその力関係は緊張感を与える。  

 最後の類型（4）になると、その宗教的身体境界は著しく強まり、ことさらな努力なし

に維持されて、低下の恐れも少なくなる。すると行者は、身体境界によって外的侵入物か

ら保護されているという事実に無関心になる。つまり、宗教的事実としては侵入物も存在

し、それを防ぐ境界も存在しているのだが、宗教的感情としての浸透度・障塞度は共に、

低くなる。ここでは、危機感も緊張感も感じられない。  

 さて、このような段階的な五類型を最終的に図式化して並べ、体感的な違いを鮮明に伝

えてみたい。身体論（もっぱら小宇宙に関わる）は、空間論（もっぱら大宇宙に関わる）

とともに幾何学的（図形的）な発想をその基盤にもつばかりでなく、それとは別に、すぐ

れて身体感覚の基盤に成立するものだからである。  

参照すべき図式化の例は、佐々木宏幹氏が、シャーマンと霊的存在者との関わりを類型

化するのに用いた、三重の同心円図である。最外層の円は知覚空間、最内層の円の「主体

的中核的自己」とは、多分霊魂と呼ばれるような中枢意識で、中間の円の「知覚された自

己」とは、身体のことだという（２３）。ところでこの図式化では、三重に円が描かれている

が、本章においては、最内層の域にはまったく触れていないので、必要なのは二重の円で

ある。すなわち、以下では知覚された自己（身体）の円と、知覚の場（空間）の円とが、
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同心円に描かれることになる。類型（0）から（4）までの状態を図式化すれば、次のよう

になる。なお、実線と破線を使い分ける意味は、確立された耐・侵入性のある境界は実線

で、逆に侵入を防ぎきれない境界は破線で示すためである。また、自覚された侵入物は実

線矢印で、自覚されない侵入物は破線矢印で示す。  

 

 

 

 ちなみに、類型（3）と（4）はそれぞれ川面凡児、田中治吾平の行法の示す浸透度・障

塞度の状態を図式化したものだが、特定の鎮魂行法と限らずより一般化すれば、それぞれ

次の［3］［4］のような図式化も考えられるかもしれない。  

 

 

 

 

 

 

 

 これらの図式を見て、宗教的世界観の中でともかくも身体境界が確立されているのは、

（3）［3］と（4）［4］のみであり、（0）～（2）は宗教的なレンズを通して見ると、無防

備な裸体である。おそらく通常人はこの裸体の状態にある。正常人は（0）か（1）の状態

に、憑依妄想をもつ異常者は（2）の状態にあるのであろうか。もしそうだとすると、憑

依妄想患者は、われわれに自覚されない存在者を知覚していて、その侵入に圧倒されてい

るのかもしれない（２４）。あるいはまた、先天的に（4）［4］の状態にあることも、考えら

れないことではない。ちょうど漆にかぶれない体質があるように、宗教的存在者に侵入さ

れない宗教的体質があるかもしれない。これらの状態は、何も鎮魂行法、一般化すれば行

法のみに限るものではないのである。  

 ところが類型（3）［3］はほかと異なり、行法以外には見られない特徴を示す。なぜな

ら、宗教的侵入物の存在を自覚的に認め、それを防ぐ努力を自覚的に行い、そして、これ

が重要な点だが、その努力が功を奏したということを自覚的に知るからである。（2）と比

較することで、その「奏功」という点に関しての違いが、よくわかる。（2）では侵入物の

存在も自覚され、場合によってはそれを防ぐ何らかの努力も自覚的になされているかもし

れないが、不愉快な侵入は依然として止まないという、決定的な相違が存するのである。  

 

附 節 

 このような相違点を指摘したからには、われわれの行法研究の次の課題は、理想的には、

その奏功の機構を解明することでなければならない。しかし、この課題の徹底的な研究は、
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おそらく現段階の人文科学と自然科学の双方の守備範囲を越えている（２５）。ここで求めら

れることは――やや唐突な主張だが――双方が心身相関の機構解明に向けて歩み寄ること

であり、われわれの側のなしうることは、一つにはやはり漠然と身体論的に、自然科学の

知見を統合することであろうかと思う。たとえば本書の第三、四章でそれぞれ大本系と川

面凡児の鎮魂行法を扱ったが、そこでの一つの問題意識は、類型（２）と（３）の状態の

対立的関係について論及することだったのである。したがって筆者の次の課題はその作業

を継続して、諸鎮魂行法――より一般化して宗教行法――を、心身相関の知見を援用して

身体論的にさらに解釈していくことになる。  

 「宗教的身体境界の観点から」する「鎮魂行法の身体論と類型化」という、表題および

副題に掲げた課題は、以上で一応果たしたものと思う。本章はもとより特殊な行法の一部、

しかもその極めて狭い一断面を扱ったのみの、試論でしかない。しかし鎮魂行法というの

は、雑多な要素を含む集合体であって、そこで得られた知見は、さしたる断絶なく行法一

般に適用することが可能ではないかとも思われるのである（２６）。したがって、本章は一言

で言えば「鎮魂行法の身体境界論」とも言えるのだが、この特殊な身体境界論を「鎮魂行

法の身体論」一般に拡大できれば、そこから「行法一般の身体論一般」へは一歩である。

これは安易な展望を述べているわけではない。むしろ逆に、鎮魂行法の身体論から一般行

法の身体論までの歩数に比して、鎮魂行法の身体境界論から鎮魂行法の身体論一般までの

歩数が、はなはだ大きい、ということを言っているのである。本章は、やっとその最初の

一歩を踏みだしかけたものに過ぎない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

註 
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（６２）荒深『霊素発輝』四二頁～四。  

（６３）同書、五五～六頁。  

（６４）同書、五七～一三〇頁。  

（６５）荒深『神之道初学』緒言。  

（６６）『神之道初学 全』『霊素発輝 全 一名 鎮魂手引』、どちらも昭和五年三月、純

正真道研究会発行。  

（６７）荒深道斉『挙て磨け 八咫鏡』純正真道研究会、昭和七年、一七五頁。  

（６８）荒深道斉『天孫古跡探査要訣』天孫文化研究所、昭和一四年、所収。  

（６９）荒深道斉の主著をまとめて『古神道秘訣』として出版されたものを見ると（八幡

書店、昭和六二年）、その凡例には一九四九（昭和二四年）死去となっている。また菅田正

昭「神道関係人名事典」にも一九四九年死去とある（『歴史読本』臨時増刊、平成元年九月、
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三一〇頁）。最終的な確認をしていないが、先に初出論文「鎮魂行法の諸相」において、昭

和二八年（一九五三）死去としておいたのを、一応このように訂正しておく。  

（７０）宇佐見景堂『心霊研究会五十年 霊界への掛け橋』霊相道書房、昭和四八年、五

～二五頁、四八頁。  

（７１）同書、三三～七頁、五六～六〇頁。  

（７２）同書、六一～七一頁。なお、七一頁に昭和四年とあるのは大正の誤植である。  

（７３）同書、九三頁。ただし別の箇所ではややニュアンスの異なる記述がある。「大本は

急がしすぎる……鎮魂の勉強どころではありません……大本を否定したのではなく大本の

神業に落伍したのです」（宇佐見景堂『荒説 日本心霊小史 霊能者とその周辺 回想篇』

霊響書房、昭和五三年、五～二五頁）。  

（７４）同書、七一～一一四頁。  

（７５）同書、一一六～二五頁  

（７６）同書、一三三～四一頁。  

（７７）同書、一四九～五七頁。  

（７８）同書、二七四頁。  

（７９）同書、三四五～八頁。  

（８０）同書、三五三頁。  

（８１）同書、三五三～七頁、三六一頁、四三八頁。  

（８２）同書、四七二頁。  

（８３）同書、四九五頁。のちに第三章でみるように、こうした依代を設けてする供養の

仕方は、大本以後多くの心霊実験や心霊体験を重ねた宇佐見の鎮魂説に直接反映してくる。

つまりそこで宇佐見のいう鎮魂とは、浮浪の霊魂に鎮まり処を与えることなのである。こ

うした鎮魂理解は、大本ではなかったか、あるいはもしあったにせよ周辺的なものにすぎ

なかった。 

（８４）同書、五〇〇～九頁。  

（８５）同書、五八六～七頁。こうした感想は浅野和三郎も述べている。  

（８６）世界救世教教祖伝編纂委員会『東方の光』エム・オー・エー商事、昭和五八年、

二二七頁。 

（８７）同書、二二七頁。 

（８８）同書、二二〇～三頁。  

（８９）同書、二六〇～九頁、二七九～八〇頁。また一時大本にいた柳原白蓮は茂吉の評

判を次のように回顧している。「当時病気や何かの治療の霊力ということになると岡田さん

は抜群だという噂でした」（世界救世教教祖伝編纂委員会『景仰』エム・オー・エー商事、

昭和四〇年、二五二頁）。 

（９０）同書、二九一頁。  

（９１）同書、二九八～九頁。  

（９２）同書、三三七頁、三六五頁。  

（９３）同書、三七九頁。  

（９４）畑中幸子編『現代の心 崇教真光』旺文社、一九八七年、一三九頁。  

（９５）崇教真光救い主様伝記編纂委員会『大聖主 岡田光玉師』Ｌ・Ｈ陽光出版、昭和
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五八年、五四～六頁。なおこの苦労は、「信長の回心した姿」である光玉が、前世で多くの

民を苦しめたことの償いをしたものとされる。  

（９６）猪野健治・梅原正紀・清水雅人『民衆宗教の実像＝十二人の教祖たち』月刊ペン、

昭和四七年、一八三頁。 

（９７）岡田光玉『御聖言』世界真光文明教団広報部、昭和四五年、二～三一頁。  

（９８）『大聖主 岡田光玉師』八七頁。  

（９９）世界真光文明教団発行『奇跡の光』五〇頁。  

（１００）岡田『御聖言』二七〇頁。  

（１０１）『大聖主 岡田光玉師』九六頁、一〇五頁、一一九頁。『現代の心 崇教真光』

一三七頁。なお、このように熱を発していたとされるのは、出口王仁三郎や岡田茂吉も同

様であった。木庭次守編『新月のかけ――出口王仁三郎啓示の世界』昭和六三年、日本タ

ニハ文化研究所、二八一頁。『景仰』昭和四〇年、九七頁参照。  

（１０２）『大聖主 岡田光玉師』二六頁。  

（１０３）鈴木『本田親徳研究』五一一頁。 

（１０４）佐藤『顕神本田霊学法典』二七六～七頁。  

（１０５）同書、二四一～二頁。  

（１０６）同書、九〇頁。 

（１０７）以下、特に出典を断らないかぎり、平成元年五月一一日、東京本部での面談の

記録による。  

（１０８）菅野国春『実証・光の治療――その業とパワーのすべて』出版科学総合研究所、

昭和六二年、二四九～五五頁。  

（１０９）五井昌久『天と地をつなぐ者』白光真宏会出版局、昭和三〇年、七頁、六三頁。

この節の記述はおもに同書により、不足の分のみを他で補なうことにする。また当然出典

の指示のあるべき重要な箇所に典拠を明示していないのは聞き取りであり、煩雑にならな

いかぎりその旨断った。なお、本節の刊行物はすべて白光真宏会出版局の発行によるので、

以下発行所を略す。  

（１１０）この幼年時代は、自伝的創作である『正坊の話』（昭和五〇年）に描かれている。 

（１１１）五井『天と地をつなぐ者』一三～八頁。  

（１１２）同書、二〇～九頁。  

（１１３）同書、三〇～一頁。  

（１１４）以上、同書、二五頁、三二頁、三五頁。  

（１１５）五井『聖書講義』全二巻、昭和四四年、第二巻、一一九～二〇頁など参照。大

本系の教団では、霊系、霊統などの類語も用いられている。なおこのほかにも五井は、宗

教者としての出口王仁三郎を高く評価したり、自ら会いたがった唯一の人物が大本に縁の

深い合気道開祖植芝盛平であるなど（植芝盛平口述・高橋英雄編『武産合気』昭和五一年、

一一七頁）、大本の系列であることを随所で明らかにしている。筆者は大本系教団の影響関

係を論じた際に、大本の内蔵していた五つの特徴が分派教団の五つの類型になったことを

指摘した。それは①心霊主義・心霊研究の団体、②霊術実践の団体、③神示による社会変

革をめざす教団、④万教帰一と世界宗教をめざす教団 ⑤古神道的教団、の五類型である

が、この立場から言えば白光真宏会は④の性格を強く持つ大本系教団なのである。拙文「大
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本の影響」『新宗教事典』（弘文堂、平成二年）参照。ただし活字や一般信者を対象にした

話の中では、五井は大本よりはむしろ、より好んで法然・親鸞に始まる南無阿弥陀仏の念

仏の系列であることを強調している（たとえばカセットテープ『特選 五井先生ご法話集 

００４』）。 

（１１６）以上、五井『天と地をつなぐ者』三八～四七頁。  

（１１７）同書、五三～五頁。  

（１１８）この五井の素直さということについては、古い弟子がしばしば言及している（た

とえば『白光』昭和六二年一〇月号、四二頁）。  

（１１９）五井『天と地をつなぐ者』五九～六三頁、八四～九一頁、九六～一〇八頁、一

一〇～二頁。  

（１２０）同書、八一頁。  

（１２１）同書、九一頁。  

（１２２）同書、一一二～六頁。  

（１２３）同書、一一八～一三五頁。  

（１２４）同書、一四〇～三頁。  

（１２５）同書、一四四～六五頁。  

（１２６）同書、一六六～七〇頁。  

（１２７）写真に光が映ったり、光が見えるということについては、五井昌久『霊性の開

発』昭和三六年、一四、一一三頁  

（１２８）「消えてゆく姿」があると雑念を放せるし、「守護神様守護霊様」があるとつか

みどころになる、と言っている。これもすでに生長の家そのほかに見られる指示であるが、

五井はさらに、それでもつかみどころがなければ「五井先生」と私につかまりなさい、世

界平和の祈りは光のエレベーターだから、「私が折角作った光の柱だから」（『白光』昭和六

二年一月号、二五頁）それに乗りなさい、というふうに説く。そしてそれでも安心できな

ければ「乗ったら因果と諦めて」（カセットテープ『特選 五井先生ご法話集 ００７』）

乗っていなさい、というふうに説く。こういう説き方を、一幹部は「それでもだめな人は、

という三段構えがあって、それでもだめな人は五井先生を想いなさい、そうすれば私がお

助けします、と先生はおっしゃる」と表現する（『白光』平成二年二月号、五五頁）。  

（１２９）生長の家への言及は各所にあるが、だいたいその硬直した論理――いわば「と

らわれてはいけないということにとらわれる」ような――と、人格と乖離した空論、光明

思想家にあるまじき敵を想定した愛国主義、精神分析的傾向が批判の対象となっている。

端的には、旧師の谷口も同じようなことを説いているが「同じに書いてあるけれども、書

いている想いが違う」（五井昌久『素直な心』昭和五五年、五八頁）というような論調の批

判になっている。  

（１３０）宇宙子科学とは「宇宙天使」の啓導によって始まったとされる SF 的な一種の

精神科学で、物質と精神の根源にある振動的実体を「宇宙子」とし、その波動の縦横、波

長の長短を祈りや種々の所作によって操作する、というように説明されている。この幹部

活動はほとんど発表されなかったが、国連でのピース・セレモニーを記念した『白光 特

別号』で一括して紹介されている（『白光』平成二年一月号、一〇〇～四頁参照）。  

（１３１）ここで触れない西園寺昌美の略歴や後継の経緯、白光真宏会の概略については、
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『新宗教事典』（弘文堂、平成二年）に執筆した白光真宏会関係の各項を参照。  

（１３２）カセットテープ『特選 五井先生ご法話集 ８』参照。 

（１３３）これら最近の布教活動、平和運動については『白光 特別号』（平成二年二月）

にまとめられている。  

（１３４）奥沢福太郎『みそぎ行教本』平凡社、昭和一六年、一〇頁。金井南龍他『神々

の黙示録』徳間書店、一九八〇年、二一二頁。ただし、伝記の著者は、「日本神道の伝統的

秘事たる鎮魂裏の消息に至っては恐らく天下無双」としている（金谷真『川面凡児先生伝』

七頁）。 

（１３５）『近代日本哲学思想家辞典』東京書籍、昭和五七年、一八二～三頁。  

（１３６）金谷真『川面凡児先生伝』みそぎ会星座聯盟、昭和四年。 

（１３７）同書、八～一八頁、二三～五頁、二七～八頁。  

（１３８）同書、二二頁、二九頁、三七頁、三九頁。  

（１３９）同書、五三～五頁。  

（１４０）同書、六二頁、七一頁、七四～六頁、八二頁。  

（１４１）同書、九五頁。  

（１４２）同書、一〇五頁。なお、大正五年には上野桜木町に移転（二二一頁）、大正一一

年一一月には大久保百人町に移転（三〇一～二頁）している。  

（１４３）同書、一〇一頁、一一〇頁、一一二～二〇頁。  

（１４４）同書、一二九頁。  

（１４５）同書、一三三～九頁、一八七～八頁、二一三～四頁。  

（１４６）同書、一三九～四〇頁。  

（１４７）同書、一八五頁。  

（１４８）同書、一九三～四頁、一九七～二〇三頁。  

（１４９）同書、二一〇～一頁。  

（１５０）同書、二〇七頁、二二八～三〇頁、二四六頁。  

（１５１）葦津珍彦「今泉先生を語る――その思想と人間」日本大学今泉研究所編『今泉

定助先生研究全集』日本大学今泉研究所、一九六九年、第一巻、四三頁。  

（１５２）金谷『川面凡児先生伝』二四八～五二頁、二六五頁、二六八頁、二七六～八〇

頁。 

（１５３）同書、二八五頁。  

（１５４）同書、二八七頁、二九五頁。  

（１５５）同書、三〇二～三頁。  

（１５６）同書、四一一頁、四二〇～五頁。  

（１５７）同書、四四〇頁、四六五～七五頁。  

（１５８）葦津「今泉先生を語る」四〇～三頁、六〇～一頁。奥沢福太郎『みそぎ行教本』

一～一四頁。  

（１５９）今泉定助『皇道の本義』桜門出版社、昭和一六年、一三～二四頁などを参照。  

（１６０）中西旭「今泉定助翁における皇道思想の展開――特に川面教学との関係につい

て」『今泉定助先生研究全集』第一巻、五二五頁。  

（１６１）金谷『川面凡児先生伝』、五六五～七〇頁。  
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（１６２）小林「東嶽宮地厳夫の玄学研究」三一頁。  

（１６３）宮地厳夫『本朝神仙記伝』本朝神仙記伝発行所、上・下巻、昭和三・四年、下

巻、附録、八六～八頁。 

（１６４）小林「東嶽宮地厳夫の玄学研究」二七頁、三一頁、三六～七頁、四〇頁。  

（１６５）荒深『霊素発輝』自序一頁。 

（１６６）『宮地神仙道修真秘訣 解説篇』山雅房、昭和六三年、あとがき一〇七頁。  

（１６７）清水宗徳著、大宮司朗編『宮地神仙道玄義』八幡書店、昭和六三年、五八四頁。  

（１６８）同書、五八一～九八頁。  

（１６９）同書、五九一頁、五九四頁、五九七～八頁、六〇五頁、六二五～六頁。  

（１７０）尾崎正治「道教経典」福井康順・山崎宏・木村英一・酒井忠夫監修『道教 １ 

道教とは何か』平河出版社、一九八三年、一一六頁。  

（１７１）宮地厳夫『本朝神仙記伝』下巻、付録九頁。  

（１７２）同書、一三～五頁。  

（１７３）同書、一五～二一頁。  

（１７４）同書、四二～三頁。  

（１７５）同書、四三～五頁。宮地厳夫の生涯に関しては、清水『宮地神仙道玄義』、五六

九～七五頁も参照。  

（１７６）清水『宮地神仙道玄義』六四三頁、六四七頁、六五〇頁、六五四頁。  

（１７７）明治以来の神道研究者として、折口信夫をはじめとする周知の学者にまじって、

実践的傾向を主とする川面凡児と田中治吾平の名があげられている。『神道宗教』四一号、

昭和四〇年、八二頁。  

（１７８）宮地直一『神道史序説』理想社、昭和三二年、一一二頁。  

（１７９）以下、経歴に関しては、田中治吾平著『鎮魂法の実修』（霞ケ関書房、昭和三九

年）の巻末、田中治吾平著『日本古道の実体』（京文社、昭和四一年）の巻末に自ら履歴を

書いているが、年代や記事に食い違いが目立つので、田中治吾平の三男で、練真道教団の

後継者、田中真佐道氏に直接ご確認を願ったものを使用している。特に典拠を断らないか

ぎり、その確認資料による。  

（１８０）田中治吾平『神道哲学 神代之思想』神代思想発行所、大正元年。  

（１８１）田中治吾平著『鎮魂法の実修』霞ケ関書房、昭和三九年、あとがき、二六三頁。  

（１８２）田中治吾平『鎮魂伝習録』会通社、大正一三年。  

（１８３）この時期には、ほかに『日本民族の信仰』（国教学館、大正一〇年）、『国民道徳

と社会改造』（会通社、大正一一年）の著作もある。なお後者は、題字が杉浦重剛、序は遠

藤隆吉、上田万年の二人が寄せている。  

（１８４）田中『鎮魂法の実修』あとがき、二六四頁。 

（１８５）山蔭基央『日本の黎明――文化は自ら革新する』白馬出版、昭和五七年、二九

五～三〇四頁。  

（１８６）同書、九七頁、二七五～九一頁。  

（１８７）同書、二七三頁、三〇五～三一頁。  

（１８８）同書、一六二頁、一七二頁、三五三頁。  

（１８９）同書、一七九頁、三五五頁。  
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（１９０）同書、一六五頁、一七三頁。  

（１９１）同書、三八三～八頁。  

（１９２）同書、六三頁、七八頁。  

（１９３）同書、二九一頁。  

（１９４）谷省吾『神道原論』皇学館大学出版部、昭和四六年、一九六～二一三頁、参照。  

（１９５）山蔭『日本の黎明――文化は自ら革新する』二〇六～一二頁。  

（１９６）山蔭基央『貴嶺殿への道』天社山蔭神道愛信会、昭和三六年、序。  

（１９７）山蔭基央『神道入門』（その五）信仰編、白馬出版、昭和五五年、三八～五一頁。  

（１９８）同書、一一二頁。  

（１９９）山蔭『直霊の鏡』一三二頁、一三九～四〇頁。  

（２００）山蔭『神道入門』（その五）信仰編、一六六～七七頁、山蔭基央『直霊の鏡』四

一～七頁。 

（２０１）以上、特に典拠を明らかにしていない箇所は、面談及び教団提供の資料による。  

 

 

第二章 

 

（１）神秘主義研究の方法論を論じた、フリッツ・スタール／泰本・江島・宮元共訳『神

秘主義の探求――方法論的考察』（法政大学出版会、一九八五年。F．Staal, Exploring 

Mysticism, 1975）の第二部は「いかにして神秘主義を研究すべきでないか」という表題

であるが、その中に「 8、生理学的、心理学的方法 Physiological and Psychological 

Approaches」という項目がある（一三四～五八頁）。ここで概観されている心身相関論的

神秘主義研究の歴史によると、近代的生理心理学的研究の具体的進展は、一九三〇年代、

テレ－ズ・ブロスのヨーガ研究に始まる（Bross, Th．，Etudes instrumentals des 

Techniques du Yoga：Experimentation psychosomatique, 1936）。その後の進展としては、

一九六〇年代から七〇年代にかけて超越暝想（TM）を宣伝的・伝導的に研究したウォレ

ス Wallece, R. K．、同じ頃の日本の平井、笠松、神谷などによる禅僧の脳波研究、などが

あげられている。岸本自身は具体的に心身相関論的研究を推し進めたわけではないが、研

究対象、研究方法の少なくとも基本的方向として、これらの研究史の初期に属する一員で

あることは確実であろう。年譜上の事実をみると、「修行（法）」という語は既に昭和三年

の「ヨーガ・スートラにおける哲理と体験」にみえるが、ただしそこで追求されるのはも

っぱら「心理経験」である。昭和一二年には鈴木大拙を手がかりにした「宗教心理の問題

としての禅と念仏」を発表しているが、これもまだ狭義の「心理」を問題とするに止まる。

昭和一三年の「宗教的修行における心的制御の経過」に至って「音楽や舞踊」という、外

的要素と内的心理とのかかわりが視野に入ってきている。そして同年の「宗教学の一分野

としての修行研究について」と翌年の「宗教意識の展開と修行」で行研究への方向が定ま

り、昭和一七年の「行の特質とその形態」で、心身相関論が行研究の方法としてやっと前

面にでてくることになる。正確な影響関係は追っていないが、岸本がこの研究史の流れの

初期に参加していることは間違いない。ちなみに、これらの方法に対するスタ－ルの批判

は、一言でいうと、生理的指標はますます増加するが、その意味するところ――相関関係
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――は正確に理解できない、ということになる（もっとも、そのほかの「教条的」「文献学

的・歴史的」「現象学的」方法よりは、将来の研究法として高い可能性を持つものとして好

意的にみなされている）。その一方でスタ－ルの考える神秘主義の理想的研究方法は、「い

かにして神秘主義を研究するか」という表題の下に主張されているが、それは研究者が実

際に何らかの体験を持つべく神秘主義を実践せよ、ただし批判的精神を保ちつつ、という

ことである。そこでの大雑把な展望に「かもしれない（may）」が多用されて、具体的な寄

与が少ないことは、岸本の場合と、似ていなくもない。このような、心身相関の理がやが

ては解明されて、それにより神秘的宗教体験のメカニズムが明らかにされるであろう、あ

るいはそうあって欲しい、という、どこか「あなた任せ」の希望的観測の漂っているのが、

この研究対象・方法を採る研究者の多くに共通する、興味深い傾向のように思われる。  

（２）網羅的な文献一覧をつくるべき場ではないので、身体論的発想の研究で、しかもあ

まり人目につかないであろう所収論文を一つだけあげておく。田中純男・度会顕・田中文

雄・成瀬良徳「身体＜からだ＞の Mysticism――“永遠なる肉体”の形而上学」『大正大学

総合仏教研究所年報』六号、昭和五三年、一〇一～二二頁。  

（３）一例として、身体論的視点を含む魔法研究をあげておく。大沼忠弘『実践カバラ―

―自己探求の道』人文書院、一九八八年。  

（４）基本的発想はどれも H・マスペロの道教研究の流れに棹さすものであることだけを

指摘しておきたい。  

（５）成巫過程を問題とすればこういう設問に逢着せざるをえないので、多くのシャーマ

ニズム研究は多少ともこれに触れることになるが、意識的に論及したものとしては、最近

ではたとえば次の論文がある。池上良正「津軽のシャーマン研究から見えるもの――二つ

の問題視角」『文化人類学』６号、一九八九年、六一～七五頁。そこでのテーマの一つはま

さに「シャーマン的職能者における『修行』ないしは『行』の位置付けの問題」（六九頁）

とされている。  

（６）岸本英夫『宗教学』大明堂、昭和三六年、「はじめに」。  

（７）岸本英夫「宗教学の一分野としての修行研究について」（『岸本英夫集』第三巻、渓

声社、一九七五年）九〇～七頁。 

（８）岸本英夫『宗教現象の諸相』（大明堂、昭和五〇年再刊）の巻末には脇本平也による

「再刊にあたって」と題する一文がこれに言及し、そのほか、『岸本英夫集』には各巻末、

第一巻から第六巻まで、それぞれ教え子の手になる解説が付されている（順に柳川啓一、

脇本平也、松本晧一、松本滋、平井直房、高木きよ子の各氏。この内、行研究に言及して

いるのは、最初の三巻である）。  

（９）岸本英夫「日本の宗教的修行」『岸本英夫集』第三巻、一〇三～四頁。岸本「日本の

山岳修行」『岸本英夫集』第三巻、一五二～四頁。  

（１０）岸本英夫「行の心理」『岸本英夫集』第三巻、七頁。岸本「行の特質とその形態」

『岸本英夫集』第三巻、一〇八頁。 

（１１）岸本「日本の宗教的修行」一〇六頁。岸本『宗教現象の諸相』六頁、二二頁、三

一頁、などに頻出する「客観的」「実証的」の語をみよ。  

（１２）この「修辞」と「思弁」の排除という特徴的態度が、神秘主義を扱いながらもあ

くまでも明快かつ平易な――それに過ぎたところがあるが――岸本宗教学の性格を、決定
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している。神学および宗教哲学に対する宗教学の独自な立場を位置付けて、岸本は「宗教

学は……思弁よりは実証に重心をおく」（『宗教現象の諸相』六頁）などと繰り返し、また、

たとえばヨーガ・スートラの研究において、プルシャ（精神原理）とプラクリティ（物質

原理）の二者の関係を論じていく内に、形而上学的な議論に嫌気がさしてきて、「そうする

ことには言葉の使い方に無理がある」というような言い方をする（『神秘主義とヨーガ』『岸

本英夫集』第二巻、一一五頁）。前後の文脈を離れてみても明らかに解る通り、これは反レ

トリックの立場である。 

（１３）「……も……も……信仰体制を強化する」というような説明のスタイルをみよ。岸

本『宗教学』七二～五頁。  

（１４）岸本「行の心理」七～九頁。 

（１５）岸本『宗教学』五〇～三頁。岸本「行の心理」一五頁。 

（１６）岸本はこの類いの行法について、いみじくも「逆説的な云い方をするならば、修

行を否定しつつ、修行が営まれるとも云えよう。修行が修行として意識されずに営まれる

ほど、祈りは、理想的な、修行形態なのである。」と述べている（岸本英夫『宗教神秘主義

――ヨーガの思想と心理』大明堂、昭和三三年、七五頁）。  

（１７）岸本『宗教学』二八三頁。  

（１８）岸本「行の心理」九頁。 

（１９）心理学的還元、社会学的還元ということに関しては、深澤英隆「宗教学における

心理主義・心理学主義の問題――我が国戦前の諸体系に見る」田丸徳善編『日本の宗教学

説 Ⅱ』東大宗教学研究室、昭和六〇年、六三～八四頁参照。  

（２０）岸本「行法の心理」一七～八頁。  

（２１）斎藤稔正『変性意識状態（ASC）に関する研究』松籟社、一九八一年、九頁、五

一頁、六一頁、九五～一〇〇頁、一四四頁、一五〇頁等参照。  

（２２）成瀬悟策「変性意識」岩波講座 『精神の科学 一〇 有限と超越』一九八三年、

一二三頁。 

（２３）岸本「行の心理」一〇～一頁。  

（２４）同書、一六頁。 

（２５）岸本「宗教意識の展開と修行」七六頁。  

（２６）岸本「行の特質とその形態」一一〇頁。  

（２７）岸本『宗教現象の諸相』一七頁、三六頁。  

（２８）岸本「行の心理」三七頁。 

（２９）川面凡児の鎮魂行法の生理的効果を測定した作業が昭和初期になされているが（千

葉医科大学・佐々木内科教室の生理学検査）、その結果によれば、皮膚機能、筋力、運動機

能の増進、特に血圧の降下を明らかにしている。奥沢福太郎『みそぎ行教本』平凡社、昭

和一六年、七〇～七頁参照。  

（３０）S. H. フィッシャー／村山・小松訳『からだの意識』（誠心書房、昭和五四年）の

第二章を参照。また本書の第七章の第二、三節を参照。ただし、水行においても、その温

度、時間などの差により、引き起こされる効果の異なることは、思考実験的に予想できる

ことである。それらの因子の変化による効果の変動は、比較的簡単な実験心理学の装置が

与えられれば、一部実証的に示しうるものと思う。  
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（３１）この「公共性」を呪術と儀礼の弁別基準とする着想には、次のような先行物があ

る。すなわち、マルセル・モースは、「呪術の定義」において、「宗教儀礼は白昼と公然性

とを欲する……呪術儀礼はいつも一個人の行為、あるいは個人的に行為する諸個人の行為

……宗教儀礼は……いつも予め準備されており、公的なものである。これは祭祀に属する」

（モース『社会学と人類学 Ⅰ』弘文堂、昭和四八年、六一～二頁）と述べているが、こ

の内「宗教儀礼」「祭祀」がほぼ筆者のいう「儀礼」に、「呪術儀礼」が「呪術」に相当す

る。ちなみに、画期的な呪術論を展開したフレイザーは、呪術を科学と近縁のものとして

明確に捉えたが（これには筆者も与する）、一方宗教を超人間的諸力への信仰・融和・慰撫

と余りに一面的に定義した（『金枝篇』第四章）。こうした偏跛な弁別基準は、対象となる

事象によっては流動化しやすい。それと比べて、公共性の有無の判断は、まさに「公共」

的一致を期待できる。呪術と儀礼（宗教）の行為自体の弁別困難性は、フレイザーが同書

第五章で、公的呪術師（the public magician）という語をつかっている所に端的に表れて

いる。 

（３２）拙著『折口信夫の鎮魂論――研究史的位相と歌人の身体感覚』（春秋社、一九九〇

年）の第三、四章を参照。  

（３３）岸本も修行における脱日常性を強調している。岸本『神秘主義とヨーガ』一一頁。 

（３４）ここで「共存」というのは、I. M. ルイスがいうような、憑霊と脱魂がほぼ同時

に起こっている、という意味だけではない。そのほかに、一応憑霊と脱魂を明確に区別し

た上で、その両型が時処を異にして交替して発現する、という意味である。ルイス／平沼

訳『エクスタシーの人類学――憑依とシャーマニズム』法政大学出版局、一九八五年、五

一頁、二九一頁参照。  

（３５）『仙境異聞』『平田篤胤全集』第八巻、内外書籍、昭和八年、三六一～六〇六頁。

なお、出口王仁三郎がいまだ上田喜三郎といった時分の、故郷高熊山中での約一週間の神

隠しは、こうした脈絡で見れば、最広義の脱魂型シャーマニズムの一に分類せざるをえな

いであろう。池田昭編著『大本史料集成』Ⅲ、三一書房、一九八五年、七五二～三頁参照。  

（３６）以上、シャーマニズムの研究動向、種々の定説については、一々断らなかったが、

佐々木宏幹『シャーマニズムの人類学』（弘文堂、昭和五九年）の概論（序章と第一章）が

コンパクトなので、それを参照されたい。  

（３７）この立場は一言でいうと、シャーマニズム現象の心身相関論的扱いをする、とい

うことである。シャーマニズムの社会的機能という問題へのアプローチとして、佐々木宏

幹氏は三つの分類をしている。すなわち、「（一）シャーマンと超自然的存在（アニミズム）

との関係、（二）シャーマンと社会との関係、（三）シャーマンによる（を通じての）超自

然的存在と社会との関係」の三方向が、有機的に明らかにされねばならない、というので

ある（佐々木『シャーマニズムの人類学』二四頁）。筆者がこのうち、（一）しか問題にし

ていないことは断っておかねばならない。シャーマニズム一般に発現を求めるのではなく、

限定されたささやかな関心に対してある程度の見通しを得たい、というに過ぎない。また

心身相関という方法論に関して、これはさらに限定しておく必要がある。というのは、心

身相関論は、その視点の取り方により、設問の仕方が大きく異なるからである。つまり、

（a）今の心身状態は、過去の「心」の状態の結果だ、とする発想法と、（b）今の「身」

の状態は、将来の心身状態の原因だ、とする発想法と、この二者である。換言すると（a）



206 

 

は、結果としての心身を辿って原因としての「心」に至る、というもの、（b）は原因とし

ての「身」を辿って結果としての心身に至る、ということである。ここには、心身の原因

を、心にもとめるか、身に求めるか、という発想上の対立がある。治療学の分類から言え

ば、（a）は心理療法 psychotherapy につながるのに対し、（b）は運動療法やリハビリにつ

ながる。後者が、身をどのように動かせば心身がどうなるか、という行法研究の設問に直

結するのは、いうまでもない。石川中『セルフコントロール医学への道』（紀伊国屋書店、

一九八二年）参照。  

（３８）ここで成文化を強調するのは、一般に宗教現象を研究する場合、外部からの観察

のみに頼ると、われわれが体験、理解できない不可視の内容は、看過されてしまう一方、

当事者からの情報提供のみに頼ると、われわれが比較的容易にその不都合を指摘しうるよ

うな点すらも反省されない、素朴な情報の集成に止まりやすい、という、よくありがちな

不都合を避けたいからである。その両者の欠点を相補う方法が聞き取り調査であるわけだ

が、質問者側のいかに巧みな誘導によっても、そのインフォーマント自身の与り知らない

要素は、引き出すことができない。対象が民衆の現出する宗教現象であれば、ほかならぬ

われわれ自身が民衆の一員であるので、不正確な情報からでも、あるいは極端にいえばイ

ンフォーマントなしでも、いわゆる共感的了解が原則として可能である。が、通常われわ

れの関知しないシャーマニズム、およびそれに類する現象を扱って既得以上の視野を開こ

うとするならば、インフォーマントの側からの、知的反省にかなり耐え得る情報が必要に

なる。本書で扱う鎮魂行法の実践家達は、少なくとも平均以上の知的能力を有し、人物に

よっては研究者をはるかに凌駕する知的レベルにあるが、こういう人物を対象にしたシャ

ーマニズム研究というのは、いまだないに等しいのではあるまいか。 

（３９）鶴岡賀雄氏にはゲラを読んで頂き、各所にコメントを頂いたが、そのうちの一つ

がこのシャーマニズムの霊魂観に関するものであった。「質量」を霊魂とすることにあまり

抵抗を覚えないようなわれわれの感性が、西洋的感性とは異質なものであるという実感は、

東西間に架けられた高い橋の上に佇む人ならでは得がたいもののように思われる。  

 

 

第三章 

 

（１）前者はたとえば村上重良氏など近代日本の宗教史研究者によるものが主で、後者は

シャーマニズム研究者はもちろんであるが、かわったところでは変態心理学に関心をよせ

る精神医学者（中村古峡はその嚆矢である）によるものも目につく。  

（２）つい最近までと断ったのは、この領域が鎌田東二氏の作業により学界の一部の目に

紹介されているからである。鎌田東二『神界のフィールドワーク――霊学と民俗学の生成』

創林社、昭和六〇年。  

（３）村上重良『新宗教――その行動と思想』評論社、昭和五五年。また小野泰博「出口

王仁三郎論――その鎮魂帰神を中心に」（『現代宗教』一－一、一九七五年、一七六～九六

頁）も副題に相当するのはわずかに一頁のみで（一八四頁）、その理解の程は村上氏の書を

ほとんど超えない。  

（４）鎌田『神界のフィールドワーク』二五三～四頁。  
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（５）鈴木重道編『本田親徳全集』山雅房、昭和五一年、二二四頁、五七一頁。  

（６）同書、三七四～五頁。  

（７）同書、三七二頁。 

（８）同書、三六一～二頁。  

（９）同書、三七五～六頁。この神主・審神者が対座する形式は、御岳の「御座立て」に

おける中座・前座の対座方式、修験道における護法実・修験者の対座形式などと共通する

ものであり、類似のものを含めると大小の宗教団体の刊行物に夥しく見られるものである

が、さらには催眠療法における被治療者と治療者の対座形式にも同様の図式がみられる。

つまり、憑依霊（或いは第二人格）が被憑依者（自我）にとってかわった時点で、審神者

（治療者）がそれと問答し、何らかの所作をする、という図式である。迷信撲滅に熱意を

燃やした中村古峡はまた、大本攻撃の先鋒にたった人物でもあるが（『大本七十年史』上巻、

四八三頁、五四一頁）、彼の催眠療法をみると、それが彼の批判した当の大本の鎮魂帰神の

術儀に近似しているのは、興味深いことである（河合隼雄『コンプレックス』岩波新書、

一九七一年、四二～七頁）。  

（１０）この「神感法」はシャーマニズム研究者が「非自発的」「非懇請的」「消極的」な

憑霊と呼ぶものに相当する。つまり憑霊の過程、特にその生起が統御されないわけで、職

能者としてのシャーマンに特有の行為ではない。佐々木宏幹『シャーマニズム』中公新書、

昭和五五年、四九～五〇頁参照。  

（１１）『本田親徳全集』四〇頁。  

（１２）同書、三七二頁。  

（１３）同頁。  

（１４）同書、三三二頁。  

（１５）同書、九二頁。 

（１６）同頁。  

（１７）同書、三三二頁。  

（１８）同書、三七三頁。  

（１９）同書、三三二頁。  

（２０）同書、九二頁。 

（２１）同書、九二～三頁。  

（２２）たとえば、松本信広『日本神話の研究』（平凡社、一九七一年）九五～八頁をみよ。

両語の発生過程を推察すれば、明確に一線を画すものとは思われない。類似の呪術・信仰

をめぐって「縦横に派生した」（沢田瑞穂『中国の呪法』平河出版社、一九八四年、一四三

頁）ものと考えるべきであろう。  

（２３）『本田親徳全集』三六一頁。  

（２４）同書、三六九頁。  

（２５）同書、五〇四頁。  

（２６）同書、二五〇頁。  

（２７）鈴木重道『本田親徳研究』山雅房、昭和五二年、四六九頁。なお長沢雄楯の著書

は、第一次大本事件に際して大審院の委嘱により草した鑑定書、その一部とタイプ刷で関

係者に配った『惟神』さらに第二次大本事件に際して大本弁護人に対して講話速記させた
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『大本教事件ニ対スル意見書』の三書が、本書に密接にかかわるが、未だ閲覧の機会を得

ないため、『本田親徳研究』の引用文によることにした。資料の閲覧により改めるべき点が

があれば、後日修正したい。  

（２８）『本田親徳全集』七八頁、三六一頁。 

（２９）鈴木『本田親徳研究』四九五～五〇四頁。  

（３０）友清歓真『霊学筌蹄』『友清歓真全集』第一巻、神道天行居、昭和三〇年、二五～

七頁。 

（３１）同書、三〇頁。 

（３２）『本田親徳全集』三六四頁。  

（３３）折口信夫「神道教化の意義」『折口信夫全集』第二〇巻、四五九頁。折口信夫「古

代人の思考の基礎」『折口信夫全集』第三巻、四一三頁。  

（３４）『本田親徳全集』五〇～三頁。  

（３５）友清『霊学筌蹄』二九～三〇頁。  

（３６）同書、三六頁。 

（３７）同書、四五～六頁、五二頁。  

（３８）佐々木宏幹『日本シャーマニズムの特性と類型』『日本民俗文化体系 第四巻 神

と仏』小学館、昭和五八年、九四頁。 

（３９）友清『霊学筌蹄』五二頁。  

（４０）田中千代松『新霊交思想の研究――新スピリチュアリズム・心霊研究・超心理学

の系譜』共栄書房、一九七一年、一四頁、一一七～二二頁、二二九頁。小熊虎之助『心霊

現象の科学』芙蓉書房、昭和四九年、三一六～八頁、三六四～五頁、など参照。  

（４１）笠原敏雄編『霊魂離脱の科学』叢文社、昭和五八年、三～五頁、一九九頁、二三

七～四七頁。梅原伸太郎「サイキックニュースからみた英国心霊事情」前田博編『神霊』

ワールドナック、一九八三年、二〇一～一八頁参照。  

（４２）友清『霊学筌蹄』五五頁。  

（４３）同書、四二頁。 

（４４）同書、五六頁。一般に観念法・観想法は、たとえば「詩的リアリティーの横溢し

た身体論」（講座密教 １『密教の理論と実践』春秋社、一九七八年、七四頁）といった説

明に端的に伺われるように、大宇宙と小宇宙の照応や、主観と客観の共鳴を同一化すると

ころの発想の原点があるが、友清のこの考えはそうした「詩的」方法の効力を無化するも

のである。 

（４５）佐藤卿彦『顕神本田霊学法典』山雅房、昭和五三年、三九～四四頁。  

（４６）同書、七三～四頁。  

（４７）同書、四六～八頁、六九頁。  

（４８）友清『霊学筌蹄』四二頁。  

（４９）大本七十年史編纂会編『大本七十年史』上巻、宗教法人大本、昭和三九年、一四

四～五一頁。  

（５０）出口王仁三郎「随筆」『神霊界』九二号、大正八年八月一五日、一三～四頁。  

（５１）たとえば、「十年の躄
いざり

が一度の鎮魂で駆け出した話、氏神の祟りで生来の唖者で

あった子供が、これも一度の鎮魂で、其場で口をきいて礼を述べた話はそれからそれへと、
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際限もなく続いた」（憑虚＝浅野和三郎「俺は野天狗だア」『神霊界』四四号、大正六年二

月一日、二六頁）というたぐいの記事が頻出する。これは、鎮魂が病気直しの「効果」を

もつと期待されていたことを意味する。もっとも、その治病効果が多くの場合、憑依物の

除払と表裏していたのも事実であり、これはまた同時に、憑依霊の操作にもつながること

も少なくないのだが。たとえば、浅野が物語風の記事に、稲荷行者に胃病を直してもらい

に行って、かえって体調を崩した夫人を登場させ、その同伴者に「一度鎮魂をして追い払

って下さいな、憑いて居る者を」と言わせているのは、そうした「鎮魂の以来」者が日常

に見られたことの反映であろう。一方、その同じ実践が直接病気直しに関係せず、「霊的研

究、霊的理解」の一助として行われる場合の目的は「立派な帰神者
か み が か り

を養成」することであ

り、そうした者は「鎮魂帰神の志望者」とされたのであろう（憑虚「私は乃木です」『神霊

界』四三号、大正六年一月一日、一七頁参照）。明確な用語の使い分けがなされていたわけ

ではないが、こうした区別を念頭において読むと、初期の教団用語は比較的矛盾なく読む

ことができる。  

（５２）「これが喜三郎が鎮魂で病気をなおした最初であった。喜三郎の鎮魂は良くきいた

ので……このころ、喜三郎をたずねてきたのは、もっぱら病気の治癒を願う人々であった」

「病気なおしのすぐれた腕前によって、喜三郎はますます有名になっていく」『大本七十年

史』一五三～四頁。  

（５３）この「病気鎮魂」なる幹部用語のあったことは、王仁三郎晩年の側近で、第二次

大本事件の裁判に深く関与した木庭次守氏（亀岡市在住。現在、日本タニハ文化研究所代

表）のご教示による。同氏には、これ以外にも種々の点に関連して有形無形のご教示を頂

いた。記して感謝する。 

（５４）出口王仁三郎「随筆」『神霊界』九一号、大正八年八月一日、一一～八頁。  

（５５）大正一二年口述、大正一三年初版刊行。  

（５６）出口王仁「鎮魂」『神霊界』五九号、大正七年四月一日、九～一〇頁。王仁「鎮魂

御伝（一）」六五号、大正七年七月一日、二一～四頁。王仁「鎮魂御伝」（二）六六号、大

正七年七月一五日、一五～九頁。王仁「鎮魂御伝」（三）六七号、大正七年八月一日、一一

～九頁。出口王仁「天の岩戸開（古事記の真解）」一三一号、大正九年一一月一一日、五七

～八頁。出口王仁「鎮魂と幽斎」同号、七一～八頁。 

（５７）その天国はさらに最奥第一の天国、中層天国、下層天国に細分されることもある。

「地上天国」『霊界物語』四九巻、第一篇、第一章。また第二次大本事件の裁判の公判記録

では、霊界＝幽世＝神界、地獄界＝幽界＝邪神界、とも区別されたりする。「地方公判速記

録」昭和一三年八月一〇日、京都地方裁判所、『大本史料集成』Ⅲ、三六八頁参照。  

（５８）「地方公判速記録」昭和一三年八月一〇日、京都地方裁判所、『大本史料集成』Ⅲ、

三六九頁参照。 

（５９）同、四七三頁。 

（６０）同、三六九頁。 

（６１）同、三五九頁。 

（６２）中村古峡「変態心理学上より見たる憑霊の現象」明治聖徳記念学会編『憑霊と予

言者』明治聖徳記念学会、大正九、一～一七頁参照。  

（６３）『本田親徳全集』三七三頁。 
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（６４）木庭次守編『新月のかけ――出口王仁三郎玉言集、霊界物語啓示の世界』日本タ

ニハ文化研究所、一九八八年、一九〇頁。  

（６５）側近の記録によれば、直接内流の希有なことについて、王仁三郎は次のようなこ

とを述べたともいう。「真神様は厳の霊（大本開祖）と王仁とを通じて、発表されたのであ

る。直接内流は厳の霊と瑞の霊だけである」（同書、二七五頁）。  

（６６）この憑依に際しての身体感覚については、他に「凶党界に属する霊は、足部また

は背部などより肉体に入りこみ、善霊は眉間より入るのである」（出口王仁三郎『月鏡』天

声社、昭和五一年改訂復刊、一五九頁）などという王仁三郎の言葉も記録されている。  

（６７）出口王仁三郎「随筆」『神霊界』九一号、大正八年八月一日、一四頁。なお、日時

不明だが「守護神というのは人々につけられておるエンゼルのことである」といったとい

う記録もある（出口王仁三郎『水鏡』天声社、昭和五一年改訂復刊、六四頁）。  

（６８）大本教典刊行会編『霊界物語資料篇』大本教典刊行会、昭和四六年、六三三～四

頁。 

（６９）出口王仁三郎の霊学におけるこの「内分」「外分」という対をなす概念は、一般的

な神秘主義文脈における、複数の――しばしば対立する――志向性の表現である。何らか

の意味で異次元の存在領域を想定すれば、それに対応して人間の層構造が構想され、各領

域に通じる意識の通路としてこのような志向性が複数開かれるに至るのは、宗教史をみれ

ば古今にわたって普遍的なことである。『霊界物語』口述の経緯に関して、筆録者がある部

分を種本からの剽窃だとしているのに対して、王仁三郎は裁判官に次のように答弁してい

る。「高橋ハコナイニ言ヒマシタ、ソコラノ本ヲ剽窃シテ書イテ居ルノダト――私ハハイハ

イト言ッテ居リマシタ、（中略）唯二頁カ三頁、四頁位ハ是ハ参考トシテ『セーデンボルグ』

ノソレヲ少シ出シタ所ガアリマス、神様ノ意思ニ合ウテ居ル所ダカラ出シタケレドモ、ソ

レヨリ外ニチョットモソンナ剽窃シタリシタ所ハアリマセヌ」（「地方公判速記録」昭和一

三年八月一〇日、京都地方裁判所、『大本史料集成』Ⅲ、三六七頁）。これは、スウェーデ

ンボルグとの近似は剽窃ではなく、体験上の一致から採用したものだというのであろう。  

（７０）『霊界物語資料篇』六一七頁。  

（７１）出口『月鏡』一二六～七頁。  

（７２）出口王仁「鎮魂」『神霊界』五九号、七・四・一、九頁。  

（７３）豊本景介筆記「出口教主の口演」『神霊界』五九号、一六頁。なお、これは「守護

神奉齋の理由」と題されている部分からの引用であるが、何回か繰り返して掲載される内

に多少字句に変更が加えられ、「鎮魂を教授すると共に」の部分が最後には「幽齋を奉修す

ると共に」になった（王仁「守護神奉齋の理由」『神霊界』一三二号、大正九年一二月一日、

六五頁）。「幽齋」とは本田説でも帰神と同義であり、王仁三郎自身も鎮魂ではなく帰神を

意味するものとしているので（出口王仁「鎮魂と幽齋」『神霊界』一三一号、大正九年一一

月一一日、七四頁）、このような流動があることに注意されたい。  

（７４）王仁「随筆」『神霊界』九一号、大正八年八月一日、一六頁。 

（７５）出口王仁「天の岩戸開［古事記の真解］」『神霊界』一三一号、大正九年一一月一

一日、五七頁。 

（７６）浅野和三郎「皇道大本の特色（其五）」『神霊界』八五号、大正八年五月一日、三

～四頁。 
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（７７）『大本七十年史』上巻、三一四頁。  

（７８）浅野和三郎「鎮魂帰神につきて」『神霊界』四四号、大正六年二月一日、一～三頁。 

（７９）浅野和三郎「霊の発動と其目的」『神霊界』四五号、大正六年三月一日、九～一〇

頁。 

（８０）浅野和三郎「鎮魂帰神につきて」『神霊界』四四号、大正六年二月一日、三～四頁。 

（８１）浅野和三郎「霊の発動と其目的」『神霊界』四五号、大正六年三月一日、一〇頁。

ほかに浅野和三郎「鎮魂帰神に就きて（承前）」『神霊界』四六号、大正六年四月一日、三

二頁。浅野和三郎「鎮魂帰神の注意」『神霊界』七八号、大正八年一月一五日、二六頁。ま

た、第一次大本事件の警察の聴取においては「真ノ審神者ハ私一人デアリマス」と述べて

いる（『大本史料集成』Ⅲ、二七頁）。  

（８２）浅野和三郎「霊の発動と其目的」『神霊界』四五号、大正六年三月一日、七～九頁。 

（８３）最初は守護神をもっぱら後天的に憑依した低級霊としていたが、後には天賦の守

護神を「正守護神」と呼び（浅野和三郎「大正維新の真相」『大本史料集成』Ⅱ、一七七頁）、

当初単に「守護神」と呼んでいたものは「変態守護神」とも呼ぶようになる（浅野和三郎

「神懸りの話」『神霊界』八二号、大正八年三月一五日、一頁）。 

（８４）浅野和三郎「霊覚を得るまで（創作）」『神霊界』一三六号、大正一〇年四月一日、

六八～七八頁参照。そこでは鎮魂帰神の多数の実験の結果得た類型的な守護神の生態が、

物語り風にまとめられている。  

（８５）浅野和三郎「鎮魂帰神につきて」『神霊界』四四号、大正六年二月一日、三頁。 

（８６）谷口正治「大本霊学の私的研究」『神霊界』八四号、大正八年四月一五日。四～六

頁。 

（８７）谷口正治「大本霊学より観たる変態心理」『神霊界』八七号、大正八年六月一日、

九頁。 

（８８）井上留五郎「皇道大本雑話（三）＝＝鎮魂帰神と催眠術＝＝」『神霊界』九一号、

大正八年八月一日、二〇頁。  

（８９）同書、二三～五頁。  

（９０）「低級なものになると、その霊も殆ど物質に類する」（友清歓真「皇道大本の側面

的研究（三）」『神霊界』七九号、大正八年二月一日、三五頁）などの一節を参照。  

（９１）王仁「随筆」『神霊界』九一号、大正八年八月一日、一三～四頁。王仁「随筆」『神

霊界』九二号、大正八年八月一五日、一一頁。出口王仁三郎「古事記言霊解（二）」『神霊

界』一二六号、二五～六頁。  

（９２）谷口正治「皇道大本雑話（五）＝＝本守護神と正守護神＝＝」『神霊界』九四号、

大正八年九月一五日、三八頁。同様の守護神理解は下記にも確認できる。井上亮「霊の港 

霊魂不滅と死の研究」『神霊界』一三六号、大正一〇年四月一日、六〇～一頁。  

（９３）同書、三八～九頁。  

（９４）「形式や法術などは、言はゞ末である」浅野和三郎「霊の発動と其目的」四五号、

六頁。「鎮魂帰神法の形式の如きは容易に学び得るも、形式は末のみ。根本問題は実行者如

何にあり」浅野和三郎「鎮魂帰神に就きて（承前）」四六号、三二頁。  

（９５）谷口「大本霊学の私的研究」六頁。 

（９６）浅野和三郎「鎮魂帰神の注意」『神霊界』七八号、大正八年一月一五日、二八頁。 
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（９７）谷口正治「皇道大本雑話（一）」『神霊界』八九号、大正八年七月一日、四頁。 

（９８）『大本史料集成』Ⅲ、二〇頁。  

（９９）同書、一五～六頁。  

（１００）荒深道斉『霊素発輝 全 一名鎮魂手引』純正真道研究会、昭和五年、序三～

四頁。 

（１０１）荒深道斉『道臣命霊示 神之道初学』純正真道研究会、昭和五年、緒言一頁。  

（１０２）荒深『霊素発輝』七四頁、八二頁、九七頁。  

（１０３）荒深『道臣命霊示 神之道初学』九八～一〇一頁。  

（１０４）荒深『霊素発輝』一五五頁。  

（１０５）同書、一五五～七六頁。  

（１０６）荒深『道臣命霊示 神之道初学』五〇～三頁。  

（１０７）小林猛夫「霊学研究と鎮魂」『霊素発輝』巻末、一二頁。  

（１０８）小林猛夫「荒深先生の神懸に就いて」『道臣命御霊示 神之道初学』巻末、ろ頁。 

（１０９）荒深『霊素発輝』一三頁、一七頁、二〇頁、一六三頁。  

（１１０）荒深『道臣命霊示 神之道初学』緒言四～七頁。  

（１１１）宇佐美景堂『言霊学に映じたる神道』会通社、大正一〇年、一二三～四頁。  

（１１２）宇佐美景堂『霊通の原理と応用』神霊学会本部、昭和四年、四五～六頁。  

（１１３）宇佐美景堂『浮浪霊鎮魂法要義』霊相道出版、昭和四二年、三八頁。  

（１１４）同書、一七頁。  

（１１５）同書、四四頁。  

（１１６）同書、五〇頁。  

（１１７）同書、六三頁。  

（１１８）同書、二二～四頁。ほかに宇佐美景堂『聖域霊障解除縮地法』霊相道出版、昭

和四九年、六五～七頁参照。  

（１１９）宇佐美景堂『霊界への架け橋』霊相道書房、昭和四八年、三五三～四頁。  

（１２０）同書、三五八～九頁、三七二頁、三九八～四〇四頁、四九九頁参照。  

（１２１）宇佐美『浮浪霊鎮魂法要義』一三～六頁。  

（１２２）岡田茂吉著、世界救世教編『神示の健康』、昭和五七年、五頁、一〇頁、一一頁、

一一三頁、二二八頁。  

（１２３）同書、七頁。 

（１２４）ただし、茂吉が「帰神」という用語と実践をほとんど用いなかったことは、他

の大本系の実践家とは異質な点であり、鎮魂法を治病法――霊魂の癒やしか肉体の癒やし

かはともかく――に局限したのは、著しく際立った特徴である。  

（１２５）岡田『神示の健康』凡例。  

（１２６）宗教法人世界救世教教祖伝編纂委員会編『東方の光』エム・オー・エー商事、

昭和五八年、上巻、二二五頁、二五一～六三頁。ちなみに、大本時代の治病活動は、教祖

伝のなかで「鎮魂」として抵抗なく記述されている。呼称の切り変わりは昭和九年であり、

その年の五月以降は主に「施術」と呼ばれ、昭和一二年以降は「治療」、昭和二二年以降し

ばらく「お浄め」とよばれた後、「浄霊」の名が定着した。同書、二九八～九頁、三六四頁、

三六五頁参照。  
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（１２７）同書、二六〇～五頁。  

（１２８）同書、二九七～九頁、三六三～七〇頁。  

（１２９）同書、三三七頁。  

（１３０）岡田『神示の健康』一一一～四頁。 

（１３１）同書、五三～五頁、七二～六頁、八一～九一頁、一一九～二一頁。  

（１３２）同書、六八～七四頁、七六頁、八一頁、八九頁、九二頁、九九頁。  

（１３３）同書、五四～六頁、九二～七頁、一一三～六頁。  

（１３４）『東方の光』上巻、三五三頁。  

（１３５）岡田『神示の健康』一〇頁、一二頁、四九頁、八四頁、一一四～六頁、一二六

頁、一三二～六頁。  

（１３６）『東方の光』下巻、三二～四〇頁。なお「おひかり」の写真は、設楽登茂麿『岡

田茂吉メシア様とは』新人物往来社、一五〇頁に見ることができる。  

（１３７）岡田『神示の健康』、一三一～三頁。 

（１３８）岡田茂吉著、世界救世教編『天国の礎』エム・オー・エー商事、昭和五二年、

七〇～一頁、一八三～五頁。  

（１３９）世界救世教関東地区本部代表委員の小田信彦氏のご教示による。  

（１４０）岡田『天国の礎』三三七頁。  

（１４１）小冊子『奇跡の光』世界真光文明教団発行、二九～五一頁参照。なお、世界真

光文明教団の分派である崇教真光がまとめている「用語解説」からは、初級研修会で受講

者に説かれる教義の概要が推察される。畑中幸子編『現代の心 崇教真光』旺文社、一九

八七年、四四頁、八八頁参照。なお、そこでの用語は大本や世界救世教で日用していたも

のが多いが、それが慣用にとどまらす、このように明確な用語法として制定されている点

に世界真光文明教団の特徴が見られる。これは、各地でそれぞれ研修会形式をとるように

なったことが大きく影響しているであろう。明確なマニュアルがなければ、教義・用語が

指導者によって変動するおそれがあるからである。  

（１４２）世界真光文明教団発行『奇跡の光』三一頁。崇教真光『大聖主 岡田光玉師』

Ｌ・Ｈ陽光子出版、昭和五八年、八三頁。  

（１４３）教団発行のパンフレット、チラシ、教団資料による。  

（１４４）『奇跡の光』三九頁。岡田光玉『御聖言』世界真光文明教団、昭和四五年、二三

四頁、二七〇頁。  

（１４５）岡田『御聖言』二三二頁、二三七頁、二六一頁。  

（１４６）同書、四五九頁。  

（１４７）木庭『新月のかけ――出口王仁三郎玉言集、霊界物語啓示の世界』二八一頁。

岡田『神示の健康』一三三～四頁。岡田『神示の健康』一三三～四頁。  

（１４８）出口『水鏡』一七頁、二四～五頁。 

（１４９）岡田『神示の健康』一〇九～二二頁。岡田『天国の礎』四六～八頁、六一～四

頁。 

（１５０）以下、特に出典を断らない場合は、平成元年五月一一日、同教団の東京本部に

おける筆者の面談資料による。  

（１５１）菅野国春『実証・光の治療――その業とパワーのすべて』昭和六二年、四頁、
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三八頁、二二六頁、二二九頁、二五六～七頁。  

（１５２）同書、二一六～二三頁。  

（１５３）同書、五二～六一頁。  

（１５４）同書、四三～四頁、一二七頁。  

（１５５）同書、四一頁。  

（１５６）同書、四七頁。  

（１５７）岡田光玉の養女で崇教真光を創設した岡田恵珠も、教主一人に許された業とし

て、両手による手かざしを行なっている。  

（１５８）谷口雅春『詳説 神想観』日本教文社、昭和四五年、一七八頁。  

（１５９）カセットテープ『特選 五井先生ご法話集 ４』。他に、五井『素直な心』昭和

五五年、一三八頁など。 

（１６０）このアメリカ流のサクセス志向に訴える「セラピー」「トレーニング」そのほか

の「メソッド」は夥しいようであるが、手元にあるサイエントロジーScientology （創始

者は一九一一年生まれのロン・ハバード L. Ron Hubbard 、創立は第二次大戦後）発行の

一冊のコンパクトな本を例にしていうと、そこでは「人の健康、知性、能力、振る舞い、

技能、及び外見を向上させる」ことが効能としてうたわれ、そのために必要な知識として

「思考の原理」の受講が勧められ、それに基づく行動療法的な「ゲーム」への参加が処方

されて、そこで身につけた技法を実生活で「すすんでやらなければなりません」と指示さ

れる（ロン・ハバード『思考の原理』サイエントロジー、一九八七年日本語版発行）。  

（１６１）神想観は形に捉われることを嫌うため、生長の家では現在は内部向けにも姿勢

などの標準と受けとられかねない写真は出していないということである。したがって神想

観を直接図示することはできないが、ここでは参考のため、日本ヱホバ教団での「安息祈

念法」における姿勢の写真を載せておこう。この教団は、一時期生長の家の講師をつとめ

た宇田川豊弘（一九一二～九二）がのちに創立したユダヤ・キリスト教系の教団で、神想

観に近い姿勢を指示している（下図「安息祈念法」日本ヱホバ教団提供）。 

 

（１６２）谷口『詳説 神想観』七四～一一一頁。なお、「流入」という語は、同書、二五

頁、二九頁、三二頁、六二頁、八一頁、九〇頁、九六頁などに出てき、また「充満」の語

は、同書、四七頁、八五～六頁、九〇頁などに出てきて、一〇八～九頁には両者一緒に出

てくる。この流入や充満ということの意味については、本書の最終章（第七章）で論じら

れることになる。  

（１６３）同書、一一二～五一頁。  

（１６４）同書、九二～四頁。  

（１６５）「ねばならない」という語は示唆的である。本章の註（１６０）で引用したサイ
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エントロジーにおいてもこの「ねばならない」という指示が目についたが、五井が「ねば

ならない」という言い方を排し、「とにかく世界平和を祈ってあとは神様にまかせないさい」

というように教え、さらに「委せるも委せないもない、委せて生きるより仕方のないのが

人間なのです」（『白光』昭和六十二年三月号、二十六頁）というふうに続けるのは、特徴

的なレトリックである。なおインドのグルでつい最近死去した（毒殺とも伝えられる）ラ

ジネーシ Rajneesh(1931～90) は、しばしばこの“must”に象徴される人間の強迫的心性

に触れ、たとえばある講話のなかで『リラックスしなければならない』という表題の本を

取り上げて、「これは奇妙だ、その『ねばならない』のなくなった状態がまさにリラックス

なのだ、だからこんな奇妙な本が売れるのはアメリカだけだ」というような皮肉を述べて

いる（引用箇所を今探し出せないが、頁数の特定にあまり意味があるとは思えないので、

一応出典不明のままにしておく。ラジニーシについては多くの翻訳書の他に、ビデオ、テ

ープなどが容易に入手可能であるのでじかに参照されたい）。またアメリカ生まれのこうし

た新宗教で日本に入ってきている運動、教団の概略については、『新宗教事典』の「Ⅷ 新

宗教と異文化」「②外来の新宗教」を参照。  

（１６６）谷口『詳説 神想観』四四頁。  

（１６７）五井昌久『霊性の開発』昭和三六年、八一頁、九二、一〇六～七頁。  

（１６８）「個人人類同時成道」の語は、随所に見える（五井『霊性の開発』一八一頁。五

井『本もの贋もの』昭和五三年、一七二頁。五井『宗教と平和』昭和四三年、二〇一頁、

など参照）。  

（１６９）五井昌久『続宗教問答』昭和四五年、一九〇頁。五井昌久『素直な心』一三九

～四一頁。植芝盛平口述・高橋英雄編『武産合気』昭和五一年、一一四頁。『白光』昭和六

二年一月号、二四～五頁、など。  

（１７０）五井『天と地をつなぐ者』一七三～八〇頁。五井『霊性の開発』六一頁、一三

二頁、一五六～七頁。五井『続宗教問答』二一五～六頁。  

（１７１）あるジャーナリストがこれを、「やや高い間延びのした声」と表現したのを見た

ことがある。実際、全体に緊張感の少ない唱え方であるが、五井はそれについて「うちの

人はのんびりとまかせきったような顔をしている、どこか抜けたような（笑）」と述べてい

るが、それもこれも「恐怖を与えまいと思って」のことだという（カセットテープ『特選 

五井先生ご法話集 ７』）。  

（１７２）祈り言葉の最後に、発行物には載っていない「五井先生有難うございます」の

一節が加えられる経緯は聞いていない。ある講演会後に行なわれた五井一人の「世界平和

の祈り」による統一指導のテープを聞くと、この一節は入ってない（カセットテープ『五

井先生講演会集 第７巻 世界平和への唯一の道』参照）。 

（１７３）パリ支部で、統一テープを聞いた女性の音楽家教師が、この柏手の間の取り方

は音楽的にパーフェクトであると感動したという（『白光』昭和六三年二月号、五五～六頁）。 

（１７４）五井昌久『真の幸福』昭和六〇年、一六六～七頁。なおこの統一については、

講師による説明もあるが、霊能的講師とそれ以外の講師では説明の仕方がやや異なる。村

田正雄『統一について』（白光真宏会錬成会用テキスト）は前者の例。他に『白光』平成元

年一〇月号、二九～三五頁。同誌一二月号、三八～四四頁。同誌平成二年二月号、五四～

六〇頁、など参照。 
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（１７５）『白光』五九年六月号、四〇～一頁。  

（１７６）鎮魂についての五井の言及は数箇所にみられるが、それは業想念を鎮めて神の

御心と一つになることというふうに、自らの世界平和の祈りと統一行の目的と一致するよ

うに説かれ、まさに理想的な神人合一の意味に理解されている（五井『神への郷愁』二八

九～九〇頁。五井『自らを信ぜよ』一四一頁など参照）。  

（１７７）佐々木宏幹『シャーマニズムの人類学』弘文堂、昭和五九年 一〇頁。 

（１７８）以下の文中、引用文や暗に前提とする議論は、佐々木宏幹「シャーマニック・

トランスの象徴的内容について」および桜井徳太郎「シャーマニズムの諸問題」（『現代の

エスプリ シャーマニズム』一六五号、昭和五六年四月）による。 

 

 

第四章 

 

（１）川面凡児『霊魂』『川面凡児全集』（川面凡児先生十周年記念会、昭和一四～六年）

第一巻、一二八頁。なお、以下この章では川面は姓のみとし、『川面凡児全集』第○○巻を

単に全集○○巻と記す。 

（２）川面『日本民族宇宙観』全集第六巻、九七～八頁。  

（３）川面『祖神垂示の霊魂観』全集第一巻、一三三頁。  

（４）裏観というのは、たぶん明治期の啓蒙思想家である井上円了の用語からとったもの

であろう。井上円了によると裏観とは表観と対になる視点で、「表観は相対の境遇より絶対

を観察」するのに対し、「彼岸より此岸を観察し得るの道理なり、これを裏観といふ」とあ

る（井上円了『哲学新案』弘道館、明治四二年。『井上円了選集』第一巻所収、東洋大学、

一九八七年、三七〇～一頁）。 

（５）川面『日本民族の信仰』全集第六巻、五六一頁。  

（６）川面『日本民族の信仰箇条』全集第六巻、六頁。  

（７）川面『祖神垂示の霊魂観』全集第一巻、一三四～五頁。  

（８）川面『日本最古の神道』全集第六巻、二三八～九頁。  

（９）川面『神社崇拝』全集第六巻、四一一頁。  

（１０）全集第一巻、巻末挿図、第三巻、七図参照。  

（１１）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五五二頁。  

（１２）川面『日本古典真義 前提』全集第一巻、三七頁。  

（１３）川面『日本民族の宇宙観』全集第一巻、一九六～八頁。  

（１４）修辞の末節にあるかなり偶然的「語呂」の類似が事実の類似と平行するという発

想は、扱いに要注意。神秘家たちは間々この類の修辞を弄するが、止むに止まれぬ体験の

言語化の営みではないことも少なくない。  

（１５）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五五二頁。  

（１６）川面『祖神垂示の霊魂観』全集第一巻、二九八、三〇三～七頁。川面『祖神垂示

の鎮魂』全集第一巻、五五二頁。川面『日本民族宇宙観』全集第六巻、二〇〇頁。川面『三

種の神器』全集第六巻、四一〇頁等。  

（１７）「和魂荒魂……ただ其徳用を云名にこそ」（『古事記伝』）「荒魂とは伊都速く荒けき
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御魂」（『玉手襁』）「顕生魂の義」（『稜威道別』、以上、『故事類苑』神祇部三、神魂、一八

三－五頁による）。また、「和魂は霊の平和的・静止的若しくは調和的状態……荒魂は之に

対して常態より脱出して荒びすさむ状……時と場合に応じては分離」（宮地直一『神道史序

説』理想社、昭和三二年、七六頁）。  

（１８）川面『三種の神器』全集第六巻、三八七頁。  

（１９）川面の言う三種の神器は、八咫勾瓊、鏡、草那芸釼とは異なり、（一）天津神が伊

邪那伎伊邪那美二神に与えた天之沼矛、（二）伊邪那伎神が天照太神に与えた御頸珠（御倉

板挙之神）、（三）天照太神が皇孫に与えた御鏡、の三つである。この御頸珠は、もともと

「天津神より伝はりまして大御心」を寄せたものとされているから、天照太神の真身魂（意

志）の出処と、その依り処が推察されるであろう（『三種の神器』全集第六巻、三六四～七

頁、三八〇頁）。この神器とそれに憑依して伝わった魂に関する所論は、折口の天皇霊説と

かなり似通った、しかし微妙な点でははっきり異なったものである。詳細は、拙著『折口

信夫の鎮魂論――研究史的位相と歌人の身体感覚』（春秋社、一九九〇年）参照。  

（２０）『記』（『紀』）に大国主命（大己貴神）が自らの幸魂奇魂（海を光して依り来る神）

に邂逅する件りがあるが、これが『旧事紀』になると、「吾是汝之幸魂奇魂術魂之神也」（『国

史大系』第七巻、国史大系刊行会、昭和一一年、四〇頁）となっている。篤胤は「かなら

ずさる名附るものあるべけれども後代に及びて其説伝はらざれば其義の詳ならぬなり」と

するのみ（『故事類苑』神祗部三、神魂、一八一頁）、大国隆正は「定理を消して物を造る」

魂のことで、今の人にはもうない、と述べる（『大国隆正全集』有光社、昭和一二～一四年、

第四巻、二二〇頁）。  

（２１）川面『霊魂の典故』全集第一巻、七五六頁。  

（２２）川面『日本民族宇宙観』全集第六巻、二〇〇頁。  

（２３）川面『祖神垂示の霊魂観』全集第一巻、三七九頁。  

（２４）吉本隆明『死の位相学』（潮出版、昭和六〇年）参照。特にその「資料（二）」。ま

た笠原敏雄編著『霊魂離脱の科学』（叢文社、昭和五八年）。なお、日本におけるシャーマ

ニズム研究は、日本人シャーマンがおおむね憑霊型であるとするが、川面の鎮魂行法およ

び霊魂観は、憑霊型を転じて脱魂に至るという、その型変換の過程を示すもの、もっとい

えば霊魂の出入りする方向を変える方向性転換の目的をもつもの、といえる。  

（２５）川面『祖神垂示の霊魂観』全集第一巻、三八四～九九頁。  

（２６）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五五一～三頁、五六三～四頁。  

（２７）同書、五五三～六三頁。  

（２８）同書、五六三～五頁。  

（２９）同書、五六四～五頁。  

（３０）川面『日本最古の神道』全集第六巻、二三四頁。  

（３１）小笠原春夫『神道信仰の系譜』ぺりかん社、昭和五五年、三一四頁。ただし、こ

の表現の用いられている文脈は異なる。  

（３２）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五七〇頁、六二九～三〇頁。  

（３３）「憑霊とは霊的存在または力が人間その他に入り込み、あるいは外側から影響して、

当事者その他に聖なる変化を生じさせると信じられている現象である」（佐々木宏幹『憑霊

とシャーマン』東京大学出版会、昭和五八年、一〇頁）という最広義の定義には間違いな
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く該当する。もっとも、この憑霊の定義は広義に過ぎて、シャーマンという呪術宗教的職

能者の執行する巫儀における中心的祭儀の検討には、役立たない。なぜなら、ここで憑霊

の語を用いはしたものの、それはわれわれが普通に考えているようなかなり人格的「霊的

存在」が被憑依者の人格と転換して行為の主体となる、といった意味ではないからである。

換言すれば、川面の霊魂観においては、通常脱出する魂が中枢意識を含まない（つまり「直

霊」「和魂」ではない）のと同様、外来の侵入物は人格をもっていないのである。  

（３４）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五六七、五七〇頁。  

（３５）青木保「神が降りる」『現代思想』一九八四年、一二・七、五七頁。  

（３６）川面『日本古典真義・前提』全集第一巻、三八～四〇頁。川面『神代の垂示と世

界列国宗義学説の根本義に於ける差異』全集第一巻、一〇三～一二頁。川面『霊魂』全集

第一巻、一二七～三二頁。川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、四八〇～五五〇頁など。

なお、こうした中で川面はライプニッツの「単子」論にはかなり親近感を示している。  

（３７）川面『日本民族宇宙観』全集第六巻、二一五～六頁。  

（３８）同書、一一九頁、一五四頁。  

（３９）同書、一三一頁。  

（４０）この程度で理解してよければ、これは発想としては「流出」という方向性をもつ。

これらが汎神論に連なったときに見られる特徴は、時間軸に強迫的にとり憑かれた終末論

と違い、発想が無時間的なこと――「永遠の今」という表現をみよ――、かつ空間的では

ないにしろ、すくなくとも空間論的であることである。その空間論的発想が人間に適応さ

れると、身体論となる。川面凡児の霊魂観、身体観も、まさにそうした特徴を示すのであ

る。 

（４１）「言霊」とは折口信夫によれば古く「呪詞の中に潜在する精霊」を意味し、さらに

古くは「其言語を最初に発した神の力」が呪詞に宿っている、その威力が霊魂信仰の延長

上に考えられたものであって、「断片的言語」「単語」「言語自身」に存在するものと考える

のは後世的である、という（折口「神道に現れた民族論理」『折口信夫全集』第三巻、一六

五頁。同「言霊信仰」同全集第二〇巻、二四六頁）。後世的というのは、特に一音一義説を

さすのであるが、その基本的発想は、声音のひとつひとつが特定の機能をもつというもの

であり、それが意味機能にとどまらず霊的作用とも相関するという信仰である。これはイ

ンド宗教史のかなりはやい時期に有意味の祈祷文が無意味な短い真言にまで解体した、そ

の現象の日本版である（S・B・ダムグプタ、宮坂他訳『タントラ仏教入門』人文書院、一

九八一年、六八～七二頁）。  

（４２）川面『憲法宮』全集第九巻、一二三頁。  

（４３）川面『祖神垂示の霊魂観』全集第一巻、一六八～三七五頁。  

（４４）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、六一六頁。  

（４５）祓戸神については、大祓詞にみえる四神や、伊邪那岐神が黄泉の国より逃げ帰っ

て阿波岐原で禊をなした際に顕れた諸神がそれとされたりするが、含まれる数は諸説にお

いて一様ではない。たとえば『神道名目類聚抄』（大岡山書店、昭和九年）には、「祓戸神」

として、二一神をあげている（一一六～八頁）。  

（４６）以上および以下、川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、六一八～二七頁。  

（４７）行法、より一般的には祭祀の祭神の問題を考えるには、（一）祭祀の目的対象であ



219 

 

る一次的祭神、（二）その祭祀の遂行を援護する補助的二次的祭神、の二つを区別しなけれ

ばならない。（一）には神人融合の対象たる神霊とか、呪術的祭祀の中でその最終目的のた

めに操作を受ける神霊とかが含まれ、（二）には祭祀場などを浄化・保護する役割を負う神

霊が含まれる。両者の資格を兼ね備えるにしろ、祭祀の別、あるいは同一祭祀内でも祭儀

の各位相に応じて、かならずそのどちらか一方の資格で参与しているのは、判別困難なこ

とではない。たとえば、川面のいう祓の一六神は、自分がその神格に同化するという意味

では、また禊祓という祭儀に限ってみれば（一）の第一次的祭神に属するが、鎮魂行法の

田尾祭儀の中では（二）に属する。これは神道祭祀一般における祓戸大神に関しても同様

であり、大祓においては（一）の意味での祭神であるが、ほかのたとえば地鎮祭などでは

（二）の意味での祭神にとどまる。両者の区別を曖昧にしたままでは、明快な祭神論は不

可能であろう。  

（４８）天皇の鎮魂、および皇祖神に関する川面の説については、拙著『折口信夫の鎮魂

論』の第二章第四節参照。  

（４９）川面『祖神垂示の霊魂観』全集第一巻、二五八頁。  

（５０）川面『憲法宮』全集第九巻、一七〇～一頁。  

（５１）川面『日本最古の神道』全集第六巻、二五九頁。  

（５２）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、六三三頁。  

（５３）同書、六三七頁。  

（５４）同書、七五七頁。  

（５５）同書、五六四頁、六七七頁。  

（５６）同書、五六八頁。  

（５７）川面『日本最古の神道』全集第六巻、二四五頁、二五五頁。  

（５８）同書、二四五頁。  

（５９）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、七一七頁。  

（６０）川面『日本最古の神道』全集第六巻、二四五～五五頁。  

（６１）同書、二五六頁。  

（６２）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五七二～三頁。  

（６３）岸本英夫「行の心理」『岸本英夫集』第三巻、渓声社、一九七五年、一八頁。なお

岸本の行の研究は、身体（的）という要素を重視しつつ行法を正面から扱った、日本の宗

教学史上稀有な作業であるが、その結論は、すべての営みの目的・結果をほぼ「意識の集

中鎮静」に帰する、定函数的意識主義であった。もっとも、これは当時の心理学・生理学

の発達段階を考えればやむをえない。心身相関も体験主義（松本皓一、同書解説、三二二

頁）にもとづく記述以上には出ていないが、岸本はそれでよしとしたわけではなく、「実証

的」な扱いはこれを後学に託したのである。本書、第二章参照。  

（６４）「行の工夫」として、「雑念の奔放な活動を無為に座視」する「消極的」なものと、

「身体的な工夫」の別を認めれば（岸本、同書、三一～五頁）、生理過程の別も認めざるを

えないであろう。  

（６５）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五七七頁。あるいは、「先づ膝の上に両手を

組み、臍を中心に組み合はしたまゝ握り締めて口に大神の御名を連称しつゝ上下動の形で

盛に且つ猛烈に振ひ動かす」方法もある。奥沢福太郎『みそぎ行教本』平凡社、昭和一六



220 

 

年、三五頁。 

（６６）岸本英夫『宗教神秘主義』大明堂、昭和三三年、一八〇～一頁。  

（６７）川面『日本最古の神道』全集第六巻、二五八頁。  

（６８）同書、二六〇頁。  

（６９）同書、二六一～二頁。  

（７０）吉田兼倶『日本書紀神代抄』国民精神文化研究所版、昭和一三年、六一頁。  

（７１）林羅山『神道伝授』『日本思想体系 39 近世神道論・前期国学』岩波書店、一

九七二年、二一頁。 

（７２）「男建、雄々しく御声を励まさるるを云ふ」（田中義能『古事記概説』日本学術研

究会、昭和四年、一四七頁）。「たけぶと言ふのは一種の命令所作……高声叱咤して答へを

促すのがたけぶである」（折口信夫『大倭宮廷の剏業期』全集第一六巻、二一四～五頁）。

「威勢よく雄々しい叫びをあげて」「雄々しく叫んで」「威勢のよい叫び」（倉野憲司校注『古

事記』岩波文庫、一九七八年、三二頁、八一頁脚注。武田祐吉訳註『古事記』角川文庫、

一九五六年、二〇頁脚注）。「猛くさけぶ。さけぶ」（佐々木信綱『万葉辞典』中央公論社、

昭和一六年、三二六頁）。 

（７３）『日本古典文学体系 67 日本書紀』岩波書店、一九六七年、一〇四～五頁頭注。  

（７４）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五七七頁。  

（７５）同書、五七八頁。  

（７６）川面『言霊』全集第一巻、六四～六頁。  

（７７）同書、六二頁。 

（７８）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五七九～八〇頁。  

（７９）川面『言霊』全集第一巻、八一頁。  

（８０）川面『日本最古の神道』全集第六巻、二六一頁。  

（８１）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五八四～五頁。  

（８２）同書、五八五頁。  

（８３）同書、五九一～六〇五頁。  

（８４）奥沢『みそぎ行教本』六〇～四頁。なお同書七〇～七頁には、千葉医科大学佐々

木内科教室による生理学検査の結果が記録されている、報告によれば、この行法の効果と

して皮膚機能・筋力・運動機能の増進、そして特に血圧の定価が確認されている。  

（８５）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、六三七頁。  

（８６）こうした鎮魂の境の段階的説明について、第三章の第二節でふれた神道天行居の

友清歓真は、「仏道の段階的店構えに対抗する為め」の工夫に過ぎない、「緑色の球が見え

る云々」もひとつの個人的体験である、と批判している（友清歓真『霊学筌蹄』『友清歓真

全集』第一巻、神道天行居、昭和三〇年、三〇頁）。妥当な批判であり、個人的事実の便宜

的暫定的報告として以上に固定的に考えるべきではない。  

（８７）以上、川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、六三七～五〇頁。  

（８８）トランス、類催眠状態、瞑想性注意集中状態、無意識状態、意識水準の低下した

状態などの無機的表現のほか、意識の神秘的状態（W・ジェイムズ）、太洋的感情（フロイ

ト）などの文学的表現をあわせ考えると、意識の変性状態と総称されるもののおおよその

イメージがつかめるであろう。それを定義して「ASC とは、人為的・自発的とを問わず、
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心理的・生理的・薬物的、あるいはその他の手段・方法によって生起した状態であって正

常覚醒状態にいる時に比較して、心理的機能や主観的経験における著しい異常性や変容を

特徴とし、それを体験者自身が主観的に（もしくは他の客観的な観察者によって）認知可

能な意識状態である」と述べる者がある（斉藤稔正『変性意識状態（ASC）に関する研究』

松籟社、一九八一年、九頁）。一般的すぎるが、誤解を招きにくい妥当な用語であり、思い

入れの強い命名によって自説を展開する者たちにしても、起こった事実としてはこれ以上

に正確なことを提示しているわけではない。  

（８９）岩井寛『色と形の深層心理』日本放送出版協会、昭和六一年、二二頁、八五頁、

八九頁。ちなみに、岩井氏は手術着が緑色になったのもやすらぎを与えるためだと述べて

いるが（同書、九〇頁）、手術着の青緑色は、血液の赤い色の補色としての青緑の残像が、

壁や白衣の上に浮かぶのをカムフラージュするために採用されたものであって、「安らぎの

色」だからという理由は、もしあったにしても副次的なものである。  

（９０）同書、二〇五頁。  

（９１）同書、二一頁。 

（９２）同書、九五頁。 

（９３）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、六五九頁、川面『憲法宮』全集第九巻、八

七頁。なお、西郷信綱氏がこの夢殿を incubation のための部屋として論じているのは、川

面の発想とよく似ている（西郷信綱『古代人と夢』平凡社、昭和四七年、三五～四〇頁）。 

（９４）シャーマニズムの現象は、脱魂にしろ憑霊にしろ、何よりもシャーマンの身体を

舞台にして起こるものである。身体状態の観察――紅潮するとか眠ったようになるとか―

―はよく為されるし、「異常」心理状態も熱心に記述されるのであるが、心身相関の具体的

事実にもとづくシャーマニズムの身体論は、未完成なようである。シャーマンや精霊の各

地における名称や役割が際限なく紹介され比較されるという博物誌的な鳥瞰をめざす野外

調査の流行は、個々のシャーマン比重を蟻塚の蟻のように軽くしてしまうのではなかろう

か。 

（９５）シャーマンの身体とそれを出入りする魂、という場合、「入」にかんしては憑霊型

の研究と類似した問題設定となるが、「出」に関しては、外部での霊魂との交渉は視野に入

ってこない。つまり、課題を右のように限定した必然の結果として、視線は身体とその辺

縁を離れず、目路遥かな脱出魂の行方やそこで交渉する神霊や精霊の名称、遭遇する非日

常的な体験などは、問題として浮かびあがってこないのである。視野の狭いことおびただ

しいが、こうしなければ見えにくい細部も、世には多いのである。  

（９６）佐々木宏幹『シャーマニズム』中央公論社、昭和五五年、八七頁。  

（９７）体験型 Erlebnistypus とは、ロールシャッハが彼の考案した投影法の分析から達

した概念である。ロールシャッハ・テストに即していえば、インク・ブロット刺激に対し

運動感覚反応が優位であるか色彩反応が優位であるか等の反応は、環境に対する一定の行

動様式と相関があり、前者は想像力豊かで内界に向かう型 Introversive Typen、後者は環

境の影響をつよく受けやすい外界に向かう型 Extratensive Typen とそれぞれ呼ばれる。

ここではそうした限定された既定の意味ではなく、その発想を受け継ぎつつ、身体の境界

body boundary という概念をも援用して、何かが「内から外へ」出ていく身体感覚の優位

な型と、逆に「外から内へ」入ってくる感覚の優位な型と、この両者を対称的体験型とし
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てとらえるわけである。なお一般に、Introversive Typen と Extratensive Typen とは同

一線上の対極ではない、つまり相互背反的ではない、と考えられているが、少なくともこ

こで鎮魂行法を考えるための「内から外へ」と「外から内へ」という両者は、のちに論ず

るように、背反的・対立的である。秋谷たつ子「ロールシャッハ・テストによる異常性の

発見」『現代のエスプリ別冊 現代人に異常性』至文堂、昭和五一年、二七～三一頁参照。 

（９８）この身体感覚について、また内と外を区切る境界については、第七章で詳論する。

議論の枠組みだけ述べておくと、身体境界、自我境界、身体像境界という近縁の心理学上

の概念を援用して、宗教的身体境界なる概念を導入し、その強度、維持、崩壊といった状

態と、境界内外の宗教的存在者（霊魂、神霊、穢、等々）との交渉の状態を、相関的に論

ずることになる。  

（９９）シャーマニズム研究が精神医学の提供する報告に、片寄った注意しか払わなかっ

たことは、方法論上致命的な不備であったと思われる。常々思うことであるが、今世紀の

宗教研究が受けたインパクトの内の最大のものの一つ、しかも最も画期的なものは、宗教

学者ならぬフロイトの与えた臨床的事実としての無意識の存在証明であった。同時代人の

ジェイムズも無意識の存在を扱っているが、いかんせん、それは哲学的色彩が強かった。

われわれは、フロイトが哲学嫌いでニーチェすら読んでいなかったというユングの批判を

知っている。ユングはフロイトの浅薄さを批判しているのだが、生産的な科学者が哲学的

に浅薄であるのは好ましいことさえある。われわれが彼らに求めるのは、ある特定状況下

における具体的事実での報告であり、われわれはそれに基づいて説明を試みるべきなので

ある。哲学なら今日あるだけのものは――事実に合致するものと然らざるものとを含む―

―すべて出揃っていたといってよい。現在のシャーマニズム研究も同様に百花繚乱の有様

と見えるが、それは事例報告の多彩さによるところが大きく、シャーマニズムの本質的解

明――それは「まさしく精神医学の課題と思われる」（佐々木雄司「シャマニズムの問題」

『現代のエスプリ シャーマニズム』至文堂、昭和五六年）――に関しては瞠目的報告を

読むことが稀であるように思われる。  

（１００）藤縄昭「自我漏洩症状群について」宮本昭雄『分裂病の精神病理 １』東京大

学出版会、一九七二年。 

（１０１）同書、三三頁。  

（１０２）同書、三六頁。  

（１０３）同書、三六頁、三八～九頁。  

（１０４）同書、四六頁。外界の主観化とは、妄想知覚つまり外界を自己の主観によって

変容させうるとみなすこと、自己の一部の客観化とは、自己内の一部が他者的に客観され

る体験で、これは外界が自己を圧倒し狭小化するものと説明される。  

（１０５）同論文、四八頁。侵入とは「『外』が特有の仕方で『内』へ」開けることで、脱

出とは「『内』が特有の仕方で『外』へ」開けること、と説明される。  

（１０６）ちなみに、自己臭妄想症を心身相関の観点からみて、心身像 body image の変

容ととらえる作業が五味淵隆氏によりなされて、分裂病（異常体感）と併せて次のように

図式化されているが、これでは両者間の方向性の違いはまったく説明できない（五味淵隆

「精神の病における心と体――分裂病を中心にして」『岩波講座 精神の科学 ４ 精神と

身体』岩波書店 一九八三年、二三二頁、三三九頁）。  
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したがって、藤縄氏等の指摘した方向性の問題は、「一見些事拘泥的にみえても、依然

として意義を失わないもの」（藤縄、前掲論文、四九頁）どころか、明らかに範疇を異にす

る症状を正確に指摘しえていない上の五味氏による二図の対照と比べて、かくだんに正確

な見通しを開く重要な――少なくとも本書にとって――視座なのである。  

（１０７）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五七〇頁。  

（１０８）深澤英隆「宗教学における心理主義・心理学主義の問題――我が国戦前の諸体

系にみる」田丸徳善編『日本の宗教学説Ⅱ』東京大学宗教学研究室、昭和六〇年、六八頁。  

（１０９）佐々木宏幹『シャーマニズム』五四頁、九三頁。桜井徳太郎「シャーマニズム

の諸問題」、佐々木宏幹「シャーマニック・トランスの象徴的内容について」『現代のエス

プリ シャーマニズム』七五、九三頁。  

（１１０）吉本隆明『改訂新版 共同幻想』角川文庫、昭和五七年、一一頁。なお、著者

はここで「共同観念」という語を用いているが、同じことを論ずるのに、「観念」ではなく

「幻想」の語を標題としてネガティブな価値判断を読者に強いることは、共同体への著者

の恐怖――戦時体験からくるものと自身告白しているが――を示すものに他ならない。著

者はその恐るべき力を防ぐにはそれが幻想だという考えに固執するしかない、とまで述べ

る。著者が、自身の体験を貫く「外から内へ」という方向性に圧倒されながら、その方向

性を変換するすべもなく戦いているのは明らかである（同書、九頁）。  

（１１１）川面『祖神垂示の鎮魂』全集第一巻、五八〇～六〇七頁。  

（１１２）山折哲雄『坐の文化論――日本人はなぜ坐りつづけてきたのか』講談社学術文

庫、昭和五九年、一六五～七五頁。  

（１１３）佐々木宏幹「日本シャーマニズムの特質と類型」『日本民俗文化体系 第四巻、

神と仏』小学館、昭和五八年、九四頁。  

（１１４）「マックスウェルの悪魔」とは、熱力学第二法則に関して英国の物理学者 J．C． 

マックスウェル（一八三一～七九）が指摘した仮想的存在を指す。熱力学第二法則は、エ

ントロピー増大の法則ともいわれ、種々述べ方があるが、気体運動に即して簡単に述べる

と、一度混ざりあった異種の気体分子を、外からのエネルギーを与えることなしに元通り

に分離することはできない、となる。もしこれが可能ならば、第二種永久機関が可能にな

る。これについてマックスウェルは、次のような思考実験を考えた。断熱系内に仕切りを

設け、その中央に小穴をあける。もしこの穴に分子の種類を見分けて左右の室にふり分け
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る悪魔的存在があれば、一度混ざりあった混合気体は、再び左右に分割されうる、と。つ

まり、水溶液における濾過紙や半透膜に相当するものを、気体分子レヴェルで想定するわ

けである。 

（１１５）拙著『折口信夫の鎮魂論』参照。  

 

 

第五章 

 

（１）田中治吾平『鎮魂法の実修』霞ケ関書房、昭和三九年、九頁。  

（２）拙著『折口信夫の鎮魂論――研究史的位相と歌人の身体感覚』春秋社、一九九〇年、

参照。  

（３）田中『鎮魂法の実修』九～一一頁。  

（４）川出清彦『祭祀概論』学生社、昭和五三年、二五～八頁。  

（５）田中『鎮魂法の実修』一○九頁、一六七～八頁。  

（６）同書、一○頁。  

（７）たとえば折口信夫は、いまだ生死の区別の明瞭でない殯宮における招魂の儀とも述

べている。「上代葬儀の精神」『折口信夫全集』第二○巻、三五三頁等参照。  

（８）田中治吾平『日本古道の実体』京文社、昭和四一年、二頁。  

（９）本居宣長『古事記伝』七之巻（『本居宣長全集』第九巻、筑摩書房、昭和四三年）三

○五頁に、「実の岩窟にはあらじ……ただ尋常の殿をかくいへるなるべし」と。  

（１０）西郷信綱『古事記の世界』岩波新書、一九六七年、七九頁。  

（１１）折口信夫「上代葬儀の精神」『折口信夫全集』第二〇巻、三五三頁、三六三頁、三

七一～四頁。  

（１２）拙著『折口信夫の鎮魂論』参照。  

（１３）ここでちなみに、田中と折口の発想をつなぐ次のような考えがあることを、指摘

したい。「イワヤド
・ ・ ・ ・

というのはイワイドノ
・ ・ ・ ・ 。

[斎殿]の義ではないかとも思われてくる。精進潔

斎して“鎮魂行”に打ち込む場所が“斎殿”ならば、語義は自ら明らかとなるだろう。」（中

野裕道『ヨーガと霊動法』日貿出版社、昭和五七年、一六五頁）と。  

（１４）実践家の中にこの区別を明確にうちだす者のあることは、注目に値する。柄沢照

覚『仙授実験 神通術奥伝』（神誠館、大正五年、さわね出版復刻、昭和五六年）一七～八

頁。祭神を（一）大霊（二）修法を司る神（三）自分の守り本尊、の三に大別しているが、

（一）は別格として、（二）と（三）がここの区別に等しい。  

（１５）田中『鎮魂法の実修』二五～六頁。  

（１６）神代紀、下巻、天孫降臨の段、第八の逸書中に見える。  

（１７）『延喜式』巻八「祝詞」、同巻九「神名」の中に多見される。  

（１８）田中治吾平『天照大神の研究』霞ケ関書房、昭和四八年、九頁。  

（１９）同書、三九頁。 

（２０）同書、五八頁。 

（２１）同書、六七頁。 

（２２）同書、九七頁、一三九頁。  
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（２３）同書、四頁。  

（２４）同書、同頁。  

（２５）戸田義雄「神社神道」『現代宗教思想のエッセンス』ぺりかん社、昭和四五年一五

頁。 

（２６）田中『天照大神の研究』八頁。  

（２７）田中『鎮魂伝習録』第三輯、五～二〇頁。  

（２８）田中『鎮魂法の実修』、二六頁。  

（２９）同書、九〇頁。  

（３０）同書、一○六～七頁。  

（３１）中野裕道「鎮魂実修法の大成者」『日本神学』昭和四八年、五月号、一二三頁。 

（３２）岸本英夫「行の心理」『現代心理学』第四巻、河出書房、昭和一七年、四二五頁。 

（３３）実際、田中治吾平より鎮魂行法の指導を受けた者で、個霊の存在を認める立場の

人物は、田中の人格・学識・霊能を高く評価しながらも、「全一神観があまりによく割り切

れすぎている……私は仏教の研究が長い所為か、死後にも個性があるといふ観念をどうし

ても払拭することができなかった」と不満を呈し、その鎮魂法を「一応の体験として鎮魂

をやらせたといふ程度」で「深入りしなかった人が多かった」と批判している（中野「鎮

魂実修法の大成者」、一二三頁）。  

（３４）田中『鎮魂法の実修』一○八頁。 

（３５）同書、一五四～五頁。  

（３６）同書、一六七頁。  

（３７）同書、一五六～八頁。  

（３８）この記録を二重身現象と説明する立場は、すでに加藤玄智に見られる。「地神本紀

に於いては、吾是汝之幸魂奇魂術魂之神也（『旧事本紀』四、系、一、二三五）といって、

日本書紀の所謂怪光即ち神光なるものを、大己貴神の幸魂奇魂の化けたるもの、即ち術魂

であると解釈してをる。いづれにしても、大己貴神の幸魂奇魂は光の形を採って現はれ、

大己貴神は自己以外に客観的外界に於いて、自己の幸魂奇魂の存在を目撃し、之れと問答

し、人が人と対談するやうに、話を交換されてをる。是れ即ち、大己貴神の自我 ego, self

に対応した他我 alter ego, other self である。二重我即ち別我 double, Doppelgänger であ

る」（『神道の発達史的研究』中文館、昭和一○年、一八九～九○頁）。ちなみに、この引用

文中の術魂に関しては、平田篤胤や大国隆正や、また明治の実践家・川面凡児もそれぞれ

互いに異なる一家の説を立てているが、必ずしも加藤玄智の説が学術的で他が非科学的で

ある、という判定は下せないように思われる。  

（３９）田中『鎮魂法の実修』一六七頁。  

（４０）大国主命（大己貴神）が自らの幸魂奇魂を三諸山に祀らせた例、天照大神が自ら

の荒魂を御心広田国に祀らせた例などが想起される。ついでにいえば、大己貴神の分魂祭

祀は垂加神道の霊社の理論的典拠としても機能した。加藤がそれらも含む一般的な生霊の

祭祀――自己によるあるいは他者による――を「生祀」と呼んだのはわざわざいうまでも

ないことだが、それが神道史に一貫する分魂祭祀――これは霊魂の数が単一ではないとい

う信仰を表すものにほかならない――という発想の嫡子であることは、一応指摘するに足

ることである。  
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（４１）田中『鎮魂法の実修』二五三～四頁。 

（４２）同書、三八～九頁。  

（４３）その類いの作業は、岸本英夫『宗教神秘主義』（大明堂、昭和三三年、一九三～二

○五頁）に典型的にみることができる。  

（４４）「オホヒルメムチノ尊が鏡玉剣のいわゆる三種に神器をもって智情意の理想、明浄

直の表徴とし、これにミコトの象徴たる玉鉾を用いて修練され、その霊を高められ……代々

の天皇もこれを尊崇」（田中『鎮魂法の実修』、四一～二頁）というが、これでは「三種ノ

神器と申候……内証ハ鏡也。玉ハ仁、剣ハ勇」（林羅山『神道伝授』）や、「此三種の神宝は

智仁勇の三徳を表したる」（渡会延佳『陽復記』）、「如玉曲妙ナルハ柔順ノ心ヲ表シ給フ。

如鏡ニシテ分明ナルハ正直ノ心ヲ表シ給フ。心ノ本元也。如剣剛利ナルハ決断ノ心ヲ表シ

給也」（北畠親房『東家秘伝』、以上、『日本思想大系 39 近世神道論・前期国学』岩波

書店、一九七二年、一二頁、九一頁、四五七頁）という説明と選ぶ所がない。  

（４５）田中『鎮魂法の実修』六一頁。  

（４６）同書、七三～四頁。  

（４７）同書、七七頁。なお、この語義は次のように説かれる。「『み』は神の『み』であ

り、また実であり、霊（みたま）の『み』である。ほぎは『祝ぎ』で、賀・寿の文字を充

ててあるし、『祈』の文字を時にみほぎとよませることもあるが、語順は霊（み）御来で神

霊が我身の上におでまし下さるの義であり、『招』を『おぎ』と読むことにも通じる」（同

書、五六頁）。神観は観念的であるが、ともかく神霊の流入が考えられている点には、注目

しておかなければならない。  

（４８）同書、四四頁。 

（４９）同書、五五頁。 

（５０）同書、五六頁。 

（５１）同書、七八～九頁。これも全階程に共通。  

（５２）伴信友『鎮魂伝』『伴信友全集』第二巻、国書刊行会、明治四○、六四九頁参照。

第七番目は「あちめおおお たまはこに ゆふとりしてて たまちとらせよ みたまかり 

たまかりましゝかみは いまそきませる」、第八番目は「あちめおおお みたまかり いに

ましゝかみは いまそきませる たまはこもちて さりたるみたま たまかやしすなや」

というものである。  

（５３）中野『ヨーガ霊動法』一八一頁。石笛とは本田親徳に始まり大本教などにながれ

こんでいる鎮魂帰神行法で用いられる祭具のことである。  

（５４）神歌というのは、魂鎮め法に際して唱えられるものと別に、一三首ある。伝統の

鎮魂歌に自作の道歌を加えたもので、すべてに「阿知女作法」が付く。  

（５５）これは『先代旧事本紀』に見える唱え言を採用して、「ひと、ふた、みい、よう、

いい、むう、なな、や、ここのたり、ふるべゆらゆらとふるべや」というのだが、しかし

「ふるべ」（布瑠部）というのは「ひと……たり」と唱えて振るえ、ゆらゆらと振るえとい

う意味であるから――ただし「触れよ」「降り注げ」と解釈する向きもある――そこまでを

唱え言の中に含めるのは、やや不適当にも思われる。  

（５６）田中『鎮魂法の実修』八六～八頁。  

（５７）同書、八八頁。  
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（５８）同書、一○六頁。意識を指先に集中すればその部位の末梢血管の膨張がおこるた

め、確かに刺激を感じるわけである。  

（５９）この階程で憑霊現象の起こることが、多かったらしい。同書、一○七頁。  

（６０）この階程の祝詞は、同書、一一一～二頁。神歌、祝詞等、一応各階程に特定され

ているが、特定すべき根拠は認め難く、どれもが多かれ少なかれ代替可能ものとして読み

うるように思う。  

（６１）田中『鎮魂法の実修』一三五～六頁。  

（６２）田中は水・風・土・火による祓を考えており、そこでは実際、この階程は水の祓

とされており、また第二階程についても火の祓とされている。「火が立ち昇る」という表現

をみても、明らかであろう。同書、五九頁。また『国民道徳と社会改造』二三九～四九頁

参照。  

（６３）田中『鎮魂法の実修』一七○頁。  

（６４）同書、一七六～八○頁。  

（６５）同書、一八一～八頁。  

（６６）同書、二○四～五頁。  

（６７）「玉鉾の玉の真柱立ち並ぶ」（同書、八七頁）とか「八広殿の一柱として大神業に

あなないつかえ奉れ」（二四二頁）とかの表現が見える。柱とは、この世の支えをなすべき

人柱なのである。  

（６８）これについては、体験者の次の証言が参考になるだろう。「神遊修業では、すっく

とたちあがるやくるりと後ろを向いて、右手で遥か前方を指しながら、『前つ世の穢』とだ

け短い発言をした」（中野『ヨーガ霊動法』一九一頁）。  

（６９）田中『鎮魂法の実修』二一四～六頁。  

（７０）同書、八七頁、また三六頁。  

（７１）同書、二一六頁。  

（７２）同書、二二七頁。  

（７３）同書、一八七頁。  

（７４）同書、二八頁。  

（７５）神道の側において「三業」を援用する発想は、すでに吉田兼倶の『唯一神道名法

集』に見える。すなわち、それ以前の『相秘決義（さうひけつぎ）』なる文書（内容未詳と

いう）に「畢竟、身・口・意の三業に帰す。三業とは神道の三元・三行・三妙の為す所也」

とあるのを引いてその意を問われたのに対し、兼倶は「身業清浄は拝・供・印なり、口業

清浄は読・誦・唱なり、意業清浄は観・念・なり、三妙はすなわち神道加持なり」という、

これもやはり内容未詳の『宝前作法次第記（ほうぜんさほふしだいき）』の頌をひいて、答

えている。つまり、神道の祭祀・行法を仏教の儀礼・行法の用語で説明する試みも、仏教

移入のかなり初期から行われたことが、推察されるのである。『日本思想史体系 19 中

世神道論』岩波書店、一九七七年、二三二頁参照。  

（７６）至る所に見られるが、たとえば高井隆秀「真言密教における観行について」（日本

仏教会編『仏教における行の問題』平楽寺書店、一九六五年）二二八～三四頁、松長有慶

「入我我入観の構造」（日本仏教会編『仏教における神秘思想』平楽寺書店、一九七五年）

二四二～五六頁参照。また、「鎌倉仏教は「一密成仏」であって、理論的にいうと、すでに
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空海密教にすべて含まれている」とし、「専修念仏」「称題念仏」は「口密」であり「只管

打座は身密」「信心為本は意密の一密成仏」という言い方があるが（宮坂宥勝「密教の歴史

的意義」『講座 密教 ２』春秋社、一九七七年、四二頁）、ここで「身密」とされている

坐禅が、まったく身体運動を拒否している点と比較されたい。  

（７７）エリアーデ／立川武蔵訳『ヨーガ２』『エリアーデ著作集９』せりか書房、一九八

一年）四四～七二頁参照。もっと簡略には、番場一雄『ヨーガの思想――心と体の調和を

求めて』日本放送出版協会、昭和六一年、二四頁、四四～五頁参照。  

（７８）柳東植『朝鮮のシャーマニズム』学生社、昭和五一年、一六三～七○頁。  

（７９）山折哲雄「エクスタシーとカタルシス」『現代思想』一九八○年、第八巻一〇号、

一○二頁。  

（８０）以上及び以下、ロバート・ライル／建部訳『スブド』めるくまーる社、一九八五

年、七～五一頁から、適宜とりまとめた。他に、トービス星図『神秘学入門』（霞ケ関書房、

昭和四五年）、ムハマッド・スブー・スモハデイウイジョヨ『スブドの意味』（スブド日本

同胞会、昭和三六年）、『スブドの出現と発展』（日本スブド同胞会、昭和五二年）を参照。

記述がやや異なる。  

（８１）「イスラーム Islam」という語の本来の意味そのものが、神への絶対的、無条件的

服従・帰依に他ならない。井筒俊彦『イスラーム生誕』人文書院、一九七九年参照。  

（８２）ルーミーの思想と略歴については、井筒訳の『ルーミー語録』（岩波書店、一九七

八年）によって読むことができる。  

（８３」東西宗教史における神秘的合一の歴史の概要のついては、石田慶和「合一の宗教

――神秘主義」（上田閑照・柳川啓一編『宗教学のすすめ』筑摩書房、一九八五年）参照。 

（８４）キリスト教神秘主義における多くの聖者・聖女の告白、それにも増してイスラー

ムの官能的な詩句は、ほぼ前者に属するであろうし、また一方、インド宗教史の理論的な

一極点とも位置づけるべき仏教タントリズムにおいては、まさに男女の交会による二根融

合の快楽そのものが、絶対者との融合・合一と等置されたのである（奈良康明「サハジャ

の神秘主義」『講座 密教 第二巻 密教の歴史』春秋社、一九七七年、六四～七二頁）。  

（８５）S. H. フィッシャー／村山・小松訳『からだの意識』誠心書房、昭和五四年、四

七～八頁。W. ライヒ／片岡・中山訳『キリストの殺害』大平出版社、一九七九年、五五

～六六頁参照。  

（８６）このような感覚を振動感と一括することについては、的確な指摘をしている研究

はいまだ筆者の視野に入ってきていないが、実践的宗教体験家の教説中にその断片的な示

唆を認めることはできる。具体的に述べるかわりに類型的に述べると、たとえば不可視・

聴の光・音を知覚するという体験は、高い振動数のものが特定の発生源なしに知覚される

ということで、つまりは常態を振動ととらえることに他ならない。そうした文脈中に出て

くる「ゆらゆら」「きらきら」「ふわふわ」といった畳語的表現は、なんらかの振動感を示

すものではなかろうか。  

（８７）田中治吾平の鎮魂行法とスブドのラティハン・クジワアンを両方受けた人物の報

告によれば、スブドにおいても間々猥雑な状態が発現し、それはついに統制されないとい

う。中野『ヨーガ霊動法』九九～一一○頁。  
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第六章 

（１）清水宗徳編「宮地神仙道要義」『宮地神仙道修真秘訣』山雅房、昭和六三年、七二～

三頁。 

（２）同書、七頁、六四頁、八六頁。  

（３）同書、六九頁。  

（４）同書、三四頁、七〇頁、七八頁。  

（５）同書、七〇頁。  

（６）同書、七五頁、  

（７）同書、六七～九六頁。  

（８）同書、七六～八頁。  

（９）同書、九五頁。  

（１０）同書、七八頁、八〇頁、八一頁。  

（１１）同書、九三～五頁。  

（１２）同書、七二頁、九二頁。  

（１３）竹川文男『宮地神仙道修真秘訣・解説篇』昭和六三年、山雅房、四五～六頁。  

（１４）H. マスペロ／川勝義雄訳『道教』平凡社、一九七八年、一六～七頁。  

（１５）同書、一三三～四頁。  

（１６）H. マスペロ／持田季未子訳『道教の養生術』せりか書房、一九八五年、一二頁。  

（１７）同書、九五頁。 

（１８）同書、七四頁。 

（１９）『宮地神仙道修真秘訣』昭和六三年、山雅房、三七～八頁。  

（２０）宮地厳夫『本朝神仙記伝』下巻、本朝神仙記伝発行所、昭和四年、付録「自修鎮

魂法要訣大要案」一～四頁。  

（２１）同書、五～七頁。  

（２２）マスペロ『道教の養生術』一〇頁、六四～九三頁、一八二～二〇五頁など参照。

他に導引法の実際に関しては、坂出祥伸「長生術」（福井康順・山崎宏・木村英一・酒井忠

夫監修『道教 １ 道教とは何か』平河出版社、一八八三年）二四六～七〇頁参照。 

（２３）『宮地神仙道修真秘訣』六～七頁、四八～六二頁など参照。  

（２４）肥後和男「鎮魂の義について」『千家尊宣先生還暦記念神道論文集』神道学会、昭

和三三年、五一頁。松前健『古代伝承と宮廷祭祀』塙書房、昭和四九年、一〇七頁。  

（２５）藤野岩友「『鎮魂』の語義とその出典と」『国学院雑誌』六九－一一、一九六九年、

二五四～五頁。  

（２６）吉野裕子『隠された神々』講談社、昭和五〇年、三頁、五八頁、九四頁。  

（２７）福永光司『道教と日本文化』人文書院、一九八二年、七～一八頁、二二三～三七

頁。中央文化の道教的色彩の強さは右の箇所その他で明確に指摘されている。また神社神

道の本宗たる伊勢神宮における陰陽五行・易理の果たしている役割については、吉野裕子

『隠された神々』第三章に詳しい。  

（２８）マスペロ『道教の養生術』一二頁。  

（２９）『本田親徳全集』三七三頁。  
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（３０）佐藤卿彦『顕神本田霊学法典』山雅房、昭和五三年、四八頁。 

（３１）生理活動と身体感覚の覚醒については、第七章でまとめて論じる。  

（３２）導引術の組織的技法がヨーガの影響を受けたものであること（マスペロ『道教の

養生術』訳者後書き、二三五～六頁）、その中国的導引術が日本では江戸期の二つの「養生

訓」ともなり、大正期の自疆術
じきょうじゅつ

ともなってあらわれたこと、そして現今ヨーガの隆盛をみ

ていること、これらの流れをみると、名称はどうであれ、「健康と長寿の確保」ための身体

技法が宗教とその周辺で追求されてきたことは明らかである（福永『道教と日本文化』一

六五～七頁、二五〇頁参照）。なお自疆術とは大正五年、中井房五郎創始の医療体操で、「按・

摩・矯」の動作を骨子とする三一動作よりなる。これによって刺激される組織はすべて発

生学的には間葉組織に属し、この刺激により自然治癒力が効果的に賦活されるという（近

藤芳郎『自疆術その真髄と医学的効用』朝日ソノラマ、昭和五二年、三頁、五七～八頁、

六二～四頁、六八～七〇頁、七五頁）。  

（３３）大宮司朗編『本朝神仙記伝』八幡書店、昭和六三年、六八三～九二頁。  

（３４）行法のほかに呪術、儀礼としての鎮魂全般にわたる整理は、姉妹編で行なった。

拙著『折口信夫の鎮魂論』参照。  

（３５）清水宗徳『宮地神仙道玄義』八幡書店、昭和六三年、六三〇頁、六五二～三頁な

どを参照。 

（３６）以上、友清歓真『闢神霧』『友清歓真全集』第四巻、神道天行居、昭和四三年、二

七一～二頁。  

（３７）山蔭基央『神道の現代的解義』霞ケ関書房、昭和三七年、一五頁。  

（３８）山蔭基央『神道入門』白馬出版、昭和五四～五年、（その一）「解説編」、一四〇頁。  

（３９）山蔭『神道の現代的解義』一三七頁。  

（４０）同書、一四～五頁。  

（４１）山蔭基央『己貴秘伝』霞ケ関書房、昭和四六年、八七頁。  

（４２）山蔭『神道の現代的解義』二四五頁。  

（４３）同書、二四七～八頁。  

（４４）山蔭基央『ヨガと神道』霞ケ関書房、昭和五五年、四三五～六頁。  

（４５）同書、一三頁、一六八頁、二〇六頁）。  

（４６）山蔭基央『直霊の鏡』白馬出版 、昭和五六年、一三～八頁。  

（４７）山蔭『神道の現代的解義』三四五～六三頁、山蔭『己貴秘伝』二〇五～一三頁。

この自霊拝が、山崎闇斎の「自己生祠」と別物でないことは明らかである。なお「生祠」

に関しては、加藤玄智『本邦生祠の研究』中文館書店、昭和九年、四九～五八頁、八七～

一〇二頁、三八五～九頁などを参照。  

（４８）山蔭『直霊の鏡』一五九頁。  

（４９）同書、一六八～七五頁。  

（５０）山蔭『神道入門』（その二）「行法編」、一一四～八頁。  

（５１）山蔭『己貴秘伝』三～四頁。  

（５２）同書、一四五～三八頁。  

（５３）鎮魂を三区分して、本書が対象とする類の実践を「自己鎮魂」とし、それは鎮魂

祭が「或る人の為に他から鎮魂して遣る」のと異なる、とする説がある（副島知一『鎮魂
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と斎戒』石清水八幡宮社務所、昭和二五年、六三頁）。また第四章でみた川面凡児には、「自

律的鎮魂」と「他律的鎮魂」との区別がある（『川面凡児全集』第一巻、六五四頁）。すべ

て同様の発想である。  

（５４）山蔭『神道の現代的解義』二六三～六頁。  

（５５）同書、一三六頁。  

（５６）山蔭『己貴秘伝』九三頁。  

（５７）山蔭『神道の現代的解義』三三五～六頁。  

（５８）同書、三三一頁。  

（５９）同書、二〇三～四頁。  

（６０）山蔭『己貴秘伝』七三頁。次の引用文も同じ。  

（６１）山蔭『神道の現代的解義』二六六頁。  

（６２）山蔭『直霊の鏡』八七頁。  

（６３）本書が、大小の神道系教団の内、早くから「公認の神道」であった教派神道一三

派の教祖の中で、神職や行法実践家或いは国学に造詣のあった人物は「鎮魂」の語によっ

て何を説き何を実践したのか、という点についてほとんど言及していないことについて、

たぶん疑問をもたれることであろう。最も大きな理由は時間的な制限であるが、ほかに、

一見した限りあまり豊富な内容を含んでいるように思われず、一定以上の成果の見通しが

立たなかったからである。異名の類似の実践について言及していないのは、限られた条件

の中で、資料的にそこまで拡散する意味をあまり認めなかったからである。諸種の条件の

限られた中では、これは止むを得ない選択であったので、いずれ適当な機会が与えられれ

ば言及するに吝かではない。一応大雑把な印象だけを述べておくと、たとえば「息の術は

静座と共に行はれて禅定の意義を持って居る」（『宗派神道経典解説』一四六頁）などとさ

れる、この次第の後半あるいはそれに連続する段階で「鎮魂」の説かれることが多いよう

である。したがってその場合、多分これは憑霊・託宣を伴うものではない、つまり大本系

の鎮魂帰神とは異なる。他方、鎮魂という名で呼ばないにせよ、宮地厳夫などの説く導引・

胎息と類似の作法はしばしば見かけられる。「鎮魂」自体の説明としては「令義解及び旧事

本紀の記事」を典拠とすることが多い（同書、一四九頁）から、教派神道における鎮魂周

辺の具体的作法は、導引・胎息術を主柱とするものと、少なくとも手持ちの少ない資料か

らはそう推察される。たとえば、神道大成教の平山省斎は「修道之要。在静坐調息」「鎮魂

而下可力以至。鎮魂而上。熟後妙域。憑神助」といっている（平山省斎『修道真法』大成

教々務庁、明治四五年、一頁）。教派神道ではないが、「鎮魂気吹法」と称する実践は、自

らを説明して「身体の健康を保ち」「精神を安定あらしむる」もの、鎮魂は「心意の働き即

ち運魂を統一すること」「禅定静座の趣」であり、気吹は「生理的深呼吸の凡てに通じ適合」

するもの」とする（神之道講義所編『神之道鎮魂気吹法』神之道講義所自宗会堂、大正一

三年、序二頁、本文四～一二頁）。この身体的健康法を前段階とする「禅定静座の趣」をも

って鎮魂とする傾向は、柄沢照覚（一八六五～？ 神誠教会創設者。事蹟など未調査。数

年来著書が数点復刻されている）にもみられ、ある箇所では端的に「此の鎮魂法は仙道調

気の極致」「鎮魂の基礎は全く健康法に在る」という（柄沢照覚『神仙霊術要録』神誠館、

昭和八年、一〇六～七頁）。教派神道に鎮魂行法があったとすれば、それは導引・胎息――

今日風にいえば整体法と呼吸法――と、それにつづく静座という程の理解であったらしい、
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という見通しだけを一応述べておく。もとより火急の措置に過ぎず、正確な作業は他日の

作業にまたねばならない。  

 

 

第七章 

 

（１）「論者の立場によって身体イメージも身体像も異なった意味内容を付与されているの

が現状である。したがって、より正確に表現しようとすれば、ヘッドの身体図式とか、シ

ルダーの身体イメージといった具合に、人名を冠して呼ぶ他はない」（西願寺弘通「身体イ

メージ」『岩波講座 精神の科学４ 精神と身体』一九八三年、一七八頁）。他に、大東祥

孝「身体図式」『岩波講座 精神の科学４ 精神と身体』二一一～二頁、北村晴朗『自我の

心理』誠心書房、一九七七年、一六三頁、西願寺弘通「身体イメージ」『岩波講座 精神の

科学４ 精神と身体』一八〇～九一頁、二〇六頁、P・シルダー／北条敬訳『身体図式』

金剛出版、一九八三年、九頁、など参照。  

（２）W・ゴーマン／村山訳『ボディ・イメージ』誠心書房、一九六八年、第一章。 

（３）同書、九～一七頁。  

（４）S・H・フィッシャー／村山・小松訳『からだの意識』誠心書房、昭和五四年、二九

～五九頁。 

（５）同書、二九～三二頁。これは、離人症 depersonalization（このうち特に、身体意識

面の障害を示すもの。木村敏『自己・あいだ・時間』弘文堂、昭和五六年、九〇頁参照）

や広場恐怖 agoraphobiaのような、はっきりした病的状態の中で人が示す行動のみでなく、

日常生活の中で人がとる「正常」な行動――たとえば肌に油を塗ったりするとかいう――

にも、身体境界確立への努力が潜むとする観察から導いた、一応の結論である。  

（６）同書、五九頁。  

（７）同書、四九－五六頁。  

（８）動かしたり撫でたりするのと同様に、意識集中によっても血流の増加（あるいは減

少）を起こし得ることは、自律訓練（AT）法やバイオ・フィードバック（BF）法の普及

で常識となった。B・B・ブラウン／石川中訳『心と身体の医療』（紀伊国屋書店、一九八

二年、一三〇～六頁）、J・H・シュルツ、W・ルーテ／内山訳『自律訓練法』（W・ルーテ

編、池見監修『自律訓練法』第一巻、誠心書房、昭和四六年）五九～六九頁。  

（９）フィッシャー『からだの意識』５５頁。  

（１０）斎藤稔正『変性意識状態（ASC）に関する研究』松籟社、一九八一年、九頁。  

（１１）同書、四八頁、五一頁、六一頁、九五～一〇〇頁。なお、同著者は BSRO を発生

論的なヒエラルキー構造を持つものとして、下位から順に、基礎体系・下位体系・上位体

系とし、それぞれ、生命体としての自律的制御機能・想像などに関与するもの・意志決定

をするものと機能区分して説明している。意識の変性状態は、このヒエラルキーが上位か

ら機能を停止していくことによって起こるというのである。  

（１２）同書、一五〇頁。  

（１３）しかし実は、臨床的な所見からすると事実は更に複雑であり、時間の長短という

因子を考慮に入れてもまだ十分でない。すなわち、「常同症 stereotype」という、一日中
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体を動かしている症状が、分裂病慢性期の患者にしばしば観察される。中には絶えず歩き

まわる者もおり、これは特に「徘徊」と呼ばれるが、これらを一括し、また健常者の貧乏

ゆすりも同類の機構によるものと見なして、次のような解釈を加えるものがある。言わく、

リズミカルな身体運動は自らの覚醒水準を変化させるが、しかしこれには、①「共存・安

寧」への抑制優位の方向と、②「孤立・抗争」への賦活優位の方向と、両方向が区別され

る。一口に身体を律動的に動かすといっても、心に生じる何かを抑えようとしているか（た

とえばロッキングチェアーや揺り籠など）、何かを賦活しようとしているか（たとえばボク

シングのフットワークや剣道の剣先のゆすりなど）の別があるのである（中里均「身体感

覚とリズム」『岩波講座 精神の科学４ 精神と身体』一四八～九頁）。時間的な因子を加

えるまでもなく、この二つは本来一方向性のものではない。  

（１４）斎藤『変性意識状態（ASC）に関する研究』一四四頁。  

（１５）ゴーマン『ボディ・イメージ』一〇〇頁。  

（１６）絵画統覚法テスト Thematic Apperception Test とは二〇枚の刺激図版を見せて、

それぞれの図版に関して物語りを作らせて、語らせるもので、その解釈法は、「ＴＡＴの解

釈家の数だけある」とも言う。家－木－人物描画法テスト House-Tree-Person Test も、

この三主題を自由に描かせて、被験者の環境に対する関わり方を見るものである。ロール

シャッハ・テストは、刺激図を見せてそれが何に見えるか、を問う。その反応語はやはり

日常世界の事物である。どの尺度もこのような言語的反応により計られることは、これを、

高度に言語化された行法説研究に援用するのに、有利な条件となるであろう。そこでは反

応語の数に不自由することはないからである。ちなみに、一般論として、投影法を適用す

る際に注意するべきは、反応が単に認識的なものかあるいは欲求を伴ったものか、または

別様の発問をすれば、投影されたものがその時点での被験者の現状をそのまま反映してい

るものか、それとも現状を補償すべき状態、被験者が心理的安定のために必要としている

ものを反映しているのか、ということである（小保山虎夫「ロールシャッハ法の批判と展

望」『ロールシャッハ・テスト（２）』中山書店、一九五八年、二九二～九頁参照）。しかし、

行者の説く身体的行法を、生理心理学的知見によりできるだけ具体的に再記述し解釈する

という、特定の対象を扱う本稿の立場からは、問題はそれほど複雑ではない。なぜなら、

ここで扱う行法とは、高度に自覚的な身体技法と精神活動を動員して行われる脱日常的な

営みであって、その前提として、現状（脱せらるべき日常）と理想状態（脱して後に至る

べきもの）は明確に区別されてあるべきものだからである。その自覚を欠くものは呪術的

色彩を濃厚にせざるをえない。そしてわれわれはここでは、行法を呪術とは異なったもの

と仮定している。呪術と行法の異同については、拙著『折口信夫の鎮魂論――身体論的考

察――』（春秋社、一九九〇年）参照。 

（１７）ゴーマン『ボディ・イメージ』一〇一～九頁。たとえば  

（１８）B・ランディス／馬場、小出訳『自我境界』（岩崎学術出版社、一九八一年）参照。

彼は自我境界の在り方を、透過的・非透過的と対立的に概念化している。つまり自我境界

が透過的なＰ支配型 permeability dominant と非透過的なＩ支配型 impermeability 

dominant とを区別しているのである（同書、三三頁）。  

（１９）ランディスは、Ｐ支配型とＩ支配型とは「一つの連続体の両極」（ランディス『自

我境界』四五頁）とみなすのが妥当と考えている。しかし、Ｐ支配型とＩ支配型が一次元
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上の両端にあることは、けっして自明なわけではなく、独立した二次元である可能性も否

定されてはいない（同書、６３～４頁）。またフィッシャーたちの言う barrier score と

penetration of boundary score も、必ずしも連続体の両極にあるとは考えられていないの

である（ゴーマン『ボィ・イメージ』一〇二頁）。  

（２０）フィッシャー『からだの意識』三八～九頁、二三六頁。            

（２１）同書、三七頁。 

（２２）中里均「身体感覚とリズム」一五二頁。西願寺弘通「身体イメージ」一九〇頁。

ゴーマン『ボディ・イメージ』八頁。  

（２３）佐々木宏幹「日本シャーマニズムの特質と類型」『日本民俗文化体系 第４巻 神

と仏』小学館、昭和五八年、九四頁。図は本書第四章の最後に引用してある。  

（２４）より一般的に、この欄には被影響妄想 delusion of being influenced と一括される

多くの症例が属する。たとえばある「患者」は次のように語る、「僕の体の中に悪党が入っ

ている。形は類人猿……病気の根本……正体は石……小さい頃その石を拾って家まで持っ

てきたら足が動かなくなって、石が体の中に入って病気になってしまった」。これに対して、

「治療者」は謙虚にも次のように述べている、「“石”についての妄想……むしろ正当なる

自覚といったほうがはるかに適切かもしれない……我々の安易な想像をはるかに越えてい

る」（村上他『ロールシャッハの現象学』東大出版会、昭和五二年、七五頁、一一五頁）。

患者の知的レヴェルが治療者をおびやかさない場合すら右の通りである。ましてたとえば、

折口信夫が次のような「妄想」を述べる場合、われわれはそれを、恐れなければならない

だろう。「たまは霊体であって、多くの場合露出せず、ものに内在してゐる。さういふ時、

霊を包んでゐるものをもたまといふ。宝石、貝殻又は単なる石をたまといふのはその理由

である。之が包まれたものから出る時は多少とも霊魂としての機能を発しようとしてゐる

ので、之が人体に入るのを通常とする
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

」（折口信夫『霊魂』『折口信夫全集』第二〇巻、二

一一頁。傍点引用者）。よく言われる通り、このような感受性の類似は、一般に言って「患

者」と宗教家その他の間に認められるが、ここで両者間の類似を強調するのは、宗教家を

おとしめるためではなく、逆にある種の「患者」の感受性が宗教的世界観に近いことを強

調したいからである。たとえば、不潔恐怖 mysophobia は清浄を尊ぶ神道の触穢思想と何

らかわらない。両者間の違いはただ、患者はその洞察に圧倒されて成す術もなく惑乱して

いるのに対し、宗教家はそれに対処する術を有している、という点にある。  

（２５）日本においてこの研究を双方から高度に進めている研究者として我々は、本山博

氏（宗教心理学研究所所長）をあげることができる。概論としての『宗教経験の世界――

医学的心理学的探求と体験的形而上学的解明』（宗教心理学研究所、昭和三八年）がその立

場と方法をよく示しているが、しかし氏の一連の研究にしても、サブタイトルの掲げる自

然科学的「探求」と人文科学的「解明」の間の乖離はいまだはなはだ大きいように思われ

る。 

（２６）たとえば、大雑把に言って、大本教とその周辺の鎮魂帰神行法は、霊媒術一般と

の類似点が多く、田中治吾平の鎮魂行法は、スーフィズムの旋舞やスブドの霊的訓練とい

う、どちらもイスラム教圏の行法に酷似している、また中には霊的存在を使役する法をこ

の名で呼ぶ者もあり、一部は禅、導引、ヨーガに類する、というように。  
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【初出一覧】 

 

＊大体の対応はあるが、組み替えや補筆・訂正のほか、新稿もかなりあるので、一応本書

に関わりのある論文はすべて、発表順に掲載した。 

 

「鎮魂行法の諸相――近代以降の鎮魂行法研究序説」 

        『国学院大学日本文化研究所紀要』五八輯、昭和六一年九月 

「川面凡児の鎮魂行法説――脱魂型シャマニズムの身体論」（上）（下） 

        『神道学』一三一号、一三二号、昭和六一年一一月、昭和六二年二月 

「大本系鎮魂帰神説論考――シャマニズム基礎論の観点から」 

        『東京大学宗教学年報』Ⅳ号、昭和六二年二月 

「田中治吾平の鎮魂行法説――神秘的合一への階梯」 

        『神道研究紀要』第一〇輯、昭和六二年一〇月 

「鎮魂行法の身体論と類型化――宗教的身体境界の観点から」 

        『国学院大学日本文化研究所紀要』六一輯、昭和六三年三月 

「鎮魂行法研究の立場と方法――岸本宗教学とシャマニズム研究を手掛りに」 

        『神道学』一三七号、昭和六三年五月 

「日本宗教史における鎮魂とは何か」 

        『ＧＳ』７号、昭和六三年九月 

「鎮魂行法とシャマニズム――神道における行法的シャマニズム」 

        『文化人類学６ 特集＝シャーマニズムの現在』平成元年六月 

「霊魂と肉体の秘儀・鎮魂帰神」 

        『歴史読本』臨時増刊号、平成元年九月 

「大本霊学とシャーマニズム――出口王仁三郎と幹部達の鎮魂帰神説」 

        『アーガマ』一〇五号、平成元年一〇月 

 

＊上のほか、『新宗教事典』（井上順孝・孝本貢・対馬路人・中牧弘允・西山茂編、弘文堂、

平成二年）に筆者が執筆した次の諸項目と重なる記述がある。 

Ⅰ③分派と影響関係「大本の影響」（共著） 

Ⅱ②教祖の周辺・教祖の後継者「白光真宏会」 

Ⅳ④教団用語とレトリック・用語解説「大本」「世界救世教」「世界真光文明教団・崇教真

光」 

Ⅴ③修行・修行の形態「大本」「生長の家」 

 ④秘儀と祭り・治病と救い「世界救世教」 

Ⅸ①「大本」「神道天行居」「崇教真光」「ス光光波世界神団」「生長の家」「世界救世教」「世

界真光文明教団」「白光真宏会」「山蔭神道」「練真道教団」 

 ②「岡田茂吉」「黒田みのる」「五井昌久」「田中治吾平」「友清歓真」「山蔭基央」 
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あとがき 

 

 本書は、辿り辿れば、筆者が昭和五九年度に東大の宗教学科に提出した修士論文にさか

のぼる。したがって、ほとんどの章の初出の掲載誌を示してはいるが、これはテーマの関

連する単発の論文を集めたというものではなく、むしろもともとは一まとまりであったも

のを、発表の都合上、補筆・訂正の上分割・掲載したものなのである。このような事情な

ので、全体にわたってかなりの肉付けはあるものの、骨子は修士論文に沿ってそれを発展

させたものと言って支障ない。  

 ただし修士論文と本書とは、その到達点にかなりの隔たりがある。苦学生のほとんどが

そうであろうけれども、当時の私には論文を落ち着いて執筆するだけの余裕がなかった。

着想だけはぼちぼち浮かんだものの、それをほかの文献・資料で裏づけし跡づけする、ま

たその意味内容を大きい視野の中で考察分析する、そういう暇が事実上なかったので、そ

れらはとりあえず修士論文としての体裁を成すに最小限必要なだけに止めざるを得なかっ

た。その事情はのちに至って多少改善され、やや遊びに近い裏付け・跡付け、考察・分析

をする余裕ができてきたため、かなり早く誌上に載せたものほど大きい補筆・訂正がなさ

れ、章によってはまったくの新稿となった。要するに、修士論文段階では荒造りの彫刻―

―あるいはむしろ塑像――だけであったものを、やや時間的余裕ができた所で、土台に乗

せ細部の修正を進め、新たに加えるべき部位を大幅に加えた、ということである。  

 修士論文執筆から計算すると、本書は四年を閲したことになる。もっともこれが正味と

いうわけではない。日常の義務はともかくとして、そのほかの少なくとも半分以上は、学

会誌に発表するための浄書、待機、校正の手間に取られたのである。しかし、あの段階と

今できあがった原稿を比べると、傍目にはよく区別はできないかもしれないが、本人とし

ては質的にも量的にも、また構成上からも格段に充実したものになったように思う――も

っともこれは、修士論文があまりひどすぎたせいでもあろうけれども。それを思うと、遅

れたのはそれはそれで、それなりに悪くはなかったのかもしれない、という気もする。  

 本書に直接関係する筆者のこの五年は、たとえば、彫塑像を造るのに充分な素材を使う

ことが許されないような状況にあったとも言える。彫刻なら堅牢な木材か石材、塑像なら

粘土をしかる後に青銅を、というのが教科書的な材料とすれば、筆者に許されたのは、新

聞紙をちぎって水に溶かしたような有り合わせのものであった。これは仕方のないことで

ある。したがって、本研究は、触れれば破れ崩れるような粗末なものであるが、細部の彫

琢は筆者なりに凝ってみた積もりでもある。正統的な手続きを踏んだからといって、この

ような細工が可能とは、必ずしも思われない。もちろん、手続きが変則的なればこそ、そ

のような特殊効果も容易に出せるのだ、という批判がありうることを承知している。しか

しこれはこれで、少なくもそのテーマについては一部の方々が珍しがって下さったことも、

事実である。彫刻の価値は、その材料や道具にあるのか、それとも意匠にあるのか、それ

ともそのどちらでもない別の所にあるのか、難しい問題であろう。ある種の短歌を折口信

夫が評した、「文学的な価値ではなく文学史的な価値」という言い方をもじって言えば、本

書は「学術的な価値」はないかもしれないが、少なくとも研究史的「学術史的価値」は、
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いささかなりと有するものと思う。  

 「鎮魂」関係の論文しか書いてこなかったことについて、一言弁明させて頂きたい。基

礎的学力を充実させる必要は常に感じ、またほかに勉強したいテーマも具体的にいくつか

あるが、とにかく自分の今の研究対象についてまとめることを優先させたのは、一つには

方法論の問題で行き詰まることが特になかったから、一つにはこのテーマはほかに扱う人

もなかろうと思われたから、一つには方法論やその周辺を補強する仕事はいつでもできる

と思ったから、一つにはそういう他者のための作業に労力を割くのは間尺に合わないと思

ったから、などの理由による。他者に説得する関心よりは、自分で納得したい関心の方が

強かったということであろう。  

 本書およびその前身である断片的論考を執筆、発表するにあたっては、陰に陽に多くの

お陰を蒙っている。いちいちお名前をあげればきりがないが、東京大学文学部宗教学研究

室および国学院大学日本文科研究所の諸先生方、諸先輩方、そして同僚の方々からは、有

形無形の有益な助言指導を多くいただいた。社会的な無知はともかくとしても、学問上の

初歩的常識にも欠ける所の多い私は、大小の誤りや不勉強を教示されることは、日常事で

あった。 

 研究の機会を与えられた国学院大学の日本文化研究所では、宗教学研究室の先輩で現在

同研究所助教授の井上順孝先生をはじめとする先生方、先輩方からは、このような意味で

のご教示をいただくことが少なくなかった。大学院のゼミにもろくろく出席しなかった私

にとって、同研究所での仕事は、事実上の職業訓練のようなものとなった。これにもまし

て感謝すべきことは、関係学術誌に拙論発表の場を多くいただいたことである。若手の研

究者が業績発表の機会にあまり恵まれないことを聞くにつけ、同研究所からは大きな恩義

を蒙っていることを感じずにはいられない。  

 また特に、東大宗教学研究室助教授の島薗進先生には、直接の煩いをおかけした。先生

はご多忙の最中にもかかわらず、本書の長い原稿全体に目を通して下さり、内容上の不審

を逐一指摘されたうえ、全体の構成上の不都合を再考してみるよう、大まかな枠組みの実

例まで示唆して、促された。そもそも本書の刊行を出版社に謀って下さったのが、島薗先

生であったのである。つらつら思うに、このような懇切な指導をかたじけなくしたのは、

独学者の気味のある身としては、はじめてのことであった。  

 宗教学研究室に入って以来憧れの先輩であった鶴岡賀雄氏（工学院大学助教授）には、

本書のゲラを読んでいただき、ラテン系神秘主義研究を専門とされる立場から、内容上・

表現上の細かいご教示をいただいた。そして文体に関しても、「自己言及的」すぎるのはい

かがなものか、とのご注意もいただいたが、弁明させていただくと、実はこの自己言及的

スタイルは――すべてとは言わないまでも一部分は――まさに先輩の顰に倣った面もある

のである。私が先輩の香り高い文体に憧れたように、先輩が私の「妙に論理的で粘り強い、

ぬめりとした文体」を深く愛すると言って下さったのは、嬉しいことであった。  

 本書がもしともかくも平均的な学術書の体裁を採って、形式上内容上のあらぬ非難を蒙

らずに済むものと成り得ているとすれば、それはひとえにこれら方々のおかげである。そ

れにより個々の脈絡の不明瞭な、散発的主張の羅列に過ぎなかったものが、なにがしか一

貫した宗教学的主張に収斂する形になり得た――ような気がする。もちろん、こうした尚
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早な好意的評価は、書物の著者自身のなすべきことではない。長期にわたる仕事を仕上げ

た時の感激が、間々当事者自身の過大評価を誘発するものであるくらいのことは、人並み

に承知しているつもりである。したがって周囲の方々の名誉のために、もしこのような懇

切な指導にも関わらず本書がやはり水準以下の体しか成していないとすれれば、それはも

ちろんまったく筆者一人の不勉強のためである、と一言釈明しておかなければならない。  

 ここ数年に受けた研究助成に対してもお礼を申し上げねばならない。庭野平和財団から

は昭和六二年度の研究助成をいただき、平成元年度は、文部省の科学研究費補助金（奨励

研究所（A））の交付を受けた。本書の資料・調査の一部はそれによっている。また各教団

および関係各位には、調査・面談、資料提供などの点でお世話になった。特に、大本、神

道天行居、ス光光波世界神団、世界救世教、日本ヱホバ教団、白光真宏会、稜威会、山蔭

神道、錬真道教団、の各教団には貴重な写真提供、あるいは転載の許可・了承をいただい

た。またこの領域の図書を続々と刊行している八幡書店からも写真転載の許可をいただい

た。 

 本書で私は、良識人のまともな神経ではちょっと読めないような、または手に取ること

を躊躇するような資料をどうにか読み込んでみた。もちろん誤りは――私の読み方にも、

彼らの説き方にも――あろう。しかしそこには研究に値する事象も確かにある、とは少な

くとも言えるように思う。どうかこれを叩き台にして――一撃でくだけるような脆い叩き

台かもしれないが――、しかるべき厳密な学的訓練を経た優秀な研究者の方々が、こうし

た霊魂観に基づく種々の呪術宗教的行為の、「周辺」ではなくまさに「内実」の解明に当た

られるよう、お願い申し上げる。 

 本書出版に当たっては、春秋社編集部の方々、特に鷲尾徹太氏にお世話をおかけした。

本書は研究対象とテーマの学術的価値が未知数であり――「ユニーク」であるという類い

の講評なら再三にわたっていただいてきた――、かつ著者若書きの論文である。出版事業

としては二重の危険をおかすことになるのであろうけれども、あえて刊行を引き受けて下

さった。記してお礼を申し上げる。  

 なお、鎮魂の語義に関して、それが一般に通用している理解からかなり隔たっているた

め、読者に読後のとまどいを残すのではないか、という類いの指摘を何人かの方からいた

だいた。そういう危惧は私自身も持たないではないが、種々雑多な語義理解の羅列紹介は、

本書の中軸的テーマから遠いので、量的な制約もあって言及を最小限度にとどめざるをえ

なかった。その問題については、神道行法としてのみではなく、呪術および儀礼としての

鎮魂、またその研究史までを射程におさめた、本書の姉妹編ともいうべき作業が別にあり、

『折口信夫の鎮魂論――研究史的位相と歌人の身体感覚』として近く春秋社より刊行の予

定になっている。興味ないし不審を感じられた方は、あわせてそちらを参照されれば幸い

である。 

 

                一九九〇年（庚午）二月（戊寅）九日（乙巳）  

                                  著者記す 
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  筑波大学附属図書館リポジトリ版へのあとがき 

 

 姉妹編のデビュー作、『鎮魂行法論――近代神道世界の霊魂論と身体論』『折口信夫の鎮

魂論――研究史的位相と歌人の身体感覚』（どちらも春秋社、1990 年刊行）が絶版となっ

て久しく、重版、復刊の（自他の）希望がありながら、その機会を得ずに過ごしていたと

ころ、このたび、本務校の附属図書館のリポジトリに登録できることになった。関心を持

ってくださる方々には、自由に閲覧いただくことが可能になり、ようやく肩の荷を下ろし

た思いがする。 

改定版としての最も大きな変更は形式上のもので、二冊とも、四六版を A4 版にして、

縦書きを横書きに改めたことである。なお、横書きにしたのは、積極的な理由からである。

それにともない、「右」「左」といった方向指示を、「上」「下」などに変更してある。その

ほかの修正は、誤植の修正と、表記上の見やすさを考えて漢字を開いた程度で、文体に手

を入れることは、最小限度に留めた。索引は削除した。 

また『鎮魂業法論』に掲載していた人物写真は、事情によりすべて削除した。 

 今後、絶版になった拙著、また単行本化していない、単行本化の予定もない単発の論文

などを、随時リポジトリに登録していく予定であり、数年後にはすべて自由に閲覧いただ

けるようにしたい。 

筑波大学附属図書館リポジトリご担当の方々には、たいへんお世話になった。図書館の

サイバースペースに、バーチャルな津城文庫が半永久的に残るのは、ありがたいことであ

る。 

 

                   2017 年（丁酉）7 月（丁未）7 日（乙未） 

                                  津城寛文 
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